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1. 基本事項 

1.1. 要求事項の整理 

  火災による損傷の防止について，設置許可基準規則第８条及び技術基準規則

第 11条において，追加要求事項を明確化する（第１表）。 
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第
１

表
 
設
置
許
可
基
準
規
則
第
８
条
及
び
技
術
基
準
規
則
第

11
条
 
要
求
事
項

 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
８
条
 

（
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
 

第
11

条
（
火
災
に
よ
る
損
傷
の

防
止
）
 

備
考
 

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
火
災
に
よ
り
発
電
用
原

子
炉
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う

、
火

災
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
 

早
期
に
火
災
発
生
を
感
知
す
る
設
備
（
以
下
「
火

災
感
知
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
消
火
を
行
う
設

備
（
以
下
「
消
火
設
備
」
と
い
い
、
安
全
施
設

に

属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
火
災
の
影
響
を

軽
減
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

設
計
基
準
対
象
施
設
が
火
災
に
よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ

れ
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
 
火
災
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
 

イ
 
発
火
性
又
は
引
火
性
の
物
質
を
内
包
す
る
系
統
の
漏
え
い
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
 

ロ
 
安
全
施
設
（
設
置
許
可
基
準
規
則
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
安
全
施
設
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
不
燃
性
材
料
又
は
難
燃

性
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
１
）
 安

全
施
設
に
使
用
す
る
材
料
が
、
不
燃
性
材
料
又
は
難
燃
性
材
料
と
同
等
以
上
の

性
能
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
代
替
材
料
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
 

（
２
）
 安

全
施
設
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
代
替
材
料
の
使
用
が
技
術
上
困
難

な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
施
設
に
お
け
る
火
災
に
起

因
し
て
他
の
安
全
施
設
に
お
い

て
火
災
が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
 

ハ
 
避
雷
設
備
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
る
火
災
発
生

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
施

設
す
る
こ
と
。
 

ニ
 
水
素
の
供
給
設
備
そ
の
他
の
水
素
が
内
部
に
存
在

す
る
可
能
性
が
あ
る
設
備
に

あ
っ
て
は
、
水
素
の
燃
焼
が
起
き
た
場
合
に
お
い
て
も
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全

性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
施
設
す
る
こ
と
。
 

ホ
 
放
射
線
分
解
に
よ
り
発
生
し
、
蓄
積
し
た
水
素
の

急
速
な
燃
焼
に
よ
っ
て
、
発
電

用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
水
素
の
蓄
積
を
防

止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

追
加
要
求
事
項
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設
置
許
可
基
準
規
則
第
８
条
 

（
火
災
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

技
術
基
準
規
則
 

第
11

条
（
火
災
に
よ
る
損
傷
の

防
止
）
 

備
考
 

二
 
火
災
の
感
知
及
び
消
火
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
早
期
に
火
災
発
生
を

感
知
す
る
設
備
（
以
下
「
火
災
感
知
設
備
」
と
い
う
。
）
及
び
早
期
に
消
火
を
行
う
設
備

（
以
下
「
消
火
設
備
」
と
い
う
。
）
を
施
設
す
る
こ
と
。
 

イ
 
火
災
と
同
時
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
に
よ
り
、
そ
の
機
能
が
損
な
わ

れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。
 

２
 

消
火
設
備
（
安
全
施
設
に
属
す
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
破
損
、
誤
作
動
又
は
誤
操
作
が
起
き

た
場
合
に
お
い
て
も
発
電
用
原
子
炉
を
安
全
に

停
止
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ロ
 
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
損
壊
、
誤
作
動
又
は
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
お
い

て
も
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
こ
と
。
 

追
加
要
求
事
項
 

 
三
 
火
災
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、
耐
火
性
能
を
有
す
る

壁
の
設
置
そ
の
他
の
延
焼
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
を
停

止
す
る
機
能
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

変
更
な
し
 

（
た
だ
し
，
防
火
壁
及
び

そ
の

他
の

措
置

を
明

確
化
）
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2. 追加要求事項に対する適合性 

設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なうことのな

いよう，火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる設計を行うに

あたり，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有

する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域及び火災区画に，放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災

区域に設定する。設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火

災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を

講じる設計とする。 

火災防護対策を講じる設計とするための基本事項を，以下の「2.1.(1) 火災区

域及び火災区画の設定」から「2.1.(6) 火災防護計画」に示す。 

【別添資料１-資料１(2.1.)】 

 

2.1. 火災区域及び火災区画の設定 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 

  原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，復水貯蔵タンク

設置区域，固体廃棄物貯蔵所，サイトバンカ建物及び排気筒モニタ室の建物内

の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建物内の区

域を，「(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する機器

等の配置も考慮して設定する。 

  火災の影響軽減の対策が必要な，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，３

時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火に設計上必要なコンク

リート壁厚である123mm以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに３時間耐火

に設計上必要なコンクリート厚である219mmより厚い床，天井又は火災耐久試

験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火障壁，貫

通部シール，防火扉，防火ダンパ）により隣接する他の火災区域と分離するよ

う設定する。 

  屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，

「(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する機器等を設

置する区域を，火災区域として設定する。 

  また，火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を系統分離，機器の

配置状況に応じて分割して設定する。 

【別添資料１-資料１(2.1.)，資料３】 

 

(2) 安全機能を有する構築物，系統及び機器 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性が損なわれることがないように，

適切に火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象として重
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要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に

属する構築物，系統及び機器を設定する。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し，維持するための構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又

は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，火災の発生防止，火

災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策

を講じる。 

その他の設計基準対象施設は，消防法，建築基準法，一般社団法人日本電気

協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計とす

る。 

【別添資料１-資料１(2.1.)】 

 

(3) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器 

設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する審査指針」に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した場

合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な以下の

機能を確保するための構築物，系統及び機器を「原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器」として選定する。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

② 過剰反応度の印加防止機能 

③ 炉心形状の維持機能 

④ 原子炉の緊急停止機能 

⑤ 未臨界維持機能 

⑥ 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

⑦ 原子炉停止後の除熱機能 

⑧ 炉心冷却機能 

⑨ 工学的安全施設及び原子炉停止系の作動信号の発生機能 

⑩ 安全上特に重要な関連機能 

⑪ 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

⑫ 事故時のプラント状態の把握機能 

⑬ 制御室外からの安全停止機能 

【別添資料１-資料１(2.1.)，資料２，資料３】 

 

(4) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 

設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分

類に関する審査指針」に基づき，発電用原子炉施設において火災が発生した場

合に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な以下の構築

物，系統及び機器を，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，
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系統及び機器」として選定する。 

ただし，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」における緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能のうち，排気筒

モニタについては，設計基準事故時の監視機能であることから，その重要度を

踏まえ，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器」

として選定する。 

①  放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能 

②  原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，

放射性物質を貯蔵する機能 

③ 燃料プール水の補給機能 

④ 放射性物質放出の防止機能 

⑤ 放射性物質の貯蔵機能 

【別添資料１-資料１(2.1.)】 

 

 (5) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル 

(2)から(4)にて抽出された設備を発電用原子炉施設において火災が発生し

た場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機

能，及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するために必要な火災防護

対象設備を，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして選定する。選

定した火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，各設備の重要

度並びに環境条件に応じて火災防護対策を講じる設計とする。 

 

 (6) 火災防護計画 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護

計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災から防

護すべき安全機能を有する構築物，系統及び機器，火災発生防止のための活動，

火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有，火災防護を適切に実施するため

の対策並びに火災発生時の対応といった火災防護対策を実施するために必要

な手順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の安全機能を有する構築

物，系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並び

に火災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行

うことについて定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止，並

びに火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子

炉施設については，消防法，建築基準法，一般社団法人日本電気協会電気技術

規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等につい

て定める。 

【別添資料１-資料１(2.1.)】 
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2.2. 火災防護計画を策定するための方針 

2.2.1. 火災発生防止に係る設計方針 

2.2.1.1. 火災発生防止対策 

発電用原子炉施設の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を

内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する

火災の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する

対策，発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検出対策，放射線

分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流に

よる過熱及び焼損の防止対策等を講じる設計とする。 

具体的な設計を「2.2.1.1.(1) 発火性又は引火性物質」から「2.2.1.1.(6) 

過電流による過熱防止対策」に示す。 

安全機能を有する機器等に使用するケーブルも含めた不燃性材料又は難

燃性材料の使用についての具体的な設計について「2.2.1.2. 不燃性材料又

は難燃性材料の使用」に，落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止の

具体的な設計について「2.2.1.3. 自然現象による火災の発生防止」に示す。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.)】 

 

(1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画には，以下の火災の発生防止対策を講じる設計とする。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危

険物のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガス

として定められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒

等のうち，可燃性である「水素ガス」を対象とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

a. 漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策の設計について以下

を考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい防止対策

を講じるとともに，堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大す

ることを防止する設計とする。 

 

 (b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る機器は，溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 
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b. 配置上の考慮 

火災区域に対する配置について，以下を考慮した設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわな

いよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

と発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等

の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備と発電用原子炉施

設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等の設置による配置

上の考慮を行う設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

c. 換気 

 火災区域に対する換気について，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置

する火災区域を有する建物等は，火災の発生を防止するために，原子炉

棟送風機及び排風機並びにタービン建物送風機及び排風機等の空調機器

による機械換気を行う設計とする。また，屋外の火災区域（海水ポンプ

エリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク設置区域）については，自然換気を行う設計とする。 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池，

気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備，水素・酸素注入設備及

び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防

止するために，以下に示すとおり，火災防護対象設備を設置する火災区

域又は火災区画については非常用電源から給電される送風機及び排風機，

それ以外の火災区域又は火災区画については常用電源から給電される送

風機及び排風機による機械換気を行う設計とする。 

 

ⅰ. 蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行うことに
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よって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。安全機能

を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備は，非常

用電源から給電される送風機及び排風機による機械換気を行う設計と

する。それ以外の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備

は，非常用電源又は常用電源から給電される送風機及び排風機による

機械換気を行う設計とし，全交流動力電源喪失時に送風機及び排風機

が停止した場合は，送風機及び排風機が復帰するまで蓄電池を充電し

ない運用とする。 

 

ⅱ. 気体廃棄物処理設備 

気体廃棄物処理設備は，空気抽出器より抽出された水素ガスと酸素

ガスの混合状態が燃焼限界濃度とならないよう，排ガス再結合器によ

って設備内の水素濃度が燃焼限界濃度である４vol%以下となるよう設

計する。加えて，気体廃棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区

画は，常用電源から給電されるタービン建物送風機及び排風機による

機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ

う設計する。 

 

ⅲ. 発電機水素ガス供給設備 

発電機水素ガス供給設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用

電源から給電されるタービン建物送風機及び排風機，常用電気室送風

機及び排風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限

界濃度以下とするよう設計する。 

 

ⅳ. 水素・酸素注入設備 

水素・酸素注入設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源

から給電される原子炉棟送風機及び排風機，タービン建物送風機及び

排風機並びに非常用電源から給電されるＨＰＣＳ電気室送風機及び排

風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以

下とするよう設計する。 

 

ｖ. 水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又

は火災区画は，常用電源から給電される原子炉棟送風機及び排風機に

よる機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とす

るよう設計する。 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災

区域又は火災区画は，水素濃度が燃焼限界濃度以下の雰囲気となるよう
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送風機及び排風機で換気されるが，送風機及び排風機は多重化して設置

する設計とするため，動的機器の単一故障を想定しても換気は可能であ

る。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

d. 防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の設計とする。 

(a) 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備は，「2.2.1.1.(1)a.漏えいの防止，拡大防止」で示した

ように，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい

防止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し

堰を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防

止する設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は発火

性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置する室

内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高いため，可燃性の蒸

気となることはない。 

また，燃料油である軽油を内包する設備を設置する火災区域又は火災

区画については，軽油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気が

発生した場合であっても，非常用電源より供給する耐震 Sクラスの換気

設備又は自然換気で換気していることから，可燃性の蒸気が滞留するお

それはない。 

 

(b) 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備は，「2.2.1.1.(1)c.換気」で示すように，機械換気により水素濃

度を燃焼限界濃度以下とするよう設計するとともに，以下に示す溶接構

造等により水素ガスの漏えいを防止する設計とする。 

 

・気体廃棄物処理設備 

気体廃棄物処理設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考

慮した溶接構造とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの

可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベローズ弁

等を用いる設計とする。 

 

・発電機水素ガス供給設備 

発電機水素ガス供給設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えい

を考慮した溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガ
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ス漏えいの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮し

ベローズ弁等を用いる設計とする。 

 

・水素・酸素注入設備 

水素・酸素注入設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮

した溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏え

いの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベロー

ズ弁等を用いる設計とする。 

 

・水素ガスボンベ 

「2.2.1.1.(1)e.貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガ

スボンベは，ボンベ使用時に作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時

は元弁を閉とする運用とする。 

 

以上の設計により，「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六

十九条及び「工場電気設備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とはな

らないため，当該の設備を設ける火災区域又は火災区画に設置する電

気・計装品を防爆型とせず，防爆を目的とした電気設備の接地も必要と

しない設計とする。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施

す設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

e. 貯蔵 

火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器につ

いては，以下の設計とする。 

貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，安

全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又

は引火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機のディーゼル発電

機燃料デイタンク，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクがある。 

ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，各ディーゼル発電機燃料

デイタンクに対応したディーゼル発電機を８時間連続運転するために必

要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては，非常用ディーゼル発電機

２台と高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機１台を７日間連続運転する

ために必要な量を貯蔵することを考慮した設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火
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性又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モ

ニタ校正用水素ガスボンベがあり，これらのボンベは，運転上必要な量を

考慮し貯蔵する設計とする。 

  【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

(2) 可燃性の蒸気及び微粉の対策 

火災区域に対する可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策については，以

下の設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，

「2.2.1.1.(1)d.防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気が発生するおそれは

ない。 

また，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込ま

ない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，

使用する作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，建

物の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

さらに，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃

性粉じん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じ

ん）」や「爆発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲

気又は二酸化炭素中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じ

ん）」のような「可燃性の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

以上の設計により，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出す

るための設備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要は

ない。 

また，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まるお

それがある設備を設置しない設計とする。 

なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に

係る電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく

接地を施しており，静電気が溜まるおそれはない。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

(3) 発火源への対策 

発電用原子炉施設には，設備を金属製の筐体内に収納する等の対策を行

い，設備外部に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，高温部分を保温

材で覆うことにより，可燃性物質との接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防

止を行う設計とする。 

【別添資料 1-資料 1(2.1.1.1.)】 
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(4) 水素ガス対策 

火災区域に対する水素ガス対策については以下の設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災

区域又は火災区画は，「2.2.1.1.(1)a.漏えいの防止，拡大防止」に示す

ように，発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を溶接構造

等とすることにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，

「2.2.1.1.(1)c.換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素

濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から

水素ガスが発生するおそれがあることから，当該区域又は区画に可燃物を

持ち込まないこととする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検知器を設置

し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１／４以下の濃度にて中央制

御室に警報を発する設計とする。 

発電機水素ガス供給設備は，水素ガス消費量を管理するとともに，発電

機内の水素純度，水素ガス圧力を中央制御室で常時監視ができる設計とし

ており，発電機内の水素純度や水素ガス圧力が低下した場合には中央制御

室に警報を発する設計とする。また，発電機水素ガス供給設備を設置する

部屋の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４

vol%の１／４以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。 

水素・酸素注入設備は，燃焼限界濃度以上の水素ガスを供給しているこ

とを考慮し，当該設備を設置する部屋の上部に水素濃度検知器を設置し，

水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１／４以下の濃度にて中央制御

室に警報を発する設計とする。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は

火災区画は，通常時は元弁を閉とする運用とし，「2.1.1.1.(1)c.換気」

に示す機械換気によって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計す

る。また，格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する部屋の

上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の

１／４以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。 

また，以下の設備については水素濃度検知器とは別の方法にて水素ガス

の漏えいを管理している。 

気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよ

うに設計するが，設備内の水素濃度については水素濃度計により中央制御

室で常時監視ができる設計とし，水素濃度が上昇した場合には水素ガスの

燃焼限界濃度４vol%に対して余裕を持たせた３vol%にて，中央制御室に警

報を発する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 
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(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策 

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，

水素ガスの蓄積防止対策としては，一般社団法人火力原子力発電技術協会

「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドラ

イン（平成17年10月）」等に基づき，原子炉の安全性を損なうおそれがあ

る場合には水素ガスの蓄積を防止する設計とする。蓄積防止対策の対象箇

所については，ガイドラインに基づき選定したものである。 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置

する火災区域又は火災区画は，「2.2.1.1.(4) 水素ガス対策」に示すよう

に，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう

設計する。 

 【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

(6) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策は，以下

の設計とする。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因

する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器によ

り故障回路を早期に遮断する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.1.)】 

 

2.2.1.2. 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対しては，不燃性材料又は難燃

性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料が使用できない場合

は以下のいずれかの設計とする。 

 

・不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものを使用する設計

とする。 

 

・構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な不燃性材料又は難燃

性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難な場合であっ

て，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有

する構築物，系統及び機器において火災が発生することを防止するための

措置を講じる設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

 

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，ダクト，

トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火
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災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金

鋼，炭素鋼等の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設

計とする。 

また，ケーブルトレイ内のケーブルの固縛材は難燃性のものを使用する

設計とする。内部溢水対策で使用している止水材，止水パッキンについて

は，難燃性のものを使用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するものの使用が技術上困難

であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらされることはな

く，これにより他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災

が発生するおそれはないことから不燃性材料又は難燃性材料ではない材

料を使用する設計とする。 

また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油並びに金属に覆

われた機器躯体内部に設置される電気配線は，発火した場合でも，他の安

全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼しないことから，不燃性材料

又は難燃性材料でない材料を使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

  

(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包 

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断

器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とす

る。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

 

(3) 難燃ケーブルの使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルには，実証

試験により自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファ

イバケーブルの場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケ

ーブルを使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィル

タは，チャコールフィルタを除き「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方

法）」又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公

益社団法人 日本空気清浄協会））」を満足する難燃性材料を使用する設

計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 
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(5) 保温材に対する不燃性材料の使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材は，ロックウー

ル，ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成12年建設

省告示第1400号に定められたもの，建築基準法の不燃材料認定品，又は建

築基準法に基づく試験により不燃性材料であることを確認したものを使

用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

 

(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建物の内装材は，ケ

イ酸カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用

する設計とする。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行規則

第四条の三に基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎

性能を有することを確認した材料を使用する設計とする。 

一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理

区域の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁に

は耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーテ

ィング剤を塗布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示

1231号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確

認された塗料であること，不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する

こと，加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらないこと，原子炉格納

容器内を含む建物内に設置する安全機能を有する構築物，系統及び機器に

は不燃性材料又は難燃性材料を使用し周辺には可燃物がないことから，当

該コーティング剤が発火した場合においても他の構築物，系統又は機器に

おいて火災を生じさせるおそれは小さい。また，原子炉格納容器内に設置

する原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器は不燃性又は難燃性の材料を使用し周辺には可燃物がな

い。 

このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確保するために

コンクリート表面及び原子炉格納容器内の床，壁に塗布するコーティング

剤には，旧建設省告示1231号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号

に基づく難燃性が確認された塗料を使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.2.)】 

  

2.2.1.3. 自然現象による火災の発生防止 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの

事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事
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象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に

影響を与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事

象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波，竜巻（風（台風）含む。）及び地滑り・

土石流については，それぞれの現象に対して，発電用原子炉施設の安全機能

が損なわれないように防護することで火災の発生を防止する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により影

響を受けない設計とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影

響については，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，

火山から発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを

考慮すると，火災が発生する自然現象ではない。 

したがって，落雷，地震について，これらの現象によって火災が発生しな

いように，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.3.)】 

 

(1) 落雷による火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を

防止するため，地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づ

き「JIS A 4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築

物等の雷保護」に準拠した避雷設備（避雷針，架空地線，棟上導体等）の

設置及び接地網の布設を行う設計とする。 

送電線については，架空地線を設置する設計とするとともに，

「2.2.1.1.(6) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早

期に遮断する設計とする。 

【避雷設備設置箇所】 

・原子炉建物（棟上導体，避雷針） 

・廃棄物処理建物（棟上導体） 

・排気筒（避雷針） 

・サイトバンカ建物（棟上導体） 

【別添資料１-資料１(2.1.1.3.)】 
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(2) 地震による火災の発生防止 

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，耐震クラスに応じて十分な

支持性能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第四条」に示す要求を満

足するよう，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.1.3.)】 
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2.2.2. 火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災の感知及び消火については，安全機能を有する構築物，系統及び機器

に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備

を設置する設計とする。具体的な設計を「2.2.2.1. 火災感知設備」から

「2.2.2.4. 消火設備の破損，誤作動又は誤操作」に示す。 

このうち，火災感知設備及び消火設備が，地震等の自然現象に対して，火

災感知及び消火の機能，性能が維持され，かつ，安全機能を有する構築物，

系統及び機器の耐震クラスに応じて，機能を維持できる設計とすることを

「2.2.2.3. 自然現象の考慮」に示す。また，消火設備は，破損，誤動作又

は誤操作が起きた場合においても，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するための機能を損なわない設計とすることを「2.2.2.4. 消火設備の

破損，誤動作又は誤操作」に示す。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.)】 

 

2.2.2.1. 火災感知設備 

火災感知設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災

区域又は火災区画の火災を早期に感知できるよう設置する設計とする。 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，

以下を踏まえた設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(1) 火災感知器の環境条件等の考慮 

火災感知設備の火災感知器は，火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙す

ること等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計と

する。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

   (2) 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置 

火災感知設備の火災感知器は，「2.2.2.1.(1) 火災感知器の環境条件等

の考慮」の環境条件等を考慮し，火災感知器を設置する火災区域又は火災

区画の安全機能を有する構築物，系統及び機器の種類に応じ，火災を早期

に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器，アナログ

式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異なる感知方式の感知器

を組み合わせて設置する設計とする。炎感知器は非アナログ式であるが，

炎が発する赤外線又は紫外線を感知するため，炎が生じた時点で感知する

ことができ，火災の早期感知に優位性がある。ここで，アナログ式とは「平

常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災現象（急激な温度や

煙の濃度の上昇）を把握することができる」ものと定義し，非アナログ式
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とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視することはできないが，火

災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握することができる」もの

と定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又

は火災区画を示す。 

 

a. 原子炉建物オペレーティングフロア 
原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっている

ため，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は

困難である。このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ

式の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響

を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

 

b. 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内には，アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置す

る設計とする。 

運転中の原子炉格納容器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環

境となることから，アナログ式の火災感知器が故障する可能性がある。 

このため，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化し火災が発生す

る可能性がない期間については，原子炉格納容器内に設置する火災感知

器は，起動時の窒素ガス封入後に作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。 

      

c.ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管

室 

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室は，区域全体の火災を感知する必要があるが，火災による

煙は周囲に拡散し煙感知器による火災感知は困難であることから，アナ

ログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知器

（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角

がないように設置する設計とする。 

     一方，以下に示す火災区域又は火災区画は，環境条件等を考慮し，上

記とは異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

 

d. ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア 

屋外の区域であるＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，区

域全体の火災を感知する必要があるが火災による煙は周囲に拡散し煙感

知器による火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形
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成するおそれがあること，及び降水等の浸入により火災感知器の故障が

想定されることから，非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器，

及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそ

れぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置す

る設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格納槽内の区

域であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であ

るため，万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知できるよう，

非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器

を設置する設計とする。 

 

e. Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ－非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同空間であり，引火性又

は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，Ｂ－非常用

ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を

考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知

器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

 

f. ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域 

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域は，火災

による煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。加え

て，タンク室内の空間部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気

を形成している。このため，タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外

仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎

感知器（赤外線方式）を設置する設計とする。 

 

g. 主蒸気管室 

放射線量が高い場所（主蒸気管室）は，アナログ式の火災感知器を設

置する場合，放射線の影響により火災感知器の故障が想定される。 

このため，放射線の影響を受けないよう検出器部位を主蒸気管室外に

配置するアナログ式の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，

放射線の影響を考慮した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

h. 蓄電池室 

水素ガス等による引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある

場所（蓄電池室）は，万一の水素濃度の上昇を考慮し，火災を早期に感

知できるよう，非アナログ式の防爆型で，かつ固有の信号を発する異な

る感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 
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i. 海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び煙は周囲に

拡散し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること，また，

降水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポ

ンプエリア全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎

感知器（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外

線方式）を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置

する設計とする。 

 

また，これらの非アナログ式の火災感知器は，以下の環境条件等を考

慮することにより誤作動を防止する設計とする。 

・煙感知器は蒸気等が充満する場所に設置しない。 

・熱感知器は作動温度が周囲温度より高い温度で作動するものを選定す

る。 

・炎感知器は平常時より炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激

な環境変化）を把握でき，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼

時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にの

み発報する）を採用するものを選定する。さらに，屋内に設置する場

合は外光があたらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することとし，

屋外に設置する場合は，屋外仕様を採用するとともに，外光（日光）

からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の

特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がな

く，さらに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とし，火災が発

生するおそれはないことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火

源となる可燃物が少なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはな

いことから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計

とする。 

 

j．機器搬出入用ハッチ室 

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置

されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，

通常コンクリートハッチ等にて閉鎖されていること，また，機器搬出入

用ハッチ室内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としているこ

とから，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。 

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計

とする。 
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k．格納容器所員用エアロック 

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源となる可燃物が

設置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする

上，通常時（プラント運転中）は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内

は窒素ガスが封入され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロ

ック内に充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることか

ら，火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知

が可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない

設計とする。 

 

l. 燃料プール 

燃料プールについては内部が水で満たされており，火災が発生するお

それはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

 

m. 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護

対象機器のみを設けた火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属に

より構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物につ

いては流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは

考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設

計とする。 

 

n. フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみが設置された火災区域

又は火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した

場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防

法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

 

o. 排気筒モニタ室 

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区域に

設置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失す

ることは考えにくく，重要度クラス３の設備として火災に対して代替性

を有することから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける

設計とする。 

なお，上記の監視を行うプロセス放射線モニタ監視盤を設置する中央

制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナ
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ログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

    

(3) 火災受信機盤 

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室及び補助盤室に設置し，火災

感知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，構

成されるアナログ式の受信機により，以下のとおり，火災発生場所を特定

できる設計とする。 

・アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つ

ずつ特定できる設計とする。 

・水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発

生が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内の空間部に設置

する非アナログ式の防爆型の火災感知器及び主蒸気管室内の非アナロ

グ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定

できる設計とする。 

・屋外の海水ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器及びアナロ

グ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を1つずつ特定できる

設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，カ

メラ機能による映像監視(熱サーモグラフィ)により特定が可能な設計

とする。 

・屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電

機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感

知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計

とする。 

・屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアを監視する非アナ

ログ式の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動し

た火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 

・原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器

が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とす

る。 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ－非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式の

防爆型の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つずつ

特定できる設計とする。 

 

また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用す

る設計とする。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，機能に異常がな
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いことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるも

のを使用する。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常が

ないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬

した試験を定期的に実施できるものを使用する。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(4) 火災感知設備の電源確保 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となる

よう蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な

構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する

構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に

供給する電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源よ

り供給する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 
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2.2.2.2. 消火設備 

消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

消火設備は以下を踏まえた設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当

該構築物，系統及び機器の設置場所が，火災発生時の煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難となるかを考慮して設計する。 

  【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，「b.火災発生時

の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域

又は火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生

時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして

選定する。 

  【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画において，消火活動

が困難とならないところを以下に示す。 

 

 (a) 屋外の火災区域（海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機

燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送ポンプエリア） 

海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエ

リア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

については屋外の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満しない。

よって煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火

災区域として選定する。 

 



 

8条-27 

(b) 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区

域又は火災区画 

以下に示す火災区域又は火災区画は，可燃物を少なくすることで煙

の発生を抑える設計とし，煙の充満又は放射線の影響により消火困難

とはならない箇所として選定する。 

各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持込

み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一

時的に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発

生時の延焼を防止する設計とする。 

なお，可燃物の状況については，原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し，維持するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器以

外の構築物，系統及び機器も含めて確認する。 

ⅰ. ディーゼル発電機室送風機室 

室内に設置している機器は，送風機，電動機等である。これらは，

不燃性材料又は難燃性材料で構成されており，可燃物としては軸受

に潤滑油グリスを使用している。軸受は，不燃材である金属で覆わ

れており，設備外部で燃え広がることはない。 

その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製

の可とう電線管及び蓋付ケーブルトレイに布設する設計とする。 

加えて，ディーゼル発電機室送風機室は屋外と通じているため，

煙が充満するおそれはない。 

ⅱ.ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室 

室内に設置している機器は，給気消音器フィルタである。これら

は，不燃性材料又は難燃性材料で構成されている。 

その他には可燃物は設置しておらず，ケーブルは電線管，金属製

の可とう電線管及び金属製の蓋付ケーブルトレイに布設する設計と

する。 

加えて，ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室は屋外と通じて

いるため，煙が充満するおそれはない。 

ⅲ. 所員用エアロック室 

室内に設置している機器は，電線管等である。これらは，不燃性

材料又は難燃性材料で構成されており，ケーブルは電線管及び金属

製の可とう電線管に布設している。 

また，可燃物管理により火災荷重を低く抑えることから，煙が充

満するおそれはない。 

 

(c) 中央制御室 

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火

災感知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であ
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ること，万一火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠し

た容量の排煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活

動が困難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機

室は，固有の信号を発する異なる感知方式の感知器（煙感知器と熱感

知器），及び中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な全域

ガス消火設備（消火剤はハロン1301）を設置する設計とする。 

 

(d) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器の空間体積（約7,900m3）に対してパージ用排風機の容量が

25,000m3/hであり，排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困

難とならない火災区域又は火災区画として選定する。 

 

(e) ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域は，屋外に設置されてお

り，煙が大気に放出されることから，消火活動が困難とならない火災

区域又は火災区画として選定する。なお，タンク室内は，乾燥砂が充

てんされており，タンク室内の火災の発生は防止できる。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固

定式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火

剤とする。 

全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，当該火災区

域又は火災区画に設置した「固有の信号を発する異なる感知方式の感知

器」とする。 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う

設計とする。 

（a）原子炉建物オペレーティングフロア 

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の煙の充満又は

放射線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないこ

とから，煙の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブルトレイ）

に対しては自動又は手動操作による固定式消火設備である局所ガス

消火設備を設置し消火を行う設計とし，これら以外の可燃物について
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は量が少ないことから消火器で消火を行う設計とする。 

なお，これらの局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施行規

則を踏まえハロゲン化物消火剤とする。 

 

(b) 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防

護対象機器のみを設置する火災区域又は火災区画 

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属

により構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物

については流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受ける

ことは考えにくいため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消

火する設計とする。 

 

(c) フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみを設置する火災区域

又は火災区画 

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失

した場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，

消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.）】 

 

d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

(a) 海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域，Ａ

－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区

域，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアについては，消火

器又は移動式消火設備で消火を行う設計とする。 

 

(b) 可燃物が少ない火災区域又は火災区画 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は

火災区画については，消火器で消火を行う設計とする。 

 

(c) 中央制御室 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難と

ならない中央制御室には，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は

設置せず，消火器で消火を行う設計とする。 



 

8条-30 

中央制御室の制御盤内の火災については，電気機器への影響がない

二酸化炭素消火器で消火を行う。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機

室は，火災に関する系統分離の観点から，中央制御室からの手動操作

により早期の起動も可能な全域ガス消火設備を設置する設計とする。 

 

(d) 原子炉格納容器 

原子炉格納容器内において，万一火災が発生した場合でも，原子炉

格納容器の空間体積（約7,900m3）に対して，パージ用排風機の容量

が25,000m3/hであることから，煙が充満しないため，消火活動が可能

である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う

設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

 【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(2) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火

災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。 

a. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を

設置する火災区域又は火災区画については，火災発生時の煙の充満又は放

射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を

設置する火災区域又は火災区画であって，煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を以下に示す。 

(a) 燃料プール 

燃料プールは，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，

プール内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満

のおそれはない。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 
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c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を

設置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難となる火災区域又は火災区画は，自動又は中

央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消火設備

を設置し消火を行う設計とする。 

なお，この固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏ま

えハロゲン化物消火剤とする。 

 

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う

設計とする。 

 

(a) 気体廃棄物処理系設置区域（排気筒モニタ室含む） 

気体廃棄物処理系は，不燃性材料である金属により構成されており，

フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火

災による安全機能への影響は考えにくい。また，放射線モニタ検出器

は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区域に設置する設計とし，

火災発生時に同時に監視機能が喪失することを防止する。加えて，消

火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより区域内の火

災荷重を低く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火

設備で消火を行う設計とする。 

 

(b) 液体廃棄物処理系設置区域 

液体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されており，

フェイル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火

災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げと

ならないよう可燃物管理を行うことにより区域内の火災荷重を低く管

理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火を行

う設計とする。 

 

(c) トーラス水受入タンク室 

トーラス水受入タンク室は不燃性材料である金属により構成されて

おり，通常時閉状態の隔離弁を多重化して設ける設計とすることによ

り，火災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の

妨げとならないよう可燃物管理を行うことにより室内の火災荷重を低

く管理する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火

する設計とする。 
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(d) 新燃料貯蔵庫 

新燃料貯蔵庫は，金属とコンクリートに覆われており火災による安

全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよ

う可燃物管理を行うことにより庫内の火災荷重を低く管理する。よっ

て，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

 

(e) 固体廃棄物貯蔵所 

固体廃棄物貯蔵所は，コンクリートで構築された建物であり，固体

廃棄物は金属製のドラム缶等に収められていることから火災による安

全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよ

う建物内の可燃物管理を行うことにより火災荷重を低く管理する。よ

って，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火を行う設計とす

る。 

 

(f) サイトバンカ建物 

サイトバンカ建物は，コンクリートで構築された建物であり，火災

による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとな

らないよう可燃物管理を行うことにより建物内の火災荷重を低く管理

する。よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火を行う

設計とする。 

 

(g) 復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室 

復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室は，不燃性材料である

金属により構成されており，フェイル・クローズ設計又は通常時閉状

態の隔離弁を設ける設計とすることにより，火災による安全機能への

影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管

理を行うことにより室内の火災荷重を低く管理する。よって，消防法

又は建築基準法に基づく消火設備で消火を行う設計とする。 

 

d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を

設置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響によ

り消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画については内部に水

を内包し，火災の発生が考えにくいことから消火設備を設置しない設計

とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 
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(3) 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮 

消火用水供給系の水源は，２号炉廻り消火系に補助消火水槽（約200m3）

を２基，44m盤消火系に44m盤消火タンク（約150m3）を２基，45m盤消火系

に45m盤消火タンク（約150m3）を２基，サイトバンカ建物消火系にサイト

バンカ建物消火タンク（約45m3）を２基及び50m盤消火系に50m盤消火タン

ク（約150m3）を２基設置し，多重性を有する設計とする。消火用水供給系

の消火ポンプは，２号炉廻り消火系，44m盤消火系，45m盤消火系，サイト

バンカ建物消火系及び50m盤消火系に対して電動機駆動消火ポンプを２台

ずつ設置し，多重性を有する設計とする。なお，消火ポンプについては外

部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，非常用電源より供給する

設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(4) 系統分離に応じた独立性の考慮 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離を行うために

設けられた火災区域又は火災区画に設置される全域ガス消火設備は，火災

区域又は火災区画ごとに設置する設計とする。 

系統分離された火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置す

るそれぞれの火災区域又は火災区画に対して１つの消火設備で消火を行

う場合は，以下に示すとおり，系統分離に応じた独立性を備えた設計とす

る。 

・静的機器である消火配管は，24時間以内の単一故障の想定が不要であ

り，また，基準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しない

設計とする。 

・動的機器である選択弁及び容器弁は，単一故障を想定しても，系統分

離を行うために設置する消火設備が同時に機能喪失しない設計とする。

具体的には，系統分離された火災防護対象機器及び火災防護対象ケー

ブルを設置するそれぞれの火災区域又は火災区画に対して一つの消火

設備で消火を行う場合，容器弁及びボンベを必要数より１つ以上多く

設置する。また，容器弁の作動のための圧力信号についても動的機器

の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。さらに，選択

弁を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対象機器及

び火災防護対象ケーブルを消火する場合は，当該選択弁を多重化する。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(5) 火災に対する二次的影響の考慮 

全域ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が

発生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な

影響のみならず，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生
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していない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ぼさない設計とす

る。 

また，防火ダンパを設け，煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，

系統及び機器に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火ガス放出エリアとは

別のエリアに設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生

しないよう，ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計

とする。 

局所ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用するとともに，ケー

ブルトレイ消火設備については，ケーブルトレイ内に消火剤を留めること

とする。消火対象と十分に離れた位置にボンベ及び制御盤等を設置するこ

とで，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，断線及び爆発

等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構築物，系統

及び機器に及ばない設計とする。 

また，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室に

設置する全域ガス消火設備についても電気絶縁性が高く，人体への影響が

小さいハロン1301を採用するとともに，消火対象となる機器が設置されて

いる火災区域又は火災区画とは別のエリアに設置し，火災による熱の影響

を受けても破損及び爆発が発生しないよう，ボンベに接続する安全弁によ

りボンベの過圧を防止する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(6) 想定火災の性質に応じた消火剤の容量 

火災防護対象機器がある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消

火設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条並び

に試験結果に基づき，単位体積あたり必要な消火剤を配備する設計とする。 

特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火

対象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上となるよう

設計する。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第

六～八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量の消火剤を

配備する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「2.2.2.2.(8) 消火用水の

最大放水量の確保」に示す。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 
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(7) 移動式消火設備の配備 

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」

第八十三条第三号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の

資機材を備え付けている化学消防自動車（１台，泡消火薬剤500L／台），

小型動力ポンプ付水槽車（１台，水槽5,000L／台），1,000Lの泡消火薬剤

を配備する設計とする。 

【別添資料 1-資料 1(2.1.2.1.)】 

 

(8) 消火用水の最大放水量の確保 

消火用水供給系の水源の供給先は屋内，屋外の各消火栓である。屋内，

屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関す

る基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）を満

足するよう，２時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(9) 水消火設備の優先供給 

消火用水供給系は，水道水系等と共用する場合には，隔離弁を設置し通

常全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する設計とする。 

なお，水道水系とは共用しない設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(10) 消火設備の故障警報 

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，電源断等の故障警報を

中央制御室に吹鳴する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(11) 消火設備の電源確保 

消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは外部電源喪失時でも起

動できるように非常用電源から電源を確保する設計とし，外部電源喪失時

においても消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非

常用電源から受電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電

池も設ける設計とする。 

なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に電源が不要な設

計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 
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(12) 消火栓の配置 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画に設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する

基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消

火栓から半径25mの範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径40mの範

囲を考慮して配置することによって，全ての火災区域の消火活動に対処で

きるように配置する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(13) 固定式消火設備等の職員退避警報 

固定式消火設備である全域ガス消火設備は，作動前に職員等の退出がで

きるように警報を吹鳴し，20秒以上の時間遅れをもってガスを放出する設

計とする。 

局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについては，消

火剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シート

を設置したケーブルトレイ内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないた

め，設備動作前に退避警報を発しない設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(14) 管理区域内からの放出消火剤の流出防止 

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることか

ら，汚染された液体が管理されない状態で管理区域外へ流出することを防

止するため，管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各

フロアの建物内排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計

とする。万一，流出した場合であっても建物内排水系から系外に放出する

前にサンプリングを実施し，検出が可能な設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

(15) 消火用非常照明 

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，消防法で要求される消火継続時間20

分に現場への移動等の時間（最大約１時間程度）も考慮し，８時間以上の

容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。 

      【別添資料１-資料１(2.1.2.1.)】 

 

2.2.2.3. 自然現象の考慮 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象とし

ては，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有

無にかかわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの
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事象のうち，発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間的余裕の観点から，原子炉設備に影響を

与えるおそれがある事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍

結，降水，積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽

出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する

設計とし，落雷については，「2.2.1.3.(1) 落雷による火災の発生防止」に

示す対策により，機能を維持する設計とする。 

凍結については，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する

設計とする。風（台風）に対しては，「(2) 風水害対策」に示す対策により

機能を維持する設計とする。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策

により機能を維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響

及び生物学的事象については，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する

対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する

対策について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.2.)】 

 

(1) 凍結防止対策 

屋外に設置する火災感知設備，消火設備は，島根原子力発電所において

考慮している最低気温-8.7℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知

設備，消火設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は，保温材等により配管内部の水が凍結しない設計

とする。 

屋外消火栓本体は全て，凍結を防止するため，消火栓内部に水が溜まら

ないような構造とし，自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火

栓使用時は排水弁を閉にして放水する不凍式消火栓を採用する設計とす

る。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.2.)】 

 

(2) 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ等の機器

は，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び

扉に対して浸水対策を実施した建物内に配置する設計とする。 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，風水害に対してそ

の性能が著しく阻害されることがないよう，原子炉建物，タービン建物，

制御室建物等の建物内に配置する設計とする。 

また，屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器予備を保
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有し，万一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替を行うことによ

り当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがない

よう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計

とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.2.)】 

 

(3) 地震対策 

a. 地震対策 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火

災区画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する構築物，系統

及び機器の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼす可能性があ

る火災区域又は火災区画に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス及び

耐震Ｃクラスの機器は，以下のいずれかの設計とすることにより，地震

によって耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器が機能喪失しても安全

機能を有する構築物，系統及び機器の機能喪失を防止する設計とする。 

・基準地震動により油が漏えいしない。 

・基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する構築物，系

統及び機器に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動に対して機能

維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。 

・基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する構築物，系

統及び機器の機能に影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離

する。 

 

b. 地盤変位対策 

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤

変位に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤沈下

による建物と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブ

ル継手を採用することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収す

る設計とする。 

さらに，屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて

屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう，建物に連結送水口を設置する

設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.2.)】 
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(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について 

上記の自然現象を除き，島根原子力発電所２号炉で考慮すべき自然現象

については，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及び

生物学的事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火

の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替，復旧を図

る設計とするが，必要に応じて火災監視員の配置や，代替消火設備の配備

等を行い，必要な性能を維持することとする。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.2.)】 

 

2.2.2.4. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤

は，電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤動作又は誤

操作により消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため，

火災区域又は火災区画に設置するガス消火設備には，全域ガス消火設備又は

局所ガス消火設備を選定する設計とする。 

なお，ディーゼル発電機は，ディーゼル発電機室に設置する全域ガス消火

設備の破損，誤動作又は誤操作によってハロゲン化物消火剤が放出されるこ

とによる負触媒効果を考慮しても機能が喪失しないよう，外気から直接給気

を取り入れる設計とする。 

消火設備の放水等による溢水等に対しては，「第９条 溢水による損傷の

防止等」に基づき，安全機能へ影響がないよう設計する。 

【別添資料１-資料１(2.1.2.3.)】 
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2.2.3. 火災の影響軽減のための対策 

2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の

影響軽減のための対策 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置す

る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災による影響に対し，「2.2.3.1.(1) 原子炉の高温停止及び低温停止

の達成，維持に係る火災区域の分離」から「2.2.3.1.(8) 油タンクに対する

火災の影響軽減対策」に示す火災の影響軽減のための対策を講じる設計とす

る。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に係る火災区域の分離 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火

壁として，３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である123mm以上

の壁厚を有するコンクリート壁並びに３時間耐火に設計上必要なコンク

リート厚である219mmより厚い床，天井又は火災耐久試験により３時間以

上の耐火能力を有する耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダ

ンパ）によって，隣接する他の火災区域から分離する設計とする。 

なお，火災区域のファンネルには，他の火災区域からの煙の流入による

安全機能への影響防止を目的として，煙の流入防止装置を設置する設計と

する。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離 

火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めには，プロセスを監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要

であり，このためには，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持す

るために必要な機能を確保するための手段を，手動操作に期待してでも，

少なくとも一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。 

このため，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生に

よって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な

機能を有する多重化されたそれぞれの系統が同時に機能喪失することの

ないよう，「2.1.(3) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する

ために必要な構築物，系統及び機器」にて抽出した原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するために必要となる火災防護対象機器及び火災

防護対象機器の駆動若しくは制御に必要となる火災防護対象ケーブルに

ついて以下に示すいずれかの系統分離対策を講じる設計とする。系統分離

にあたっては，互いに相違する系列の火災防護対象機器，火災防護対象ケ
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ーブル及びこれらに関連する非安全系ケーブルの系統分離を行う設計と

する。 

 

a. ３時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

を，火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分

離する設計とする。 

具体的には，安全系区分Ⅱに属する火災区域を，３時間以上の耐火

能力を有する耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ），

隔壁等（耐火間仕切り，ケーブルトレイ等耐火ラッピング）で分離す

る設計とする。 

 

b. 水平距離６ｍ以上の離隔距離の確保及び火災感知設備，自動消火設備

の設置 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

を，仮置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離６ｍ以上の離

隔距離を確保する設計とする。 

火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設置し，自動消

火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を作

動させる設計とする。 

 

c. １時間耐火隔壁による分離及び火災感知設備，自動消火設備の設置 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

を，火災耐久試験により１時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分

離する設計とする。 

火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設置し，自動消

火設備の誤動作防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を作

動させる設計とする。 

なお，中央制御室及び補助盤室，並びに原子炉格納容器は，上記と同

等の保安水準を確保する対策として以下のとおり火災の影響軽減対策

を講じる。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(3) 中央制御室及び補助盤室に対する火災の影響軽減のための対策 

a. 中央制御室制御盤内の火災の影響軽減 

中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，

運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，

互いに相違する系列の水平距離を６ｍ以上確保することや互いに相違す

る系列を１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。 
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このため，中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルは，以下の(a)～(c)に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔

距離等による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知

及び中央制御室に常駐する運転員による早期の消火活動に加え，火災に

より中央制御室制御盤の１つの区画の安全機能が全て喪失しても，他の

区画の制御盤は機能が維持されることを確認することにより，原子炉の

高温停止及び低温停止を達成し，維持が可能であることを確認し，火災

の影響軽減のための対策を講じる設計とする。 

(a) 離隔距離による分離 

中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員

の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央

制御室の制御盤については区分毎に別々の盤で分離する設計とする。 

一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火

災防護対象ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，

区分間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては当該ケーブル

に火災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属

外装ケーブル，難燃ビニル電線，テフゼル電線及び難燃性ポリフレック

ス電線を使用し，電線管に布設するとともに，離隔距離等により系統分

離する設計とする。 

これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他

の区分の構成部品に火災の影響が無いことを確認した設計とする。 

 

(b) 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知 

中央制御室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置する設計とす

るとともに，火災発生時には中央制御室に常駐する運転員による早期の

消火活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。 

これに加えて，盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

 

(c) 中央制御室に常駐する運転員による早期の消火活動 

中央制御室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制御室制御

盤内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制御室の火災感知器

からの感知信号により，中央制御室に常駐する運転員が早期に消火活動

を行うことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケー

ブルへの火災の影響を防止できる設計とする。 

消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない二酸化炭素消火器を使用す

る設計とし，中央制御室に常駐する運転員による中央制御室内の火災の

早期感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定める。 

火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィカメラ

等，火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。 
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b. 補助盤室制御盤内の火災の影響軽減 

補助盤室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，

運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，

互いに相違する系列の水平距離を６ｍ以上確保することや互いに相違す

る系列を１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。 

このため，補助盤室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケ

ーブルは，以下の(a)～(c)に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距

離等による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及

び全域ガス消火設備による消火に加え，火災により補助盤室制御盤の１

つの区画の安全機能が全て喪失しても，他の区画の制御盤は機能が維持

されることを確認することにより，原子炉の高温停止及び低温停止を達

成し，維持が可能であることを確認し，火災の影響軽減のための対策を

講じる設計とする。 

(a) 離隔距離による分離 

補助盤室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の

操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，補助盤

室の制御盤については区分毎に別々の盤で分離する設計とする。 

一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火

災防護対象ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，

区分間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては当該ケーブル

に火災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属

外装ケーブル，難燃ビニル電線，テフゼル電線及び難燃性ポリフレック

ス電線を使用し，電線管に布設するとともに，離隔距離等により系統分

離する設計とする。 

これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他

の区分の構成部品に火災の影響が無いことを確認した設計とする。 

 

(b) 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知 

補助盤室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置する設計とする

とともに，火災発生時には全域ガス消火設備による消火によって，異区

分への影響を軽減する設計とする。 

これに加えて，盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

 

(c) 全域ガス消火設備による消火 

補助盤室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，補助盤室制御盤内

に火災が発生しても，中央制御室からの手動操作により早期の起動も可

能な全域ガス消火設備で早期に消火を行うことで，相違する系列の火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災の影響を防止できる設

計とする。 
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c. 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持 

火災により，中央制御室内及び補助盤室内の一つの制御盤の機能が全

て喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作や現場での操作によ

り，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持が可能な設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(4) 原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減のための対策 

原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され

雰囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。 

一方で，窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停

止に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止

に到達していない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災の影響軽減

対策を講じる。 

なお，原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み

期間，可燃物量，持込み場所等を管理する。また，原子炉格納容器内の発

火性又は引火性物質である潤滑油を内包する設備，分電盤等については，

金属製の筐体やケーシングで構成すること，発火性又は引火性物質である

潤滑油を内包する設備は溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の

漏えい防止対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤

滑油が拡大しないよう堰等を設け拡大防止対策を行う設計とすること，及

び油を内包する点検用機器は通常時電源を切る運用とすることによって，

火災発生時においても火災防護対象機器等への火災影響の低減を図る設

計とする。 

a. 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干

渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の

設置が困難である。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系

統分離は，火災によっても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するための機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子

炉格納容器の状態に応じて以下のとおり対策を行う。 

(a) 起動中 

ⅰ. 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，

干渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する

隔壁の設置が困難である。このため，起動中は原子炉格納容器内に

は可燃物を仮置きしない運用とするとともに，火災防護対象機器及

び火災防護対象ケーブルについては，離隔距離の確保及び金属製の

蓋付ケーブルトレイの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計
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とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から安

全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等を可能な限り離隔して配置し，安

全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等の離隔間において可燃物が存在す

ることのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，

電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を

行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格納容器貫

通部を区分毎に離れた場所に設置し，原則，電線管又は金属製の蓋

付ケーブルトレイに布設するとともに，１ｍ以上の距離的分離を図

る設計とする。また，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布

設することによって，火災発生後，消火活動を開始するまでの時間

内に近接する他の区分の機器に火災の影響を及ぼすことなく消火で

きる設計とする。 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中性子

源領域計装の核計装ケーブルを一部露出して布設するが，難燃ケー

ブルを使用しており，また，火災の影響軽減の観点から，中性子源

領域計装はチャンネル毎に位置的分散を図って設置する設計とする。 

ⅱ. 火災感知設備 

火災感知設備については，アナログ式の異なる感知方式の火災感

知器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

ⅲ. 消火設備 

原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とす

る。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの

間で原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火災による延焼

防止の観点から窒素ガス封入作業を継続し，原子炉格納容器内の等

価火災時間が経過した後に開放し現場確認を行う。 

 

(b) 低温停止中 

ⅰ. 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，

干渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する

隔壁の設置が困難である。このため，低温停止中は原子炉起動中と

同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケ

ーブルは，系統分離の観点から安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等

を可能な限り離隔して配置し，安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等

の間において可燃物が存在することのないように，異なる区分の機

器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐体に
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収納することで延焼防止対策を行う設計とする。 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブ

ルは，原子炉格納容器貫通部を区分毎に離れた場所に設置し，原則，

電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設するとともに,１ｍ

以上の距離的分離を図る設計とする。また，電線管又は金属製の蓋

付ケーブルトレイに布設することによって，火災発生後，消火活動

を開始するまでの時間内に近接する他の区分の機器に火災の影響を

及ぼすことなく消火できる設計とする。 

低温停止中は，原子炉の安全停止が達成・維持された状態である

こと，制御棒は金属等の不燃性材料で構成された機械品であること

から，原子炉格納容器内の火災によっても，原子炉の停止機能及び

未臨界機能の喪失は想定されない。 

ⅱ. 火災感知設備 

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる感知方式の火災感知

器（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

ⅲ. 消火設備 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消

火器を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設

計とする。 

 

b. 火災の影響軽減対策への適合について 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干

渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の

設置が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケー

ブルについては，離隔距離の確保及び電線管，金属製の蓋付ケーブルト

レイの使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から安全系

区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等を可能な限り離隔して配置し，安全系区分

Ⅰと安全系区分Ⅱ機器間において可燃物が存在することのないように，

異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属

製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって複数

区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間

の耐火性能を確認した電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設す

る設計とする。 

また，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内の安全機能

の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止の達成

及び維持が，運転員の操作と相まって，可能である設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 
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(5) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に関わる火災区域の分離 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域は，重要度に応じて３時間以上の耐火能力を有する耐火壁

として，３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である123mm以上の

壁厚を有するコンクリート壁並びに３時間耐火に設計上必要なコンクリ

ート厚である219mmより厚い床，天井又は火災耐久試験により３時間以上

の耐火能力を有することを確認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防

火扉，防火ダンパ）により，隣接する他の火災区域と分離する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(6) 換気設備による火災の影響軽減対策 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に関連する

換気設備には，他の火災区域又は火災区画への火，熱又は煙の影響が及ば

ないよう，火災区域又は火災区画の境界となる箇所に３時間耐火性能を有

する防火ダンパを設置する設計とする。 

換気設備のフィルタは，「2.2.1.2.(4) 換気設備のフィルタに対する不

燃性材料又は難燃性材料の使用」に示すとおり，チャコールフィルタを除

き難燃性のものを使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

(7) 煙に対する火災の影響軽減対策 

通常運転員が常駐する火災区域は中央制御室のみであるが，中央制御室

の火災発生時の煙を排気するため，建築基準法に準拠した容量の排煙設備

を設置する設計とする。 

なお，排煙設備は中央制御室専用であるため，放射性物質の環境への放

出を考慮する必要はない。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域のうち，電

気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域（非常用電気室，ケーブル処

理室及び計算機室，ディーゼル発電機室，ディーゼル発電機燃料デイタン

ク室，補助盤室及び運転員控室）については，全域ガス消火設備により早

期に消火する設計とする。 

なお，引火性液体が密集するディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについて

は屋外で地下埋設構造であるため，煙が大気に放出されることから，排煙

設備を設置しない設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 

 

(8) 油タンクに対する火災の影響軽減対策 

火災区域又は火災区画に設置される油タンクは，換気空調設備による排

気，又はベント管により屋外に排気する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.1.)】 
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2.2.3.2. 火災影響評価 

火災の影響軽減のための対策を前提とし，設備等の設置状況を踏まえた可

燃性物質の量等を基に想定される発電用原子炉施設内の火災によって，安全

保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考

慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できることを，「(1) 火災伝播評

価」から「(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影

響評価」に示す火災影響評価により確認する。 

ただし，中央制御室及び補助盤室の制御盤，原子炉格納容器に対しては，

「2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災

の影響軽減のための対策」で示すとおり，火災が発生しても，原子炉の高温

停止及び低温停止の達成，維持は可能である。 

また，内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停

止系の作動が要求される事象が発生する可能性があるため，「発電用軽水型

原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過渡変

化又は設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，以下の

状況を考慮し，多重性を持ったそれぞれの系統が同時に機能を喪失すること

なく，原子炉の高温停止，低温停止を達成することが可能であることを火災

影響評価により確認する。 

・内部火災発生を想定する区域及びその影響範囲の安全重要度クラス１及

びクラス２の火災防護対象設備は内部火災により機能喪失するが，それ

以外の区域の火災防護対象設備は機能が維持される。 

・原子炉建物又はタービン建物において，内部火災が発生することを仮定

し，当該建物内の火災防護対象設備以外は機能喪失する。 

・原子炉建物又はタービン建物において発生した内部火災は，当該の建物

以外に影響を及ぼさない。 

・中央制御室及び補助盤室における火災については，火災感知器による早

期感知や運転員によるプラント停止が期待でき，内部火災による影響波

及範囲は限定的である。 

 

火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施

する場合には，火災防護計画に従い火災影響評価を行い，火災による影響を

考慮しても多重性を持ったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し維持できることを確認するとともに，

変更管理を行う。 

なお，「2.2.3.2. 火災影響評価」では，火災区域又は火災区画を，「火

災区域」と記載する。 

  【別添資料１-資料１(2.1.3.2.)】 
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(1) 火災伝播評価 

火災区域での火災発生時に，隣接火災区域に火災の影響を与える場合は，

隣接火災区域を含んだ火災影響評価を行う必要があるため，当該火災区域

の火災影響評価に先立ち，火災区域毎に火災を想定した場合の隣接火災区

域への火災の影響の有無を確認する火災伝播評価を実施する。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.2.)】 

 

(2) 隣接火災区域に火災の影響を与えない火災区域に対する火災影響評価 

火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与えない火災区域について

は，当該火災区域に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「2.2.3.1. 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火災の影響軽減

のための対策」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施により，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功する方策

が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持

が可能であることを確認する。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.2.)】 

 

(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価 

火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与える火災区域は，当該火災

区域と隣接火災区域の２区画内の火災防護対象機器等の有無の組み合わ

せに応じて，火災区域内に設置される全機器の機能喪失を想定しても，

「2.2.3.1. 安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じた火

災の影響軽減のための対策」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施

により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な

成功する方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止

の達成，維持が可能であることを確認する。 

【別添資料１-資料１(2.1.3.2.)】 
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2.3. 個別の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対

策を実施する。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(1) ケーブル処理室 

ケーブル処理室は，全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消

火活動のために2箇所の入口を設置し，ケーブル処理室内においても消火

要員による消火活動を可能とする。 

なお，ケーブル処理室の同一区域内には，異なる区分のケーブルトレイ

が布設されているため，IEEE384に基づき，互いに相違する系列の間で水

平方向0.9m，垂直方向1.5mを最小分離距離として設計する。 

さらに，ケーブル処理室は，中央制御室及び補助盤室の制御盤フロア下

に設け，ケーブルを布設する構造であるが，中央制御室及び補助盤室の制

御盤直下は狭隘であり，互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルは近

接して布設されており，区域による区分分離ができないことから，火災の

影響軽減のための対策として，全域ガス消火設備及び１時間の耐火能力を

有する隔壁（耐火ラッピング）により分離する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(2) 電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(3) 蓄電池室 

蓄電池室は，以下のとおり設計する。 

・蓄電池室には蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置し

ない設計とする。 

・蓄電池室の換気設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設

計指針（SBA G 0603-2001）」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量

以上となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を２vol%

以下の約0.8vol%程度に維持する設計とする。 

・蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する

設計とする。 

・常用系の蓄電池は，耐震クラスＣの要求であるが，基準地震動Ｓｓに対

して機能維持を確保し，非常用系の蓄電池と同様の信頼性を確保してい

る。 

・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電池

に影響を及ぼすことがないよう，位置的分散が図られた設計とするとと
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もに，電気的にも２つ以上の遮断器により切り離される設計とする。 

  【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(4) ポンプ室 

安全機能を有するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充満によ

り消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固

定式消火設備を設置する設計とする。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防

隊員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮

な空気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を

確保した上で，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装置といった手段によ

り換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する設計

とする。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(5) 中央制御室等 

中央制御室は以下のとおり設計する。 

・中央制御室と他の火災区域の空調換気系の貫通部には，防火ダンパを設

置する設計とする。 

・中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足す

るカーペットを使用する設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃

料を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼

の中性子吸収効果によって未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，気中に設置している設備（ピット構造で上

部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消火活動により消火水が

噴霧され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態となっても未臨界性が確

保される設計とする。 

【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計

する。 

・放射性廃棄物処理設備，放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域の管

理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的でフィルタ

を通して排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設備は，放
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射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉止し，

隔離できる設計とする。 

・放水した消火水の溜り水は，ドレン系により液体放射性廃棄物処理設備

に回収できる設計とする。 

・放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，濃縮廃液は，固体廃棄物と

して処理を行うまでの間，金属製のタンクで保管する設計とする。 

・放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理する

までの間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。 

・放射性物質を含んだＨＥＰＡフィルタは，固体廃棄物として処理するま

での間，不燃シートに包んで保管する設計とする。 

・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要

な崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設

計とする。 

     【別添資料１-資料１(2.2.)】 

 

3. 別添 

3.1. 火災による損傷の防止 

（別添資料－１）島根原子力発電所２号炉 火災防護について 

3.2. 運用，手順能力説明資料 

（別添資料－２）島根原子力発電所２号炉 火災による損傷の防止 

3.3. 現場確認プロセス 

（別添資料－３）島根原子力発電所２号炉 火災防護に係る等価時間算出プロセ

スについて 
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資料１ 

 

島根原子力発電所２号炉の 

設計基準対象施設における火災防護に係る 

基準規則等への適合性について 

 

１. 概 要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（以下「設置許可基準規則」という。）」第八条では，設計基準対象施設に関

する火災による損傷防止について，以下のとおり要求されている。 

 

（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知す

る設備（以下「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設

備」といい、安全施設に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機

能を有するものでなければならない。 

 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が

起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわな

いものでなければならない。 
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設置許可基準規則第八条の解釈には，以下のとおり，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」と

いう。）に適合することが要求されている。 

 

 

第８条（火災による損傷の防止） 

１ 第８条については、設計基準において発生する火災により、発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないようにするため、設計基準対象施設に対して必要な

機能（火災の発生防止、感知及び消火並びに火災による影響の軽減）を有する

ことを求めている。 

また、上記の「発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」とは、安全施設が

安全機能を損なわないことを求めている。 

したがって、安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある火災に対して、発

電用原子炉施設に対して必要な措置が求められる。 

 

２ 第８条について、別途定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防

護に係る審査基準」（原規技発第1306195号（平成２５年６月１９日原子力規制

委員会決定））に適合するものであること。 

 

３ 第２項の規定について、消火設備の破損、誤作動又は誤操作が起きた場合の

ほか、火災感知設備の破損、誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が

作動した場合においても、発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損な

わないものであること。 
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島根原子力発電所２号炉における設計基準対象施設は，火災により発電用原子

炉施設の安全性を損なうことのないよう，火災防護対策を講じる設計とする。火

災防護対策を講じる設計を行うにあたり，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火

災区域及び火災区画に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系

統及び機器を設置する区域を火災区域に設定する。設定する火災区域及び火災区

画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれ

ぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。 

 

以下では，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する機能並びに放射

性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区

域及び火災区画に対して講じる内部火災防護対策が，火災防護に係る審査基準に

適合していることを示す。 

なお，原子炉格納容器内の火災防護対策については，資料８に示す。 
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2. 火災防護に係る審査基準の要求事項について 

  火災防護に係る審査基準では，火災の発生防止，火災の感知及び消火設備の設

置並びに火災の影響軽減対策をそれぞれ要求している。 

 

2.1.  基本事項 

 

[要求事項] 

 (1)  原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構

造物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災

区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、

火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有

する構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設

置される火災区域 

 

（参考） 

     審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認す

ること。また、上記事項に記載されていないものについては、

JEAC4626-2010及びJEAG4607-2010を参照すること。 

         なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足

されているか否かを確認することができないものもあるが、その点につい

ては詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

 

   発電用原子炉施設内の火災区域及び火災区画に設置される安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を火災から防護することを目的として，以下に示す

火災区域の分類に基づき，火災発生防止，火災の感知及び消火，火災の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

なお，火災防護に関する新たな知見が今後得られた場合には，これらの知

見を反映した火災防護対策に取り組んでいくこととする。 
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(1) 安全機能を有する構築物，系統及び機器 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性が損なわれることがないよう

に，適切な火災防護対策を講じる設計とする。火災防護対策を講じる対象と

して重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能を期待するク

ラス３に属する構築物，系統及び機器を設定する。 

その上で，上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持するための構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，火災の発生防

止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講じる。 

その他の設計基準対象施設は，消防法，建築基準法，一般社団法人日本電

気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講じる設計

とする。 

  

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器 

設計基準対象施設のうち，重要度分類審査指針に基づき，発電用原子炉施

設において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な以下の機能を確保するための構築物，系統及び機器を

「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器」として選定する。 

 ① 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

② 過剰反応度の印加防止機能 

③ 炉心形状の維持機能 

④ 原子炉の緊急停止機能 

⑤ 未臨界維持機能 

⑥ 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

⑦ 原子炉停止後の除熱機能 

⑧ 炉心冷却機能 

⑨ 工学的安全施設及び原子炉停止系の作動信号の発生機能 

⑩ 安全上特に重要な関連機能 

⑪ 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

⑫ 事故時のプラント状態の把握機能 

⑬ 制御室外からの安全停止機能 

（資料２） 
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(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器 

設計基準対象施設のうち，重要度分類審査指針に基づき，発電用原子炉施設

において火災が発生した場合に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保す

るために必要な以下の構築物，系統及び機器を，「放射性物質の貯蔵又は閉じ

込め機能を有する構築物，系統及び機器」として選定する。 

ただし，重要度分類表における緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握

機能のうち，排気筒モニタについては，設計基準事故時の監視機能であること

から，その重要度を踏まえ，「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構

築物，系統及び機器」として選定する。 

① 放射性物質の閉じ込め機能，放射線の遮へい及び放出低減機能 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていないものであって，放

射性物質を貯蔵する機能 

③ 燃料プール水の補給機能 

④ 放射性物質放出の防止機能 

⑤ 放射性物質の貯蔵機能 

（資料９） 

  

(4) 火災区域及び火災区画の設定 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，復水貯蔵タンク

設置区域，固体廃棄物貯蔵所，サイトバンカ建物及び排気筒モニタ室の建物内

の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建物内の区

域を，「(1) 安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する構築

物，系統及び機器の配置も考慮して設定する。 

火災の影響軽減の対策が必要な，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，３

時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である123mm以上の壁厚を有するコ

ンクリート壁並びに３時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である219mmよ

り厚い床，天井又は火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを

確認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ）により隣接

する他の火災区域と分離するよう設定する。 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，

「(1) 安全機能を有する構築物，系統及び機器」において選定する機器を設置

する区域を，火災区域として設定する。 

また，火災区画は，建物内及び屋外で設定した火災区域を系統分離，機器の

配置状況に応じて分割して設定する。  

（資料３） 
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 (5) 火災防護計画 

発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護

計画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，

責任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災から防

護すべき安全機能を有する構築物，系統及び機器，火災発生防止のための活動，

火災防護設備の保守点検及び火災情報の共有等，火災防護を適切に実施するた

めの対策並びに火災発生時の対応等，火災防護対策を実施するために必要な手

順等について定めるとともに，発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，

系統及び機器については，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火

災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うこ

とについて定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止，並びに

火災の早期感知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施

設については，消防法，建築基準法，一般社団法人日本電気協会電気技術規程・

指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等につい

て定める。 
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2.1.1. 火災発生防止 

2.1.1.1. 発電用原子炉施設内の火災発生防止 

 

[要求事項] 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護

対策を講じた設計であること。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災

区域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずる

こと。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない

場合は、この限りでない。 

② 配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損

なうことがないように配置すること。 

③ 換気 

換気ができる設計であること。 

④ 防爆 

防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施

すこと。 

⑤ 貯蔵 

安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発

火性物質又は引火性物質の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞

留する蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・

計装品は防爆型とすること。また、着火源となるような静電気が溜まるおそ

れのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けること。 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。

ただし、災害の発生を防止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよ

うに、水素を排気できる換気設備を設置すること。また、水素が漏えいする

おそれのある場所には、その漏えいを検出して中央制御室にその警報を発す

ること。 

(5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉

の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ず

ること。 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護

継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の

防止する設計であること。 
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（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、

高圧ガス保安法で定められる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、

発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液体、発火性又は引火性固体が

含まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会

「BWR 配管における混合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン

（平成１７年１０月）」に基づいたものとなっていること。 

 

  発電用原子炉施設内の火災の発生防止については，発火性又は引火性物質を

内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域又は火災区画に対する火災

の発生防止対策を講じるほか，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，

発火源への対策，水素ガスに対する換気及び漏えい検出対策，放射線分解等に

より発生する水素の蓄積防止対策，並びに電気系統の過電流による過熱及び焼

損の防止対策等を講じる設計とする。 

 

(1) 発火性又は引火性物質 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域には，以下の火災発生防止対策を講じる設計とする。 

ここでいう発火性又は引火性物質としては，消防法で定められている危険物

のうち「潤滑油」及び「燃料油」，並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定

められている水素ガス，窒素ガス，液化炭酸ガス及び空調用冷媒等のうち可燃

性である「水素ガス」を対象とする。 
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① 漏えいの防止，拡大防止 

     本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域に対する漏えいの防止対策，拡大防止対策について以下に示

す。 

 

    ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

      火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備は，溶接構造，シール構造の採用による漏えい防止対策

を講じるとともに，堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大す

ることを防止する設計とする。 

なお，設備の軸受には潤滑油が供給されており過熱することはない。

万一，軸受が損傷した場合には，当該設備は過負荷等によりトリップす

るため軸受は異常加熱しないこと，オイルシールにより潤滑油はシール

されていることから，潤滑油が漏えいして発火するおそれはない。（第

１-１表，第１-１図～第１-２図） 

      火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備に対する漏えい拡大防止対策を添付資料１に示す。         

          以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油

又は燃料油を内包する設備については，漏えい防止対策を講じていると

ともに，添付資料１に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

      

第１-１表 火災区域内の発火性又は引火性物質である 

潤滑油又は燃料油を内包する設備の漏えい防止，拡大防止対策 

 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃

料油を内包する設備のある火災区域 
漏えい防止，拡大防止対策 

原子炉建物 堰 

タービン建物 堰 

廃棄物処理建物 堰 

サイトバンカ建物 堰 

海水ポンプエリア 堰 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域 堰 

固体廃棄物貯蔵所 堰 
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第１-１図 溶接構造，シール構造による漏えい防止対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１-２図 堰による漏えい拡大防止対策概要図 
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液面監視 
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    ○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備は，以下に示す溶接構造等による水素ガスの漏えいを防止する設

計とする。 

なお，充電時に水素ガスが発生する蓄電池については，機械換気を行

うとともに，蓄電池設置場所の扉を通常閉運用とすることにより，水素

ガスの漏えい拡大を防止する設計とする。また，これ以外の発火性又は

引火性物質である水素ガスを内包する設備についても，「③ 換気」に示

すとおり，機械換気を行うことによって水素ガスの拡大を防止する設計

とする。 

 

     ・気体廃棄物処理設備 

気体廃棄物処理設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮し

た溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの

可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮しベローズ弁等

を用いた構造とする。 

 

     ・発電機水素ガス供給設備 

 発電機水素ガス供給設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考

慮した溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏え

いの可能性のある弁は，雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮し，ベロー

ズ弁等を用いた構造とする。 

 

     ・水素・酸素注入設備 

水素・酸素注入設備の配管等は雰囲気への水素ガスの漏えいを考慮し

た溶接構造を基本とし，弁グランド部から雰囲気への水素ガス漏えいの

可能性のある弁は，雰囲気への水素の漏えいを考慮し，ベローズ弁等を

用いた構造とする。（第１-３図） 

 

     ・水素ガスボンベ 

「⑤ 貯蔵」に示す格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベは，ボ

ンベ使用時に，作業員がボンベ元弁を開操作し，通常時は元弁を閉とす

る運用とするよう設計する。 

 

   以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを

内包する設備については，漏えい防止対策を講じているとともに，「③ 換気」

に示すとおり拡大防止対策を講じていることから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 
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第１-３図 溶接構造，ベローズ弁の例（水素・酸素注入設備） 
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   ② 配置上の考慮 

     本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する発火性又は

引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備，発火性又は引火性物

質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域に対する配置上の

考慮について以下に示す。 

 

    ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわな

いよう，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

と発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等

の設置及び離隔による配置上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備の配置

状況を資料３の添付資料２に示す。 

 

    ○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備の火災により，発電用原子炉施設の安全機能を損なわないよう，

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備と発電用原子炉施

設の安全機能を有する構築物，系統及び機器は，壁等の設置による配置

上の考慮を行う設計とする。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備の配置状況を資

料３の添付資料２に示す。 

 

   以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は

燃料油を内包する設備及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する

設備については，多重化された発電用原子炉施設の安全機能がすべて損なわ

れないよう配置上の考慮がなされていることから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。
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   ③ 換気 

     本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域」に対して要求していることから，該当する設備を設置

する火災区域又は火災区画に対する設備の換気について，以下に示す。 

 

   ○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置

する火災区域を有する建物等は，火災の発生を防止するために，原子炉棟

送風機及び排風機，タービン建物送風機及び排風機等の空調機器による機

械換気を行う設計とする。また，屋外の火災区域（海水ポンプエリア，Ａ

－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク設置区域）については自然換気を行う設計とする。 

各発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備に対

する換気設備を添付資料１に示す。 

添付資料１において，安全機能を有する構築物，系統及び機器（詳細は

資料２参照）は耐震Ｓクラスで設計すること，かつ2.1.1.1.(1) ①「漏え

いの防止，拡大防止」に示すように漏えい防止対策を実施するため，基準

地震動によっても油が漏えいするおそれはないこと，潤滑油を内包する設

備については，万一，機器故障によって油が漏えいしても引火点が十分高

く火災が発生するおそれは小さいことから，これらの機器を設置する場所

の換気設備の耐震性は，基準地震動に対して機能を維持（以下「Ss機能維

持」という。）する設計とはしない。 

なお，安全機能を有し，軽油を内包するディーゼル発電機及びディーゼ

ル発電機燃料デイタンク，安全機能を有する原子炉補機冷却水ポンプ及び

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプについては，これらを設置する場所の

環境温度を維持するため，換気空調設備については非常用電源から給電す

る設計とするとともに，火災防護対象機器として耐震Ｓクラスの設計とす

る。 

 

   以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は

燃料油を内包する設備については，機械換気ができる設計とすること，潤滑

油内包機器の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を及ぼす

おそれは小さいこと，軽油内包機器の換気設備については，非常用電源から

給電するとともに防護対象機器と同等の耐震性を確保していることから，火

災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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    ○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備である蓄電池，

気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備，水素・酸素注入設備及

び水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災の発生を防

止するために，以下に示すとおり，火災防護対象設備を設置する火災区

域については非常用電源から給電される送風機及び排風機，それ以外の

火災区域又は火災区画については常用電源から給電される送風機及び排

風機による機械換気を行う設計とする。（第１-２表） 

 

     ・蓄電池 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気を行うことによっ

て，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する（2.2.(3)参照）。 
安全機能を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備

は，安全機能を有する蓄電池及び非常用直流電源設備等を設置する場所の

環境温度を維持するため，地震等の異常時でも換気できるよう非常用電源

から給電する設計とするとともに，耐震Ｓクラス設計としている。 

それ以外の蓄電池を設置する火災区域又は火災区画の換気設備は，非常

用電源又は常用電源から給電される送風機及び排風機による機械換気を

行う設計とし，異常時に送風機及び排風機が停止した場合は，送風機及び

排風機が復帰するまで蓄電池に充電しない運用とする。 

 

     ・気体廃棄物処理設備 

気体廃棄物処理設備は，空気抽出器から抽出された水素ガスと酸素ガス

が燃焼限界濃度にならないよう，排ガス再結合器によって設備内の水素濃

度が燃焼限界濃度である４vol%以下となるよう設計する。加えて，気体廃

棄物処理設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から給電され

るタービン建物送風機及び排風機，廃棄物処理建物送風機及び排風機によ

る機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう

設計する。 

 

     ・発電機水素ガス供給設備 

発電機水素ガス供給設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源

から給電されるタービン建物送風機及び排風機，常用電気室送風機及び排

風機による機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下と

するよう設計する。 

 

     ・水素・酸素注入設備 

水素・酸素注入設備を設置する火災区域又は火災区画は，常用電源から

給電される原子炉棟送風機及び排風機，タービン建物送風機及び排風機並
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びに非常用電源から給電されるＨＰＣＳ電気室送風機及び排風機による

機械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設

計する。 

 

     ・水素ガスボンベ 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は

火災区画は，常用電源から給電される原子炉棟送風機及び排風機による機

械換気を行うことによって，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計

する。 
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第１-２表 水素ガスを内包する設備を設置する 

火災区域又は火災区画の換気設備 

水素ガスを内包する設備 換気設備 

設備 
耐震 

クラス 
設備 

供給 

電源 

耐震 

クラス 

A-115V系蓄電池 S 

中央制御室送風機，排風機 非常用 S 

B-115V系蓄電池 S 

A-原子炉中性子計装用蓄電池 S 

B-原子炉中性子計装用蓄電池 S 

230V系蓄電池（RCIC） S 

230V系蓄電池（常用） C(Ss) 

48V通信設備用蓄電池 C(Ss) 

SA用115V系蓄電池 S 

B1-115V系蓄電池（SA） S 

重要パラメータ監視計器用蓄電池 -(-) 中央制御室送風機 非常用 S 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池 -(Ss) 
中央制御室送風機 非常用 S 

原子炉棟送風機，排風機 常用 C 

HPCS蓄電池 S 
HPCS電気室送風機，排風機 非常用 S 

原子炉建物水素濃度計用蓄電池 C(Ss) 

気体廃棄物処理設備 B タービン建物送風機，排風機 常用 C 

発電機水素ガス供給設備 C 
タービン建物送風機，排風機 

常用電気室送風機，排風機 
常用 C 

水素・酸素注入設備 C 

タービン建物送風機，排風機 

原子炉棟送風機，排風機 
常用 C 

HPCS電気室送風機，排風機 非常用 S 

24V通信設備用蓄電池 C(-) 
常用電気室送風機，排風機 常用 C 

48V通信設備用蓄電池 C(Ss) 

格納容器内雰囲気モニタ校正用水

素ガスボンベ 
C 原子炉棟送風機，排風機 常用 C 

 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区

域又は火災区画の送風機及び排風機は多重化されているため，動的機器の単

一故障を想定しても換気は可能である。 

 

気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス供給設備，水素・酸素注入設備，水

素ガスボンベは，2.1.1.1.(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように

水素ガスの漏えい防止，拡大防止対策を実施している。 

しかしながら，万一，水素ガスが漏えいし，かつ換気設備が機能喪失した
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場合でも，気体廃棄物処理設備は設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下とな

るように設計する。 

発電機水素ガス供給設備は，「JEAG4607-2010：原子力発電所の火災防護

指針」及び「電気設備の技術基準の解釈」に準じて，第１-４図に示すとお

り，水素ガスの圧力，純度の計測及び警報装置，並びに軸封部に窒素ガスを

封入できる装置（窒素ガス供給装置）及び水素ガスを安全に外部に放出する

装置（炭酸ガスボンベ，水素ガス遮断弁，大気放出弁等）を設置している。

さらに，万一，水素ガスが漏えいし，タービン建物最上階のオペレーティン

グフロアで爆轟が発生した場合でも，安全機能を有する機器（原子炉補機海

水系配管等）はタービン建物の異なるフロアに設置されており，十分な離隔

距離で分離されていることから，安全機能に影響を及ぼすおそれはない。（第

１-５図）（第１-３表）

また，水素ガスが漏えいした場合でも水素濃度が燃焼限界濃度以下となる

ように，水素ガスの供給を遮断する耐震性を有する遮断弁を設置することか

ら，水素ガスが滞留して爆発に至るおそれはない。 

水素・酸素注入設備は，水素ガスの圧力及び警報装置，並びに水素ガスを

屋外に排気するための装置（パージ用排気配管，窒素ガスボンベ）を設置し

ている。さらに，地震時にも，水素ガスが漏えいしないよう，建物内の配管

等はSs機能維持の設計とし，万一，水素ガスが漏えいした場合には水素の供

給を停止する設計とする。 

水素ガスボンベについて，格納容器雰囲気モニタ用水素ガスボンベは，

ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である４vol%程度とする。加えて，通常

は元弁を閉として，  で固縛し保管していること，元弁を開

操作する際は作業員がいるため，水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元

弁を閉操作し漏えいを停止することができるとともに，作業終了時や漏えい

確認時には速やかに元弁を閉操作することを手順等に定める。

排ガス処理系Ｈ２分析計校正用水素ガスボンベ，化学分析用水素ガスボン

ベは，設備の仕様上，ボンベ内の水素濃度を燃焼限界濃度である４vol%程度

以下とすることができないことから，常時は建物外に保管し，ボンベ使用時

のみ建物内に持ち込みを行う運用とする。さらに，校正，化学分析の際には

ボンベを固縛すること，通常は元弁を閉としていること，元弁を開操作する

際は，作業員は携帯型水素濃度計によって水素ガス漏えいの有無を測定する

こととし，水素ガスが漏えいした場合でも速やかに元弁を閉操作し漏えいを

停止することができるとともに，作業終了時や漏えい確認時には速やかに元

弁を閉操作することを手順に定める。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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なお，校正作業において，安全機能への影響を限定するため水素ガスの使用

は必要最低限の約30分とし，作業場所は安全機能を有する設備の配置を考慮

し，  で行う設計とする。また，化学分析作業において，

安全機能への影響を限定するため水素ガスの使用は必要最低限の約10分と

し，作業場所は安全機能を有する設備の配置を考慮し，

で行う設計とする。 

以上より，火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを

内包する設備については，機械換気ができる設計としていること，蓄電池室

の換気設備については非常用電源から給電するとともに防護対象機器と同等

の耐震性を確保していること，その他の発火性又は引火性物質である水素ガ

スを内包する設備の換気設備については機能が喪失しても安全機能に影響を

及ぼすおそれは小さいことから，火災防護に係る審査基準に適合しているも

のと考える。 

第１-４図 発電機水素ガス漏えい防止設備の概要 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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原子炉建物

タービン建物

G.L.

主発電機

11m

爆発の中心線

水素ガスボンベ庫

21m

12m

水素ガス爆発によって
爆風圧が５０ｋＰａ以上
となる可能性がある範囲

水素ガス爆発によって
オペレーティングフロア
の床スラブが損傷して
影響を受ける可能性が
ある範囲

オペレーティングフロア

主発電機下部フロア

4.0m以上

ＲＳＷ配管等

安全機能を有する機器

○主発電機と安全機能を有する機器との離隔距離について

高圧ガス保安法では，TNT等価法に基づき，爆風圧と距離の関係が式（1）の

ように定められる。

GKWL 304.0  (1) 

ここで， 

L ：爆発中心からの距離（m） 

λ ：換算距離（m/kg1/3） ※爆風圧 50kPa では 4.74m/kg1/3

WG ：可燃性ガスの流出量（t） 

K :換算係数 ※水素では2860000 

主発電機に内包される水素ガス量は大気圧（1atm），20℃の状態において約805m3

であり，全てが漏えいしたと仮定するとWGは0.068tとなり，水素爆発による爆

風圧が50kPaとなる爆発中心からの距離Lは11.0mとなる。したがって，爆発の中

心線から11.0m以上離れた範囲では，オペレーティングフロアの床スラブが損傷

し，下階の設備が影響を受けることはない。これに対して，安全機能を有する

機器（RSW配管等）とは十分な離隔距離（4.0m以上）を有することから，水素ガ

ス爆発が生じた場合においても安全機能を有する機器に影響は生じない。

第１-５図 発電機水素ガス供給設備の水素ガス爆発時の影響範囲 
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第１-３表 爆風圧の影響（「平成25年3月：消防庁特殊災害室 

石油コンビナートの防災アセスメント指針」より抜粋） 

圧力（kPa） 影響 

50～55 
強化していない厚さ8～12in※のブロックが剪断や撓みにより破

損される。 

※：ミリメートルに単位換算すると203.2～304.8mmである。 

島根原子力発電所２号炉の主発電機廻りの床スラブは厚さ500mm以上であ

ることから，爆風圧50kPaでは破損しない。 
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④ 防爆

本要求は，「発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設

置する火災区域」に対して要求していることから，爆発性の雰囲気を形成す

る恐れのある設備を設置する火災区域に対する防爆対策について，以下に示

す。 

○ 発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油

を内包する設備は，2.1.1.1.(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」に示した

ように，溶接構造，シール構造の採用による潤滑油又は燃料油の漏えい防

止対策を講じる設計とするとともに，万一，漏えいした場合を考慮し，堰

を設置することで，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大することを防止す

る設計とする。 

なお，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引火点は潤滑油

又は燃料油を内包する設備を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転

時の温度よりも高いため，可燃性蒸気となることはない。引火点等の確認

結果を参考資料１に示す。また，燃料油である軽油を内包する設備につい

て，軽油が設備の外部へ漏えいし，万一，可燃性の蒸気が発生した場合で

あっても，軽油を内包する機器を設置する火災区域は，非常用電源から給

電する耐震Ｓクラスの換気設備又は自然換気で換気する設計とすること

から可燃性蒸気が滞留するおそれはない。 

したがって，潤滑油又は燃料油が爆発性の雰囲気を形成するおそれはな

い。 

○ 発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備

火災区域内に設置する発火性又は引火性物質である水素ガスを内包す

る設備は，2.1.1.1.(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」で示したように，

溶接構造等の採用により水素ガスの漏えいを防止する。また，2.1.1.1.(1) 

③「換気」で示したように機械換気を行う設計とするとともに，水素ガス

ボンベについては使用時を除き，元弁を閉とする運用とする。したがって，

「電気設備に関する技術基準を定める省令」第六十九条及び「工場電気設

備防爆指針」で要求される爆発性雰囲気とならないため，当該の設備を設

ける火災区域又は火災区画に設置する電気・計装品を防爆型とせず，防爆

を目的とした電気設備の接地も必要としない設計とする。なお，電気設備

が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準

を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す。 

以上より，発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備

及び発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災

区域又は火災区画は，爆発性雰囲気とならず，防爆型の電気・計装品を使用
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する必要はない。 

⑤ 貯蔵

本要求は，「安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域

における発火性又は引火性物質の貯蔵」に対して要求していることから，該

当する火災区域に設置される発火性又は引火性物質を内包する貯蔵機器に

ついて以下に示す。 

貯蔵機器とは供給設備へ補給するために設置する機器のことであり，安全

機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性又は引

火性物質である潤滑油又は燃料油の貯蔵機器としては，非常用ディーゼル発

電機（２台）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（１台）のディーゼ

ル発電機燃料デイタンク（３基）及びディーゼル発電機燃料貯蔵タンク（６

基）がある。

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，タンクの容量（約16 

㎥）に対して，非常用ディーゼル発電機を８時間連続運転するために必要な

量（約12.95㎥）を考慮し，貯蔵量が約13.9㎥～約15.6㎥となるよう管理し，

運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクについては，タンク

の容量（約９㎥）に対して，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を８時間

連続運転するために必要な量（約7.42㎥）を考慮し，貯蔵量が約8.0㎥～約

8.8㎥となるよう管理し，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては，タンクの容量（６基合計約

810㎥）に対して，６基で非常用ディーゼル発電機２台と高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機１台を７日間連続運転するために必要な量（約700㎥）

を考慮して管理値を定め，運転上必要な量のみ貯蔵する設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域内の，発火性

又は引火性物質である水素ガスの貯蔵機器としては，格納容器雰囲気モニタ

校正用水素ガスボンベがあり，これらのボンベは供給単位である容器容量47

リットルのボンベ毎に，各々の計器の校正頻度（１回／１カ月）及び計器不

具合等の故障対応を想定した上で１運転サイクルに必要な量，さらに事故後，

ガスボンベを交換せずに一定期間（90日間）連続監視できるよう校正に必要

な量を考慮し貯蔵する設計とする。 

ガスボンベについては，参考資料２に示す。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域

における発火性又は引火性物質を貯蔵する機器については，運転に必要な

量にとどめて貯蔵していることから，火災防護に係る審査基準に適合して

いるものと考える。 
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(2) 可燃性の蒸気又は微粉への対策

本要求は，「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区

域における可燃性の蒸気，可燃性の微粉及び着火源となる静電気」に対して要

求していることから，該当する設備を設置する火災区域に対する可燃性の蒸気

又は可燃性の微粉への対策を以下に示す。 

発火性又は引火性物質である潤滑油又は燃料油を内包する設備は，「(1)④

防爆」に示すとおり，可燃性の蒸気を発生するおそれはない。 

また，火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じ

ん（石炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆

発性粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素

中でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような「可燃性

の微粉を発生する設備」を設置しない設計とする。 

さらに，火災区域において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まな

い運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用す

る作業場所において，換気，通風，拡散の措置を行うとともに，建物の送風機

及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。 

したがって，火災区域には可燃性の蒸気又は微粉を高所に排出するための設

備を設置する必要はなく，電気・計装品を防爆型とする必要はない。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設備に関

する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施す。 

また，火災区域には金属粉や布による研磨機のように静電気が溜まる恐れが

ある設備を設置しない設計とする。 

なお，火災区域内で電気設備が必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る

電気設備に関する技術基準を定める命令」第十条，第十一条に基づく接地を施

しており，静電気が溜まるおそれはない。 

以上より，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある設備，及

び着火源となるような静電気が溜まるおそれのある設備を火災区域に設置し

ないことから，火災防護に係る審査基準の要求事項は適用されないものと考え

る。 
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(3) 発火源への対策

発電用原子炉施設には金属製の筐体内に収納する等の対策を行い，設備外部

に出た火花が発火源となる設備を設置しない設計とする。 

また，発電用原子炉施設には高温となる設備があるが，設計上の最高使用温

度が60℃を超える系統については，保温材で覆うことにより，可燃性物質との

接触防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設計とする。（第１-４表） 

以上より，発電用原子炉施設には設備外部に火花を発生する設備を設置しな

いこと，高温となる設備に対しては発火源とならないよう対策を行うことから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

第１-４表 高温となる設備と接触防止・過熱防止対策 

高温となる設備 最高使用温度 過熱防止対策 

主蒸気系配管 302℃ 保温材設置 

圧力容器バウンダリ 302℃ 保温材設置 

ほう酸水注入系配管 302℃ 保温材設置 

残留熱除去系配管 302℃ 保温材設置 

高圧炉心スプレイ系配管 302℃ 保温材設置 

原子炉隔離時冷却系機器，配管 302℃ 保温材設置 

原子炉浄化系配管 302℃ 保温材設置 

所内蒸気系，所内蒸気戻り系配管 214℃ 保温材設置 

原子炉給水系配管 302℃ 保温材設置 

(4) 水素ガス対策

本要求は，「水素が漏えいするおそれのある火災区域」に対して要求してい

ることから，該当する設備を設置する火災区域又は火災区画に対する水素ガス

対策について以下に示す。 

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備を設置する火災区域

又は火災区画は，2.1.1.1.(1) ①「漏えいの防止，拡大防止」に示すように，

発火性又は引火性物質である水素ガスを内包する設備は溶接構造等とするこ

とにより雰囲気への水素ガスの漏えいを防止するとともに，2.1.1.1.(1) ③

「換気」に示すように，機械換気を行うことによって水素濃度が燃焼限界濃度

以下となるように設計する。また，水素ガスの漏えいを検知できるように水素

濃度検知器等を設置する設計とする。 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，充電時において蓄電池から水素

ガスが発生するおそれがあることから，当該区域に可燃物を持ち込まないこと

とする。また，蓄電池室の上部に水素濃度検知器を設置し，水素の燃焼限界濃
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度である４vol%の１/４以下の濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。

（第１-６図（１），第１－６図（２）） 

発電機水素ガス供給設備は，水素ガス消費量を管理するとともに，発電機内

の水素純度，水素ガス圧力を中央制御室で常時監視ができる設計としており，

発電機内の水素純度や水素ガス圧力が低下した場合には中央制御室に警報を

発する設計とする。また，発電機水素ガス供給設備を設置する部屋の上部に水

素濃度検知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１/４以下の

濃度にて中央制御室に警報を発する設計とする。

水素・酸素注入設備は，燃焼限界濃度以上の水素ガスを供給していることを

考慮し，当該設備を設置する部屋の上部に水素濃度検知器を設置し，水素ガス

の燃焼限界濃度である４vol%の１/４以下の濃度にて中央制御室に警報を発す

る設計とする。 

格納容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する火災区域又は火災

区画は，通常時は元弁を閉とする運用とし，2.1.1.1.(1)③「換気」に示す機

械換気によって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設計する。また，格納

容器雰囲気モニタ校正用水素ガスボンベを設置する部屋の上部に水素濃度検

知器を設置し，水素ガスの燃焼限界濃度である４vol%の１/４以下の濃度にて

中央制御室に警報を発する設計とする。 

一方，以下の設備については，水素濃度検知器とは別の方法にて水素の漏え

いを管理している。 

気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となるよう設

計するが，設備内の水素濃度については，水素濃度計により中央制御室で常時

監視ができる設計とし，水素濃度が上昇した場合には水素ガスの燃焼限界濃度

４vol%に対して余裕を持たせた３vol%にて，中央制御室に警報を発する設計と

する。（第１-５表） 

以上より，水素内包設備を設置する火災区域又は火災区画は水素濃度が燃

焼限界濃度以下となるように機械換気を行うとともに，水素ガス漏えいによ

って水素濃度が燃焼限界濃度以上となる可能性があるものについては，漏え

いが発生した場合は中央制御室に警報を発する設計とすることから，火災防

護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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第１-６図（１） 蓄電池室の水素濃度検知設備の概要 

第１-６図（２） 蓄電池室の水素濃度検知器設置状況

中央制御盤（警報発報） 

水素濃度検知器 水素濃度検出装置 

水素濃度検知器 
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第１-５表 水素濃度検知器の設置状況 

水素を内包する設備を設置する場所 水素ガス検出方法 
水素濃度検知器 

の設置個数 

A-バッテリ室 水素濃度検知器を設置 ２個 

B-バッテリ室 水素濃度検知器を設置 ２個 

230Vバッテリ室 水素濃度検知器を設置 ４個 

HPCSバッテリ室 水素濃度検知器を設置 ２個 

発電機水素ガス供給設備設置箇所 水素濃度検知器を設置 34個 

水素・酸素注入設備設置箇所 水素濃度検知器を設置 38個 

A-格納容器内雰囲気モニタ校正用

水素ガスボンベ設置箇所 
水素濃度検知器を設置 ２個 

B-格納容器内雰囲気モニタ校正用

水素ガスボンベ設置箇所 
水素濃度検知器を設置 ※ 

気体廃棄物処理設備設置箇所 
気体廃棄物処理設備内に 

水素濃度監視装置を設置 

  ※：水素・酸素注入設備設置箇所の水素濃度検知器と共用 

(5) 放射線分解等により発生する水素ガスの蓄積防止対策

放射線分解により水素ガスが発生する火災区域又は火災区画における，水素

ガスの蓄積防止対策としては，一般社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配

管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイドライン（平成17

年10月）」等に基づき，第１-６表及び第１-８図のとおり実施する。蓄積防止

対策の対象箇所については，ガイドラインに基づき第１-７図のフローに従い

選定したものである。 

なお，ガイドライン制定以前に経済産業省指示文書｢中部電力㈱浜岡原子力

発電所第１号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について（平成14

年５月）｣を受け，水素ガスの蓄積のおそれがある箇所を抽出した結果，該当

する箇所は確認されなかった。（第１-６表） 

蓄電池により発生する水素ガスの蓄積防止対策としては，蓄電池を設置する

火災区域は，2.1.1.1.(4)「水素ガス対策」に示すように，機械換気を行うこ

とによって水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように設計する。 

以上より，放射線分解等により原子炉の安全性を損なうおそれがある場合は

水素ガスの蓄積防止対策を実施していることから，火災防護に係る審査基準に

適合しているものと考える。 
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第１-７図 水素ガス対策の対象選定フロー 

START 

原子炉内で水の放射線分

解によって生成される水

素と酸素が滞留する可能

性があるか 

水蒸気が凝縮され，水素と

酸素濃度が上昇（蓄積）す

る箇所か 

詳細評価 

蓄積・構造強度等について

詳細評価を実施して健全

性が担保されるか 

対応措置 対応不要 

＜ステップ１＞ 

＜ステップ２＞ 

＜ステップ３＞ 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

141箇所 

４箇所 
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第１-６表 放射線分解による水素ガス蓄積防止対策の実施状況 

対策箇所 対策内容 対策実施根拠 実施状況 

原子炉圧力容器ヘ

ッドスプレイ配管 

タービングランド

蒸気系安全弁入口

配管（３箇所） 

原子炉圧力容器ヘ

ッドスプレイ配管

にベント配管を追

設 

タービングランド

蒸気系安全弁入口

配管にベントライ

ン配管を設置

(一社) 火力原子力発電技術協会 

｢BWR 配管における混合ガス（水

素･酸素）蓄積防止に関するガイド

ライン｣（平成 17 年 10 月）

実施済 

該当なし － 

経済産業省指示文書｢中部電力㈱

浜岡原子力発電所第１号機の余

熱除去系配管破断に関する再発防

止対策について｣（平成 14 年 5 月） 

－ 

第１-８図 ベント配管の設置例 

(6) 過電流による過熱防止対策

発電用原子炉施設内の電気系統の過電流による過熱の防止対策について以

下に示す。 

電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，地絡，短絡等に起因する

過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継電器，遮断器により故障回

路を早期に遮断する設計とする。 

発電用原子炉施設内の系統及び機器に電源を供給する電気系統として，島根
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原子力発電所２号炉の電気系統における保護継電器及び遮断器の設置箇所を

示す。（第１-９図～第１-11図）

以上より，発電用原子炉施設内の電気系統は過電流による過熱防止対策を実

施していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.1.2. 不燃性・難燃性材料の使用 

［要求事項］ 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物

のうち、主要な構造材は不燃性材料を使用すること。 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないもの

を使用すること。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、

チャコールフィルタについては、この限りでない。

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用する

こと。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他

の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止す

るための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、機

器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤

等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火

災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、

また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有しているこ

とが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又は IEEE1202
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安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する不燃性材料及び難燃性材料の

使用について以下(1)～(6)に示す。 

ただし，不燃性材料及び難燃性材料が使用できない場合は，以下のいずれかの

設計とする。 

・ 不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替

材料」という。）を使用する設計とする。

・ 構築物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難な場合には，当該構築物，系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生す

ることを防止するための措置を講じる設計とする。

(1) 主要な構造材に対する不燃性材料の使用

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，機器，配管，ダクト，トレ

イ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災の発生

防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等

の金属材料，又はコンクリート等の不燃性材料を使用する設計とする。（第１

-12図）

ケーブルトレイ内のケーブルの固縛材は難燃性のものを使用する設計とす

る。 

なお，本固縛材は可燃物量がわずかであること，ケーブルは後述のとおり難

燃ケーブルを使用していること，万一，火災により固縛材が外れても垂直に布

設されたケーブルはトレイの水平部分等で支持されていることから，他の安全

機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼすおそれはない。 

また，内部溢水対策で使用している止水材についても難燃性のものを使用す

る設計とする。水密扉の止水パッキンは，自己発火性がないこと，水密扉は常

時閉運用であり扉外周部に設置されたパッキンは扉本体から押えつけられて

いる状態であるため大半は外部に露出していないこと，水密扉は通行部である

ため周囲に可燃性物質を内包する設備がないこと，当該構成材の量は微量であ

ることから，他の構築物，系統又は機器に火災を生じさせるおそれは小さいも

のの，火災発生防止の観点から難燃性の止水パッキンを使用する設計とする。 

ただし，配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎にさらさ

れることはなく，これにより他の安全機能を有する構築物，系統及び機器にお

いて火災が発生するおそれはないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではな

い材料を使用する設計とする。また，金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部

の潤滑油（グリス），並びに金属に覆われた機器躯体内部に設置される電気配

線は，発火した場合でも，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼

しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とす

る。 
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なお，安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置されている火災区域又

は火災区画に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器

は，基準地震動によっても油が漏えいしないよう耐震補強していることから，

安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置されている火災区域又は火災区

画において，地震随伴による火災の発生の可能性は低いと考える。

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち主要な構造材は不

燃性材料を使用していること，これ以外の構築物，系統及び機器は基本的に不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計としていること，一部，配管のパッキ

ン類やポンプ及び弁等の駆動部の潤滑油（グリス），盤内部に設置された電気

配線は不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用しているものがあるが，

発火した場合でも他の安全機能を有する構築物，系統及び機器に延焼しないこ

とを確認していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考

える。 

 

第１-12図 主要な構造材に対する不燃性材料の使用状況 

ポンプ 配管及び支持構造物 ダクト 

電源盤 ケーブルトレイ 電線管 
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(2) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油等の内包

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，屋内の変圧器及び遮断器は

可燃性物質である絶縁油を内包していないものを使用する設計とする。（第１

-13図）

以上より，安全機能を有する屋内の変圧器及び遮断器は，火災防護に係る審

査基準に適合しているものと考える。 

第１-13図 屋内の遮断器の例 

真空遮断器の例 

（メタクラ）

気中遮断器の例 

（ロードセンタ）

気中遮断器の例 

（コントロールセンタ）

気中遮断器の例 

（ブレーカ） 

変圧器の例 
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(3) 難燃ケーブルの使用

安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルには，実証試験

により自己消火性（UL垂直燃焼試験）及び延焼性（IEEE383（光ファイバケー

ブルの場合はIEEE1202）垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用

する設計とする。難燃ケーブルの使用状況を添付資料２に示す。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルにつ

いては，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

(4) 換気設備のフィルタに対する不燃性材料又は難燃性材料の使用

安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，換気空調設備のフィルタは，

チャコールフィルタを除き下表に示すとおり「JIS L 1091（繊維製品の燃焼性

試験方法）」又は「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公

益社団法人 日本空気清浄協会））」（試験概要については添付資料３）を満

足する難燃性材料を使用する設計とする。（第１-７表，第１-14図） 

難燃性の換気フィルタの使用状況を添付資料３に示す。 

なお，下表に示す換気空調設備のフィルタはコンクリート製の室内又は金属

製の構造物内に設置しており，フィルタ周辺には可燃物はなく，運用面での管

理を実施することから火気作業等によりフィルタ火災が発生することはない。 

運用管理の概要 

換気設備のフィルタを設置している部屋は下記の運用とする。 

①点検資機材の仮置き禁止エリアとする。

②他エリアの機器を当該エリアに持ち込み点検することを禁止する。

③火気取扱い禁止エリアとする。

④但し，当該の部屋又は金属製の構造物の補修等で火気（溶接機）を使用す

る場合は，当該空調の系統隔離（全停止），近傍のフィルタ全数を取り外

し及び火気養生を実施した上で火気作業を行う運用とする。

換気設備のフィルタの廃棄においては下記の運用とする。 

①チャコールフィルタは，廃棄物として処理を行うまでの間，ドラム缶で収

納し保管する。

②HEPA フィルタは，廃棄物として処理するまでの間，不燃シートに包んで保

管する。

上記運用については，火災防護計画で定めるとともに，関連する社内マニュ

アルに反映することとする。
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以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち，チャコールフィ

ルタを除く換気空調設備のフィルタは難燃性のフィルタを使用することとし

ていることから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 

第１-７表 安全機能を有する構築物，系統及び機器のうち， 

換気空調設備のフィルタ 

フィルタの種類

（チャコールフィルタ以外） 
材質 性能 

プレフィルタ 不織布 難燃性 

中性能フィルタ 不織布 難燃性 

HEPAフィルタ グラスファイバー 難燃性 

第１-14図 中央制御室空調換気系外気処理装置フィルタの概要 

(5) 保温材に対する不燃性材料の使用

安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材は，ロックウール，

ガラス繊維，ケイ酸カルシウム，パーライト，金属等，平成12年建設省告示第

1400号に定められたもの，建築基準法の不燃材料認定品，又は建築基準法に基

づく試験により不燃性材料であることを確認したものを使用する設計とする。 

保温材の使用状況を添付資料４に示す。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対する保温材には不燃

性材料を使用していることから，火災防護に係る審査基準に適合しているもの

と考える。 
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(6) 建物内装材に対する不燃性材料の使用

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建物の内装材は，ケイ酸

カルシウム等，建築基準法で不燃性材料として認められたものを使用する設計

とする。また，中央制御室の床のカーペットは，消防法施行規則第四条の三に

基づき，第三者機関において防炎物品の試験を実施し，防炎性能を有すること

を確認した材料を使用する設計とする。 

一方，管理区域の床には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域

の一部の床には防塵性を確保すること，原子炉格納容器内の床，壁には耐放射

線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として，コーティング剤を塗

布する設計とする。このコーティング剤は，旧建設省告示1231号第２試験又は

建築基準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であること，

不燃性材料であるコンクリート表面に塗布すること，加熱源を除去した場合は

その燃焼部が広がらないこと，原子炉格納容器内を含む建物内に設置する安全

機能を有する構築物，系統及び機器には不燃性材料又は難燃性材料を使用し周

辺には可燃物がないことから，当該コーティング剤が発火した場合においても

他の構築物，系統又は機器において火災を生じさせるおそれは小さい。また，

原子炉格納容器内に設置する原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持す

るために必要な構築物，系統及び機器は不燃性材料又は難燃性材料を使用し周

辺には可燃物がない。 

このため，耐放射線性，除染性，防塵性及び耐腐食性を確保するためにコン

クリート表面及び原子炉格納容器内の床，壁に塗布するコーティング剤には，

旧建設省告示1231号第２試験又は建築基準法施行令第一条第六号に基づく難

燃性が確認された塗料を使用する設計とする。 

建物内装材の使用状況を添付資料５に示す。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する建物の内装材

について，耐放射線性，除染性又は防塵性を確保するため，一部，不燃性材料

ではないコーティング剤を使用するが，発火した場合においても他の構築物，

系統及び機器において火災を生じさせるおそれは小さいことから，火災防護に

係る審査基準に適合しているものと同等と考える。 
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2.1.1.3. 自然現象による火災発生の防止 

 

［要求事項］ 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器

に火災が発生しないように以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計で

あること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設

置するとともに、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止するこ

と。なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193 号（平成25 年6 月

19 日原子力規制委員会決定））に従うこと。 

 

島根原子力発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては，

網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無にかかわ

らず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，発

電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象のうち，津波，竜巻（風（台風）含む。）及び地滑り・土石

流については，それぞれの現象に対して，発電用原子炉施設の安全機能が損なわ

れないように防護することで火災の発生防止を行う設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により影響を

受けない設計とする。 

洪水，凍結，降水，積雪及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響に

ついては，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から

発電用原子炉施設に到達するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火

災が発生する自然現象ではない。 
したがって，落雷，地震について，これらの現象によって火災が発生しないよ

うに，以下のとおり火災防護対策を講じる設計とする。 
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(1) 落雷による火災の発生防止

発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止

するため，地盤面から高さ20mを超える建築物には建築基準法に基づき「JIS A 

4201 建築物等の避雷設備（避雷針）」又は「JIS A 4201 建築物等の雷保護」

に準拠した避雷設備（避雷針，架空地線，棟上導体等）の設置及び接地網の布

設を行う設計とする。なお，これらの避雷設備は，設置する建物等に応じた耐

震設計とする。 

送電線については，架空地線を設置する設計とするとともに，「2.1.1.1.(6)

過電流による過熱防止対策」に示すとおり，故障回路を早期に遮断する設計と

する。（第１-15図，第１-16図） 

以上より，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災

の発生防止対策を実施する設計としていることから，火災防護に係る審査基準

に適合しているものと考える。 

第１-15図 避雷設備の設置例（排気筒） 

避雷針 
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避雷設備設置箇所 

・原子炉建物（棟上導体，避雷針）

・廃棄物処理建物（棟上導体）

・排気筒（避雷針）

・サイトバンカ建物（棟上導体）

第１-16図 避雷設備の設置対象建物等 

原子炉建物（避雷針） 

排気筒（避雷針） 

廃棄物 

処理建物 

原子炉建物 

サイトバンカ
建物
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(2) 地震による火災の発生防止

安全機能を有する構築物，系統及び機器は，耐震クラスに応じて十分な支持

性能をもつ地盤に設置するとともに，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則第四条」に示す要求を満足するよう，

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

また，安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置場所にある油内包の耐

震Ｂクラス，Ｃクラス機器は，基準地震動により油が漏えいしないよう設計す

る。 

以上より，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，地震による火災

の発生防止対策を実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適

合しているものと考える。 
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2.1.2. 火災の感知，消火 

2.1.2.1. 早期の火災感知及び消火 

[要求事項] 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を

有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感

知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置

すること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止する

ための方策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３

条第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項にお

いて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及

び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７

号）第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法によ

り設置すること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であるこ

と。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1) 火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号

を発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行す

る無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置することと

は、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知器の組合

せや熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器のような組

合せとなっていること。 

・感知器の設置場所を１つずつ特定することにより火災の発生場所を特定す

ることができる受信機が用いられていること。 
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（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度

や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いら

れていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場

合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知

器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように

当該システムが適切に設置されていること。
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火災の感知及び消火については，安全機能を有する構築物，系統及び機器に対

して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置す

る設計とする。 

(1) 火災感知設備

火災感知設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区

域又は火災区画の火災を早期に感知するために設置する設計とする。 

（資料５，９） 

火災感知器と受信機を含む火災受信機盤等で構成される火災感知設備は，以

下を踏まえた設計とする。 

① 火災感知器の環境条件等の考慮

火災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火災区画における放射線，

取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件や，炎が生じる前に発煙する

こと等，予想される火災の性質を考慮して火災感知器を設置する設計とする。 

これらの火災感知器は火災を感知した個々の感知器を特定して警報を発

する設計とする。 

② 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器の設置

火災感知設備の火災感知器は，上記①の環境条件等を考慮し，火災感知器

を設置する火災区域又は火災区画の安全機能を有する構築物，系統及び機器

の種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固有の信号を発するアナログ

式煙感知器，アナログ式の熱感知器，又は非アナログ式の炎感知器から異な

る感知方式の感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

炎感知器は，非アナログ式であるが，炎が発する赤外線又は紫外線を感知

するため，炎が生じた時点で感知することができ，火災の早期感知に優位性

がある。 

ここで，アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，か

つ火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができる」もの

と定義し，非アナログ式とは「平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視する

ことはできないが，火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇等）を把握する

ことができる」ものと定義する。 

以下に，上記に示す火災感知器の組み合わせのうち特徴的な火災区域又は

火災区画を示す。 
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○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているた

め，火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難

である。このため，アナログ式の光電分離型煙感知器と非アナログ式の炎

感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす

死角がないように設置する設計とする。（第１-17図） 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知し

た場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，建物内に設

置していることから，外光があたらず，高温物体が近傍にない箇所に設置

することで誤作動を防止する設計とする。 

第１-17図 原子炉建物オペレーティングフロアの感知器設置概要 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内の火災感知器は，アナログ式の煙感知器及び熱感知器

を設置する設計とする。 

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化してお

り，火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容

器は，閉鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，アナロ

グ式の火災感知器が故障する可能性がある。 

このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素ガス封入後

に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラント停止

後に速やかに取り替える設計とする。 

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様，

アナログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

○ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電

機排気管室は，区域全体を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に

拡散するため，煙感知器による火災感知は困難であることから，ディーゼ

ル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の火災

を感知するために，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ式の

屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に

影響を及ぼす死角がないように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線 3 波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を 3つ検知し

た場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

屋内に設置する場合は外光があたらず，高温物体が近傍にない箇所に設置

することとし，屋外に設置する場合は屋外仕様を採用する設計とする。屋

外設置の場合は外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けるこ

とにより，火災発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止

する設計とする。 

一方，以下に示す火災区域又は火災区画には，環境条件等を考慮し，上

記と異なる火災感知器を組み合わせて設置する設計とする。 

〇 ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア 

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，屋外であるため，区域全

体の火災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器
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による火災感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成する

おそれがあること，また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定さ

れることから，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア全体の火災を感

知するために，非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナ

ログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物

質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合

にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，屋外仕様を採用す

る設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを

設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作

動を防止する設計とする。 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格納槽内の区域

であり，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるた

め，万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非ア

ナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置

する設計とする。 

〇 Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ－非常

用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同空間であり，引火性又は発

火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，

火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非ア

ナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。

〇 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域 

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域は，火災に

よる煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。加えて，

タンク室内の空間部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成

している。このため，タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防

爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤

外線方式）を設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長

の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，

アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物
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質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合

にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕

様を採用する設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮

光カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知する

ことで誤作動を防止する設計とする。 

また，屋外仕様（防爆型）の熱感知器は非アナログ式であるが，軽油タ

ンク最高使用温度（約66℃）を考慮した温度を設定温度（約80℃）とする

ことで誤作動防止を図る設計とする。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの概要を第１-18図に示す。 

第１-18図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設備概要 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となることから，放射

線の影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替も出来ない。このため，放射

線の影響を受けないよう検出器部位を主蒸気管室外に配置するアナログ式

の煙吸引式検出設備を設置する設計とする。加えて，放射線の影響を考慮

した非アナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

熱感知器は非アナログ式であるが，主蒸気管室内は，換気空調設備によ

り安定した室温（最大60℃）を維持していることから，火災感知器の作動

値を室温より高めに設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動す

る可能性は低い。よって，放射線の影響を受けない非アナログ式の熱感知

器を設置する設計とする。 

乾燥砂 

コンクリート

外部マンホール 

内部マンホール 

防爆型炎感知器 

防爆型熱感知器 

ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
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○ 蓄電池室 

充電時に水素ガス発生のおそれがある蓄電池室は，万一の水素濃度の上

昇を考慮し，火災を早期に感知できるよう，非アナログ式の防爆型で，か

つ固有の信号を発する異なる感知方式の煙感知器及び熱感知器を設置する

設計とする。 

これらの防爆型感知器は非アナログ式であるが，蓄電池室内には蒸気を

発生する設備はなく，換気空調設備により安定した室内環境を維持してい

ることから，蒸気等が充満するおそれはなく，非アナログ式の煙感知器で

あっても誤作動する可能性は低い。また，換気空調設備により安定した室

温（最大40℃）を維持していることから，火災感知器の作動値を室温より

高めの80℃と一意に設定する非アナログ式の熱感知器であっても誤作動す

る可能性は低い。このため，水素ガスによる爆発のリスクを低減する観点

から，非アナログ式の防爆型の火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び煙は周囲に拡

散し，熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること，また，降

水等の浸入により火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポンプ

エリア全体の火災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器

（赤外線方式）及びアナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）

を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する設計

とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波

長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることか

ら，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長

式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知

した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，

外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災

発生時の特有の波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。 

 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がなく，

さらに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とし，火災が発生する

おそれはないことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる

可燃物が少なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないことから，

消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 機器搬出入用ハッチ室 

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置さ
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れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，通常

コンクリートハッチ等にて閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッ

チ室内に充電部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，

火災が発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計と

する。

○ 格納容器所員用エアロック

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源となる可燃物が設

置されておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，

通常時（プラント運転中）は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素

ガスが封入され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に

充電部をなくすよう照明の電源を「切」運用としていることから，火災が

発生するおそれはない。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知が

可能である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない設

計とする。

○ 燃料プール

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災が発生するお

それはない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象

機器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属によ

り構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物について

は流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えに

くいため，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は火災区画

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場

合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防法又

は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，異なる感知

方式の感知器を設置する設計としており，上記設計を適用していない。 
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○ 排気筒モニタ室

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区域に設

置する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失するこ

とは考えにくく，重要度クラス３の設備として火災に対して代替性を有す

ることから，消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とす

る。なお，上記の監視を行うプロセス放射線モニタ監視盤を設置する中央

制御室については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナロ

グ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

③ 火災受信機盤

火災感知設備の火災受信機盤は中央制御室及び補助盤室に設置し，火災感

知設備の作動状況を常時監視できる設計とする。また，受信機盤は，構成さ

れるアナログ式の受信機により以下のとおり，火災発生場所を特定できる設

計とする。（第１-19図） 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１

つずつ特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの

発生が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内の空間部に設

置する非アナログ式の防爆型の火災感知器及び主蒸気管室内の非アナ

ログ式熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定

できる設計とする。 

○ 屋外の海水ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器及びアナ

ログ式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を1つずつ特定でき

る設計とする。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，

カメラ機能による映像監視(熱サーモグラフィ)により特定が可能な設

計とする。 

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発

電機排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱

感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設

計とする。

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアを監視する非ア

ナログ式の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動

した火災感知器を1つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知

器が接続可能であり，炎感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ－非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式

の防爆型の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を1つず
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つ特定できる設計とする。 

第１-19図 火災受信機盤の概要 

また，火災感知器は以下のとおり点検を行うことができるものを使用する

設計とする。 

・自動試験機能又は遠隔試験機能を有する火災感知器は，機能に異常がな

いことを確認するため，定期的に自動試験又は遠隔試験を実施できるも

のを使用する。

・自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常が

ないことを確認するため，消防法施行規則に基づき，煙等の火災を模擬

した試験を定期的に実施できるものを使用する。

④ 火災感知設備の電源確保

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画

総合操作盤 

副防災盤 

中央制御室制御盤 

（警報発報装置） 

（補助盤室） （中央制御室） 

火災発生場所の表示

及び消火設備の操作 

（地図式表示パネル） 
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の火災感知設備は，外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう

蓄電池を設け，電源を確保する設計とする。 

また，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構

築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備に供給す

る電源は，非常用ディーゼル発電機が接続されている非常用電源から供給す

る設計とする。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火

災区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境

条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器

の設置，非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う。一

部，アナログ機能を持たない感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実

施する。また，受信機盤については，作動した感知器を１つずつ特定できる機能

を有する設計とする。これらにより，火災感知設備については，十分な保安水準

が確保されているものと考える。 
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(2) 消火設備 

  

[要求事項] 

 (2) 消火設備 

① 消火設備については、以下に掲げるところによること。 

a.消火設備は、火災の火炎及び熱による直接的な影響のみならず、煙、流出

流体、断線、爆発等による二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及

び機器に悪影響を及ぼさないように設置すること。 

b.可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の

消火剤を備えること。 

c.消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

d.移動式消火設備を配備すること。 

e.消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設

計であること。 

f.消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

g.原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び

機器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置

される消火設備は、系統分離に応じた独立性を備えた設計であること。 

h.原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域又は火災区画であって、火

災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自

動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

i.放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火

活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設

備を設置すること。 

j.電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及

びその出入通路に設置すること。 

② 消火剤に水を使用する消火設備については、①に掲げるところによるほか、

以下に掲げるところによること。 

a.消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設

計であること。 

b.2時間の最大放水量を確保できる設計であること。 

c.消火用水供給系をサービス系又は水道水系と共用する場合には、隔離弁等

を設置して遮断する等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であ

ること。 

d.管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含む

おそれのある排水が管理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

③ 消火剤にガスを使用する消火設備については、①に掲げるところによるほ
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か、固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警

報を吹鳴させる設計であること。 

  

（参考） 

(2) 消火設備について 

①－ｄ   移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第８３条第３号を踏まえて設置

されていること。 

①－ｇ   「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止

に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火

災区域又は火災区画に分離して設置されている場合に、それらの火災区域又は

火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を含む。）等の動

的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。 

①－ｈ－１ 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備

の起動が可能となるよう中央制御室から消火設備を起動できるように設計さ

れていること。 

上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設

備の起動装置を設置することは差し支えない。 

①－ｈ－２ 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系

消火設備（自動起動の場合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備

には、ガス系消火設備等がある。中央制御室のように常時人がいる場所には、

ハロン1301を除きガス系消火設備が設けられていないことを確認すること。 

②－ｂ   消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力で

の最大流量を基に設計されていること。この最大流量は、要求される固定式消

火設備及び手動消火設備の最大流量を合計したものであること。 

なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制委員会（NRC）

が定めるRegulatory Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide 1.189

では、1,136,000リットル（1,136㎥）以上としている。 

 

 

消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は

火災区画の火災を早期に消火できるよう設置する設計とする。 

消火設備は以下を踏まえた設計とする。 

（資料６，９） 
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なお，消火設備の故障警報が発信した場合には，中央制御室及び必要な現場の

制御盤の警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行う。 

消火設備は以下を踏まえて設置する。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該

構築物，系統及び機器の設置場所が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難となるかを考慮して設計する。 

(a) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響等により消火活動が困難とな

る火災区域又は火災区画の選定

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画は，「(b) 火災発生時の煙

の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は

火災区画の選定」に示した火災区域又は火災区画を除き，火災発生時の煙

の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となるものとして選定す

る。 

(b) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画の選定

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画のうち，消火活動が困難と

ならないところを以下に示す。 

○ 屋外の火災区域（海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料

移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送

ポンプエリア）

海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアについ

ては，屋外の火災区域であり，火災が発生しても煙は充満しない。したが

って，煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区

域として選定する。 

○ 可燃物の設置状況等により火災が発生しても煙が充満しない火災区域

又は火災区画

ディーゼル発電機室送風機室（第１-20 図）をはじめとする火災区域又

は火災区画は，可燃物を少なくすることで煙の発生を抑える設計とするこ
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と及び屋外と通じていることから，煙の充満により消火困難とはならない

箇所として選定する。 

各火災区域又は火災区画とも不要な可燃物を持ち込まないよう持ち込

み可燃物管理を実施するとともに，点検に係る資機材等の可燃物を一時的

に仮置きする場合は，不燃性のシートによる養生を実施し火災発生時の延

焼を防止する。 

なお，可燃物の状況については，原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器以外の構築

物，系統及び機器も含めて確認する。 

具体的な対象箇所については，資料６の添付資料 10 に示す。 

第１-20図 可燃物が少ない火災区域又は火災区画の例 

○ 中央制御室

中央制御室は，常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感

知及び消火活動が可能であり，火災が拡大する前に消火可能であること，

万一，火災によって煙が発生した場合でも建築基準法に準拠した容量の排

煙設備によって排煙が可能な設計とすることから，消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画として選定する。なお，中央制御室及び補助盤

室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，固有の信号を発する異なる感

知方式の感知器（煙感知器と熱感知器），及び中央制御室からの手動操作

により早期の起動も可能な全域ガス消火設備（消火剤はハロン 1301）を

設置する設計とする。 

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器内において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格

納容器内の空間体積（約 7,900m3）に対して，パージ用排風機の容量が

25,000m3/h であり，排煙が可能な設計であることから，消火活動が困難と

ならない火災区域又は火災区画として選定する。 

ディーゼル発電機室送風機室 



８条-別添 1-資料 1-63 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域は，屋外に設置されており，

煙が大気に放出されることから，消火活動が困難とならない火災区域又は

火災区画として選定する。なお，タンク室内は，乾燥砂が充てんされてお

り，タンク室内の火災の発生は防止できる。 

(c) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画に設置する消火設備

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画は，自動又は中央制御室からの手動操作による固定

式消火設備である全域ガス消火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，これらの固定式消火設備に使用するガスは，ハロゲン化物消火剤

とする。 

第１-21 図に全域ガス消火設備の概要を示す。 

本消火設備を自動起動とする場合は，単一の感知器の誤作動によって消

火設備が誤作動することのないよう，煙感知器及び熱感知器のいずれか２

つ以上の動作をもって消火する設計とする。さらに，中央制御室からの遠

隔手動起動又は現場での手動起動によっても消火を行うことができる設

計とする。 

全域ガス消火設備の自動起動用の煙感知器と熱感知器は，火災防護に係

る審査基準「2.2 火災の感知・消火」に基づき設置が要求される「固有の

信号を発する異なる感知方式の感知器」とする。 

第１-21図 全域ガス消火設備の概要 

ガス圧信号 

制御回路部 

手動起動信号（中央制御室） 

手動起動信号（現場） 

電気信号 

起動用ガス容器 

ユニット
ガスボンベ 

防護エリア 

容器弁 

：AND回路 ：OR回路 ：煙感知器 ：熱感知器 
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ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設

計とする。 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは，火災発生時の煙の充満又は放射

線の影響により消火活動が困難となる可能性が否定できないことから，煙

の充満を発生させるおそれのある可燃物（ケーブルトレイ）に対しては自

動又は手動操作による固定式消火設備である局所ガス消火設備を設置し

消火を行う設計とし，これら以外の可燃物については量が少ないことから

消火器で消火を行う設計とする。 

なお，これらの局所ガス消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を

踏まえハロゲン化物消火剤とする。設備の概要図を第１-22図に示し，具

体的な設備の詳細は資料６に示す。これら局所ガス消火設備のうち，ケー

ブルトレイの消火設備については，消火対象空間の形状が特殊であるため，

実証試験により設計の妥当性を確認する。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対

象機器のみを設置する火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属によ

り構成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物について

は流路，バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えに

くいため，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の火災防護対象機器のみを設置する火災区域又は

火災区画

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した

場合であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防法

又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，全域ガス消

火設備にて消火する設計としており，上記設計を適用していない。 
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第１-22図 局所ガス消火設備の概要 

圧力スイッチ 

中央制御室 

監視盤 

ガスボンベ 

動作検出信号 

消火配管 火災感知チューブ 

消火ノズル 

不燃材シート 

ケーブルトレイ

ケーブル
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(d) 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画に設置する消火設備

○ 海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域，Ａ－非

常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない海水ポンプエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域，Ａ－

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアについては，消火器又は移動式消

火設備で消火を行う設計とする。 

○ 可燃物が少ない火災区域又は火災区画

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない火災区域又は火災区画のうち，可燃物が少ない火災区域又は火災区画

は，消火器で消火を行う設計とする。 

これらの火災区域又は火災区画に対する消火器の配備については，消防

法施行規則第六，七条に基づき各フロアの床面積から算出される必要量の

消火器を建物通路部に設置することに加え，可燃物の少ない火災区域又は

火災区画の入口扉の近傍に配備する設計とする。 

○ 中央制御室

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となら

ない中央制御室は，全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備は設置せず，

消火器で消火を行う設計とする。 

中央制御室の制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸

化炭素消火器で消火を行う。 

なお，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室は，

火災に関する系統分離の観点から，中央制御室からの手動操作により早期

の起動も可能な全域ガス消火設備を設置する設計とする。 

○ 原子炉格納容器

原子炉格納容器において，万一，火災が発生した場合でも，原子炉格納

容器の空間体積（約7,900m3）に対して，パージ用排風機の容量が25,000m3/h

であることから，煙が充満しないため，消火活動が可能である。 

よって，原子炉格納容器内の消火については，消火器を用いて行う設計

とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

低温停止中の原子炉格納容器内の火災に対して設置する消火器につい

ては，消防法施行規則第六，七条に基づき算出される必要量の消火剤を有
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する消火器を設置する設計とする。設置位置については，原子炉格納容器

内の各フロアに対して火災防護対象機器並びに火災源から消防法施行規

則に定めるところの20m以内の距離に配置する。 

また，原子炉格納容器全体漏えい率検査及び起動中においては，原子炉

格納容器内から消火器を移動し，原子炉格納容器内の１フロア分の消火器

（上部６本，下部７本）を所員用エアロック室に配置し，残りの消火器は

所員用エアロック室近傍に配置する。 

原子炉格納容器内での火災発生時には，自衛消防隊が建物内の消火器を

持って現場に向かうことを定め，定期的に訓練を実施する。 

原子炉格納容器内での消火栓による消火活動を考慮し，所員用エアロッ

ク室に必要な数量の消火ホースを配備する設計とする。

定期検査中において，原子炉格納容器内での点検に関連し，火気作業，

危険物取扱作業を実施する場合は，火災防護計画にて定める管理手順に従

って，消火器を配備する。（資料８） 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画に設置する消火設備は，当該火災区域又は火

災区画が，火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難

となる火災区域又は火災区画であるかを考慮して設計する。 

ａ. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる

火災区域又は火災区画の選定 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画については，火災発生時の煙の充満又は放射

線の影響により消火活動が困難となるものとして選定する。 

b. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画の選定

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画であって，煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画を以下に示す。 

(a) 燃料プール

燃料プールは，側面と底面が金属とコンクリートに覆われており，プー

ル内は水で満たされていることから，火災の発生並びに煙の充満のおそれ

はない。 
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c. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火

災区域又は火災区画に設置する消火設備（資料９）

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画のうち，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難となる放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画には，自動

又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備である全域ガス消

火設備を設置し消火を行う設計とする。 

なお，この固定式消火設備に使用するガスは，消防法施行規則を踏まえ

ハロゲン化物消火剤とする。

ただし，以下については，上記と異なる消火設備を設置し消火を行う設

計とする。 

(a) 気体廃棄物処理系設置区域（排気筒モニタ室を含む）

気体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されており，フェ

イル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火災による

安全機能への影響は考えにくい。また，放射線モニタ検出器は隣接した検

出器間をそれぞれ異なる火災区域に設置する設計とし，火災発生時に同時

に監視機能が喪失することを防止する。加えて，消火活動の妨げとならな

いよう可燃物管理を行うことにより区域内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(b) 液体廃棄物処理系設置区域

液体廃棄物処理系は不燃性材料である金属により構成されており，フェ

イル・クローズ設計の隔離弁を設ける設計とすることにより，火災による

安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう

可燃物管理を行うことにより区域内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(c) トーラス水受入タンク室

トーラス水受入タンク室は不燃性材料である金属により構成されてお

り，通常時閉状態の隔離弁を多重化して設ける設計とすることにより，火

災による安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとなら

ないよう可燃物管理を行うことにより室内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(d) 新燃料貯蔵庫

新燃料貯蔵庫は，金属とコンクリートに覆われており火災による安全機

能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物
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管理を行うことにより庫内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(e) 固体廃棄物貯蔵所

固体廃棄物貯蔵所は，コンクリートで構築された建物であり，固体廃棄

物は金属製のドラム缶に収められていることから火災による安全機能へ

の影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理

を行うことにより貯蔵所内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(f) サイトバンカ建物

サイトバンカ建物は，コンクリートで構築された建物であり，火災によ

る安全機能への影響は考えにくい。加えて，消火活動の妨げとならないよ

う可燃物管理を行うことにより建物内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

(g) 復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室

復水貯蔵タンク室及び補助復水貯蔵タンク室は，不燃性材料である金属

により構成されており，フェイル・クローズ設計又は通常時閉状態の隔離

弁を設ける設計とすることにより，火災による安全機能への影響は考えに

くい。加えて，消火活動の妨げとならないよう可燃物管理を行うことによ

り室内の火災荷重を低く管理する。 

よって，消防法又は建築基準法に基づく消火設備で消火を行う設計とす

る。 

d. 火災発生時の煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難とならな

い火災区域又は火災区画に設置する消火設備

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画のうち，煙の充満又は放射線の影響により消

火活動が困難とならない火災区域又は火災区画については内部に水を内包

し，火災の発生が考えにくいことから消火設備を設置しない設計とする。 

③ 消火用水供給系の多重性又は多様性の考慮

消火用水供給系の水源は，２号炉廻り消火系に補助消火水槽（約200m3）

を２基，44m盤消火系に44m盤消火タンク（約150m3）を２基，45m盤消火系に

45m盤消火タンク（約150m3）を２基，サイトバンカ建物消火系にサイトバン

カ建物消火タンク（約45m3）を２基及び50m盤消火系に50m盤消火タンク（約

150m3）を２基設置し，多重性を有する設計とする。（第１-23図）消火用水

供給系の消火ポンプは，２号炉廻り消火系，44m盤消火系，45m盤消火系，サ
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イトバンカ建物消火系及び50m盤消火系に対して電動機駆動消火ポンプを２

台ずつ設置し，多重性を有する設計とする。なお，消火ポンプについては外

部電源喪失時であっても機能を喪失しないよう，非常用電源より供給する設

計とする。 

非常用電源より

2号炉屋内消火栓

屋外消火栓

補助消火水槽
約200m3

電動機駆動消火ポンプ

非常用電源より

補助消火水槽
約200m3

 

第１-23 図 消火用水供給系の概要（補助消火水槽の例） 

 

④ 系統分離に応じた独立性の考慮 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離を行うために設

けられた火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火設備は，系統分離さ

れた火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを設置するそれぞれの火

災区域又は火災区画に対して１つの消火設備で消火を行う場合は，以下に示

すとおり，系統分離に応じた独立性を備えた設計とする。（第１-24図） 

 静的機器である消火配管は，24時間以内の単一故障の想定が不要であり，

また，基準地震動で損傷しないよう設計するため，多重化しない設計と

する。 

 動的機器である選択弁及び容器弁について，単一故障を想定しても，系

統分離された火災区域又は火災区画に対して消火設備が同時に機能喪失

しない設計とする。具体的には，容器弁及びボンベを必要数より１つ以

上多く設置する。また，容器弁の作動のための圧力信号についても動的

機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。さらに，選

択弁を介した一つのラインで系統分離された相互の火災防護対象機器及

び火災防護対象ケーブルを消火する場合は，当該選択弁を多重化する。 

 

 

 

第１-24図 系統分離に応じた独立性を考慮した消火設備の概要図 

全域ガス消火設備 
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⑤ 火災に対する二次的影響の考慮

全域ガス消火設備は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発

生している火災区域又は火災区画からの火災の火炎，熱による直接的な影響

のみならず，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生してい

ない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ぼさない設計とする。また，

防火ダンパを設け煙の二次的影響が安全機能を有する構築物，系統及び機器

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

これら消火設備のボンベ及び制御盤は，消火ガス放出エリアとは別のエリ

アに設置し，火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないよう，

ボンベに接続する安全弁によりボンベの過圧を防止する設計とする。 

局所ガス消火設備（消火剤はFK-5-1-12）は，電気絶縁性の高いガスを採

用するとともに，ケーブルトレイ消火設備については，ケーブルトレイ内に

消火剤を留めることとする。消火対象と十分に離れた位置にボンベ及び制御

盤等を設置することで，火災の火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，

断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発生していない安全機能を有する構

築物，系統及び機器に及ばない設計とする。 

また，中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室及び計算機室に設

置する全域ガス消火設備についても，電気絶縁性の高く，人体への影響が小

さいハロン1301を採用するとともに，ケーブルトレイ消火設備について，ケ

ーブルトレイ内に消火剤をとどめることで，火災の火炎，熱による直接的な

影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が，火災が発

生していない安全機能を有する構築物，系統及び機器に及ばない設計とする。 

⑥ 想定火災の性質に応じた消火剤の容量

火災防護対象機器がある火災区域又は火災区画に設置する全域ガス消火

設備並びに局所ガス消火設備については，消防法施行規則第二十条並びに試

験結果に基づき，単位体積あたり必要な消火剤を配備する設計とする。 

特に，複数の場所に対して消火する設備の消火剤の容量は，複数の消火対

象場所のうち必要な消火剤が最大となる場所の必要量以上となるよう設計

する。 

火災区域又は火災区画に設置する消火器については，消防法施行規則第六

～八条に基づき延床面積又は床面積から算出される必要量の消火剤を配備

する設計とする。 

消火剤に水を使用する水消火設備の容量は，「⑧消火用水の最大放水量の

確保」に示す。 

⑦ 移動式消火設備の配備

移動式消火設備は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第

八十三条第三号に基づき，恒設の消火設備の代替として消火ホース等の資機
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材を備え付けている化学消防自動車（１台，泡消火薬剤500L／台，水槽1,300L

／台），小型動力ポンプ付水槽車（１台，水槽5,000 L／台），1,000 Lの泡

消火薬剤を配備する設計とする。（第１-25図） 

自衛消防隊は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）に24時間待機しているこ

とから，速やかな消火活動が可能である。 

自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管エリアには，化学消防自

動車（１台），小型動力ポンプ付水槽車（１台），泡消火薬剤（1,000 L）

を配備する。第１保管エリアは地盤支持力が安定しているエリアであること

に加え，化学消防自動車等は基準地震動に対して転倒しない設計とすること

から，地震時においても速やかな消火活動が可能である。（第１-26図） 
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第１-25図 移動式消火設備の例 

第１-26図 移動式消火設備の配置の概要 

化学消防自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

泡消火薬剤 
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⑧ 消火用水の最大放水量の確保

消火用水供給系の水源の供給先は屋内及び屋外の各消火栓である。

屋内及び屋外の消火栓については，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設

備に関する基準）及び消防法施行令第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）

を満足するよう，２時間の最大放水量（120m3）を確保する設計とする。 

・消防法施行令第十一条の要求

屋内消火栓必要水量 ＝ ２（個の消火栓）×130L/min×2 時間 

＝ 31.2m3

・消防法施行令第十九条の要求

屋外消火栓必要水量 ＝ ２（個の消火栓）×350L/min×2 時間 

＝ 84.0m3

したがって，２時間の放水に必要な水量は，屋内及び屋外消火栓必要水量の総

和となり，31.2m3＋84.0m3＝115.2m3≒120m3 

⑨ 水消火設備の優先供給

消火用水供給系は，復水輸送系，所内ボイラ，海水電解装置等へ送水する

ラインと接続されているが，隔離弁を設置し通常全閉とすることで消火用水

供給系の供給を優先する設計とする。また，水道水系等と共用する場合には，

隔離弁を設置し通常時全閉とすることで消火用水供給系の供給を優先する

設計とする。なお，水道水系とは共用しない設計とする。（第１-27図） 

 

第１-27図 消火用水供給系の優先供給の概要図 

補助消火水槽 
消火設備 

他系統供給へ 
MO MO 

消火ポンプ 

隔離弁 
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⑩ 消火設備の故障警報

消火ポンプ，全域ガス消火設備等の消火設備は，下表に示すとおり電源断

等の故障警報を中央制御室に吹鳴する設計とする。（第１-８表） 

なお，消火設備の故障警報が発報した場合には，中央制御室及び必要な現

場の制御盤警報を確認し，消火設備が故障している場合には早期に補修を行

う。 

第１-８表 消火設備の主な警報 

設備 主な警報要素 

消火 

ポンプ 
電動機駆動 

・電動機トリップ ・電動機過負荷

・母線低電圧

全域ガス 

消火設備 
ハロン 1301消火設備

・火災検知

・設備異常

（電源故障，断線，短絡，地絡等） 

局所ガス

消火設備 
FK-5-1-12消火設備※ ・ガス放出

※：火災検知については火災区域に設置された感知器又は消火設備のガス 

放出信号により中央制御室に警報発報。また，作動原理を含め極めて単

純な構造であることから故障は考えにくいが，誤作動についてはガス放

出信号により確認可能。 

⑪ 消火設備の電源確保

消火用水供給系のうち，電動機駆動消火ポンプは，外部電源喪失時でも起

動できるように非常用電源から電源を確保する設計とし，外部電源喪失時に

おいても消火用水供給系の機能を確保することができる設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画

の全域ガス消火設備は，外部電源喪失時にも消火が可能となるよう，非常用

電源から受電するとともに，設備の作動に必要な電源を供給する蓄電池も設

ける設計とする。(第１-28図) 

なお，ケーブルトレイ用の局所ガス消火設備は，動作に電源が不要な設

計とする。 
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第１-28図 消火設備の電源確保の概要 

蓄電池 
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⑫ 消火栓の配置

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画

に設置する消火栓は，消防法施行令第十一条（屋内消火栓設備に関する基準）

及び第十九条（屋外消火栓設備に関する基準）に準拠し，屋内は消火栓から

半径25mの範囲を考慮して配置し，屋外は消火栓から半径40mの範囲における

消火活動を考慮して配置することによって，全ての火災区域又は火災区画の

消火活動に対処できるように配置する設計とする。 

（資料６ 添付資料８） 

⑬ 固定式消火設備等の職員退避警報

固定式消火設備である全域ガス消火設備は，動作前に職員等の退出ができ

るように警報又は音声警報を吹鳴し，20秒以上の時間遅れをもってガスを放

出する設計とする。（第１-29図） 

局所ガス消火設備のうちケーブルトレイに設置するものについては，消火

剤に毒性がなく，消火時に生成されるフッ化水素ガスは延焼防止シートを設

置したケーブルトレイ内に留まり，外部に有意な影響を及ぼさないため，設

備動作前に退避警報を発しない設計とする。 

  

第１-29図 全域ガス消火設備の職員退避警報装置の例 

⑭ 管理区域内からの放出消火剤の流出防止

管理区域内で放出した消火水は，放射性物質を含むおそれがあることから，

汚染された液体が管理されない状態で管理区域外への流出を防止するため，

管理区域と非管理区域の境界に堰等を設置するとともに，各フロアの建物内

排水系によって液体廃棄物処理系に回収し，処理する設計とする。万一，流

出した場合であっても建物内排水系から系外に放出する前にサンプリング

を実施し，検出が可能な設計とする。 

⑮ 消火用非常照明

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，

移動及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間（最大約１時間

程度（中央制御室での感知後，建物内の火災発生場所に到達する時間約10分，

視覚警報装置 音響警報装置 
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消火活動準備約30～40分（訓練実績）））に加え消火継続時間20分を考慮し

て，８時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とする。

（第１-30図） 

消火用非常照明器具の配置を添付資料６に示す。 

第１-30図 消火用非常照明の設置例 

以上より，消火設備は火災防護に係る審査基準に則った設計とすることから，

火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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2.1.2.2. 地震等の自然現象への対策 

 

[要求事項] 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が

設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し

Sクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがない

ことが要求されるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震

動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の

機能が維持されることについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることの

ないよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。 

 

島根原子力発電所の安全を確保するうえで設計上考慮すべき自然現象として

は，網羅的に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無にか

かわらず，国内外の基準や文献等に基づき事象を収集した。これらの事象のうち，

発電所及びその周辺での発生可能性，安全施設への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間的余裕の観点から，発電用原子炉施設に影響を与える恐れがあ

る事象として，地震，津波，洪水，風(台風)，竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，

地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的事象を抽出した。 

これらの自然現象に対して火災感知設備及び消火設備の機能を維持する設計

とし，落雷については，「2.1.1.3.(1) 落雷による火災の発生防止」に示す対策

により，機能を維持する設計とする。 

凍結については，「(1) 凍結防止対策」に示す対策により機能を維持する設計

とする。風（台風）に対しては，「(2) 風水害対策」に示す対策により機能を維

持する設計とする。地震については，「(3) 地震対策」に示す対策により機能を

維持する設計とする。 

上記以外の津波，竜巻，洪水，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及び

生物学的事象については，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策につ

いて」に示す対策により機能を維持する設計とする。 

また，森林火災についても，「(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策

について」に示す対策により機能を維持する設計とする。 
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(1) 凍結防止対策

屋外に設置する火災感知設備及び消火設備は，島根原子力発電所において

考慮している最低気温-8.7℃まで気温が低下しても使用可能な火災感知設備

及び消火設備を設置する設計とする。 

屋外消火設備の配管は，保温材等により配管内部の水が凍結しない設計とす

る。また，屋外消火栓本体は全て，凍結を防止するため，消火栓内部に水が溜

まらないような構造とし，自動排水機構により通常は排水弁を通水状態，消火

栓使用時は排水弁を閉にして放水する不凍式消火栓※１を採用する設計とする。

（第１-31図～第１-33図） 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，凍結防止対策を実施する設計とす

ることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

※１：管内の水を抜いたり加熱保温したりする作業を必要とせず，常に給水

を止めることなく，管や機器内に滞留する凍結前の水を自動的に管外に

排水させ，凍結による閉塞や破損を未然に防ぐ自動弁を取り付けている

もの。

第１-31図 屋外消火栓配置図 
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第１-32図 屋外消火配管への保温材の設置状況 

第１-33図 不凍式消火栓の設置状況及び構造の概要 

【排水弁の動作について】 

消火栓を使用する場合は弁体が上

に上がり，スプリングによりレバ

ーが押し上げられるので，排水弁

が閉まる。 

消火栓の使用を停止する場合は，

弁体が下がるため，レバーが押し

下げられ，排水弁が開き，消火栓

内の水が排水される。 
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(2) 風水害対策

消火用水供給系の消火設備を構成する電動機駆動消火ポンプ等の機器は，風

水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，壁及び扉に対して

浸水対策を実施した建物内に配置する設計とする。（第１-34図） 

全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備についても，風水害に対してその性

能が著しく阻害されることがないよう，原子炉建物，タービン建物，制御室建

物等の建物内に配置する設計とする。 

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とした上で火災感知器の予備を保有し，万

一，風水害の影響を受けた場合には，早期に取替えを行うことにより当該設備

の機能及び性能を復旧する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，

雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない機械式を用いる設計とする。 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，風水害対策を実施する設計とする

ことから，火災防護に係る審査基準に適合しているものと考える。 
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２号炉周辺平面図 

第１-34図 消火ポンプ設置エリアの浸水対策 

補助消火水槽 

補助消火ポンプ室 

EL 15m（地上面） 

２号炉 

平面図 立面図 
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(3) 地震対策

① 地震対策

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区

画の火災感知設備及び消火設備は，安全機能を有する構築物，系統及び機

器の耐震クラスに応じて機能を維持できる設計とする。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器に影響を及ぼす可能性がある火

災区域又は火災区画に設置される，油を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃ

クラスの機器は，以下のいずれかの設計とすることにより，地震によって

耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの機器が機能喪失しても安全機能を有す

る構築物，系統及び機器の機能喪失を防止する設計とする。 

・ 基準地震動により油が漏えいしない。

・ 基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する構築物，系

統及び機器に影響を及ぼすことがないよう，基準地震動に対して機能

維持する固定式消火設備によって速やかに消火する。

・ 基準地震動によって火災が発生しても，安全機能を有する機器の機能

に影響を及ぼすことがないよう隔壁等により分離する。

② 地盤変位対策

屋外消火配管は，地上又はトレンチに設置し，地震時における地盤変位

に対して，その配管の自重や内圧，外的荷重を考慮しても地盤沈下による

建物と周辺地盤との相対変位を考慮する設計とする。 

また，地盤変位対策として，タンクと配管の継手部へのフレキシブル継

手を採用することで，地盤変位による変形を配管系統全体で吸収する設計

とする。（第１-35図） 

さらに，万一屋外消火配管が破断した場合でも移動式消火設備を用いて

屋内消火栓へ消火水の供給ができるよう，建物に連結送水口を設置する設

計とする。 

以上より，火災感知設備及び消火設備は，地震対策及び地盤変位対策を

実施する設計とすることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと

考える。 
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第１-35図 地盤変位対策の実施例 

(4) 想定すべきその他の自然現象に対する対策について

上記の自然現象を除き，島根原子力発電所２号炉で考慮すべき自然現象につ

いては，津波，竜巻，降水，積雪，地滑り・土石流，火山の影響及び生物学的

事象がある。これらの自然現象及び森林火災により感知及び消火の機能，性能

が阻害された場合は，原因の除去又は早期の取替，復旧を図る設計とするが，

必要に応じて火災監視員の配置や代替消火設備の配備等を行い，必要な性能を

維持することとする。 

トレンチ化

フレキシブル継手 連結送水口 

屋外消火配管の地上化 屋外消火配管のトレンチ化 
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2.1.2.3. 消火設備の破損，誤作動又は誤操作への対策 

 [要求事項] 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作

又は誤操作によって、安全機能を失わない設計であること。また、消火設

備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能への影響について「原

子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

（参考） 

原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下

の溢水を想定することとしている。 

ａ. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

ｂ. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置

される系統からの放水による溢水 

ｃ. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢

水として、以下が想定されていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水

  全域ガス消火設備及び局所ガス消火設備で使用するハロゲン化物消火剤は電

気絶縁性が大きく揮発性も高いことから，設備の破損，誤作動又は誤操作によ

り消火剤が放出されても電気及び機械設備に影響を与えないため，火災区域又

は火災区画に設置するガス消火設備には，ハロゲン化物消火剤を用いた全域ガ

ス消火設備又は局所ガス消火設備を選定する設計とする。

なお，ディーゼル発電機は，ディーゼル発電機室に設置する全域ガス消火設備

の破損，誤作動又は誤操作によってハロゲン化物消火剤が放出されることによる

負触媒効果を考慮しても機能が喪失しないよう，外部から直接給気を取り入れる

設計とする。 

消火設備の放水等による溢水等に対しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第九条に基づき，安全機能へ影

響がないよう設計する。 

以上より，ガス消火設備については，設備の破損，誤作動又は誤操作によって

も電気及び機械設備に影響を与えないこと，消火設備の放水等による溢水等に対

しては「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則」第九条に基づき，安全機能へ影響がないことを確認していることから，

火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 
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2.1.3. 火災の影響軽減 

2.1.3.1. 系統分離による影響軽減 

 

[要求事項] 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設

置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画

における火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のた

めの対策を講じた設計であること。 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系

統及び機器を設置する火災区域については、3時間以上の耐火能力を有

する耐火壁によって他の火災区域から分離すること。 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統

及び機器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケー

ブルとの系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼

を防止する設計であること。 

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げ

るいずれかの要件を満たしていること。 

ａ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間が3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分

離されていること。 

ｂ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間の水平距離が6ｍ以上あり、かつ、火災感知

設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されていること。この

場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しな

いこと。 

ｃ．互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

について、互いの系列間が1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に

設置されていること。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が

設置される火災区域については、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁

によって他の火災区域から分離されていること。 

(4) 換気設備は、他の火災区域の火、熱、又は煙が安全機能を有する構築

物、系統及び機器を設置する火災区域に悪影響を及ぼさないように設計

すること。また、フィルタの延焼を防護する対策を講じた設計であるこ

と。 

(5) 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のよ

うな通常運転員が駐在する火災区域では、火災発生時の煙を排気でき

るように排煙設備を設置すること。なお、排気に伴い放射性物質の環
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境への放出を抑制する必要が生じた場合には、排気を停止できる設計

であること。 

(6) 油タンクには排気ファン又はベント管を設け、屋外に排気できるよ

うに設計されていること。 

 

（参考） 

(1) 耐火壁の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。 

(2)－１ 隔壁等の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。 

(2)－２ 系統分離をb.（6m 離隔＋火災感知・自動消火）又はc.（1時間の耐火

能力を有する隔壁等＋火災感知・自動消火）に示す方法により行う場合には、

各々の方法により得られる火災防護上の効果が、a.（3時間以上の耐火能力を有

する隔壁等）に示す方法によって得られる効果と同等であることが示されてい

ること。この場合において、中央制御室においては、自動消火に代えて、中央

制御室の運転員による手動消火としても差し支えない。 

(2)－３ 2.2 火災の感知・消火の規定により設置した火災感知設備及び自動消

火設備については、ｂ．及びｃ．に示す火災感知設備及び自動消火設備と兼用

することができる。 

(2)－４ 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

を分離する隔壁等は、想定される全ての環境条件及び人為的事象（故意による

ものを除く。）に対して隔離機能を喪失することがない構造であること。 

 

 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の重要度に応じ，それらを設置する火

災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災

による影響に対し，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。 

（資料７） 

 

なお，資料10で示すが，島根原子力発電所２号炉において，等価火災時間が３

時間以上となる火災区域は一部存在するものの，運転員が常駐している，又は固

定式消火設備を設置していることから早期感知・早期消火が可能であり，３時間

以上の火災は想定されない。 

したがって，３時間以上の耐火能力を有する隔壁等によって，「原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し，維持する」機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する火災区域又は火災区画を他の火災区域又は火災区画と分離することによ

って，単一火災によっても多重化されたそれぞれの「原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持する」機能が同時に喪失することはなく，原子炉の高温停止

及び低温停止を達成し，維持することができる。 
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(1) 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に係る火災区域の分離

原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に必要な構築物，系統及び機

器を設置する火災区域は，３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚であ

る123mm以上の壁厚を有するコンクリート壁並びに３時間耐火に設計上必要

なコンクリート厚である 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により３

時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防

火ダンパ）によって，隣接する他の火災区域から分離する設計とする。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有す

る構築物，系統及び機器を設置する火災区域については，系統分離のため安

全系区分Ⅱに属する火災区域とその他の区分に属する火災区域に分け，互い

の火災区域を分離して設定する。 

なお，火災区域のファンネルには，他の火災区域からの煙の流入による安

全機能への影響防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。 

原子炉格納容器は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により他の火災

区域と分離する。 

以上より，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持に関わる火災区域

は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域と分離する

設計であることから，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離

火災が発生しても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

には，プロセスを監視しながら原子炉を停止し，冷却を行うことが必要であ

り，このためには，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な機能を確保するための手段を，手動操作に期待してでも，少なくと

も一つ確保するよう系統分離対策を講じる必要がある。 

このため，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によ

って，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能

を有する多重化されたそれぞれの系統が同時に機能喪失することのないよう，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要となる火災防

護対象機器及び火災防護対象機器の駆動若しくは制御に必要となる火災防護

対象ケーブルについて以下に示すいずれかの系統分離対策を講じる設計とす

る。系統分離にあたっては，互いに相違する系列の火災防護対策機器，火災

防護対象ケーブル及びこれらに関連する非安全系ケーブルの系統分離を行う

設計とする。 

a. ３時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離

互いに相違する系列の火災防護対象機器，火災防護対象ケーブルを，火災

耐久試験により３時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計と

する。 
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具体的には，安全系区分Ⅱに属する火災区域を，３時間以上の耐火能力を

有する耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ）・隔壁等（耐

火間仕切り，ケーブルトレイ等耐火ラッピング）で分離する設計とする。（第

１-36図）

安全系区分 区分Ⅱ 区分Ⅰ 区分Ⅲ 

高温停止 原子炉隔離時冷却系

[RCIC] 

－ 高圧炉心スプレイ系

[HPCS] 

低温停止 自動減圧系(B) 

[SRV(ADS(B))] 

自動減圧系(A) 

[SRV(ADS(A))] 

－ 

残留熱除去系[RHR(B)] 残留熱除去系[RHR(A)] － 

残留熱除去系[RHR(C)] 低圧炉心スプレイ系

[LPCS] 

－ 

原子炉補機冷却系

[RCW(B)] 

原子炉補機冷却系

[RCW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機冷却系[HPCW] 

原子炉補機海水系

[RSW(B)] 

原子炉補機海水系

[RSW(A)] 

高圧炉心スプレイ系 

補機海水系[HPSW] 

動力電源 非常用ディーゼル発電

機(B) 

非常用ディーゼル発電

機(A) 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機(H) 

非常用交流電源(B) 非常用交流電源(A) 非常用交流電源

(HPCS) 

非常用直流電源(B) 非常用直流電源(A) 高圧炉心スプレイ系 

直流電源(H) 

第１-36図 ３時間耐火能力を有する隔壁等による系統分離の概要 

区分Ⅱと区分Ⅰ，Ⅲの境界を

火災区域として３時間以上

の耐火能力を有する隔壁等

で分離 

単一火災によっても区分Ⅱ

と区分Ⅰ，Ⅲが同時に機能喪

失することを回避し，高温停

止・低温停止を達成 
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b. 水平距離６m以上の離隔距離の確保及び火災感知設備及び自動消火設備の

設置

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを，仮

置きするものを含めて可燃性物質のない水平距離６m以上の離隔距離を確保

する設計とする。火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設置し，

自動消火設備の誤作動防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を

作動させる設計とする。 

c. １時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルを，火

災耐久試験により１時間以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計

とする。火災感知設備は，自動消火設備を作動させるために設置し，自動消

火設備の誤作動防止を考慮した感知器の作動により自動消火設備を作動さ

せる設計とする。 

なお，中央制御室及び補助盤室，並びに原子炉格納容器は，上記と同等の

保安水準を確保する対策として以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。 

① 中央制御室及び補助盤室の系統分離

(ⅰ) 中央制御室制御盤内の火災の影響軽減 

中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，

運転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，

互いに相違する系列の水平距離を６m以上確保することや互いに相違する

系列を１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。 

このため，中央制御室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケ

ーブルは，以下のa.～c.に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等

による分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び中央

制御室に常駐する運転員による早期の消火活動に加え，火災により中央制

御室制御盤の１つの区画の安全機能が全て喪失しても，他の区画の制御盤

は機能が維持されることを確認することにより，原子炉の高温停止及び低

温停止の達成，維持ができることを確認し，火災の影響軽減のための対策

を講じる設計とする。 

a. 離隔距離による分離

中央制御室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の

操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，中央制御

室の制御盤については区分毎に別々の盤で分離する設計とする。 

一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災

防護対象ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，区分

間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては，当該ケーブルに火
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災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケ

ーブル，難燃ビニル電線，難燃性ポリフレックス電線及びテフゼル電線を

使用し，電線管に布設する又は離隔距離を確保すること等により系統分離

する設計とする。 

これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他の

区分の構成部品に火災の影響が無いことを確認した設計とする。 

b. 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知

中央制御室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置する設計とする

とともに，火災発生時には中央制御室に常駐する運転員による早期の消火

活動によって，異区分への影響を軽減する設計とする。 

これに加えて，盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

c. 中央制御室に常駐する運転員による早期の消火活動

中央制御室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，中央制御室制御盤

内に火災が発生しても，高感度煙検出設備や中央制御室の火災感知器から

の感知信号により，中央制御室に常駐する運転員が早期に消火活動を行う

ことで，相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの

火災の影響を防止できる設計とする。 

中央制御室の制御盤内に設置する高感度煙検出設備については，資料５

の添付資料３に示す。 

消火設備は，電気機器へ悪影響を与えない二酸化炭素消火器を使用する

設計とし，中央制御室に常駐する運転員による中央制御室内の火災の早期

感知及び消火を図るために，消火活動の手順を定めて，訓練を実施する。 

火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し，サーモグラフィカメラ等，

火災の発生箇所を特定できる装置を配備する。 

(ⅱ) 補助盤室制御盤内の火災の影響軽減 

補助盤室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運

転員の操作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，互

いに相違する系列の水平距離を６m以上確保することや互いに相違する系

列を１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離することが困難である。 

このため，補助盤室制御盤内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケー

ブルは，以下のa.～c.に示すとおり，実証試験結果に基づく離隔距離等に

よる分離対策，高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知及び全域ガ

ス消火設備による消火に加え，火災により補助盤室制御盤の１つの区画の

安全機能が全て喪失しても，他の区画の制御盤は機能が維持されることを

確認することにより，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持ができ

ることを確認し，火災の影響軽減のための対策を講じる設計とする。 
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a. 離隔距離による分離

補助盤室の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，運転員の操

作性及び視認性向上を目的として近接して設置することから，補助盤室の

制御盤については区分毎に別々の盤で分離する設計とする。 

一部，一つの制御盤内に複数の安全系区分の火災防護対象機器及び火災

防護対象ケーブルを設置しているものがあるが，これらについては，区分

間に金属製の仕切りを設置する。ケーブルについては，当該ケーブルに火

災が発生しても延焼せず，また，周囲へ火災の影響を与えない金属外装ケ

ーブル，難燃ビニル電線，難燃性ポリフレックス電線及びテフゼル電線を

使用し，電線管に布設する又は離隔距離を確保すること等により系統分離

する設計とする。 

これらの分離については，実証試験等において火災により近接する他の

区分の構成部品に火災の影響が無いことを確認した設計とする。 

b. 高感度煙検出設備の設置による早期の火災感知

補助盤室内には，異なる感知方式の火災感知器を設置する設計とすると

ともに，火災発生時には全域ガス消火設備による消火によって，異区分へ

の影響を軽減する設計とする。 

これに加えて，盤内へ高感度煙検出設備を設置する設計とする。 

c. 全域ガス消火設備による消火

補助盤室制御盤内に自動消火設備は設置しないが，補助盤室制御盤内に

火災が発生しても，中央制御室からの手動操作により早期の起動も可能な

全域ガス消火設備で早期に消火を行うことで，相違する系列の火災防護対

象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災の影響を防止できる設計とす

る。 

補助盤室の制御盤内に設置する高感度煙検出設備については，資料５の

添付資料３に示す。 

(ⅲ) 原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持 

火災により，中央制御室内及び補助盤室内の一つの制御盤の機能が全て

喪失したと仮定しても，他の制御盤での運転操作により，原子炉の高温停

止及び低温停止の達成，維持が可能な設計とする。（資料７ 添付資料５） 

なお，万一，中央制御室で火災が発生し，原子炉停止操作後当該火災が

延焼して，安全系異区分の構築物，系統及び機器を同時に損傷させる可能

性があると判断される場合は，中央制御室外原子炉停止制御盤により原子

炉の高温停止及び低温停止の達成，維持を行う。(第１-９表) 

（資料２，７） 
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第１-９表 中央制御室外原子炉停止制御盤による監視・操作機能 

設置場所 

監視計器 

・原子炉水位，圧力

・サプレッション・プール水温度

・サプレッション・プール水位

・ドライウェル圧力

・残留熱除去系ポンプ出口流量

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量

・原子炉隔離時冷却系タービン回転数

・原子炉圧力容器ペデスタル温度

・高圧母線電圧

・非常用ディーゼル発電機電圧

原子炉減圧系 主蒸気逃がし弁３弁 

高圧炉心注水系 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

残留熱除去系 残留熱除去系ポンプ（B） 

低圧注水系 残留熱除去系ポンプ（B） 

原子炉補機冷却系 
原子炉補機冷却系ポンプ（B）（D） 

原子炉補機海水系ポンプ（B）（D） 

非常用ディーゼル発電機 非常用ディーゼル発電機（B） 

非常用交流電源系 
非常用高圧母線（D） 

非常用低圧母線（D） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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② 原子炉格納容器内に対する火災の影響軽減のための対策（資料８）

原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰

囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。一方で，

窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止に到達し

ている期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到達してい

ない期間もあることを踏まえ，以下のとおり火災の影響軽減対策を講じる。 

なお，原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期

間・可燃物量・持込み場所等を管理する。また，原子炉格納容器内の発火性

又は引火性物質である潤滑油を内包する設備，分電盤等については，金属製

の筐体やケーシングで構成すること，発火性又は引火性物質である潤滑油を

内包する設備は溶接構造又はシール構造の採用により潤滑油の漏えい防止

対策を講じるとともに，万一の漏えいを考慮し，漏えいした潤滑油が拡大し

ないよう堰等を設け拡大防止対策を行う設計とすること，及び油を内包する

点検用機器は通常時電源を切る運用とすることによって，火災発生時におい

ても火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルへの火災影響の低減を図

る設計とする。 

(ⅰ) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系

統分離は，火災によっても原子炉の高温停止及び低温停止を達成，維持す

るために必要な機能が同時に喪失しないことを目的に行うことから，原子

炉格納容器の状態に応じて以下のとおり対策を行う。 

a. 起動中

（a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干

渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の

設置が困難である。このため，起動中は原子炉格納容器内には可燃物を

仮置きしない運用とするとともに，火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルについては，離隔距離の確保及び金属製の蓋付ケーブルトレイ

の使用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは，

系統分離の観点から安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等を可能な限り離

隔して配置し，安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器の離隔間において可燃

物が存在することのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケ

ーブル，電磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対

策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，原子炉格納容器貫通部

を区分毎に離れた場所に設置し，原則，電線管又は金属製の蓋付ケーブ
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ルトレイに布設するとともに，１ｍ以上の距離的分離を図る設計とする。

また，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設することによって，

火災発生後，消火活動を開始するまでの時間内に近接する他の区分の機

器に火災の影響を及ぼすことなく消火できる設計とする。 

原子炉圧力容器下部においては，火災防護対象機器である中性子源領

域計装の核計装ケーブルを一部露出して布設するが，難燃ケーブルを使

用しており，また，火災の影響軽減の観点から，中性子源領域計装はチ

ャンネル毎に位置的分散を図って設置する設計とする。 

（b) 火災感知設備

火災感知設備については，アナログ式の異なる感知方式の火災感知器

（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

（c) 消火設備

原子炉格納容器内の消火については，消火器を使用する設計とする。

また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

なお，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス置換完了までの間で

原子炉格納容器内の火災が発生した場合には，火災による延焼防止の観

点から窒素ガス封入作業を継続し，原子炉格納容器内の等価火災時間が

経過した後に開放し現場確認を行う。 

b. 低温停止中

（a) 火災防護対象ケーブルの分離及び火災防護対象機器の分散配置

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干

渉物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の

設置が困難である。このため，低温停止中は原子炉起動中と同様に，原

子炉格納容器内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは系統分

離の観点から安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等を可能な限り離隔して

配置し，安全系区分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器の間において可燃物が存在す

ることのないように，異なる区分の機器間にある介在物（ケーブル，電

磁弁）については金属製の筐体に収納することで延焼防止対策を行う設

計とする。 

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，

原子炉格納容器貫通部を区分毎に離れた場所に設置し，原則，電線管又

は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設するとともに，１ｍ以上の距離的

分離を図る設計とする。また，電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイ

に布設することによって，火災発生後，消火活動を開始するまでの時間

内に近接する他の区分の機器に火災の影響を及ぼすことなく消火でき

る設計とする。 
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低温停止中は，原子炉の安全停止が達成・維持された状態であること，

制御棒は金属等の不燃性材料で構成された機械品であることから，原子

炉格納容器内の火災によっても，原子炉の停止機能及び未臨界機能の喪

失は想定されない。 

（b) 火災感知設備

原子炉起動中と同様に，アナログ式の異なる感知方式の火災感知器

（煙感知器及び熱感知器）を設置する設計とする。 

（c) 消火設備

原子炉起動中と同様に，原子炉格納容器内の消火については，消火器

を使用する設計とする。また，消火栓を用いても対応できる設計とする。 

(ⅱ) 火災の影響軽減対策への適合について 

原子炉格納容器内においては，機器やケーブル等が密集しており，干渉

物が多く，耐火ラッピング等の３時間以上の耐火能力を有する隔壁の設置

が困難である。このため，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルに

ついては，離隔距離の確保及び電線管，金属製の蓋付ケーブルトレイの使

用等により火災の影響軽減対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象機器は，系統分離の観点から安全系区

分Ⅰと安全系区分Ⅱ機器等を可能な限り離隔して配置し，安全系区分Ⅰと

安全系区分Ⅱ機器の間において可燃物が存在することの無いように，異な

る区分の機器間にある介在物（ケーブル，電磁弁）については金属製の筐

体に収納することで延焼防止対策を行う設計とする。 

原子炉格納容器内の火災防護対象ケーブルは，単一火災によって，複数

区分が機能喪失することのないように，消火活動を開始するまでの時間の

耐火性能を確認した電線管又は金属製の蓋付ケーブルトレイに布設する

設計とする。 

しかしながら，火災防護に係る審査基準に示される「2.3 火災の影響軽

減」の要求のうち，「１時間耐火性能を有する隔壁等（６ｍ以上の離隔距

離確保）」と「自動消火設備」の要求そのものには合致しているとは言い

難い。 

一方，火災防護に係る審査基準の「2. 基本事項※」に示されているよう

に，火災の影響軽減対策の本来の目的は，「火災が発生しても原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持する」ことである。 

※：「2. 基本事項」 

 安全機能を有する構築物，系統及び機器を火災から防護すること

を目的とし，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた
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めの安全機能を有する構築物，系統及び機器が設置される火災区域

及び火災区画に対して，火災の発生防止，感知・消火及び影響軽減

を講じること。 

このため，原子炉格納容器内の火災に対し，原子炉の高温停止及び低温

停止の達成及び維持が可能であることを示すことができれば，火災防護に

係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の要求に適合していることと同等

であると判断できる。 

そこで，保守的な評価として，火災による原子炉格納容器内の安全機能

の全喪失を仮定した評価を行い，原子炉の高温停止及び低温停止の達成及

び維持が，運転員の操作と相まって，可能である設計とする。 

（資料８別紙３） 

以上より，原子炉格納容器内は，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災

の影響軽減」の要求については十分な保安水準が確保されていると考える。 

以上より，火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについては，火災

防護に係る審査基準に従い，多重化された原子炉の高温停止及び低温停止を

達成し，維持する機能が全て喪失することのないよう，安全系区分Ⅱに属す

る火災区域を３時間以上の耐火能力を有する耐火壁・隔壁等によって分離す

る設計とすること，中央制御室及び補助盤室については，実証試験等によっ

て確認された離隔距離等による分離，常駐する運転員による迅速な感知・消

火を行うこととしていることから，十分な保安水準が確保されているものと

考える。 

原子炉格納容器については，原子炉格納容器内の発火性又は引火性物質で

ある潤滑油を内包する設備の油保有量が少なく，低温停止中は，火災の発生

防止，感知・消火の対策により火災の影響が安全機能に影響を及ぼすことは

無いこと，原子炉格納容器内点検終了後から窒素ガス封入前までのわずかな

期間については，原子炉格納容器内の火災発生時に発生する可能性のある機

器故障警報によって中央制御室にて異常を確認した場合には，速やかにプラ

ント停止し，消火活動により消火を行う手順とすることから，十分な保安水

準が確保されているものと考える。 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能に関わる火災区域の分離

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置

する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁として，３時間耐火

に設計上必要なコンクリート壁厚である123mm以上の壁厚を有するコンクリ

ート壁並びに３時間耐火に設計上必要なコンクリート厚である219mm より厚

い床，天井又は火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを確
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認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火ダンパ）により，隣

接する他の火災区域と分離するよう設定する。 

以上より，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び

機器を設置する火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって

隣接する他の火災区域と分離する設計であることから，火災防護に係る審査

基準に適合するものと考える。 

（資料９） 

(4) 換気設備に対する火災の影響軽減対策

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に関連する換

気設備には，他の火災区域又は火災区画への火，熱又は煙の影響が及ばない

よう，火災区域又は火災区画の境界となる箇所に３時間耐火性能を有する防

火ダンパを設置する設計とする。 

換気設備のフィルタは，「2.1.1.2.(4) 換気設備のフィルタに対する不燃

性材料又は難燃性材料の使用」に示すとおり，チャコールフィルタを除き難

燃性のものを使用する設計とする。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域に

関連する換気設備は，防火ダンパの設置により他の火災区域からの悪影響を

防止する設計であること，フィルタの延焼を防止する設計であることから，

火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

(5) 煙に対する火災の影響軽減対策

運転員が常駐する火災区域は中央制御室のみであるが，中央制御室の火災

発生時の煙を排気するため，建築基準法に準拠した容量の排煙設備を設置す

る設計とする。添付資料７に排煙設備の容量，排煙先等を示す。排煙設備は

中央制御室専用であるため，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はな

い。 

安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域のうち，電気

ケーブルや引火性液体が密集する火災区域（非常用電気室，ケーブル処理室

及び計算機室，ディーゼル発電機室，ディーゼル発電機燃料デイタンク室，

補助盤室及び運転員控室）については，全域ガス消火設備により早期に消火

する設計とする。 

なお，引火性液体が密集するディーゼル発電機燃料貯蔵タンクについては

屋外で地下埋設構造であるため，煙が大気に放出されることから，排煙設備

を設置しない設計とする。 
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以上より，電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域については固定

式消火設備により早期に消火する設計であること，運転員が駐在する中央制

御室では排煙設備を設置する設計であること，中央制御室の排煙設備は中央

制御室専用であり，放射性物質の環境への放出を考慮する必要はないことか

ら，火災防護に係る審査基準に適合するものと考える。 

(6) 油タンクに対する火災の影響軽減対策

火災区域又は火災区画に設置される油タンクは，換気空調設備による排気

又はベント管により屋外に排気する設計としており，火災防護に係る審査基

準に適合しているものと考える。（第１-37図） 

第１-37図 油タンクのベント管の設置概要 
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2.1.3.2. 火災影響評価 

[要求事項] 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止

系の作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重

化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温

停止及び低温停止できる設計であること。 

また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影

響評価により確認すること。 

（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガ

イド」による。）

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響

を考慮して、高温停止状態及び低温停止状態の達成、維持に必要な系統及び

機器がその機能を果たすことができることをいう。 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に想定される発電用原子

炉施設内の火災によって，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合

には，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能

を失うことなく，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持できる設計とし，

火災影響評価により確認する。 

また，発電用原子炉施設内の火災によって運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故が発生した場合に，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮

しても異常状態を収束できる設計とし，火災影響評価にて確認する。 

（資料10） 

  ただし，中央制御室及び補助盤室の制御盤，原子炉格納容器に対しては，

「2.1.3.1.(2) 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離」で示

すとおり，火災が発生しても，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持は

可能である。 

  また，内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，原子炉停止

系の作動が要求される事象が発生する可能性があるため，「発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過渡変化又は

設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，以下の状況を考

慮し，多重性を持ったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の

高温停止及び低温停止を達成し，維持できることを火災影響評価により確認す

る。 

・内部火災発生を想定する区域及びその影響範囲のクラス１及びクラス２の火

災防護対象設備は内部火災により機能喪失するが，それ以外の区域の火災防
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護対象設備は機能が維持される。 

・原子炉建物又はタービン建物において，内部火災が発生することを仮定し，

当該建物内の火災防護対象設備以外は機能喪失する。

・原子炉建物又はタービン建物において発生した内部火災は，当該の建物以外

に影響を及ぼさない。

・中央制御室及び補助盤室における火災については，火災感知器による早期感

知や運転員によるプラント停止が期待でき，内部火災による影響波及範囲は

限定的である。

  火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施する

場合は，火災防護計画に従い火災影響評価を行い，火災による影響を考慮して

も多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し，維持できることを確認するとともに，変更管理を行

う。 

なお，「2.1.3.2. 火災影響評価」では，火災区域又は火災区画を，「火災区

域」と記載する。 

(1) 火災伝播評価

当該火災区域の火災発生時に，隣接火災区域に火災の影響を与える場合は，

隣接火災区域を含んだ火災影響評価を行う必要があるため，火災影響評価に先

立ち，火災区域毎に火災を想定した場合の隣接火災区域への火災の影響の有無

を確認する火災伝播評価を実施する。 

(2) 隣接火災区域に火災の影響を与えない火災区域に対する火災影響評価

火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与えない火災区域については当

該火災区域に設置される全機器の機能喪失を想定しても，「2.1.3.1. 系統分

離による影響軽減」に基づく火災の影響軽減のための対策の実施により，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な成功の方策が少な

くとも一つ確保され，原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持が可能であ

ることを確認する。 

(3) 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域に対する火災影響評価

火災伝播評価により隣接火災区域に影響を与える火災区域については，当該

火災区域と隣接火災区域の２区域内の火災防護対象機器及び火災防護対象ケ

ーブルの有無の組み合わせに応じて，火災区域内に設置される全機器の機能喪

失を想定しても，「2.1.3.1. 系統分離による影響軽減」に基づく火災の影響

軽減のための対策の実施により，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維

持するために必要な成功の方策が少なくとも一つ確保され，原子炉の高温停止

及び低温停止の達成，維持が可能であることを確認する。 
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2.2. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項 

[要求事項］ 

3. 個別の火災区域又は火災区画における留意事項

火災防護対策の設計においては、2. に定める基本事項のほか、安全機能を

有する構築物、系統及び機器のそれぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講ず

ること。 

（参考） 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の特徴を考慮した火災防護対策とし

て、NRC が定めるRegulatory Guide 1.189 には、以下のものが示されている。 

(1) ケーブル処理室

① 消防隊員のアクセスのために、少なくとも二箇所の入口を設けること。

② ケーブルトレイ間は、少なくとも幅0.9m、高さ1.5m分離すること。

(2) 電気室

電気室を他の目的で使用しないこと。

(3) 蓄電池室

① 蓄電池室には、直流開閉装置やインバーターを収容しないこと。

② 蓄電池室の換気設備が、2%を十分下回る水素濃度に維持できるようにす

ること。 

③ 換気機能の喪失時には中央制御室に警報を発する設計であること。

(4) ポンプ室

煙を排気する対策を講ずること。

(5) 中央制御室等

① 周辺の部屋との間の換気設備には、火災時に閉じる防火ダンパを設置す

ること。 

② カーペットを敷かないこと。ただし、防炎性を有するものはこの限りで

はない。 

なお、防炎性については、消防法施行令第４条の３によること。 

(6) 使用済燃料貯蔵設備、新燃料貯蔵設備

消火中に臨界が生じないように、臨界防止を考慮した対策を講ずること。

(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備

① 換気設備は、他の火災区域や環境への放射性物質の放出を防ぐために、

隔離できる設計であること。

② 放水した消火水の溜り水は汚染のおそれがあるため、液体放射性廃棄物

処理設備に回収できる設計であること。

③ 放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び

HEPAフィルタなどは、密閉した金属製のタンク又は容器内に貯蔵すること。 

④ 放射性物質の崩壊熱による火災の発生を考慮した対策を講ずること。
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以下に示す火災区域又は火災区画は，それぞれの特徴を考慮した火災防護対策

を実施する。 

(1) ケーブル処理室

ケーブル処理室は，全域ガス消火設備により消火する設計とするが，消火活

動のために2箇所の入口を設置し，ケーブル処理室内においても消火要員によ

る消火活動を可能とする。（第１-38図） 

なお，ケーブル処理室の同一区域内には，異なる区分のケーブルトレイが布

設されているため，IEEE384に基づき，互いに相違する系列の間で水平方向0.9m，

垂直方向1.5mを最小分離距離として設計する。 

さらに，ケーブル処理室は，中央制御室及び補助盤室の制御盤フロア下に設

け，ケーブルを布設する構造であるが，中央制御室及び補助盤室の制御盤直下

は狭隘であり，互いに相違する系列の火災防護対象ケーブルは近接して布設さ

れており，区域による区分分離ができないことから，火災の影響軽減のための

対策として，全域ガス消火設備及び１時間の耐火能力を有する隔壁（耐火ラッ

ピング）により分離する設計とする。（資料７ 添付資料６） 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) 電気室

電気室は，電源供給のみに使用する設計とする。

(3) 蓄電池室

蓄電池室は，以下のとおり設計する。

・蓄電池室には，蓄電池のみを設置し，直流開閉装置やインバータは設置し

ない設計とする。（第１-39図）

・蓄電池室の換気設備は，一般社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計

指針（SBA G 0603-2001）」に基づき，水素ガスの排気に必要な換気量以上

となるよう設計することによって，蓄電池室内の水素濃度を２vol%以下の

約0.8vol%程度に維持する設計とする。（第１-10表）

・蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央制御室に警報を発報する設

計とする。

・常用系の蓄電池は，耐震クラスＣの要求であるが，基準地震動Ssに対して

機能維持を確保し，非常用系の蓄電池と同様の信頼性を確保している。

・常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，常用系の蓄電池が非常用系の蓄電

池に影響を及ぼすことがないよう，位置的分散が図られた設計とするとと

もに，電気的にも２つ以上の遮断器により切り離される設計とする。（第

１-９図，第１-10図，資料３）

第１-39図 蓄電池の設置状況（１／７） 
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第１-39図 蓄電池の設置状況（２／７） 

第１-39図 蓄電池の設置状況（３／７） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第１-39図 蓄電池の設置状況（４／７） 

第１-39図 蓄電池の設置状況（５／７） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第１-39図 蓄電池の設置状況（６／７） 

第１-39図 蓄電池の設置状況（７／７） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第１-10表 蓄電池室の換気風量 

蓄電池室 
必要換気量 

[m3/h] 

空調換気風量 

[m3/h] 

A-バッテリ室 370 600 

B-バッテリ室 370 820 

230Vバッテリ室 2148 4000 

HPCSバッテリ室 150 200 

(4) ポンプ室

安全機能を有するポンプの設置場所のうち，火災発生時の煙の充満により

消火困難な場所には，消火活動によらなくても迅速に消火できるよう固定式

消火設備を設置する設計とする。 

なお，固定式消火設備による消火後，消火の確認のために運転員や消防隊

員がポンプ室に入る場合については，消火直後に換気してしまうと新鮮な空

気が供給され，再発火するおそれがあることから，十分に冷却時間を確保し

た上で，可搬型の排煙装置を準備し，扉の開放，換気空調系，可搬型排煙装

置により換気し，呼吸具の装備及び酸素濃度を測定し安全確認後に入室する

設計とする。 

(5) 中央制御室等

中央制御室は以下のとおりとする。

・中央制御室と他の火災区域の換気空調系の貫通部には，防火ダンパを設置

する設計とする。

・中央制御室のカーペットは，消防法施行令第四条の三の防炎性を満足する

カーペットを使用する設計とする。

(6) 使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置されている設備であり，ラックに燃料

を貯蔵することで貯蔵燃料間の距離を確保すること，及びステンレス鋼の中

性子吸収効果によって 未臨界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，添付資料８に示すように，気中に設置してい

る設備（ピット構造で上部は蓋で閉鎖）であり通常ドライ環境であるが，消

火活動により消火水が噴霧され，水分雰囲気に満たされた最適減速状態とな

っても未臨界性が確保される設計とする。 
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(7) 放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備は，以下のとおり設計す

る。 

・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域又は

火災区画の管理区域用換気設備は，環境への放射性物質の放出を防ぐ目的

でフィルタを通して排気筒へ排気する設計とする。また，これらの換気設

備は，放射性物質の放出を防ぐため，空調を停止し，風量調整ダンパを閉

止し，隔離できる設計とする。 

・放水した消火水の溜り水は，ドレン系により液体放射性廃棄物処理設備に

回収できる設計とする。

・放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂及び濃縮廃液は，固体廃棄物と

して処理を行うまでの間，金属製のタンクで保管する設計とする。

・放射性物質を含んだチャコールフィルタは，固体廃棄物として処理するま

での間，ドラム缶に収納し保管する設計とする。

・放射性物質を含んだHEPAフィルタは，固体廃棄物として処理するまでの間，

不燃シートで養生し保管する設計とする。 

・放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備において，冷却が必要な

崩壊熱が発生し，火災事象に至るような放射性廃棄物を貯蔵しない設計と

する。
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2.3. 火災防護計画について 

[要求事項] 

2. 基本事項

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職

員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。

（参考） 

審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認する

こと。また、上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010

及びJEAG4607-2010を参照すること。 

なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足さ

れているか否かを確認することができないものもあるが、その点については

詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する必要がある。 

火災防護計画について 

１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計

画を策定していること。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防

護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要

な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織

体制は下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護する

ため、以下の３つの深層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を

考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。 

① 火災の発生を防止する。

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温

停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機能を有する

構築物、系統及び機器を防護する。

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の

発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の各対策の概

要が記載されていること。
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発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要員の確保及び教育訓練，火災から防護す

べき安全機能を有する構築物，系統及び機器，火災発生防止のための活動，火災

防護設備の保守点検及び火災情報の共有，火災防護を適切に実施するための対策

並びに火災発生時の対応といった火災防護対策を実施するために必要な手順等

について定めるとともに，発電用原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及

び機器については，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響

軽減の３つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策を行うことについて

定める。重大事故等対処施設については，火災の発生防止，並びに火災の早期感

知及び消火を行うことについて定める。その他の発電用原子炉施設については，

消防法，建築基準法，一般社団法人日本電気協会電気技術規程・指針に従った火

災防護対策を行うことについて定める。 

外部火災については，安全施設を外部火災から防護するための運用等について

定める。 

(1) 火災防護計画の策定

火災防護計画は，以下の項目を含めて策定する。

①火災防護に係る責任及び権限

②火災防護に係る体制

③火災防護に係る運営管理(要員の確保を含む)

④火災発生時の消火活動に係る手順

⑤火災防護に係る教育訓練・力量管理

⑥火災防護に係る品質保証

火災防護計画は，島根原子力発電所保安規定に基づく社内規程として定める。

火災防護活動に係わる具体的な要領，手順については，火災防護計画及び関連

文書として定めるほか，関連する規程に必要事項を定め，適切に実施する。 

(2) 責任と権限

火災防護計画における責任と権限の所在を第１-11表に示す。

管理職は火災防護について十分に認識し，発電所職員が火災防護計画の記

載事項を理解し遵守できるよう，教育等を実施する責任を有する。島根原子

力発電所の作業に従事する当社及び協力企業の全ての職員は，以下の責任を

有する。 

・火災発生時における対応手順を把握する。

・作業区域においては火災の危険性を最小限にするような方法で作業を行う。 

・火災発見時においては迅速な報告を行うとともに初期消火に努める。

・火災発生のおそれに対する修正処置を行う。また，火災発生のおそれに対す

る修正措置ができない場合は，状況を報告する。
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・火災防護設備の不適切な使用，損傷及び欠落を発見した場合には，報告する。 

・作業区域における非常口や消火設備（固定式消火設備，消火器，消火栓）の

位置を把握する。

第１-11表 責任と権限（１） 

職 務 業 務 分 担 

所 長 

 島根原子力発電所における防火管理の総轄 

 防火・防災管理者の選任 

 火元責任者の選任（建物の区域毎） 

 当社管理の建物のうち，協力会社に貸与している建

物の火元責任者の確認（１回／年） 

防火・防災管理者 

（所長が選任する者） 

 消防計画の立案 

 消防訓練の実施 

 消防用設備・器材の点検及び整備 

 火気の使用又は取扱いに関する許可及び監督 

 発電所敷地内及びその周辺における協力会社の防

火管理に関する指導等 

 年度防火・防災管理業務実施計画の作成及び実績報

告 

 防火扉の点検 

 消防機関と定期的な協議の実施 

 その他防火管理上必要な業務 

副防火・防災管理者 

（所長が選任する者） 

 防火・防災管理者の補佐及び不在時の任務代行 

火 元 責 任 者 

（建物の区域毎に選任） 

 火気使用場所のパトロ－ル 

 火気使用に関する指導・監督 

 消防用設備設置箇所等の確認 

 担当箇所への氏名掲示 

 活動記録の作成及び防火管理者への報告 

 その他，火災防止に必要な事項 

火 元 責 任 者 

（火気を使用して行う工事に関

して選任） 

 火気使用許可申請書の内容確認 

 火気使用場所のパトロ－ル 

 火気使用に関する指導・監督 

 消防用設備設置箇所等の確認 

 その他，火災防止に必要な事項 

危険物保安監督者 
 防火管理者に協力し，施設の安全な運営と火災時の

消火活動についての助言 



８条-別添 1-資料 1-115 

第１-11表 責任と権限（２） 

業 務 分 担 

品質保証部長  火気使用の許可申請及び完了報告 

 消防用設備停止の許可申請及び完了報告 

 防火扉開放の許可申請及び完了報告 

課長（品質保証） 

総務課長 

技術部長 

課長（技術） 

課長（燃料技術） 

課長（核物質防護） 

課長（建設管理） 

廃止措置・環境管理部長 

課長（放射線管理） 

課長（廃止措置総括） 

発電部長 

課長（第一発電） 

課長（第二発電） 

保修部長 

課長（保修管理） 

課長（保修技術） 

課長（電気） 

課長（３号電気）課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

原子力人材育成センター所長※  教育訓練の総括（保安教育の総括含む） 

※：電源事業本部（原子力管理）の所属員を示す。 

課長（保修管理）の業務 

・火災防護及び火災防止業務の実施主管

・防火管理委員会事務局

・消防用設備停止許可申請書等の確認
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(3) 文書・記録の保管期間

火災防護計画に係る業務における文書・記録の管理について，保管責任者，

保管場所，保管期間を火災防護計画に定める。 

(4) 消防計画の作成

防火・防災管理者は，消防法に基づき防火・防災管理業務について必要な事

項を定め，火災の予防及び火災・大規模地震・その他の災害による人命の安全，

被害の軽減，二次的災害発生防止を目的とした消防計画を作成し，公設消防へ

届出する。 

また，消防計画の作成は，保安規定に基づき定められる火災防護計画の中で

管理する。 

(5) 自衛消防組織の編成及び役割

島根原子力発電所では，火災及び地震等の災害発生に備えて，被害を最小限

にとどめるため，自衛消防組織を編成し，火災防護計画にその役割を定める。

なお，要員に変更があった際はその都度更新する（第１-40図～第１-42図，第

１-12表）。

第１-40図 自衛消防組織体制 

社内外通報連絡 

【火災対策本部】 

本部長（発電所長） 

副本部長 

本部員 

連絡責任者／連絡担当者 

技術統括 プラント 

監視統括 

支援統括 復旧統括 情報統括 広報統括 

【自衛消防隊】 

自衛消防隊長 

○初期消火要員

○消火班
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警
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廃止措置主任者 
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班
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※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員 

第１-41図 自衛消防隊編成（発電関連設備） 

発見者 当直長 公設消防 

消防チーム班長 

消防チーム班員（５） 運転員（２） 

連絡責任者 

現場確認及び 

初期消火を指示 

連絡

連絡 通報

連絡連絡

自衛消防隊長 

自衛消防隊副隊長 

消火班長 

消火班員※ 
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※：夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に、火災の規模・状況に応じて召集される消火活動要員 

第１-42図 自衛消防隊編成（その他区域） 

案内所員 当直長 公設消防 

消防チーム班長 

消防チーム班員（５） 

運転員（２） 

連絡責任者 
必要により 

現場確認を指示 

連絡

連絡

通報

連絡

自衛消防隊長 

自衛消防隊副隊長 

消火班長 

消火班員※ 

連絡
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第１-12表 自衛消防隊編成 

構成 所属等 役割 

自衛消防隊長 

（１） 

【平日昼間】 

① 保修部課長（保修管理） 

② 保修部課長（保修技術） 

③ 保修部課長（建築）

【夜間・休日昼間】 

自衛消防隊専属の宿直者 

① 自衛消防隊の責任者

② 消火活動全体の指揮

③ 当直長への消火活動の情報提供・プラント

情報の共有

④ 公設消防窓口（プラント状況・消火活動の

情報提供）

初期消火要員 

（11） 

当直長（１） 

① 公設消防への通報

② 消防チーム等への連絡

③ 運転員への初期消火指示

④ プラントの情報提供，消火活動の情報共有

（当直長は，現場での消火活動のメンバーに

属さない） 

運転員（２） 

① 火災現場での消火活動

② 火災現場での消火戦略検討

③ 火災現場（屋内）への公設消防誘導・説明

④ 放射線量測定

連絡責任者（１） 関係者への連絡 

誘導員（１） 火災発生現場（構内全域）への公設消防誘導 

消防チーム（６） 屋内・屋外での消火活動 

消火班 

（８） 

班長（１） 

班員（７） 

【参集状況に応じ，班長が役割分担を指名】 

① 消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用） 

② 緊急時対策本部への情報連絡

③ 火災発生現場での情報収集・記録

（ ）内は人数 
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(6) 消火活動の体制

① 初期消火要員の配備

a. 課長（保修管理）は，初期消火要員の役割に応じた体制を構築し，10名

以上の要員を常駐させる。なお，実際の消火活動にあたる人員は必ず10名

以上でなければならないものではなく，火災の規模や場所（例えば管理区

域内）により適切に対応できる人数で対応する。初期消火要員の役割及び

力量表の例を第１-13表，第１-14表に示す。 

b. 課長（保修管理）は，火災発生時の初期消火要員の火災現場への参集に

ついて，通報連絡体制を定める。通報連絡体制の例を第１-43図に示す。 

② 消火活動に必要な資機材

課長（保修管理）は，消火活動に必要な資機材を配備する。

消防資機材一覧表の例を第１-15表に示す。

a. 化学消防自動車の配備

化学消防自動車は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管エ

リアに１台配備する。課長（保修管理）は，化学消防自動車の日常点検（毎

日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（３ヶ月毎）及び車検（２年

毎）の点検結果を確認する。 

b. 小型動力ポンプ付水槽車の配備

小型動力ポンプ付水槽車は，自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第

１保管エリアに１台配備する。課長（保修管理）は，小型動力ポンプ付水

槽車の日常点検（毎日），消防艤装部点検（半年毎），車両点検（３ヶ月

毎）及び車検（２年毎）の点検結果を確認する。 

c. 泡消火薬剤の配備

発電所におおむね１時間の泡放射（400 L 毎分を同時に２口）が可能な

泡消火薬剤（1,500L）を自衛消防隊詰め所（免震重要棟）近傍の第１保管

エリアに配備し，維持・管理する。訓練を実施する場合は，1,500Lを下回

らないようあらかじめ泡消火薬剤を配備する。また，消火活動で使用した

場合は遅滞なく補給する。 

d. その他資機材の配備

消火活動に必要な化学消防自動車及び泡消火薬剤以外のその他資機材を

配備し，維持・管理する。 
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第１-43図 通報連絡体制（例）（１） 
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第１-43図 通報連絡体制（例）（２） 
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第１-43図 通報連絡体制（例）（３） 
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第１-13表 初期消火要員に必要な力量及び教育訓練 

職務 必要な力量 教育訓練 

自衛消防隊長 

消火班長 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識 

 自衛消防業務講習を５年以内に修

了していること 

消火班員（発電部） 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 火災初期対応教育訓練を３年以内

に受講していること 

消火班員（保修部） 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 消火班（保修部）火災対応教育を３

年以内に受講していること 

 消火班（保修部）消防訓練を３年以

内に受講していること 

消防チーム班長 

消防チーム班員 

 火災対応手順に関する知識 

 現場レイアウトに関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 

 消防チーム火災対応教育を３年以

内に受講していること 

 消防チーム現場レイアウト教育を

３年以内に受講していること 

 消防チーム消防訓練を３年以内に

受講していること 
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第１-14表 初期消火要員の教育訓練内容 

教育・訓練名称 内容 対象者 

火災初期対応 

教育訓練 

 火災対応手順に関する知識 

 消火活動に関する知識・技能 
消火班（発電部） 

消火班（保修部） 

火災対応教育 

 消火班の位置付け及び役割 

 火災発生時の対応手順 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，防火服，現

場指揮所設営資機材等）の配置及び使用方法 

消火班（保修部） 

消火班（保修部） 

消防訓練 

 消防装備（防火服，空気呼吸器）の装着訓練 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，可搬式消防

ポンプ，消火ホース，トランシーバー等）の取扱訓

練 

消火班（保修部） 

消防チーム 

火災対応教育 

 消火班の位置付け及び役割 

 火災発生時の対応手順 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，防火服等）

の配置及び使用方法 

消防チーム 

消防チーム 

現場レイアウト

教育 

 火災現場へのアクセス方法，消火設備の配置，設備

（電気設備，危険物内包設備等）の配置についての

現場教育 

消防チーム 

消防チーム 

消防訓練 

 消防装備（防火服，空気呼吸器）の装着訓練 

 消防設備及び資機材（消火器，消火栓，可搬式消防

ポンプ，消火ホース，トランシーバー等）の取扱訓

練 

消防チーム 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(7) 火災対策本部の設置

火災対策本部は，本部長が管理事務所２号館２階の緊急時対策所に置くも

のとし，情報の収集，所内への放送等，職員の人命安全のための避難誘導を

最重点とした態勢を整え，「自衛消防隊編成表」（第１-12表）に定める任務を

行う。現場指揮所は，自衛消防隊長が火災発生付近の建物入り口等に設置す

るよう指示するものとし，「自衛消防隊編成表」（第１-12表）に定める初期消

火活動の指揮・公設消防の対応及び発電所本部との情報連絡を行う。 

現場指揮所の指揮は自衛消防隊長があたる。公設消防の現場指揮所が設置

された場合には，自衛消防隊現場指揮所は，火災対策本部との連絡要員を除

き公設消防の指示に従いその指揮下に入る。公設消防の現場指揮所との窓口

は自衛消防隊長とする。 

(8) 火災発生時の対応

① 火災対応手順の制定

a. 所長は，発電所構内での火災発生に備え，火災対応手順及び消火戦略

（Pre-Fire Plan）を定めるとともに，維持・管理を行う。 

(ⅰ) 火災対応手順には，以下を含める。 

・役割と権限

・消火体制と連絡先

・複数同時火災発生時の対応

(ⅱ) 消火戦略には，以下を含める。 

・消防隊員の入室経路と退去経路

・消防隊員の配置（指揮者位置，確認位置等）

・安全上重要な構造物，系統，機器の設置場所

・火災荷重

・放射線，有害物質，高電圧等の特別な危険性（爆発の可能性含む）

・使用可能な火災防護設備（例：固定式消火設備，消火器，消火栓等）

・臨界その他の特別な懸念のための，特定の消火剤に対する使用制限と代替

手段

・固定式消火設備，消火栓，消火器の配置

・手動消火活動のための給水

・消火要員が使用する通信連絡設備

・個別の火災区域の消火対応手順

・外部火災（変圧器，森林火災等）の対応

② 火災発生時の注意事項

所長は，火災発生時の注意事項として以下の項目を定める。

a. 通報連絡

b. 火災現場での活動に向けた準備
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c. 消火活動

(a) 初期消火活動

(b) 自衛消防隊到着以降の消火活動

d. 公設消防への対応

(a) 公設消防への報告

(b) 公設消防の装備（管理区域での汚染区分に応じた装備をあらかじめ定

める）

(c) 火災現場及び現場指揮本部での指揮命令系統の統一

(d) 公設消防の汚染検査

(e) 負傷者対応

e. 避難活動

(a) 避難周知

(b) 作業員等の把握

(c) 避難誘導

f. 自衛消防隊の召集

(a) 平日勤務時間

(b) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）

③ 中央制御室制御盤内の消火活動に関する注意事項

中央制御室制御盤内で火災が発生した場合の消火活動については，中央制

御室に常駐する運転員が実施することとする。具体的な消火手順については，

消火戦略に以下の事項を定める。 

a. 消火設備

中央制御室制御盤内の火災については，電気機器への影響がない二酸化炭

素消火器を使用して，消火を行う。 

b. 消火手順

・火災が発生した場合，運転員は受信機盤により，火災が発生している区域・

部屋を特定するとともにプラント運転状況を監視する。 

・消火活動は２名で行い，１名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備し，

火災発生箇所に対して，消火活動を行う。もう１名は，予備の二酸化炭素

消火器の準備等を行う。

・制御盤内での消火活動を行う場合は，セルフエアセットを装着して消火活

動を行う。

・中央制御室主盤及び中央制御室裏盤への移動は，距離が短いことから，短

時間で移動して，速やかに消火活動を実施する。

・中央制御室の火災発生時の煙を排気するために排煙装置を配備する。また，

排煙装置の起動手順を定める。 
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④ 火災鎮火後の処置

当直長は，公設消防からの鎮火確認を受けたのち，設備状態の確認を行い，

設備保守箇所へ点検依頼を行う。設備保守箇所は火災後の設備健全性確認を

行う。 

(9) 原子炉格納容器内の火災防護対策

原子炉格納容器内は，プラント運転中については，窒素ガスが封入され雰

囲気が不活性化されていることから，火災の発生は想定されない。 

一方で窒素ガスが封入されていない期間のほとんどは原子炉が低温停止

に到達している期間であるが，わずかではあるものの原子炉が低温停止に到

達していない期間もあることを踏まえ，「2.1.3.1.(2)②原子炉格納容器内に

対する火災の影響軽減のための対策」及び資料８に示す火災防護対策及び以

下のとおり運用を行うことを火災防護計画に定める。 

・原子炉格納容器内での作業に伴う持込み可燃物について，持込み期間・可

燃物量・持込み場所等を管理する。原子炉格納容器内への持込み可燃物の

仮置きは禁止とするが，やむを得ず仮置きする場合には，不燃シートで覆

う又は金属箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。

・原子炉格納容器内での点検等で火気作業を実施する場合は，火災防護計画

にて定める管理手順に従って実施する。

・原子炉格納容器内での火災発生に対して，原子炉格納容器内への入退域箇

所や，原子炉格納容器内外の消火器・近傍の消火栓・通信連絡設備の位置，

原子炉格納容器内の安全系設備やハザードの位置を明記した消火戦略を

作成する。

(10) 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域に対する火災防護

対策

① 重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域

重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域については，重

大事故等に対処するために必要な機能を有する構築物，系統及び機器を火

災から防護することを目的として，適切に火災区域を設定し，火災発生防

止，火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

特に火災防護対策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書

として定め，これを実施する。 

・建物内に設置される重大事故等対処施設である常設重大事故防止設備，常

設重大事故緩和設備は，火災によって重大事故等に対処する機能が同時に

喪失しないよう，設計基準対象施設の配置を考慮して火災区域に設置する。 

・屋外の重大事故等対処施設については，火災によって重大事故等に対処す

る機能が同時に喪失しないよう配置上の考慮を行う。

・屋外の常設重大事故等対処施設及び可搬型重大事故等対処設備は，発電所
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敷地外からの火災による延焼を防止するため，原則，発電所敷地内に設定

した防火帯で囲んだ範囲の内側に防火帯と重複しないように配置する。 

なお，モニタリング・ポストは防火帯の外側に配置するが代替の可搬式モ

ニタリング・ポストを内側に配置する。

・屋外の重大事故等対処施設を設置するエリアについて，附属設備を含めて

火災区域に設定する。

重大事故等対処施設を設置するエリアのうち，壁やフェンス等で明確に区

域が設定できない場合の火災区域の設定にあたっては，「危険物の規制に

関する政令」に基づき必要な空地を確保して火災区域を設定する。また，

同令において空地の要求がない設備については，重大事故等対処施設自体

が可燃物を内包することを踏まえ「屋外タンク貯蔵所」とみなし，同令第

十一条第二項で要求される空地の幅を参考にして，附属設備を含め３m以

上の幅の空地を考慮した範囲とする。

・上記で設定した火災区域の境界付近は，可燃物を置かない管理を実施する

とともに，周辺施設又は植生との離隔，周辺の植生区域の除草等の管理を

実施する。

・上記で設定した火災区域については，点検に係る資機材等の可燃物の仮置

きを禁止する。

・重大事故等対処施設（屋外に設定した火災区域，緊急時対策所を含む。）

への屋外アクセスルートを定める。

・屋外アクセスルート及びその周辺については，地震発生に伴う火災の発生

防止対策（可燃物・危険物管理等）及び火災の延焼防止対策（変圧器等火

災対策，防油堤設置等）を行う。

・屋外アクセスルート近傍で設備の新設や補修工事を実施する場合には，火

災発生の影響を考慮すること，必要な評価（外部火災影響評価）を実施す

ることを火災防護計画及びその関連文書に定める。

・屋外の火災区域での火災発生に対して，火災発生区域への入退域箇所やア

クセスルート，敷地内の消火栓，消火器，消火用水源の位置等を明記した

消火戦略を作成する。 

② 可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対策

可搬型重大事故等対処設備は，建物内及び屋外に「保管」されており，

建物内については基準規則第８条，第41条に基づき設定した火災区域に保

管する。 

特に屋外の可搬型重大事故等対処設備及びその保管場所の火災防護対

策として以下の事項を火災防護計画及びその関連文書として定め，これを

実施する。 

・可搬型重大事故等対処設備には危険物である燃料油や可燃物を含むものが

あることから，その保管場所については，「危険物の規制に関する政令」
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で要求される空地のない対象設備は，同令「屋外タンク貯蔵所」とみなし，

同令第十一条第一項第二号で要求される空地の幅を参考にして，保管エリ

アの敷地境界から３ｍ以上の幅の空地を確保する。（第１-44図）

・分散配置が可能な可搬型重大事故等対処設備については，火災によって重

大事故等に対処する機能が同時に喪失しないよう，分散配置して保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，設計基準対象施設及び常設重大事故等対処

施設に対して，可搬型重大事故等対処設備からの火災又は設計基準対象施

設若しくは常設重大事故等対処施設からの火災により必要な機能が同時

に喪失しないよう，十分な離隔を取った上で保管する。

・可搬型重大事故等対処設備は，設備間に３ｍの離隔距離を取って保管する。 

・可搬型重大事故等対処設備は，竜巻（風(台風)含む）による火災において

も重大事故等に対処する機能が喪失しないよう，配置上の考慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，その周囲に側溝を設け

ることによって，可搬型重大事故等対処設備から潤滑油，燃料油が漏えい

した場合には漏えいの拡大防止を図る設計とする。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，火災発生防止の観点か

ら巡視を行うこと，巡視により潤滑油，燃料油の漏えいを発見した場合に

は，吸着マット，土嚢等を使用し漏えいの拡大防止対策を図ることを，火

災防護計画の関連図書に定める。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所の境界付近には可燃物を置かない管

理を実施するとともに，保管場所内の潤滑油及び燃料油を内包する機器は，

樹木等の可燃物に隣接する場所には配置しない等の保管場所外への延焼

防止を考慮する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，点検に係る資機材等の

可燃物の仮置きを禁止する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，区域全体の火災を感知

するために，炎感知器及び熱感知カメラを設置する。

・可搬型重大事故等対処設備保管場所の火災感知器は，故障時に早期に取替

えられるよう予備を保有する。

・可搬型重大事故等対処設備の保管場所での火災発生に対して，火災発生区

域への入退域箇所やアクセスルート，敷地内の消火栓，消火器，消火用水

源の位置等を明記した消火戦略を作成する。

・可搬型重大事故等対処設備の主要構造材には，不燃性材料を使用する設計

とするが，不燃性材料及び難燃性材料，代替材料の使用が技術上困難な可

搬型ホース等については，金属製のコンテナ等に収納し，火災の発生を防

止する。使用時は，周囲に可燃物がないよう設置するとともに，使用時に

定期的な状態確認等，火災発生防止のための配慮を行う。

・可搬型重大事故等対処設備に使用するケーブルは，原則，難燃ケーブルを

使用する。難燃ケーブルを使用しない可搬型重大事故等対処設備について
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は，保管時においては通電せず，金属製のコンテナに保管する。使用時は，

周囲に可燃物がないよう設置するとともに，通電時に温度が異常に上昇し

ないことの確認等，火災発生防止のための配慮を行う。 

・可搬型重大事故等対処設備は，転倒防止対策により，地震による火災の発

生を防止する。

・重大事故等対処設備保管場所の消火のため，消火器を設置する。

・可搬型重大事故等対処設備保管場所の消火器は，地震時の損傷防止のため

の転倒防止対策を実施する。

第１-44図 可搬型重大事故等対処設備の保管場所（例） 

(11) 消防法に基づく危険物施設予防管理・活動業務

所長は，消防法に基づき危険物災害予防規程を作成し，市町村長へ届出す

る。所長は，危険物保安監督者に対し，危険物災害予防規程に基づき危険物

施設の保安業務の実施を指導する。 

危険物災害予防規程には，危険物施設の保安業務を以下のとおり定める。 

・危険物施設の保安関係者に対する教育

・危険物施設における訓練

・巡視・点検

・運転・操作

・危険物の取扱い作業・貯蔵

・危険物施設の補修

・非常時の措置

・油漏えい時の対処方法

・消防機関との連絡

・立入検査

危険物施設の適用範囲の例を「危険物製造所等許可施設一覧表」（第１-16

表）に示す。 

3m 以上 

3m 以上 

3m 以上 

3m 以上 

可搬型重大事故等対処設備 
空地確保範囲 可搬型重大事故等対処設

備保管場所 
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第１-16表 危険物製造所等許可施設一覧表(１) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第１-16表 危険物製造所等許可施設一覧表(２) 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(12) 消防法に基づく届出対象施設でない危険物貯蔵設備の管理

防火・防災管理者は，消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない

危険物貯蔵設備について，貯蔵する危険物の種類，数量を管理する。 

消防法に基づく市町村長への届出対象施設ではない危険物貯蔵設備の範

囲の例を第１-17表に示す。 

第１-17表 屋外の危険物貯蔵設備 

号炉 設備名 危険物の種類 数量 

1号炉 起動変圧器 絶縁油 45.200kL 

1号炉 予備変圧器 絶縁油 9.850kL 

2号炉 起動変圧器 絶縁油 23.500kL 

2号炉 主変圧器 絶縁油 77.000kL 

2号炉 所内変圧器 絶縁油 19.460kL 

3号炉 主変圧器 絶縁油 141.000kL 

3号炉 所内変圧器 絶縁油 20.300kL 

3号炉 補助変圧器 絶縁油 36.300kL 

共用 第２予備変圧器 絶縁油 15.000kL 

共用 海水電解装置変圧器 絶縁油 7.340kL 

1号炉 水素ガスボンベ庫 水素ガス 70m3 

2号炉 水素ガスボンベ庫 水素ガス 140m3 

3号炉 ガスボンベ庫 水素ガス 1,500m3 

共用 高圧ガス貯蔵所 水素ガス 1,155m3 

2号炉 水素ガストレーラー 水素ガス 12,086m3 

共用 サイトバンカ プロパン庫 LPガス 1,500kg 

共用 3号所内ボイラ プロパン庫 LPガス 200kg 

共用 4号所内ボイラ プロパン庫 LPガス 100kg 

3号炉 
補助ボイラ 

プロパンガスボンベ庫 
LPガス 100kg 
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(13) 内部火災影響評価

所長は，内部火災影響評価の手順及び実施頻度を定め，内部火災影響評価

を定期的に実施し原子炉の高温停止及び低温停止が達成，維持できることを

確認する。 

(14) 外部火災影響評価

所長は，外部火災影響評価条件を定期的に確認する。評価結果に影響があ

る場合は，発電所敷地内外で発生する火災が安全施設へ影響を与えないこと，

及び火災の二次的影響に対する適切な防護対策が実施されていることを確

認するために，外部火災影響評価の再評価を実施する。 

(15) 防火管理

① 防火監視

防火・防災管理者は，可燃物の持込み状況，防火扉の状態，火災の原因と

なり得る，過熱や引火性液体の漏えい等を監視するための監視手順を定め，

防火監視を実施する。防火監視の結果，過熱や引火性液体の漏えい等が確認

された場合には，改善を指示する。 

② 持込み可燃物の管理

所長は，火災発生防止及び火災発生時の規模の局限化，影響軽減を目的と

した，持込み可燃物の運用管理手順を定め，その管理状況を定期的に確認す

る。持込み可燃物の運用管理手順には，発電所の通常運転に関する可燃物，

保守や改造に使用するために持ち込まれる可燃物（一時的に持ち込まれる可

燃物を含む）の管理を含む。 

持込み可燃物管理における，火災の発生防止・延焼防止に関する遵守事項

は以下のとおり。 

・発電用原子炉施設内の各火災区域又は火災区画の耐火障壁の耐火能力，設

置されている火災感知器，消火設備の情報から社内管理基準（持込み可燃

物管理要領）を定め，火災区域又は火災区画に持ち込まれ１日以上仮置き

される可燃物と火災区域又は火災区画の既存の可燃物の火災荷重の総和を

評価し，その管理基準を超過しないよう，電算機のシステムにより持込み

可燃物を管理する。

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置を禁止する。

・火災区域又は火災区画で周囲に火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブ

ルがない場所に可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属

箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

・火災区域又は火災区画での作業に伴い，火災防護対象機器及び火災防護対

象ケーブル近傍に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置

くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器及び火災防護対象
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ケーブル近傍から移動する。

・持込み可燃物管理により火災荷重を低く抑えることで，火災発生時の煙の

充満等により消火活動が困難とならない設計としている火災区域又は火災

区画は，火災発生時の煙の充満等により消火活動が困難とならない火災区

域又は火災区画を維持するよう，可燃物の仮置きを禁止する。

なお，定期検査中の放射線管理資機材等の設置，工事用仮設分電盤設置，工

事用ケーブル・ホース類架設等の可燃性の資機材を設置する場合には，防火

監視の強化，可燃性の資機材から６m（火災防護に係る審査基準2.3.1項(2)b

で示される水平距離を参考に設定）以内での火気作業禁止といった措置を行

い，火災の発生防止・延焼防止に努めることを持込み可燃物の運用管理手順

に定める。

③ 火気作業管理

防火・防災管理者は，火気作業における火災発生防止及び火災発生時の規

模の局限化，影響軽減を目的とした火気作業管理手順について定め，発電所

構内における火気作業管理状況を定期的に確認する。火気作業管理手順には，

以下を含める。 

・火気作業における作業体制

・火気作業前の確認事項

・火気作業中の留意事項（火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配

置等）

・火気作業後の確認事項（火気作業終了後30分経過した時点における残火確

認等）

・安全上重要と判断された区域における火気作業の管理

・火気作業養生材に関する事項

・仮設ケーブル（電工ドラム含む）の使用制限

・火気作業に関する教育

・作業以外の火気取扱について（喫煙，暖房等）

火気使用時の養生については，不燃シート・不燃テープを用い，確実に隙

間のない養生を行うことを定める。 

なお，建物内の火気作業を除く作業で使用する養生シート及び汚染防止用

のシートには，難燃シート及び難燃テープを使用することを定める。 

④ 危険物の保管及び危険物取扱作業の管理

所長は，危険物に起因する火災発生の防止を目的とし，発電所の通常運転

に関する危険物の保管や取扱，保守や改造における危険物の保管及び取扱作

業の管理について手順を定めるとともに，発電所構内における危険物の管理

状況を定期的に確認する。 

危険物管理手順には，以下を含める。 
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・危険物の保管及び取扱に関する運用管理

・危険物取扱作業における作業体制

・危険物取扱作業前の確認事項

・危険物取扱作業中の留意事項

・危険物取扱作業後の確認事項

・安全上重要と判断された区域における危険物の保管及び取扱作業の管理

・危険物取扱に関する教育

⑤ 有機溶剤の取扱い

火災区域において有機溶剤を使用する場合は，火災発生防止の観点から滞

留を防止するため，建物の機械換気に加え作業場所の局所排気を行うことを

定める。 

⑥ 防火管理の適用除外項目

防火管理で要求される事項を作業環境・物理的条件から満足できない場合，

火災防護設備が作業により機能低下又は喪失する場合には，作業者及び当社

はその作業内容及び防火措置の必要性について検討・確認し，あらかじめ防

火措置を定め必要な申請書を作成し，防火・防災管理者の承認を得た後，工

事を実施できるものとする。 

⑦ 火災防護設備に関する要求の適用除外

火災防護計画には，火災防護設備に関する要求の適用除外に関する事項を

定める。 

⑧ 火災防護設備の損傷に対する代替措置基準

火災防護計画には，火災防護設備が損傷した場合の代替措置に関する事項

を定める。 

(16) 火災防護設備の維持管理

① 火災区域の維持管理

・屋内の火災区域を構成する耐火壁，防火戸，貫通部等の火災防護設備の管

理は社内規程に則り管理を行う。

・屋外の火災区域（ガスタービン発電機用軽油タンクエリア等）は資機材管

理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理，巡視を行うとともに，火災

区域周辺の除草を行う。

・火災区域の変更や火災区域設定に影響を与える可能性がある工事を実施す

る場合には，火災影響評価を行い，火災による影響を考慮しても多重化さ

れたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持できることを確認するとともに，変更管理を行う。
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・可燃物が少ない火災区域又は火災区画について，設備を追加設置（常設）

する場合は，可燃物の仮置き禁止を前提に管理対象としている可燃物と合

算し，一般的な10型粉末消火器（普通火災の消火能力単位：３，油火災の

消火能力単位：７）の消火性能試験におけるガソリン量42L（約1,300MJ）

とほぼ同等の可燃物量1,000MJ，等価火災時間0.1時間のいずれも超えない

ように管理する。

② 火災防護設備の維持管理

火災防護設備の維持管理は「2.3.(21)火災防護設備の保守管理」に示すと

おり社内規程に則り維持管理を行う。 

③ 防火帯の維持管理

防火・防災管理者は，森林火災が発生した場合の延焼を防止する防火帯の

管理については，以下のとおり実施する。 

a. 防火帯上の駐車禁止等の措置

防火帯上に駐車場を設定しない。また，可燃物を有する設備を設置しない。 

b. 防火帯の巡視点検

防火帯上に可燃物等が無いこと及び異常等が無いことの確認について，防

火帯の日常点検を実施する。日常点検において，防火帯の損傷等の異常を確

認した場合，補修作業を実施する。 

(17) 森林火災等の敷地外火災発生時の延焼防止対策

森林火災の延焼を防止するために,防火帯を設置する。防火帯は,火災防護

対象機器を原則防護するように設定する（防火帯の外側となる設備は,送電

線,通信線及び放射能監視設備）。防火帯は,発電所設備及び駐車場の配置状

況を考慮し,干渉しないように設定する。防火帯の設定にあたっては,モルタ

ル吹付け等を行い,可燃性物質がない状態を維持管理する。万一,敷地外の森

林から出火し,敷地内の植生へ延焼するおそれがある場合は,連絡責任者か

らの連絡により自衛消防隊が出動し,予防散水等の延焼防止措置を行う。敷

地内の植生に延焼した場合は,消火活動を行う。予防散水を含む森林火災の

対応の手順については，消火戦略に定める。 

なお，敷地内の植生へ延焼した場合であっても,適切な防火帯幅を確保し

ており,原子炉建物等の重要施設へ延焼せず,安全機能が損なわれることは

ないことを，外部火災影響評価にて確認している。 

(18) 航空機落下等による発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策

発電所施設の大規模損壊に伴う火災対策については別途定める社内文書

に基づいて対応する。 
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(19) 教育・訓練

① 防火・防災教育の実施

防火・防災管理者及びその代行者等は，消防機関等が行う講習会及び研修

会等に参加するとともに，自衛消防組織に配備される要員をはじめとする職

員等に対し防火・防災に関する教育を計画的に実施し，記録及び報告書を各

教育訓練の主管箇所が保管する。 

② 消防訓練の実施

防火・防災管理者は，消火対応の力量を維持するために，訓練を計画的に

実施する。防火・防災管理者は，火災防護活動に係わる訓練の年間計画を作

成する。自衛消防隊に係る教育訓練の例を第１-18表に示す。 
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第１-18表 自衛消防隊に係る教育訓練 

教育・訓練名称 内容 対象者 実施頻度 

総合消防訓練 

・公設消防と自衛消防隊との連携を考慮

した総合的な火災対応訓練（本部組織

設置訓練を含む）

発電所員 １回／年 

自衛消防隊 

連携訓練 

・自衛消防隊の連携向上を目的として，

火災確認から鎮圧までを一連で実施

する訓練

自衛消防隊 ６回／年 

火災初期対応 

教育訓練 

・火災対応手順に関する知識

・消火活動に関する知識・技能

消火班 

（発電部） 
１回／年 

消火班（保修部） 

火災対応教育 

・消火班の位置付け及び役割

・火災発生時の対応手順

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

防火服，現場指揮所設営資機材等）の

配置及び使用方法 

消火班 

（保修部） 
２回／年 

消火班（保修部） 

消防訓練 

・消防装備（防火服，空気呼吸器）の装

着訓練

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

可搬式消防ポンプ，消火ホース，トラ

ンシーバー等）の取扱訓練

消火班 

（保修部） 
１回／月 

消防チーム 

火災対応教育 

・消火班の位置付け及び役割

・火災発生時の対応手順

・消防設備，資機材（消火器，消火栓，

防火服等）の配置及び使用方法

消防チーム 
１回／

班・年 

消防チーム 

現場レイアウト教育 

・火災現場へのアクセス方法，消火設備

の配置，設備（電気設備，危険物内包

設備等）の配置についての現場教育

消防チーム 
１回／

班・年 

消防チーム 

消防訓練 

・消防装備（防火服，空気呼吸器）の装

着訓練

・消防設備及び資機材（消火器，消火栓，

可搬式消防ポンプ，消火ホース，トラ

ンシーバー等）の取扱訓練

消防チーム 
１回／

班・月 

実火訓練 ・実火に対する消火訓練（社外訓練） 自衛消防隊 １回／年 
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③初期消火要員に対する訓練（運転員）

a. 防火・防災管理者は，「初期消火要員に必要な力量及び教育訓練」（第

１-13表）に基づく初期消火要員として運転員の力量が確保されているこ

とを確認するために，社内マニュアルに基づき作成する当該年度の運転

員の教育・訓練の実施結果を年１回確認する。 

b. 中央制御室の制御盤内での火災を想定し，二酸化炭素消火器の取扱いに

関する教育並びに訓練を行うとともに，制御盤内で消火活動を行う場合

は，セルフエアセットを装着することからセルフエアセットの取扱いに

関する訓練を行う。

c. 原子炉格納容器内での消火活動を迅速に行うため，原子炉格納容器内火

災に対する消火戦略を予め作成し，迅速に消火活動ができるよう定期的

に訓練を行う。

④初期消火要員に対する訓練（委託員）

a. 課長（保修管理）は，委託消防員の業務に係る仕様書において，調達要

求事項が社内マニュアルに従って明確に記載されていることを確認する。 

b. 防火・防災管理者は，初期消火要員として委託員の力量が確保されてい

ることを確認するために，委託先の教育・訓練の実施報告書を半期ごと

に確認する。

⑤自衛消防隊（消火班）に対する教育

防火・防災管理者は，自衛消防隊（消火班）に対して，以下に関する訓

練を計画的に実施する。

・消火活動（消火器・屋外消火栓等の使用）

・現場整理（現場交通整理・火災現場保存）

・資機材搬送（消火活動資機材の運搬）

・情報連絡（発電所本部への情報連絡・現場での情報収集・記録）

・救護（負傷者の救護・引き渡しまでの応急手当）

⑥一般職員に対する教育

防火・防災管理者は，原子力発電所の当社一般職員に対して，以下に関す

る教育を計画的に実施する。

・火災防護関連法令，規程類等

・火災発生時における対応手順

・可燃物及び火気作業に関する運営管理

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置

⑦協力会社に対する教育

防火・防災管理者は，原子力発電所に従事する協力会社に対して，作業員

に以下に関する教育を実施するよう指導する。

・火災発生時における対応手順

・可燃物及び火気作業に関する運営管理

・危険物（液体，気体）の漏えい，流出時の措置
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⑧定期的な評価

a. 課長（保修管理）は，消火活動に必要な体制について，総合的な訓練と

実際の消火活動の結果を年１回以上評価して，より適切な体制となるよ

うに見直しを行う。

b. 前項の評価の際には，社内の講評，消防機関等の外部機関からの指導事

項等を踏まえて行う。

(20) 火災防護システムとその特徴

①原子炉の高温停止及び低温停止の達成，維持するための機能の確保を目的

とした火災の発生防止，火災の感知及び消火，火災による影響の軽減の各

対策について，火災防護計画の関連図書に定める。

②重大事故等対処施設並びにこれらが設置される火災区域，可搬型重大事故

等対処施設に対する火災の発生防止，火災の感知及び消火の各対策につい

て，火災防護計画の関連図書に定める。

(21)火災防護設備の保守管理

火災防護設備の性能及び信頼性は，当該設備に施す検査，試験及び保守に依

存することを認識した上で，プラント設備だけでなく消火器具等消防設備も含

めて，すべての火災防護設備が確実に機能するように維持する必要がある。そ

のため，防火・防災管理者は，設備を適切に維持管理するために設備担当箇所

の課長に対し，指導・監督する。 

設備担当箇所の課長は，火災防護設備の検査や試験及び保守について，社内

マニュアルに従い，適切に保守管理を行う。保守管理にあたっては，社内マニ

ュアルに基づき適切に保全重要度を設定する。 

設備担当箇所の課長は，社内マニュアルに基づき保全の重要度に応じた保全

計画の策定を行う。なお，火災防護設備の補修，取替え及び改造の実施にあた

っては，社内マニュアルに基づき，火災防護システムとその特徴を踏まえ必要

に応じて設計計画を作成し，権限者の承認を得る。 

火災防護設備の保全工事等の計画及び実施にあたっては，社内マニュアルに

基づき，発注先に対しての要求事項の明確化等，保全工事等の計画について具

体化し，計画に従い，実施する。 

火災防護設備は，社内マニュアルに基づき点検・補修等の結果から所定の機

能を発揮し得る状態にあることを確認・評価する。火災防護設備の点検・補修

で不適合が生じた場合には，社内マニュアルに基づき，前述の確認・評価の結

果を踏まえて実施すべき点検等の方法，実施頻度及び時期の是正処置並びに予

防処置を講じる。 

火災防護設備の保全の有効性評価及びフォローアップについては，社内マニ

ュアルに基づき，火災防護設備に対する点検の妥当性，保全計画の妥当性等を

確認する。また，評価の結果，改善が必要なものが確認された場合は，これを
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改善する。 

火災防護設備については，社内マニュアルに基づき，火災防護設備に対する

保守管理の妥当性を評価する。また，評価した結果に基づき，必要に応じて保

守管理の改善案を作成する。 

(22)固定式消火設備に係わる運用

固定式消火設備に係わる運用について，以下のとおり定める。

防火・防災管理者は，この運用を作業員に周知するとともに，現場に掲示

する。固定式消火設備の操作は，基本的に初期消火要員（運転員）が行う。 

① 全域及び局所ガス消火設備

全域ガス消火設備で使用するガスはハロン1301であり，設備動作に伴う人

体への影響はないが，全域ガス消火設備の動作時には，当直長は区域内の作

業員等を退避させる。 

全域ガス消火設備の設置区域については，起動時に扉が開状態では消火剤

が流出することから，全域ガス消火設備が設置されていること，及び設置区

域に設置された扉を「閉」運用とすることを現場に明記する。 

局所ガス消火設備は，原子炉建物オペレーティングフロアにケーブルトレ

イを対象に設置することから，消火対象の設備との識別や，設置場所の明示

を行う。 

局所ガス消火設備で使用するガスは，FK-5-1-12であり，設備動作に伴う

人体への影響はないが，局所ガス消火設備の動作時には，当直長は動作エリ

アの作業員等を退避させる。

(23)火災防護計画の継続的改善

防火・防災管理者は，火災防護計画の継続的改善を図るため，火災防護活

動を定期的に評価し，火災防護計画が有効に機能していることを確認すると

ともに，結果に応じて必要な措置を講じる。 
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添付資料１ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

漏えいした潤滑油又は燃料油の拡大防止対策について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉において，ポンプ等の油内包機器から漏えいした潤滑

油又は燃料油の拡大防止対策について示す。 

 

2. 要求事項 

漏えいの拡大防止措置は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に

係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生

防止」の2.1.1に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

 

2.1 火災発生防止 

 2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護

対策を講じた設計であること。 

 (1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区

域は、以下の事項を考慮した、火災の発生防止対策を講ずること。 

  ① 漏えいの防止、拡大防止 

    発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講ずるこ

と。ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場

合は、この限りでない。 

 

3. 漏えい拡大防止対策について 

安全機能を有する構築物，系統及び機器の設置場所にあるポンプ等の油内包機

器のうち，耐震Ｓクラスの機器は，基準地震動により損壊しないよう耐震性を確

保できており，また，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器については，基準地震動により損

壊しないよう耐震性を確保する設計とする。 

さらに，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災

区画にあるポンプ等の油内包機器から機器の故障等により油が漏えいした場合

については，機器の周囲に設置した堰，又は機器周辺のドレンラインを通して床

ドレンサンプへ回収し，漏えい油の拡大を防止する対策を講じる。 

島根２号炉の火災区域又は火災区画にあるポンプ等の油内包機器の油保有量

と堰の容量を第１表に示す。また，堰の設置状況を第１図に示す。
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第１表 火災区域内の油内包機器と堰の容量 

※１：原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器，放射性物質の貯蔵又は閉じ込
め機能を有する機器，重大事故等対処設備のうち，火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策が
必要な機器であり，耐震Ｓクラス又はＳｓ機能維持設計の機器 

※２：タービン○○等の○○はISO粘度グレードを示す一般名称（但し，NKSオイルについては規格番号）
一般名称で分類されていないものは製品名を記載 

※３：一般名称を示す潤滑油については，使用している潤滑油の引火点の最低値を記載
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第１図 堰の設置状況 

堰 

凡例 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

難燃ケーブルの使用について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に

基づき，「安全機能を有する構築物，系統及び機器」に使用するケーブルについ

て，調査結果を以下に示す。 

2. 難燃ケーブルの要求事項

「火災防護に係る審査基準」における難燃ケーブルの要求事項を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有す

るもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、

系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な

場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全

機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止する

ための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、

また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有している

ことが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又は IEEE1202

3. 難燃ケーブルの使用対象箇所及び確認方法

従来から，安全機能を有する構築物，系統及び機器には実用上可能な限り難燃

ケーブルの使用を要求してきている。

「火災防護に係る審査基準」では，難燃ケーブルの使用にあたり，自己消火性

の実証試験（UL垂直燃焼試験）等による確認が追加されたことから，以下のフロ

ーに基づき対象箇所を選定し，ケーブル使用状況及び試験状況について調査，確

認を行った。 

なお，ケーブルの試験方法及び試験結果については，資料４「島根原子力発電

所２号炉における安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について」

に示す。 
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第１図 難燃ケーブルの確認フロー 
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4. ケーブルの難燃性適合状況

安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルについて，絶縁体

とシースの組合せ毎にリスト化を行い，それぞれについて調査を行った。第１表

にケーブルの難燃性適合状況を示す。 

第１表 ケーブルの難燃性適合状況 

分類 No. 絶縁体 シース
UL垂直 

燃焼試験 

IEEE383 
or 

IEEE1202 

フロー
結果

高圧 

ケーブル

動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

低圧 

ケーブル

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

3 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
○ ○ ① 

計装・制御 

ケーブル

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
○ ○ ① 

7 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

制御 

ケーブル

8 シリコンゴム ガラス編組 ○ ○ ① 

9 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
○ ○ ① 

10 難燃性ビニル 難燃性ビニル ○ ○ ① 

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

11 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
○ ○ ① 

12 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
○ ○ ① 

13 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエチ

レン(制御心)

難燃性ビニル ○ ○ ① 

14 

難燃性ビニル（単心

光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエチ

レン(制御心)

低煙害ビニル ○ ○ ①
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島根原子力発電所２号炉における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの 

使用状況について 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況について 

1. 不燃性又は難燃性の換気フィルタの使用状況

機器名称 フィルタ種類 材質 性能 

Ａ，Ｂ－非常用電気室外気処理装置 
プレフィルタ 不織布 難燃性 

中性能フィルタ 不織布 難燃性 

高圧炉心スプレイ電気室外気取入口 プレフィルタ 不織布 難燃性 

高圧炉心スプレイ電気室外気処理装置 
プレフィルタ 不織布 難燃性 

中性能フィルタ 不織布 難燃性 

中央制御室空気調和装置 中性能フィルタ 不織布 難燃性 

中央制御室非常用再循環処理装置 高性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

中央制御室外気処理装置 高性能フィルタ グラスファイバー 難燃性 

RHRポンプ室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

HPCSポンプ室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

RCWポンプ・熱交換器室冷却機 プレフィルタ 不織布 難燃性 

ディーゼル発電機給気消音器 プレフィルタ 不織布 難燃性 

2. JACA No.11A-2003の試験概要について

JACA No.11A-2003の難燃性確認試験については第１図の試験装置を用いて，60

秒間供試フィルタの端部を規定の条件の炎にさらし，燃焼速度，残炎時間，残じ

ん時間，溶融滴下物による発火の有無，燃焼距離を測定し，燃焼性に対する評価

を行うものである。 

第１図 JACA No.11A-2003試験概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3. JIS L 1091の試験概要について

JIS L 1091の難燃性確認試験については第２図の試験装置を用いて，120秒間

供試体を規定の条件の炎にさらし，燃焼面積，残炎時間，残じん時間，燃焼距離

を測定し，難燃性に対する評価を行うものである。 

第２図 JIS L 1091 試験概要図 



添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

保温材の使用状況について 
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添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

保温材の使用状況について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火

災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の要求に

基づき，「安全機能を有する構築物，系統及び機器」に使用する保温材について，

不燃性材料の使用状況を確認した結果を示す。 

2. 要求事項

保温材については，「火災防護に係る審査基準」の「2.1 火災発生防止」の2.1.2

に基づき実施することが要求されている。保温材の要求事項を以下に示す。 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用す

ること。 

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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3. 保温材の不燃性材料使用状況

安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用されている保温材は，「保温設

計基準」にて不燃性材料を要求している。 

不燃性の保温材は，平成 12年建設省告示第 1400号に定められた※１もの，建築

基準法の不燃材料認定品，又は建築基準法に基づく試験により不燃性材料である

ことを確認したものとした。 

第１表に保温材の使用状況例を示す。 

第１表 保温材の使用状況例 

項 目 使用材料 

建設省告示第1400号に定められたもの ケイ酸カルシウム，金属 等

建築基準法の不燃材料認定品 ロックウール，パーライト 等

建築基準法に基づく試験により確認したもの ウレタン

※１：平成12年建設省告示第1400号（不燃材料を定める件）

・建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第九号の規定に基づき，不燃

材料を次のように定める。

・建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第108条の２各号（建築物の外

部の仕上げに用いるものにあっては，同条第一号及び第二号）に掲げる要

件を満たしている建築材料は，次に定めるものとする。

一  コンクリート

二 れんが 

三 瓦 

四 陶磁器質タイル 

五 繊維強化セメント板 

六 厚さが３mm以上のガラス繊維混入セメント板 

七 厚さが５mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 

八 鉄鋼 

九 アルミニウム

十 金属板 

十一 ガラス 

十二 モルタル

十三 しっくい 

十四 石 

十五 厚さが12mm以上のせっこうボード 

(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。) 

十六 ロックウール

十七 グラスウール板 



添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

建物内装材の不燃性について 
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添付資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

建物内装材の不燃性について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において安全機能を有する構築物，系統及び機器を設

置する建物の内装材に対する不燃性材料の使用について示す。 

2. 要求事項

建物内装材への不燃性材料の使用は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

火災防護に係る審査基準」（以下「火災防護に係る審査基準」という。）の「2.1

火災発生防止」の2.1.2 に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、

系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該構築物、系統

及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合

であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を

有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止するための措

置が講じられている場合は、この限りではない。 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生すること

を防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の

潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコ

ーティング剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は

機器において火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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3. 建物内装材における国内規制内容

建物の天井，壁，床に使用する内装材は，出火時の急速な火災拡大を防止する

ための防火規制が定められている。 

火災拡大には，天井材及び壁材の寄与が大きく，床材の寄与は小さいことから，

国内規制では第１表のとおり「天井材及び壁材」と「床材」で規制内容が異なる。 

天井材及び壁材については建築基準法により，また，床材については消防法に

より規制されている。 

第１表 規制内容比較表 

建築基準法 

（第三十五条の二） 

消防法 

（第八条の三） 

規制の種類 内装制限 防炎規制 

規制の対象 壁材，天井材 
床材 

（じゅうたん等） 

規制適合品の分類 

不燃材料 

準不燃材料 

難燃材料 

防炎物品 

認定（確認）の方法 
・試験による大臣認定

・仕様規定
試験による認定 

4. 建物内装材の不燃性について

「3. 建物内装材における国内規制内容」を踏まえ，建築基準法における不燃

材料，準不燃材料及び消防法における防炎物品として防火性能を確認できた材料

を「火災防護に係る審査基準」に適合する「不燃性材料」とする。 

また，国内規定に定められる防火要求において，試験により確認できた材料を

「代替材料」と位置付ける（火災防護に係る審査基準 2.1.2 ただし書きの適用）。 

なお，耐放射線性等の機能要求があり，代替材料の使用が技術上困難な場合で，

不燃材料の表面に塗布されたコーティング剤については，不燃性材料の適用外と

する。（火災防護に係る審査基準2.1.2ただし書き及び（参考）の適用） 

以上より，内装材の適合性を第１図のフローに基づき確認する。 
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第１図 内装材の適合性判定フロー 

5. 内装材の認定，仕様規定の確認（ルートⅠ）

設計図書及び現場確認により，内装材における防火規制上の仕様規定への適合

を確認した。 

なお，中央制御室の床のタイルカーペットは，消防法施行規則第四条の三に基

づき，第三者機関において防炎物品の防炎性能試験を実施し，性能を満足したも

のであり国が登録したものを使用している。 

6. 試験による内装材の適合性判定（ルートⅡ）

内装材のうち防火規制上の認定及び仕様規定への適合が確認できない材料に

ついては，建築基準法第二条一項九号又は消防法施行令第四条の三に基づく試験

により，不燃性材料の防火性能と同等以上（「代替材料」）であることを確認す

る。 

国内規制 

認定品※１ 

機能要求 

かつ 

不燃基材※３ 

不燃性材料表面の

コーティング剤

（不燃性材料同等） 

その他材料 

剥ぎ取り，取替え 

不燃性材料 

ルートⅠ ルートⅣルートⅢ

該当 

非該当 

該当 

非該当 

※１：建築基準法上及び消防法上の認定品

（建築基準法上の仕様規定品含む） 

※２：建築基準法上及び消防法上の試験合格品

※３：不燃材料表面に塗布されたコーティング剤

国内試験 

合格品※２ 

代替材料 

（不燃性材料同等） 

ルートⅡ

該当 

非該当 

END 

START 
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7. 不燃基材の仕様確認（ルートⅢ）

管理区域の床，壁には耐放射線性及び除染性を確保すること，非管理区域の一

部の床には防塵性を確保することを目的として，コーティング剤を塗布する設計

としている。このコーティング剤は，旧建設省告示 1231 号第２試験又は建築基

準法施行令第一条第六号に基づく難燃性が確認された塗料であることに加え，不

燃性材料に塗布されていることを確認することで，火災防護に係る審査基準

2.1.2 の（参考）に基づく「不燃材料表面のコーティング剤は，他の構築物，系

統又は機器において火災が生じるおそれが小さい」に該当することから，不燃性

材料の適用外とする。 

8. 建物内装材の適合性判定結果

「5.内装材の認定，仕様規定の確認」より，建物内装材については不燃性材料

又はこれと同等であることを確認した。（第２表） 

また，第２表に示す以外の内装材を設ける場合については，「6．試験による

内装材の適合性判定」，「7．不燃基材の仕様確認」に基づく設計とする。 

第２表 内装材使用状況一覧 

建物 部屋名称 部位 内装仕様 

制御室建物 中央制御室 

壁 コンクリート＋塗装仕上

天井 コンクリート＋塗装仕上

床 タイルカーペット



添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

消火用非常照明器具の配置図 



８条-別添 1-資料 1-添付 6-1 

添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

消火用非常照明器具の配置図 

1. 概要

建物内の消火栓，消火設備現場盤の設置場所及び設置場所への経路には，移動

及び消火設備の操作を行うため，現場への移動等の時間に加え，消火継続時間20

分を考慮して，１時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具（以下「蓄電池内

蔵型照明」という。）を設置する。 

なお，火災以外の非常時も考慮し８時間以上点灯できる容量の蓄電池内蔵型照

明としている。 

蓄電池内蔵型照明の配置を以下に示す。 
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蓄電池内蔵型照明 仕様 

出力電圧 DC 12V（LED 灯光器） 

出力電流 DC 0.5A（LED 灯光器） 

保護回路 遮断器（AC 6A） 

内蔵電池 小型鉛蓄電池 

非常照明動作時間 満充電時 8時間 

付属ＬＥＤ照明仕様 LED輝度：1,440lm（720lm×2灯） 

入力電圧 AC 100V 

内蔵電池充電方式 定電圧方式 

充電電圧 最大 DC 15V（補充電の場合 DC13～13.5V） 

充電電流 3A以下 

消火用非常照明（壁掛け型）の設置例 

蓄電池 



添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉における 
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添付資料７ 

島根原子力発電所２号炉における 

中央制御室の排煙設備について 

1. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）では，中央制御室のような運転員が常駐する

火災区域には，火災発生時の煙を排気するため排煙設備を設置することが要求さ

れていることから，以下のとおり排煙設備を配備する。 

2. 要求事項

排煙設備の設置は，火災防護に係る審査基準の「2.3 火災の影響軽減」の2.3.1

に基づき実施することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の記載を以下に示す。 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置

する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対策

を講じた設計であること。 

(5) 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のような

通常運転員が駐在する火災区域では、火災発生時の煙を排気できるように

排煙設備を設置すること。なお、排気に伴い放射性物質の環境への放出を

抑制する必要が生じた場合には、排気を停止できる設計であること。
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3. 排煙設備

中央制御室の煙を排気するため，建築基準法等に準じて排煙設備を配備する。

以下に排煙設備の仕様を示す。 

(1) 排煙容量

中央制御室の排煙設備は，「建築基準法施行令第百二十六条の三」に準じ

て，以下の排煙容量とする。 

排煙容量：約186m3/min（11,150 m3/h） 

中央制御室床面積：約75m2（防煙区画のうち床面積最大部） 

建築基準法における排煙容量の算出 

中央制御室防煙区画数：８区画 

最大区画床面積   ：約75m2 

排煙量：最大区画床面積×２m3＝75×2＝150m3/min 

【建築基準法の要求排煙容量】 

120m3/min以上で，かつ，防煙区画部分の床面積１m2につき１m3（２以上の

防煙区画部分に関わる排煙機にあっては，当該防煙区画部分のうち床面積

の最大のものの床面積１m2につき２m3） 

(2) 排煙設備の使用材料

排煙設備の排煙機及びダクトは，火災時における高温の煙の排気も考慮し

て以下の材料を使用する。 

・排煙機：鋼製

・ダクト：亜鉛鉄板

(3) 起動装置

排煙機の起動設備は，排煙設備の運転状況を確認するため，排煙設備近傍

に手動起動装置を設置する。 

(4) 電源

排煙設備の電源は，外部電源喪失を考慮し，非常用電源から供給する。
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添付資料８ 

島根原子力発電所２号炉における 

新燃料貯蔵庫未臨界性評価について 

1．燃料貯蔵上の基準

新燃料貯蔵ラックに燃料を貯蔵する場合，燃料貯蔵上の未臨界性は貯蔵燃料間

の距離を確保すること及びステンレス鋼の中性子吸収効果によって保たれる。 

燃料貯蔵施設は臨界未満であることが基準である。ここでは設計上の基準とし

て，想定される厳しい状態において実効増倍率（ｋｅｆｆ）は，0.95 以下とする。 

なお，新燃料貯蔵ラックにおいて想定される厳しい状態は以下とする。 

想定される厳しい状態 

新燃料貯蔵ラック 
・冠水（水温 65℃）

・燃料要素がラック内で接近した状態

また，燃料貯蔵ラックの製造公差を考慮し，最も結果が厳しくなる状態で評価

する。 

2．解析方法 

新燃料貯蔵庫に対する未臨界性の評価方法は，燃料要素及び貯蔵ラックを第１

図に示す二次元計算セルで代表させ，二次元３群拡散コード（ＰＤＱ相当）を用

いて無限増倍率ｋ∞及び中性子移動面積Ｍ２を求める。解析では，貯蔵燃料間の

距離とステンレス鋼の中性子吸収の効果が考慮されている。 

次に，新燃料貯蔵庫全体の実効増倍率ｋｅｆｆは，貯蔵庫の形状から幾何学的バ

ックリングＢｑ２を求め，次式により計算する。 

221 BqM

k
keff


 

なお，二次元３群拡散コードに使用する燃料要素，冷却材，構造材等の核定数

は，核定数計算コード（GAM，THERMOS相当）より求まる高速，中速，熱群の中性

子スペクトルを基に計算する。 

また，計算に用いる未燃焼の燃料集合体（新燃料）の無限増倍率を，保守的に

1.15を仮定する。 
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3．評価結果 

計算結果は次のとおりである。 

想定される厳しい状態 

2号炉 新燃料貯蔵ラック ｋｅｆｆ＝0.85 

以上の計算は実際より厳しい条件で行ったものである。すなわち，新燃料集合

体の中性子無限増倍率は 1.15 と仮定しているが，実際の燃料は 1.15 以下であ

る。 

なお，新燃料貯蔵庫には，ドレン抜きが設けられており，実際に水がたまるこ

とはない。 

4．結論 

新燃料貯蔵ラックは上記の結果を維持できる頑丈な構造となっており，安全側

の仮定で行った計算結果と合わせて考えると，未臨界性に対して十分な余裕があ

ると考えられる。 
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第１図 ２号炉新燃料貯蔵ラック寸法図（単位：mm） 
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参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

潤滑油及び燃料油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度について 

1. はじめに

火災区域内に設置する油内包設備に使用している潤滑油及び燃料油は，その引

火点が油内包機器を設置する室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも

高いため，可燃性蒸気とならないことを以下のとおり確認した。 

2. 潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度

火災区域内に設置する油内包機器に使用している潤滑油の引火点は約 200～

260℃であり，各火災区域の室内温度（空調設計上の上限値である室内設計温度：

約 40～66℃）及び機器運転時の潤滑油温度（運転時の最高使用温度：約 75～85℃）

に対し大きいことを確認した。 

第１表に，主要な潤滑油内包機器に使用している潤滑油の引火点，室内温度及

び機器運転時の温度を示す。 

第１表 主要な潤滑油の引火点，室内温度及び機器運転時の温度 

潤滑油品種 潤滑油内包機器 引火点[℃] 
室内温度 

[℃] 

機器運転時の 

潤滑油温度

[℃] 

タービン 56
残留熱除去ポンプ 

248 66 85 

タービン 68 252 66 85 

タービン 32 原子炉補機冷却水ポンプ 240 55 75 

タービン 56 原子炉再循環ポンプ 248 65 85 

ディーゼル機関用油 ディーゼル発電設備 260 45 85 

冷凍機油 中央制御室冷凍機 200 40 85 

3. 燃料油の引火点及び室内温度

火災区域内にて使用する燃料油である軽油の引火点は約 45℃であり，プラント

通常運転時のディーゼル発電機室及びディーゼル発電機燃料デイタンク室の室

内設計温度である 40℃に対し大きいことを確認した。 

なお，ディーゼル発電機室及びディーゼル発電機燃料デイタンク室の換気設備

は多重化されており，換気設備の単一故障時に室内温度が上昇しないよう設計さ

れている。 
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参考資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災区域又は火災区画に設置するガスボンベについて 

 発火性又は引火性の気体であるガスボンベの使用状況を確認するために，火災

区域に設置するガスボンベを抽出した。第１表に設置状況を示す。 

第１表 火災区域に設置されるガスボンベについて 

火災区域 ボンベ種類 容量（L） 本数（本） 用途 

原子炉建物 水素ガスボンベ 47 １ 格納容器雰囲気モニタ（A）校正用 

原子炉建物 水素ガスボンベ 47 １ 格納容器雰囲気モニタ（B）校正用 

 火災区域に設置するガスボンベとしては，空気，窒素，水素，酸素，二酸化炭

素ガスボンベ等があるが，発火性又は引火性の気体としては，水素ガスのみであ

ることを確認した。 
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参考資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

重要度の特に高い安全機能を有する系統の火災防護 

1. 概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「設置許可基準規則」という。）第十二条第２項にて，安全機能の重要

度が特に高い安全機能を有するものに対して独立性の確保を要求している。 

島根原子力発電所２号炉の安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するも

のが火災に対して独立性を有していることを以下に示す。 

1.1 基本事項 

[要求事項] 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（安全施設） 

第十二条 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有

するものは、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によ

って一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重

故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合であって、外部電源が

利用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は

器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及

び独立性を確保するものでなければならない。 

 火災を機械又は器具等の単一故障の一つの事象とみなし，安全機能の重要度が

特に高い安全機能を有するものを火災から防護することを目的として，火災の発

生防止対策を行うとともに，火災の感知及び消火，並びに火災の影響軽減を適切

に組み合わせた，火災防護対策を講じる。 

(1) 重要度が特に高い安全機能を有するもの

設置許可基準規則の解釈にて，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」に基づき，安全機能の重要度が特に高い安全機能

を有するものの機能が示されており，当該機能を有する構築物，系統及び機

器を「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針 JEAG 4612-2010」

より抽出し，第１表に示す。 
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第１表 重要度が特に高い安全機能を有するもの 

実用発電用原子炉及びその附
属施設の位置、構造及び設備
の基準に関する規則の解釈 

重要度が特に高い 
安全機能を有するもの 

JEAG4612-2010 

原子炉の
安全停止 
機能 

放射性物
質貯蔵等
の機能 

防護対策
必要機器 

原子炉の緊急停止機能 
制御棒，制御棒案内管 
制御棒駆動機構 
水圧制御ユニット 

○ - × 

未臨界維持機能 

制御棒 
制御棒カップリング 
制御棒駆動機構カップリング 
制御棒駆動機構ラッチ機構 
制御棒駆動機構 
制御棒駆動機構ハウジング 

○ - × 

ほう酸水注入系 ○ - × 
原子炉冷却材圧力バウンダリ
の過圧防止機能 

逃がし安全弁（安全弁開機能） ○ - × 

原子炉停
止後にお
ける除熱
のための 

崩壊熱除去機能 
残留熱除去系（原子炉停止時冷
却モード） 

○ - ○ 

原子炉が隔離され
た場合の注水機能 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイ系 

○ - ○ 

原子炉が隔離され
た場合の圧力逃が
し機能 

逃がし安全弁（手動逃がし機
能） 
自動減圧系（手動逃がし機能） 

○ - ○ 

事故時の
原子炉の
状態に応
じた炉心
冷却のた
めの 

原子炉内高圧時に
おける注水機能 

高圧炉心スプレイ系 ○ - ○ 

原子炉内低圧時に
おける注水機能 

残留熱除去系（低圧注水モー
ド） 
低圧炉心スプレイ系 
高圧炉心スプレイ系 

○ - ○ 

原子炉内高圧時に
おける減圧系を作
動させる機能 

自動減圧系（逃がし安全弁） ○ - ○ 

格納容器内又は放射性物質が
格納容器内から漏れ出た場所
の雰囲気中の放射性物質の濃
度低減機能 

非常用ガス処理系 - ○ ○※１

格納容器の冷却機能 
残留熱除去系（原子炉格納容器
スプレイ冷却モード）

- ○ × 

格納容器内の可燃性ガス制御
機能 

可燃性ガス濃度制御系 - ○ × 
残留熱除去系（再結合装置への
冷却水供給を司る部分） 

- ○ ○ 

非常用交流電源から非常用の
負荷に対し電力を供給する機
能 

非常用所内電源系 ○ - ○ 

非常用直流電源から非常用の
負荷に対し電力を供給する機
能 

直流電源設備 ○ - ○ 

非常用の交流電源機能 非常用所内電源系 ○ - ○ 

非常用の直流電源機能 直流電源設備 ○ - ○ 
非常用の計測制御用直流電源
機能 

計測制御電源設備 ○ - ○ 

補機冷却機能 原子炉補機冷却系 ○ - ○ 

冷却用海水供給機能 原子炉補機海水系 ○ - ○
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実用発電用原子炉及びその附
属施設の位置、構造及び設備
の基準に関する規則の解釈 

重要度が特に高い 
安全機能を有するもの 

JEAG4612-2010 

原子炉の
安全停止 
機能 

放射性物
質貯蔵等
の機能 

防護対策
必要機器 

原子炉制御室非常用換気空調
機能 

中央制御室換気空調系 ○ - ○ 

圧縮空気供給機能 

逃がし安全弁（駆動用窒素源） ○ - × 

自動減圧系（駆動用窒素源） ○ - × 

主蒸気隔離弁駆動用窒素源 - ‐ × 
原子炉冷却材圧力バウンダリ
を構成する配管の隔離機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリ
を構成する機器（隔離弁） 

○ - ○ 

原子炉格納容器バウンダリを
構成する配管の隔離機能 

原子炉格納容器隔離弁及び格
納容器バウンダリ配管 

- ○ × 

原子炉停止系に対する作動信
号（常用系として作動させる
ものを除く）の発生機能 

原子炉緊急停止の安全保護回
路 

○ - ○※2

工学的安全施設に分類される
機器若しくは系統に対する作
動信号の発生機能 

非常用炉心冷却系作動の安全
保護回路 

○ - ○※2

主蒸気隔離の安全保護回路 
原子炉格納容器隔離の安全保
護回路 

- ○ × 

非常用ガス処理系作動の安全
保護回路 

- ○ ○※１※２

事故時の原子炉の停止状態の
把握機能 

中性子束（起動領域モニタ） ○ - ○ 
原子炉スクラム用電磁弁接触
器の状態 
制御棒位置 

○ - × 

事故時の炉心冷却状態の把握
機能 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 
原子炉圧力 

○ - ○ 

事故時の放射能閉じ込め状態
の把握機能 

原子炉格納容器圧力 
サプレッション・プール水温度
格納容器エリア放射線量率

○ ‐ ○ 

事故時のプラント操作のため
の情報の把握機能 

[低温停止への移行] 
原子炉圧力 
原子炉水位（広帯域） 

○ - ○ 

[ドライウェルスプレイ] 
原子炉水位（広帯域，燃料域） 
原子炉格納容器圧力 

[サプレッション・プール冷却]
原子炉水位（広帯域，燃料域）
サプレッション・プール水温度

[可燃性ガス濃度制御系起動] 
原子炉格納容器水素濃度 
原子炉格納容器酸素濃度 

放射能監視設備 - ○ ○※1

○：火災防護に係る審査基準に基づく防護対策が必要な機器

×：火災防護対象系統の機器ではあるが，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないた

め追加の防護対策が不要な機器 

※１：放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する火災防護対象機器のため，火災の影響軽減対策

として区分分離を実施していないもの 

※２：機能要求時に火災によって機能喪失させないように火災区域及び火災区画の分離を実施して

いるもの 
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(2) 各設備の火災防護に関する独立性について

第１表に示す対象機器については，８条-別添１-資料１～９に示すとおり，

重要度と火災影響の有無を考慮して，火災の発生防止対策，火災の感知及び

消火対策，並びに火災の影響軽減対策のそれぞれの対策を講じ，火災防護に

係る審査基準への適合を図っている。 

そのため，ここでは資料２及び９にて個別に評価した結果，追加の火災防

護対策が不要な構造物，系統及び機器，及び火災防護対象機器として追加の

火災防護対策を必要としているものの当該系統について火災防護上の区分分

離を行っていないもの等に対する火災防護対策を以下に示す。 

① 原子炉の緊急停止機能

重要度分類指針によると，原子炉の緊急停止機能に該当する系統は「制御

棒，制御棒案内管，制御棒駆動機構，水圧制御ユニット」である。 

制御棒 137 本，制御棒駆動機構は 137 体，制御棒を動作させる水圧制御ユ

ニットは全 137 基設置されている。

水圧制御ユニットは当該ユニットが動作させる制御棒とのみ接続しており，

ユニット毎に分離している。また，制御棒駆動機構は１本の制御棒に対して

１体ずつ設けられており，他の制御棒駆動機構との接続箇所はない。 

さらに，スクラム動作を行うためのスクラム弁及びスクラムパイロット弁

は各水圧制御ユニットに個別に設けられている。(第１図) 

これら原子炉の緊急停止機能を有する機器等のうち，制御棒，制御棒案内

管については，原子炉内に設置されており，不燃性材料で構成されているこ

とから，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

また，水圧制御ユニットについては，フェイルセーフ設計となっており，

火災によって電磁弁のケーブルが損傷した場合，あるいはスクラム弁・スク

ラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，スクラム弁が

「開」動作しスクラムすることから，火災により本機能に影響が及ぶおそれ

はない。さらに，万一，火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁弁が

無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによって

スクラム弁を「開」動作しスクラムさせることができる。

以上より，本機能は火災によって影響を受けないことから，火災が発生し

た場合でも，独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第１図 制御棒，制御棒案内管，制御棒駆動機構，水圧制御ユニットの概要 
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② 未臨界維持機能

重要度分類指針によると，未臨界維持機能は「制御棒，制御棒カップリング，

制御棒駆動機構カップリング，制御棒駆動機構ラッチ機構，制御棒駆動機構，

制御棒駆動機構ハウジング，ほう酸水注入系」である。 

制御棒は内部に固体状のボロンカーバイドが充填されており，中性子を吸収

する構造となっている。原子炉スクラムにより挿入された制御棒は，ラッチ機

構により機械的に全挿入位置に保持される。 

一方，ほう酸水注入系は，制御棒の後備設備として，五ほう酸ナトリウム水

溶液を高圧ポンプにより原子炉内に注入し，五ほう酸ナトリウム水溶液が原子

炉内全域に行き渡ることにより中性子を吸収する構造となっている。（第２図） 

これら未臨界維持機能を有する構築物，系統及び機器のうち，制御棒，制御

棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング，制御棒駆動機構ラッチ機構，

制御棒駆動機構，制御棒駆動機構ハウジングについては，原子炉内又は格納容

器内に設置されており，不燃性材料で構成されていることから，火災により本

機能に影響が及ぶおそれはない。 

また，ほう酸水注入系については  に設置されており，未臨

界維持機能として同等の機能を有している制御棒駆動機構（水圧制御ユニット

は  に設置，制御棒駆動機構は原子炉格納容器内に設置）と位

置的分散を図り，火災に対する影響軽減対策を実施している。(第３図) 

加えて，「原子力発電所の火災防護規程 JEAC 4626-2010」に基づき，発生防

止対策として過電流による過熱防止対策を講じているとともに，感知・消火対

策として異なる感知方式の感知器，全域ガス消火設備を設置している。 

さらに，異なる区分のケーブル等については，IEEE384 に準じて，離隔，バ

リア又はケーブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離している。 

以上より，火災によって「制御棒，制御棒カップリング，制御棒駆動機構カ

ップリング」及び「ほう酸水注入系」の独立した２種類の系統が同時に喪失す

ることはなく，本機能は独立性を有していると考える。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第３図 ほう酸水注入系と水圧制御ユニットの配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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③ 原子炉圧力バウンダリの過圧防止機能

重要度分類指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能は

「逃がし安全弁（安全弁開機能）」である。 

逃がし安全弁（安全弁開機能）は 12 弁あり，各弁に対して個別に駆動用バ

ネが設置されている。(第４図)

当該設備は格納容器内に設置されており，不燃性材料で構成されているため，

火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

以上より，本機能は火災によって影響を受けないことから，独立した複数個

の機能を有していると考える。 
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④ 格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中の放

射性物質の濃度低減機能

重要度分類指針によると，格納容器内又は放射性物質が格納容器内から漏れ

出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能は「非常用ガス処理系」であ

る。(第５図) 

非常用ガス処理系の構築物，系統及び機器は，同一機能を有する２系統に対

して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として過電流による過熱

防止対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性

内装材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生す

るおそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器及び

自動起動の固定式ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置

する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さい。 

さらに，非常用ガス処理系の排風機及びガス処理装置については，一方の区

分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう一方の区分に影

響を及ぼさないよう，第６図に示す通り，非常用ガス処理系排風機及びガス処

理装置を１時間以上の耐火性能を有する隔壁等で隔離する。 

隔壁については基準地震動に対して機能維持が可能な設計とし，干渉物等に

より設置不可能な部分を除き対象となる設備を最大限分離するよう設置する。

なお，干渉物等が存在しない箇所については第７図の通り，火災影響評価に従

ってFDTs評価※によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁高さ及び幅であ

ることを確認する。（第２表） 

※：FDTsによる火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。 

・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいし

た潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第６図）。

・電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉塞され，

かつ難燃ケーブルを用いておりIEEE384に基づく離隔がなされているため，

火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから評価上の

火災源からは除く。ただし，分離対象機器に関する異区分の露出電線管が

同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策を施すも

のとする。 

・潤滑油の漏えいについては常に状態を監視しており，複数個所からの大規

模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収められ

ており，仮に引火したとしても継続した火災は考えにくいことから，機器

の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。

一方，非常用ガス処理系のケーブルについては，当該火災区域内で異なる区

分毎に電線管に布設しており，他の区分のケーブルと分離している。また，電

動弁については，駆動部の潤滑油（グリース）等は金属に覆われていること，
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空気作動弁も金属に覆われていることから，発火した場合においても他の構築

物，系統及び機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火災に

よって電動駆動機能が喪失した場合でも，当該弁を手動操作することで非常用

ガス処理系の機能を維持することができる。空気作動弁についてはフェイルセ

ーフ設計となっており，火災によって空気作動弁の電磁弁のケーブルが損傷し

た場合，空気作動弁が「開」動作することから，火災により非常用ガス処理系

の機能に影響が及ぶおそれはない。万一，火災によってケーブルが損傷し，電

磁弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによ

って空気作動弁を「開」動作させることができる。 

なお，単一設計である静的機器の一部（配管の一部，フィルタユニット）に

ついて，フィルタは温度監視しており発火点より十分低い温度で維持している

こと（最高運転温度：約 120℃，フィルタ発火点：約 330℃），万一，フィルタ

温度が上昇した場合は中央制御室に警報が発報すること（警報設定値：155℃），

配管は金属等の不燃性材料で構成されていること，フィルタは不燃性材料で構

成された筐体内に設置されていることから，火災が発生するおそれはない。 

以上より，火災によって非常用ガス処理系は機能喪失することはない。 

第２表 対象機器に関する火炎高さと隔壁の干渉状況 

評価対象機器 
機器の 

高さ(m) 

火源 

高さ(m) 

可燃物 

（内包量） 

漏えい火災の

火炎高さ※1 (m) 

火源＋火炎 

高さ(m) 

推定設置 

可能高さ(m) 

非常用ガス 

処理系排風機 

ガス処理装置 

※１：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。

※２：可燃物を含まないが，分離のため機器高さ以上を確保

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第６図 非常用ガス処理系の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第７図 １時間以上の耐火性能を有する隔壁の概要 

温度低減のために必要
な離隔距離を確保 

１時間以上の耐火性能を有する耐火隔壁※ 

プルーム 

火炎 

輻射範囲 

耐火隔壁については鋼板と耐火シートより構成され，１時間以上の耐火性能を満足するために

余裕をみて，ISO834の加熱曲線に沿って３時間の加熱を行い，遮炎性を有することを確認した。 

※片系側の火炎に対し，FDTsを用いて機器の損傷に関する火災影響範囲を算定。

（各機器の損傷基準については，熱可塑性ケーブルの損傷基準で代表）

当該の影響範囲をカバーするように設置する。

耐火隔壁高さ＞火炎高さ，耐火隔壁＞輻射影響距離

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑤ 格納容器の冷却機能

重要度分類指針によると，格納容器の冷却機能は「残留熱除去系（原子炉格

納容器スプレイ冷却モード）」である。 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）は２系統あり，それぞれの系統を用い

て格納容器スプレイ冷却が可能である。(第８図) 

これら格納容器の冷却機能を有する構築物，系統及び機器は，同一機能を有

する２系統に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として潤

滑油の漏えい防止・拡大防止対策，過電流による過熱防止対策，主要な構造材

への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を

講じていることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さい。また，

感知・消火対策として異なる感知方式の感知器，固定式ガス消火設備を設置し

ていることから，これらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶ

おそれは小さい。 

さらに，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の２系統は，それぞれ別の部

屋に設置しており位置的分散を図っている。(第９図) 

なお，単一設計である格納容器スプレイ・ヘッダ管（ドライウェル，サプレ

ッション・チェンバ）については，格納容器内に設置されており，不燃性材料

で構成されていることから，火災により当該スプレイ管の機能に影響が及ぶお

それはない。 

以上より，火災によって残留熱除去系（格納容器冷却モード）２系統は同時

に喪失することはなく，本機能は独立性を有していると考える。
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第８図 残留熱除去系（格納容器冷却モード）の概要
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑥ 格納容器内の可燃性ガス制御機能

重要度分類指針によると，格納容器内の可燃性ガス制御機能は「可燃性ガ

ス濃度制御系及び残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司る部分）」で

ある。 

可燃性ガス濃度制御系及び残留熱除去系（再結合装置への冷却水供給を司

る部分）はそれぞれ２系統あり，それぞれの系統を用いて格納容器内の可燃

性ガス制御が可能である。(第 10図) 

これら格納容器の可燃性ガスを制御する機能を有する構築物，系統及び機

器のうち残留熱除去系については，同一機能を有する２系統に対して，火災

防護に係る審査基準に基づく火災の影響軽減対策として３時間以上の耐火性

能を有する隔壁により区分分離する設計としている。 

可燃性ガス濃度制御系については，同一機能を有する２系統に対して，火

災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として過電流による過熱防止対

策，主要な構造材への不燃性材料の使用，難燃ケーブルの使用，不燃性内装

材の使用等の対策を講じていることから，これらの機器から火災が発生する

おそれは小さい。また，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器及び

自動起動の固定式ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設

置する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さい。 

さらに，可燃性ガス濃度制御系のブロワ，加熱器，再結合装置等について

は，一方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう

一方の区分に影響を及ぼさないよう，第 11 図に示す通り，ブロワ，加熱器，

再結合装置等を１時間以上の耐火性能を有する隔壁等で分離する。隔壁につ

いてはＳｓ機能維持を図るものとし，干渉物等により設置不可能な部分を除

き対象となる設備を最大限分離するよう設置する。 

なお，干渉物等が存在しない箇所については第７図の通り，火災影響評価

に従って FDTs 評価※によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁高さ及び

幅であることを確認する。（第３表） 

※：FDTsによる火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。 

・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいし

た潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第 11図）。

・電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉塞され，

かつ難燃ケーブルを用いておりIEEE384に基づく離隔がなされているため，

火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから評価上の

火災源からは除く。ただし，分離対象機器に関する異区分の露出電線管が

同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策を施すも

のとする。 

・潤滑油の漏えいについては常に状態を監視しており，複数個所からの大規

模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収められ
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ており，仮に引火したとしても継続した火災は考えにくいことから，機器

の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。 

一方，可燃性ガス濃度制御系のケーブルについては，可燃性ガス濃度制御

系設置エリアで異なる区分毎に電線管に布設しており，他の区分のケーブル

と分離している。また，電動弁については，駆動部の潤滑油（グリース）等

は金属に覆われていることから，発火した場合においても他の構築物，系統

又は機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火災によって

電動駆動機能が喪失した場合でも，当該弁を手動操作することで可燃性ガス

濃度制御系の機能を維持することができる。 

以上より，火災によってこれら２系統は同時に喪失することはなく，本機

能は独立性を有していると考える。 

第３表 対象機器に関する火炎高さと隔壁の干渉状況 

評価対象機器 
機器の 

高さ(m) 

火源 

高さ(m) 

可燃物 

（内包量） 

漏えい火災の

火炎高さ※1 (m) 

火源＋火炎 

高さ(m) 

推定設置 

可能高さ(m) 

可燃性ガス濃度

制御系再結合装

置 

※１：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 11図 可燃性ガス濃度制御系の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑦ 原子炉制御室非常用空調換気機能

重要度分類指針によると，原子炉制御室非常用空調換気機能は「中央制御室

非常用空調換気系」である。 

中央制御室非常用空調換気系については，同一機能を有する２系統の中央制

御室送風機，再循環送風機に対して，火災防護に係る審査基準に基づき発生防

止対策として過電流による過熱防止対策，主要な構造材への不燃性材料の使用，

難燃ケーブルの使用，不燃性内装材の使用等の対策を講じていることから，こ

れらの機器から火災が発生するおそれは小さい。 

また，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器及び自動起動の固定式

ガス消火設備を設置していることから，これらの機器を設置する場所で火災が

発生しても影響が及ぶおそれは小さい。 

さらに，中央制御室送風機，再循環送風機については，一方の区分で火災が

発生した場合でも，火災を感知し消火するまでもう一方の区分に影響を及ぼさ

ないよう，第 12-２図に示す通り，中央制御室送風機，再循環送風機を１時間

以上の耐火性能を有する隔壁等で分離する。隔壁についてはＳｓ機能維持を図

るものとし，干渉物等により設置不可能な部分を除き対象となる設備を最大限

分離するように設置する。 

なお，干渉物等が存在しない所については，第７図の通り，火災影響評価に

従ってFDTs評価※によって求めた火災影響範囲を下回らない隔壁高さ及び幅で

あることを確認する。（第４表） 

※：FDTsによる火災影響評価では，以下の条件で評価を行う。 

・考慮する可燃物については，火災影響評価等の結果から機器から漏えいし

た潤滑油（グリース），現場盤，ケーブルトレイを選定（第 12-２図）。

・ブロア電線管については基本埋設されており一部の露出部も不燃材にて閉

塞され，かつ難燃ケーブルを用いており IEEE384に基づく離隔がなされて

いるため，火災が継続し他区分に影響を及ぼすことは考えにくいことから

評価上の火災源からは除く。ただし，分離対象機器に関する異区分の露出

電線管が同時に火災影響範囲に含まれる場合は，影響を受けないよう対策

を施すものとする。 

・潤滑油の漏えいについては巡視等で状態を監視しており，複数個所からの

大規模漏えいは考えにくいこと，潤滑油は軸受部等の閉塞した空間に収め

られており，仮に引火したとしても継続した火災は考えにくいことから，

機器の部位における最大保有箇所の 10%漏えいを仮定する。

一方，中央制御室非常用空調換気系のケーブルについては，当該火災区域内

で異なる区分毎に電線管に布設する設計としており，他の区分のケーブルと分

離している。また，空気作動弁についてはフェイルセーフ設計となっており，

火災によって空気作動弁の電磁弁のケーブルが損傷した場合，空気作動弁が
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「開」又は「閉」動作することから，火災により中央制御室非常用空調換気系

の機能に影響が及ぶおそれはない。万一，火災によってケーブルが損傷し，電

磁弁が無励磁とならない場合においても，電磁弁の電源を OFF とすることによ

って空気作動弁を「開」又は「閉」動作させることができる。 

なお，中央制御室非常用空調換気系は，ダクト及び再循環フィルタを異なる

安全系区分で共用しているが，ダクトについては不燃性材料で構成されている

こと，再循環フィルタは不燃性材料で構成された筐体内に設置されているとと

もに，通常は閉塞されており，通気する際も中央制御室内の空気が通気するも

のであり，発火する要素がないことから，火災による影響が及ぶおそれはない。 

以上より，火災によって中央制御室非常用空調換気系が機能喪失することは

ない。 

第４表 対象機器に関する火炎高さと隔壁の干渉状況 

評価対象機器 

機器の 

高さ

(m) 

火源 

高さ(m) 

可燃物 

（内包量） 

漏えい火災の

火炎高さ※1(m) 

火源＋火炎 

高さ(m) 

推定設置 

可能高さ(m) 

中央制御室送風

機 

中央制御室非常

用再循環送風機 

※１：Thomas の式と Heskestad の式の内，大きな値を記載。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 12-１図 中央制御室空調換気系の概要 



８条-別添 1-資料 1-参考 3-26 

第 12-２図 中央制御室非常用空調換気系の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑧ 圧縮空気供給機能

重要度分類指針によると，圧縮空気供給機能は「駆動用窒素源（逃がし安全

弁への供給，主蒸気隔離弁への供給）」である。 

駆動用窒素源（アキュムレータ）はそれぞれの逃がし安全弁，主蒸気隔離弁

に個別に設置されている。(第 13図) 

これら圧縮空気供給機能を有する構築物，系統及び機器のうち，逃がし安全

弁の駆動用窒素源については，格納容器内に配置されており，不燃性材料で構

成されているため，火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

主蒸気隔離弁の駆動用窒素源のうち内側隔離弁は，格納容器内に設置され，

不燃性材料で構成されているため，火災により本機能に影響が及ぶおそれはな

い。 

主蒸気隔離弁の駆動用窒素源のうち外側隔離弁については，フェイル・クロ

ーズ設計となっており，火災により当該弁が機能喪失すると自動で閉止する設

計となっている。万一の不動作を想定しても，格納容器内側に設置する内側隔

離弁で主蒸気隔離機能を確保できることから，主蒸気隔離機能が喪失すること

はない。 

以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災

が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第 13図 圧縮空気供給機能の概要 
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⑨ 原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離機能

重要度分類指針によると，原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の隔離

機能は「原子炉格納容器バウンダリ隔離弁」である。 

原子炉格納容器バウンダリ隔離弁は，JEAC4602-2004「原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程」に基づき設置され

ており，かつ，設置許可基準規則 32 条への適合性を有している。(第 14図) 

これら原子炉格納容器バウンダリ隔離弁については，下記のいずれかの方針

に基づき設置されており，バウンダリ機能は火災に対する独立性を有している

と考える。 

ⅰ 原子炉格納容器内外に異なる区分の電動弁又は空気作動弁を２弁設置 

原子炉格納容器内外で位置的分散が図られており，異なる区分のケーブ

ル等については，IEEE384に準じて，離隔，バリア又はケーブルトレイカバ

ーあるいは電線管の使用等により分離していること，空気作動弁について

は原子炉格納容器の隔離機能を確保するためフェイル・クローズ設計，す

なわち火災により当該弁が機能喪失すると自動で閉止する設計となってい

ることから，火災によって原子炉格納容器内外両方の弁が同時に機能喪失

することはない。 

ⅱ 原子炉格納容器外に異なる区分の電動弁，空気作動弁又は電磁弁を２弁設

置 

原子炉格納容器外に設置されている異なる区分の２つの電動弁，空気作

動弁又は電磁弁は，空気作動弁・電磁弁については原子炉格納容器の隔離

機能を確保するため，フェイル・クローズ設計，すなわち火災により当該

弁が機能喪失すると自動で閉止する設計となっている。万一の不動作を想

定しても，これらの弁は異なる電源区分で多重化された構成となっており，

かつ電源設備やケーブルは IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケーブル

トレイカバーあるいは電線管の使用等により分離していること，電磁弁の

電源を OFF することで隔離弁を閉止させることができる。電動弁について

も，異なる区分のケーブル等は IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケー

ブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離している。 

以上より，火災によっても多重化された空気作動弁又は電磁弁が両方と

も開動作するおそれは小さく，火災によっても本機能は維持される。 

ⅲ 原子炉格納容器内又は外に逆止弁を設置 

逆止弁は不燃性材料で構成されているため，火災により逆止弁の機能に

影響が及ぶおそれはない。このため，逆止弁が設置された系統については，

火災により本機能に影響が及ぶおそれはない。 

ⅳ 原子炉格納容器外で閉ループを構成する系統 

原子炉格納容器外で閉ループを構成する系統については，当該ループの

配管等は不燃性材料で構成されていることから，火災により本機能に影響

が及ぶおそれは小さい。 
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以上のことから，火災によって各ラインの配管，隔離弁が全て機能喪失する

ことはなく，本機能は独立した２種類の機能を有している。 
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⑩ 原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）の発

生機能

重要度分類指針によると，原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作

動させるものを除く）の発生機能は「原子炉緊急停止の安全保護回路」である。

(第 15図) 

原子炉停止系の安全保護回路は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止

対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感知・消火対

策として異なる感知方式の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に

固定式ガス消火設備を設置する。 

さらに，安全保護回路はフェイルセーフ設計となっており，火災によって損

傷した場合はトリップ信号が発生すること，万一，誤動作した場合でも，安全

保護回路は区分毎に IEEE384に準じて，離隔，バリア又はケーブルトレイカバ

ーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，現場計装ラック

は区分毎に位置的に分散して配置していること，中央制御室に設置するトリッ

プ論理回路については区分毎に別の制御盤に設置することから，火災によって

複数の区分が同時に誤動作する可能性はきわめて小さい。(第 16図) 

以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災

が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第 15図 原子炉保護系作動信号の概要 



８条-別添 1-資料 1-参考 3-34 

第 16図 原子炉停止系に対する作動信号（常用系として作動させるものを除く）

の発生機能に係る制御盤等の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑪ 工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に対する作動信号の発生

機能

重要度分類指針によると，工学的安全施設に分類される機器若しくは系統に

対する作動信号の発生機能は「非常用炉心冷却系作動の安全保護回路」「主蒸

気隔離の安全保護回路」「原子炉格納容器隔離の安全保護回路」「非常用ガス処

理系の安全保護回路」である。(第 17 図)  

これらの安全保護回路のうち，主蒸気隔離の安全保護回路は，火災防護に係

る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じ

ているとともに，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器及び煙の充満

により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を設置する。 

さらに，安全保護回路はフェイルセーフ設計となっており，火災によって損

傷した場合はトリップ信号が発生すること，万一，誤動作した場合でも，安全

保護回路は区分毎に IEEE384に準じて，離隔，バリア又はケーブルトレイカバ

ーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，現場計装ラック

は区分毎に位置的に分散して配置していること，中央制御室に設置するトリッ

プ論理回路については区分毎に別の制御盤に設置することから，火災によって

複数の区分が同時に誤動作する可能性はきわめて小さい。(第 18図) 

一方，非常用炉心冷却系作動の安全保護回路，原子炉格納容器隔離の安全保

護回路，非常用ガス処理系の安全保護回路は，火災防護に係る審査基準に基づ

き発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じているとともに，感

知・消火対策として異なる感知方式の感知器及び煙の充満により消火困難とな

る場所に固定式ガス消火設備を設置する。 

さらに，安全保護回路は区分毎に IEEE384 に準じて，離隔，バリア又はケー

ブルトレイカバーあるいは電線管の使用等により分離して配置していること，

現場計装ラックは区分毎に位置的に分散して配置していること，中央制御室に

設置する作動回路・トリップ論理回路については区分毎に別の制御盤に設置す

ることから，火災により２区分のうち１区分以上が機能を維持できる。 

以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火災

が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第 17図 工学的安全施設作動信号（非常用炉心冷却系作動＜ＬＰＣＳ/ＬＰＣＩ＞） 

の概要 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑫ 事故時の原子炉の停止状態の把握機能

重要度分類指針によると，事故時の原子炉の停止状態の把握機能は「事故

時監視計器の一部（中性子束（起動領域モニタ），原子炉スクラム用電磁弁接

触器の状態，制御棒位置）」である。(第 19図) 

これらの監視計器のうち，中性子束（起動領域モニタ）については，火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブルとして火災防護に係る審査基準に基

づき発生防止対策，感知・消火対策，火災の影響軽減対策をそれぞれ実施す

る。 

原子炉スクラム用電磁接触器の状態は，区分毎に盤筐体に収納し物理的分

離を行っているとともに，ケーブルについても区分毎に IEEE384 に準じて位

置的に分離して配置していることから，火災によって複数の区分が同時に機

能喪失する可能性はきわめて小さい。また，制御棒位置と原子炉スクラム用

電磁弁接触器の状態を監視するために必要な設備とは，物理的分離を行って

いる。(第 20図)さらに，原子炉スクラム用電磁弁接触器の状態，制御棒位置

は，火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使

用等の対策を講じているとともに，感知・消火対策として消防法に基づき感

知器，消火器等を設置している。 

以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火

災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第 20図 原子炉スクラム用電磁接触器の状態及び制御棒位置の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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⑬ 事故時のプラント操作のための情報の把握機能

重要度分類指針によると，事故時のプラント操作のための情報の把握機能

は「事故時監視計器の一部（原子炉圧力，原子炉水位（広帯域，燃料域），原

子炉格納容器圧力，サプレッション・プール水温度，原子炉格納容器水素濃

度，原子炉格納容器酸素濃度，放射能監視設備）」である。(第 21図) 

これらの監視計器のうち，事故時監視計器の一部（原子炉圧力，原子炉水

位（広帯域，燃料域），原子炉格納容器圧力，サプレッション・プール水温度，

原子炉格納容器水素濃度）については，火災防護対象機器及び火災防護対象

ケーブルとして火災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策，感知・消火

対策，火災の影響軽減対策をそれぞれ実施する。 

原子炉格納容器酸素濃度，放射能監視設備（排気筒モニタ）は，検出器を

多重化し，位置的分散を図っている。また，電路についても IEEE384 に準じ

て電線管の使用等により分離して配置していることから，火災によって複数

の区分が同時に機能喪失する可能性はきわめて小さい。(第 22図)さらに，火

災防護に係る審査基準に基づき発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の

対策を講じている。 

以上より，本機能は火災によって同時に全機能が喪失しないことから，火

災が発生した場合でも独立した複数個の機能を有していると考える。 
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第 21 図 原子炉格納容器水素濃度及び酸素濃度の概要 
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第 22図 原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納容器酸素濃度の配置 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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参考資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

水密扉の止水機能に対する火災影響について 

1. 概要

水密扉については，溢水発生時に安全機能を有する機器を防護することを目的

として設置されている。しかしながら，水密扉のパッキンが難燃性であることか

ら，火災時には止水機能の低下のおそれがある。これに対して「火災防護に係る

審査基準 2.2.3」の（参考）では火災時に考慮する消火用水供給系統からの放水

による溢水が想定されることが求められているため，火災発生の状況と消火活動

において放水される溢水に対して安全機能が確保されていることが必要となる。

火災については単一火災と地震随伴火災が想定されることを踏まえ，水密扉が設

置された箇所を整理し，安全機能への影響を評価する。 

2. 水密扉の設置箇所と火災発生時の影響について

水密扉については火災防護の観点からは，以下の区域の境界に設置される。

①固定式消火設備が設置された安全機能を有する火災区域

②可燃物量の評価により固定式消火設備の対象から除いた安全機能を有する

火災区域

③安全機能を有しない火災区域（屋外を含む）

2.1. 単一火災 

  単一火災においては上記のいずれの区域からも火災の発生が想定される。対

して，消火活動における消火用水供給系統からの放水による溢水に関して，内

部溢水影響評価ガイドでは，消火栓による消火活動が想定される場合について

溢水を想定することとしている。①固定式消火設備を設置した火災区域の境界

については，速やかに固定式消火設備により消火がなされ消火栓による消火活

動は想定されない。また，②可燃物量の評価により固定式消火設備の対象から

除いた安全機能を有する火災区域の境界においては，可燃物量が少量であり，

いずれも金属製筐体や電線管に覆われ，大規模火災の発生や煙の大量発生が考

えにくいことから，十分な量の消火器による消火活動を行う設計であるため，

消火栓による消火活動は想定しない。よって，火災時においても消火水による

溢水は想定されず，溢水防護への影響は生じない。これらに対して，③安全機

能を有しない火災区域の境界については消火栓による消火活動が想定される

ことから，火災発生区域の水密扉を含めた止水機能が喪失した状態で消火活動

に伴う放水による溢水と安全機能への影響の有無を評価した。評価の結果，水

密扉からの消火水の溢水により安全機能へ影響を及ぼす区域はないことを確

認している。 
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よって，以上から単一火災において消火活動時の消火水による溢水に対して

水密扉の機能が要求されるものはない。 

2.2. 地震随伴火災 

 地震随伴火災としては耐震Ｂ，Ｃクラス機器の破損による火災が想定される。

出火源となる耐震Ｂ，Ｃクラス機器については安全機能を有する火災区域に設

置されたものの他に安全機能を有していない火災区域に設置されたものを含

めて，隣接する火災区域への温度影響を評価した上で安全機能を有する火災区

域に対して影響を及ぼすものは耐震性を確保する設計とする。これにより地震

随伴火災の発生と隣接区域への影響を防止するとともに安全機能を有する火

災区域で，万一，耐震Ｂ，Ｃクラス機器の破損による火災が発生した場合であ

っても，固定式消火設備が設置された火災区域では速やかに消火がなされるこ

と，固定式消火設備の設置対象から除いた安全機能を有する火災区域に設置さ

れた耐震Ｂ，Ｃクラス機器は可燃物量が少なく，消火器により速やかな消火が

可能であることから，地震随伴火災により①，②に示した安全機能を有する火

災区域で水密扉の機能が喪失することはない。 

よって，水密扉の防護機能並びに安全機能に影響を及ぼす地震随伴火災は生

じない。 

3. 消火設備の破損，誤動作又は誤操作について

「火災防護に係る審査基準 2.2.3」の(参考)においては消火活動時の消火水の

溢水の他に消火設備の破損，誤動作又は誤操作について内部溢水影響評価ガイド

により確認することが求められている。内部溢水影響評価ガイドにおいては，想

定破損に対して他設備の健全性を仮定していること，また，誤動作，誤操作につ

いては消火栓の元弁が手動弁であることから現場での意図した人為的な行為を

除き，原因や状況が特定されない偶発的な事象であると考えられ，これらも想定

破損と同様の考え方と考えられることから，水密扉によりこれらの溢水から安全

機能を防護可能である。なお，消火設備の破損については地震による破損も考え

られるが，2.2.に示すとおり，安全機能を有する火災区域に影響が考えられる耐

震Ｂ，Ｃクラス機器については耐震性の確保により地震随伴火災の発生防止を図

っていることから，水密扉の防護機能は保たれ，消火水配管の破損に伴う溢水に

よって安全機能への影響は生じない。 

4. まとめ

火災区域毎の境界の水密扉と各火災並びに溢水について，安全機能への影響の

有無を以下の第１表に整理する。 

水密扉については単一火災並びに地震随伴火災による火災とその際の消火活

動に伴う放水による溢水に対して，安全機能を損なうものではない。 
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第１表 水密扉の設置状況と各火災並びに溢水に対する影響一覧 

水密扉の設置箇所 

単一火災 地震随伴火災 
消火設備の破損，誤動

作又は誤操作による安

全機能への影響 
消火水の

溢水想定 

水密扉の機能喪失

による安全機能へ

の影響 

水密扉の機能並び

に安全機能への影

響 

安全機能を有する

火災区域の境界 

固定式消火設備

有 
－ 

溢水が想定されな

いことから影響な

し 

低耐震クラス機器

の火災発生防止に

よる機能確保 

水密扉により防護 

固定式消火設備

無（消火器によ

る対応） 

－ 

溢水が想定されな

いことから影響な

し 

低耐震クラス機器

の火災発生防止に

よる機能確保 

水密扉により防護 

安全機能を有しな

い火災区域の境界 

固定式消火設備

無 
有 

溢水評価の結果影

響なし 

低耐震クラス機器

の火災発生防止に

よる機能確保 

水密扉により防護 



参考資料５ 
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参考資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

1. 概要

島根原子力発電所２号炉の火災防護対象機器の選定において，不燃性材料であ

る金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等については，火災によっても安全機

能に影響を及ぼさないものと整理している。 

しかしながら，配管フランジや弁ボンネットフランジについては，漏えい防止

のため，不燃性ではないパッキン類が取り付けられていることから，燃焼試験に

より火災影響について評価を行った。 

2. 燃焼試験

2.1. 試験体の選定 

プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッキンについては，

耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷却系等の一部の低温配管フラン

ジには黒鉛系パッキンに比べ耐熱性の劣るシートパッキン，海水系の配管フラ

ンジでは，ゴムパッキンを使用している。

よって，熱影響を考慮する必要があると考えられるシートパッキン，ゴムパ

ッキンについて以下の代表品を用いて燃焼試験を実施する。 

試験にあたっては体積が小さく入熱による温度影響を受けやすい小径配管

を模擬する。 

第１表 試験体とするパッキンの仕様 

名称 サイズ 使用温度 厚さ 

25A -100℃～183℃ 1.5t 

25A -30℃～120℃ 3.0t 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.2. 試験方法・判定基準 

試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模擬して，パッキ

ンの直下からバーナーにより直接加熱を３時間実施する。

加熱後，シート面の外観確認と燃焼によるパッキンの構成成分の酸化消失の

有無を確認するため，熱重量測定を行い，加熱前後で比較する。 

また，1.0MPa にて 10分間の耐圧試験により，漏えいの無いことを確認する。 

加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，熱重量測定の

測定箇所を第３図に示す。 

第１図 加熱試験の概要 
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試験体 汎用非石綿ジョイントシート ゴム打ち抜きガスケット 

加熱中 

加熱後 

（下面） 

第２図 試験体の加熱状況 

第３図 熱重量測定の測定箇所 

試料採取箇所（圧縮部内径側） 

試料採取箇所（圧縮部） 

平面 断面（拡大図） 
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2.3. 試験結果 

2.3.1. 汎用非石綿ジョイントシートの試験結果 

 各試験について，試験結果を以下の第２表に示す。 

第２表 汎用非石綿ジョイントシート試験結果 

試験体 シート面外観確認 熱重量測定 耐圧試験 

汎用非石綿ジョイント

シート
異常なし 変化なし 漏えいなし 

 第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化は見られなかっ

た。 

 また，熱重量測定について測定結果を第５図に示す。加熱の前後で変化が

見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健

全性を維持できることを確認した。 

 耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。 

表 裏 

試験前 

試験後 

第４図 加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシート） 

上 

上 上 

上 

下 

下 下 

下 
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第５図 熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.3.2. ゴム打ち抜きガスケットの試験結果 

 各試験について試験結果を以下の第３表に示す。 

第３表 ゴム打ち抜きガスケット試験結果 

試験体 シート面外観確認 熱重量測定 耐圧試験 

ゴム打ち抜きガスケット 異常なし 変化なし 漏えいなし 

 第６図に示すとおり，外観確認においては加熱側になる下部の縁沿いに焦

げ跡が確認されたが，シート面に変化は見られなかった。 

 また，熱重量測定について測定結果を第７図に示す。加熱の前後で変化が

見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健

全性を維持できることを確認した。 

 耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。 

表 裏 

試験前 

試験後 

第６図 加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット） 

上 

下 

上 

下 

上 

下 

上 

下 
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第７図 熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット） 

3. まとめ

以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する熱影響に弱いパッ

キンについて３時間の直接加熱に対しても配管系からの放熱並びに内部流体に

よる熱除去によって熱影響による機能喪失が生じないことを確認した。 

これらより高い耐熱性を有する黒鉛系パッキンについても熱影響に対して同

等以上の性能を有するものである。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な機器の選定について 

1. 概 要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）の「2．基本事項」では，「原子炉施設内の

火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器」を

火災から防護することを目的とし，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器」が設置される火災区域

及び火災区画の分類に基づき，火災防護対策を実施することを要求し，「1.2 用

語の定義」には，安全機能の一つとして「原子炉を停止，冷却するための機能」

が記載されている。（次頁参照） 

また，「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」の「第十二条」では，「安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、

安全機能が確保されたものでなければならない。」と要求し，その解釈には，「安

全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもの」については，「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（以下「重要度分類

審査指針」という。）によることを要求している。（次頁参照） 

さらに，発電用原子炉施設内の単一の内部火災によって，安全保護系及び原子

炉停止系の作動が要求される場合には，火災による影響を考慮しても，多重化さ

れたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく原子炉を高温停止及び低温停

止できることが要求されている。（次頁参照） 

以上を踏まえ，火災防護対策については，重要度分類審査指針におけるすべて

の安全機能を有する構築物，系統及び機器を対象として実施する設計とし，本資

料では，その中でも特に火災防護に係る審査基準に基づく対策を行う対象として，

島根原子力発電所２号炉における単一の内部火災の発生を想定した場合に，原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を有する構築物，

系統及び機器を，重要度分類審査指針を参考に選定する。 

なお，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器につ

いては資料９に示す。
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「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

 

1. まえがき 

1.2 用語の定義 

(15)「安全機能」 原子炉の停止、冷却、環境への放射性物質の放出抑制を確保す

るための機能をいう。 

 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、

系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及

び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の

影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。 

  ① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

  ② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域 

 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止系の

作動が要求される場合には、火災による影響を考慮しても、多重化された

それぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温

停止できる設計であること。 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の 

基準に関する規則」 

 

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保された

ものでなければならない。 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の 

基準に関する規則の解釈」 

 

第１２条（安全施設） 

１ 第１項に規定する「安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもの」

については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」による。ここで、当該指針における「安全機能を有する構築物、系統

及び機器」は本規定の「安全施設」に読み替える。 
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2. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する機

能，系統の確認

2.1. 運転状態の整理 

火災防護に係る審査基準は，発電用原子炉施設内のいかなる単一の内部火災

によっても，安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合には，火災

による影響を考慮しても，多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うこ

となく，発電用原子炉を安全停止することを求めている。 

このため，「島根原子力発電所２号炉における原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し，維持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器」の選定

に当たっては，発電用原子炉の状態が運転，起動，高温停止，低温停止及び燃

料交換（ただし，全燃料全取出の期間を除く）のそれぞれにおいて，原子炉の

高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器

を網羅的に抽出する。
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2.2. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能の特定 

設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能について，

重要度分類審査指針より以下のとおり抽出した。（添付資料１） 

なお，ここでは原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために直

接必要な機能に加え，当該機能が喪失すると炉心の著しい損傷又は燃料の大量

の破損を引き起こす可能性があり，その結果，原子炉の高温停止及び低温停止

の達成・維持に影響を及ぼすおそれがある機能についても抽出した。 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能

(2) 過剰反応度の印加防止機能

(3) 炉心形状の維持機能

(4) 原子炉の緊急停止機能

(5) 未臨界維持機能

(6) 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能

(7) 原子炉停止後の除熱機能

(8) 炉心冷却機能

(9) 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能

(10) 安全上特に重要な関連機能

(11) 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能

(12) 事故時のプラント状態の把握機能

(13) 制御室外からの安全停止機能
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2.3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保

するための系統 

2.2．で示した「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必

要な機能」の分類に対し，本項では，火災によってこれらの機能に影響を及ぼ

す系統を，重要度分類審査指針を参考に抽出する。 

設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を達成す

るための系統を，重要度分類審査指針を参考に抽出すると第２-１表のとおりと

なる。 

第２-１表 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため 

に必要な機能を達成するための系統 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成 

し，維持するために必要な機能 

左記機能を達成するための系統 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 ・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配

管系

(2) 過剰反応度の印加防止機能 ・制御棒カップリング

(3) 炉心形状の維持機能 ・炉心支持構造物

・燃料集合体（燃料除く）

(4) 原子炉の緊急停止機能 ・原子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御

棒駆動系（スクラム機能））

(5) 未臨界維持機能 ・原子炉停止系（制御棒による系，ほう酸水注入系） 

(6) 原子炉冷却材圧力バウンダリの過

圧防止機能

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）

(7) 原子炉停止後の除熱機能 ・原子炉隔離時冷却系

・高圧炉心スプレイ系

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

・逃がし安全弁（手動逃がし機能）

・自動減圧系（手動逃がし機能）

(8) 炉心冷却機能 ・非常用炉心冷却系（残留熱除去系（低圧注水モー

ド），低圧炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系，

自動減圧系）

(9) 工学的安全施設及び原子炉停止系

への作動信号の発生機能

・安全保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，非

常用炉心冷却系作動の安全保護回路，主蒸気隔離

弁の安全保護回路，原子炉格納容器隔離の安全保

護回路，非常用ガス処理系作動の安全保護回路）

(10) 安全上特に重要な関連機能 ・非常用所内電源系

・中央制御室及びその遮へい・非常用空調換気系

・非常用補機冷却水系

・直流電源系

(11) 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり

機能

・逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）

(12) 事故時のプラント状態の把握機能 ・事故時監視計器の一部

(13) 制御室外からの安全停止機能 ・制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するも

の）
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上記の整理の結果，設計基準対象施設のうち，発電用原子炉施設において火

災が発生した場合に「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な機能を達成するための系統」として，火災防護対象とする系統は，そ

れぞれの系統の操作と監視に必要な計測制御系も含めると以下のとおりとなる。

それぞれの系統図（制御棒カップリング，炉心支持構造物，燃料集合体，制御

室外原子炉停止装置，計測制御系及び安全保護系を除く）を添付資料２に示す。 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

(2) 制御棒カップリング

(3) 炉心支持構造物

(4) 燃料集合体（燃料を除く）

(5) 原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））

(6) ほう酸水注入系

(7) 逃がし安全弁

(8) 自動減圧系

(9) 残留熱除去系

(10) 原子炉隔離時冷却系

(11) 高圧炉心スプレイ系

(12) 低圧炉心スプレイ系

(13) ディーゼル発電機（燃料移送系を含む）

(14) 非常用交流電源系

(15) 直流電源系

(16) 原子炉補機冷却系

(17) 原子炉補機海水系

(18) 高圧炉心スプレイ補機冷却系

(19) 高圧炉心スプレイ補機海水系

(20) 非常用空調換気系

(21) 中央制御室非常用空調換気系

(22) 制御室外原子炉停止装置

(23) 計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）

(24) 安全保護系
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3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保す

るための系統の境界を構成する電動弁等

「2.3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能

を確保するための系統」で示した系統は，「原子炉の高温停止及び低温停止を達

成し，維持するために必要な機能を達成するための系統以外の系統（以下「他系

統」という。）」と境界を構成する「電動弁」及び「空気作動弁」が，火災によ

り期待する機能に影響を受ける可能性があることから，以下に示すとおり，「原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器」となる可能

性のあるものとして網羅的に抽出する。 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

原子炉冷却材圧力バウンダリには，他系統と境界を構成する電動弁，空気

作動弁，窒素作動弁として，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第１

図参照） 

・主蒸気内側隔離弁（AV202-1）

・主蒸気外側隔離弁（AV202-2）

・主蒸気ドレン内側隔離弁（MV202-2）

・主蒸気ドレン外側隔離弁（MV202-3）

・原子炉給水外側隔離逆止弁（AV204-101）

・CUW入口 PCV 内側隔離弁（MV213-3）

・CUW入口 PCV 外側隔離弁（MV213-4）

・RCIC 蒸気内側隔離弁（MV221-20）

・RCIC 蒸気外側隔離弁（MV221-21）

・RHR 注水弁（MV222-5）

・RHR 炉水入口内側隔離弁（MV222-6）

・RHR 炉水入口外側隔離弁（MV222-7）

・RHR ポンプ炉水戻り弁（MV222-11）

・LPCS 注入弁（MV223-2）

・HPCS 注入弁（MV224-3）

(2) 制御棒カップリング

制御棒カップリングには，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(3) 炉心支持構造物

炉心支持構造物には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

(4) 燃料集合体（燃料を除く）

燃料集合体（燃料を除く）には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
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(5) 原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））

原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））には，他系統と

境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置されていない。 

(6) ほう酸水注入系

ほう酸水注入系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置

されていない。（添付資料２の第２図参照） 

(7) 逃がし安全弁

逃がし安全弁には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置さ

れていない。（添付資料２の第１図参照） 

(8) 自動減圧系

自動減圧系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設置され

ていない。（添付資料２の第１図参照） 

(9) 残留熱除去系

残留熱除去系には，他系統と境界を構成する電動弁として，以下の弁が設

置されている。（添付資料２の第３図，第４図参照） 

・RCICポンプミニマムフロー弁（MV221-6）

・RHRトーラス水移送第１隔離弁（MV222-20）

・RHRトーラス水移送第２隔離弁（MV222-21）

・HPCSポンプトーラス側ミニマムフロー弁（MV224-7）

(10) 原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁と

して，以下の弁が設置されている。（添付資料２の第５図参照） 

・B-主蒸気内側隔離弁（AV202-1B）

・主蒸気ドレン内側隔離弁（MV202-2）

・第１テスト弁（MV221-4）

・第２テスト弁（MV221-5）

・RCIC HPAC タービン蒸気入口弁（MV221-34）

（今後設置予定）

・A-RHRテスト弁（MV222-15A）

・A-RHRポンプミニマムフロー弁（MV222-17A）

・HPCS第２テスト弁（MV224-6）

・HPCSポンプ CST側第２ミニマムフロー弁（MV224-9）
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(11) 高圧炉心スプレイ系

高圧炉心スプレイ系には，他系統と境界を構成する電動弁として，以下の

弁が設置されている。（添付資料２の第６図参照） 

・RCICテスト第２弁（MV221-5）

・RHRテスト弁（MV222-15B,C）

・RHRポンプミニマムフロー弁（MV222-17B,C）

・FMWポンプ入口弁（MV285-1）

(12) 低圧炉心スプレイ系

低圧炉心スプレイ系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は

設置されていない。（添付資料２の第７図参照） 

(13) ディーゼル発電機（燃料移送系を含む）

燃料移送系を含めたディーゼル発電機には，他系統と境界を構成する電動

弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２の第８図，第９図参照） 

(14) 非常用交流電源系

非常用交流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付

資料２の第 10 図参照） 

(15) 直流電源系

直流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。（添付資料２

の第 11図，第 12図参照） 

(16) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系には，他系統と境界を構成する電動弁として，以下の弁

が設置されている。（添付資料２の第 13図参照） 

・RCW常用補機冷却水入口切替弁（MV214-1）

(17) 原子炉補機海水系

原子炉補機海水系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設

置されていない。（添付資料２の第 14図参照） 

(18) 高圧炉心スプレイ補機冷却系

高圧炉心スプレイ補機冷却系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気

作動弁は設置されていない。（添付資料２の第 15図参照） 
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(19) 高圧炉心スプレイ補機海水系

高圧炉心スプレイ補機海水系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気

作動弁は設置されていない。（添付資料２の第 15図参照） 

(20) 非常用空調換気系

非常用空調換気系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気作動弁は設

置されていない。（添付資料２の第 16図～第 19図参照） 

(21) 中央制御室非常用空調換気系

中央制御室非常用空調換気系には，他系統と境界を構成する電動弁，空気

作動弁は設置されていない。（添付資料２の第 20図参照） 

(22) 制御室外原子炉停止装置

制御室外原子炉停止装置には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。 

(23) 計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）

計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）には，電動弁，空気作動弁は

設置されていない。 

(24) 安全保護系

安全保護系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
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4. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能を確保す

るための多重化された系統間を接続する電動弁等

「2.3. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機能

を達成するための系統及び機器」で示した系統には，多重化された系統間が電動

弁及び空気作動弁により接続されている系統があり，これらが火災により期待す

る機能に影響を受ける可能性があることから，以下に示すとおり，「原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器」となる可能性のある

ものとして抽出する。 

(1) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

原子炉冷却材圧力バウンダリは，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第１図参照）

(2) 制御棒カップリング

制御棒カップリングは，多重化された系統ではない。

(3) 炉心支持構造物

炉心支持構造物は，多重化された系統ではない。

(4) 燃料集合体（燃料を除く）

燃料集合体（燃料を除く）は，多重化された系統ではない。

(5) 原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））

原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））は，多重化され

た系統間が電動弁や空気作動弁によって接続されていない。 

(6) ほう酸水注入系

ほう酸水注入系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接

続されていない。（添付資料２の第２図参照） 

(7) 逃がし安全弁

逃がし安全弁は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続

されていない。（添付資料２の第１図参照） 

(8) 自動減圧系

自動減圧系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって接続さ

れていない。（添付資料２の第１図参照） 
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(9) 残留熱除去系

残留熱除去系には，多重化された系統間を接続する電動弁として，以下の

弁が設置されている。（添付資料２の第３図，第４図参照） 

・RHRポンプ炉水入口弁（MV222-8A,B）

・RHRテスト弁（MV222-15B,C）

(10) 原子炉隔離時冷却系

原子炉隔離時冷却系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第５図参照）

(11) 高圧炉心スプレイ系

高圧炉心スプレイ系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第６図参照）

(12) 低圧炉心スプレイ系

低圧炉心スプレイ系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第７図参照）

(13) ディーゼル発電機（燃料移送系を含む）

燃料移送系を含めたディーゼル発電機は，多重化された系統間が電動弁や

空気作動弁によって接続されていない。 

（添付資料２の第８図，第９図参照） 

(14) 非常用交流電源系

非常用交流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

なお，多重化された非常用母線を接続する連絡母線に対する火災影響につ

いて評価を行った。その結果を添付資料４に示す。 

(15) 直流電源系

直流電源系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。

なお，多重化された直流母線を接続する連絡母線に対する火災影響につい

て評価を行った。その結果を添付資料４に示す。 

(16) 原子炉補機冷却系

原子炉補機冷却系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって

接続されていない。（添付資料２の第 13図参照） 
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(17) 原子炉補機海水系

原子炉補機海水系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって

接続されていない。（添付資料２の第 14図参照） 

(18) 高圧炉心スプレイ補機冷却系

高圧炉心スプレイ補機冷却系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第 15図参照）

(19) 高圧炉心スプレイ補機海水系

高圧炉心スプレイ補機海水系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第 15図参照）

(20) 非常用空調換気系

非常用空調換気系は，多重化された系統間が電動弁や空気作動弁によって

接続されていない。（添付資料２の第 16図～第 19図参照） 

(21) 中央制御室非常用空調換気系

中央制御室非常用空調換気系は，多重化された系統ではない。

（添付資料２の第 20図参照）

(22) 制御室外原子炉停止装置

制御室外原子炉停止装置には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。 

(23) 計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）

計測制御系（事故時監視計器の一部を含む）には，電動弁，空気作動弁は

設置されていない。 

(24) 安全保護系

安全保護系には，電動弁，空気作動弁は設置されていない。
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5. 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器の特定

2.項～4.項の検討結果を踏まえ，2.3の(1)～(24)の系統に対する火災防護対象

として原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器を特

定した。 

特定に当たっては，まず上記の系統から，火災によって原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するために必要な機能に影響を及ぼす系統を抽出した。

次に，抽出された系統も含め，系統図・単線結線図・展開接続図から原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要なポンプ・電動機・弁・計器

等及びこれらに関連する電源盤・制御盤・ケーブル等を抽出した。抽出された各

機器に対して，火災による原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めに必要な機能への影響を考慮し，重要度に応じて図るべき火災防護対策につい

て評価した。 

5.1. 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

重要度分類審査指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に該当する

系統は「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系（原子炉圧力容

器，原子炉再循環ポンプ，配管，弁，隔離弁，制御棒駆動機構ハウジング，中

性子束計装ハウジング。なお，計装等の小口径配管・機器は除く。）」である。

原子炉冷却材圧力バウンダリの系統図を添付資料２の第１図に示す。 

原子炉圧力容器，原子炉再循環ポンプ，配管，手動弁，逆止弁，制御棒駆動

機構ハウジング，中性子束計装ハウジングについては，金属等の不燃性材料で

構成されており，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷却

材圧力バウンダリ機能に影響が及ぶおそれはない※２。これらの機器，配管，弁

については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設計とする。 

対して，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する隔離弁のうち，電動弁の一

部は，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリ機能に影響が及ぶ可能性を否

定できない。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，「原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る隔離弁」を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設

計とする。 

5.2. 過剰反応度の印加防止機能 

重要度分類審査指針によると，過剰反応度の印加防止機能に該当する系統は

「制御棒カップリング（制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング）」

である。 

制御棒カップリング（制御棒カップリング，制御棒駆動機構カップリング）

は，金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災による機能喪失は

考えにくく，火災によって過剰反応度の印加防止機能に影響が及ぶおそれはな
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い※２。 

したがって，火災によって過剰反応度の印加防止機能に影響を及ぼす系統は

なく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を

行う設計とする。 

5.3. 炉心形状の維持機能 

重要度分類審査指針によると，炉心形状の維持機能に該当する系統は「炉心

支持構造物，燃料集合体（燃料を除く）」である。 

炉心支持構造物，燃料集合体は，原子炉圧力容器内に設置されており，環境

条件から火災によって炉心形状の維持機能に影響が及ぶおそれはない※１。 

したがって，火災によって炉心形状の維持機能に影響を及ぼす系統はなく，

これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設

計とする。 

5.4. 原子炉の緊急停止機能 

重要度分類審査指針によると，原子炉の緊急停止機能に該当する系統は「原

子炉停止系の制御棒による系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））」

である。制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能）の系統概略図を第２-１図に

示す。 

このうち，制御棒，制御棒案内管は，原子炉格納容器内に設置されており，

環境条件から火災によって原子炉の緊急停止機能に影響が及ぶおそれはない※

１。また，制御棒駆動機構は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，

火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響

が及ぶおそれはない※２。 

スクラム機能が要求される水圧制御ユニットについては，当該ユニットのア

キュムレータ，窒素容器，配管は金属等の不燃性材料で構成する機械品である

ため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉の緊急停止機能

に影響が及ぶおそれはない※２。 

スクラム弁・スクラムパイロット弁は，金属部品とケーブル・ダイヤフラム

等の非金属部品によって構成されるが，金属部品よりも融点の低い非金属部品

について評価する。火災によってケーブルが機能喪失した場合は，スクラム弁・

スクラムパイロット弁の作動用電磁弁が無励磁となるため，自動的に制御棒が

挿入される。万一，火災によってケーブルが損傷し，すべての電磁弁が無励磁

とならない場合においても，電磁弁の電源をOFFとすることによってスクラム弁

を「開」動作し，制御棒を挿入させることができる。また，火災によってスク

ラム弁・スクラムパイロット弁のダイヤフラム等が機能喪失した場合も，自動

的に制御棒が挿入される構造となっている。以上より，水圧制御ユニットは火

災によってスクラム機能に影響が及ぶおそれはない。 

したがって，火災によって原子炉の緊急停止機能に影響を及ぼす系統はなく，
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これらの機器については消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行う設

計とする。 

第２-１図 制御棒及び制御棒駆動系（水圧制御ユニット）の系統概略図 

5.5. 未臨界維持機能 

重要度分類審査指針によると，未臨界維持機能に該当する系統は「原子炉停

止系（制御棒による系，ほう酸水注入系）」である。 

このうち，制御棒による系は，5.4.に記載のとおりであり，火災によって未

臨界維持機能に影響が及ぶおそれはない。 

ほう酸水注入系については，第２-２図に系統概略図を示すが，貯蔵タンク，

配管，手動弁等は金属等の不燃性材料で構成する機械品であるため，火災によ

る機能喪失は考えにくく，火災によって未臨界維持機能に影響が及ぶおそれは

ない※２。ポンプ，電動弁については，火災によって電源ケーブル等が機能喪失

すると当該ポンプ，電動弁も機能喪失することとなるため，火災によってほう

酸水注入系が機能喪失するおそれがある。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，未臨界維持機能が要求される「ほう酸水

注入系」が該当するが，「ほう酸水注入系」が機能喪失しても，未臨界維持機

能としては「制御棒による系」があり，当該系統については火災が発生しても

機能に影響が及ぶおそれはない。このため，火災によって未臨界維持機能に影
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響が及ぶおそれはなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

第２-２図 ほう酸水注入系の系統概要図 

5.6. 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

重要度分類審査指針によると，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能

に該当する系統は「逃がし安全弁（安全弁としての開機能）」である。 

逃がし安全弁（安全弁としての開機能）は，金属等の不燃性材料で構成する

機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって原子炉冷

却材圧力バウンダリの過圧防止機能に影響が及ぶおそれはない※２。 

したがって，火災によって原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能に影

響を及ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づ

く火災防護対策を行う設計とする。 

5.7. 原子炉停止後の除熱機能 

重要度分類審査指針によると，原子炉停止後の除熱機能に該当する系統は「残

留熱を除去する系統（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），原子炉隔離

時冷却系，高圧炉心スプレイ系，逃がし安全弁（手動逃がし機能），自動減圧

系（手動逃がし機能））」である。 

これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁，電磁弁等について

は，火災によって電源ケーブルや制御ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，

電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなるため，火災によって原子炉停止後
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の除熱機能が喪失するおそれがある。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，自動減圧系（手動逃がし機能）を

抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。 

加えて，除熱機能としては，原子炉冷却材を主蒸気逃がし安全弁からトーラ

スに逃がし，原子炉隔離時冷却系等で循環するフィードアンドブリードによる

除熱機能でも崩壊熱除去機能を確保する設計とする。 

なお，「逃がし安全弁（手動逃がし機能）」が機能喪失しても，手動逃がし

機能としては「自動減圧系（手動逃がし機能）」があり，当該系統については

火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対象とすることによって除熱機能を

確保する。このため，「逃がし安全弁（手動逃がし機能）」の火災によって，

原子炉停止後の除熱機能に影響が及ぶおそれはなく，「逃がし安全弁（手動逃

がし機能）」に関する機器は消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策を行

う設計とする。 

5.8. 炉心冷却機能 

重要度分類審査指針によると，炉心冷却機能に該当する系統は「非常用炉心

冷却系（残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系，高圧炉心ス

プレイ系，自動減圧系）」である。 

これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁，電磁弁等について

は，火災によって電源ケーブルや制御ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，

電動弁，電磁弁等も機能喪失することとなるため，火災によって炉心冷却機能

が喪失するおそれがある。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧

炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系，自動減圧系を抽出し，火災防護に係る

審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。 

5.9. 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

重要度分類審査指針によると，工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信

号の発生機能に該当する系統は「安全保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，

非常用炉心冷却系作動の安全保護回路，主蒸気隔離の安全保護回路，原子炉格

納容器隔離の安全保護回路，非常用ガス処理系作動の安全保護回路）」である。

これらは，火災による機能への影響について個別に評価する必要がある。 

したがって，ここでは，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持する

ために必要な機能を確保するための系統として，安全保護系を抽出し，火災防

護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。 



８条-別添 1-資料 2-19 

5.10. 安全上特に重要な関連機能 

重要度分類審査指針によると，安全上特に重要な関連機能に該当する系統は

「非常用所内電源系，制御室及びその遮蔽・非常用空調換気系，非常用補機冷

却水系，直流電源系」である。 

これらの系統を構成する機器等のうち，ポンプ，電動弁等については火災に

よって電源ケーブル等が機能喪失すると当該ポンプ，電動弁等も機能喪失する

こととなる。また，電源盤，制御盤等については，当該盤等から火災が発生す

る可能性を否定できない。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，ディーゼル発電機（燃料移送系含む），

非常用交流電源系，直流電源系，原子炉補機冷却系，原子炉補機海水系，高圧

炉心スプレイ補機冷却系，高圧炉心スプレイ補機海水系，非常用空調換気系を

抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。な

お，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な換気設備

の抽出について，添付資料３に示す。 

5.11. 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

重要度分類審査指針によると，安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に該当

する系統は「逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）」である。 

逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）は，金属等の不燃性材料で

構成する機械品であるため，火災による機能喪失は考えにくく，火災によって

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響が及ぶおそれはない※２。 

したがって，火災によって安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能に影響を及

ぼす系統はなく，これらの機器については消防法又は建築基準法に基づき火災

防護対策を行う設計とする。 

5.12. 事故時のプラント状態の把握機能 

重要度分類審査指針によると，事故時のプラント状態の把握機能に該当する

系統は「事故時監視計器の一部」である。 

これらの系統を構成する機器等については，火災によって制御ケーブル等が

機能喪失すると当該計器が機能喪失し，事故時のプラント状態の把握機能を喪

失するおそれがある。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，事故時監視計器の一部から「安全機能を

有する計測制御装置の設計指針（JEAG4611-2009）」を参考に必要な計測制御装

置を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う設計とする。 
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5.13. 制御室外からの安全停止機能 

重要度分類審査指針によると，制御室外からの安全停止機能に該当する系統

は「制御室外原子炉停止装置（安全停止に関連するもの）」である。 

本装置の制御盤等については，当該盤等から火災が発生する可能性を否定で

きない。 

したがって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要

な機能を確保するための系統として，制御室外原子炉停止装置（安全停止に関

連するもの）を抽出し，火災防護に係る審査基準に基づき火災防護対策を行う

設計とする。 

※１：環境条件から火災が発生するおそれがないもの

原子炉圧力容器は，原子炉の状態が運転・起動・高温停止・低温停止の

状態にあっては，原子炉冷却材を含む閉じた系統となり，原子炉圧力容器

内で火災が発生するおそれはない。 

燃料プールのように水で満たされている設備の内部についても，火災が

発生するおそれはない。 

以上のように，環境条件から火災が発生するおそれがないと判断できる

系統については，火災によっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないも

のとする。 

※２：火災の影響で機能喪失のおそれがないもの

金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等やコンクリート製の構造物等

は，不燃性材料で構成されている。また，配管，タンク，手動弁，電動弁

等（フランジ部等を含む）には，内部の液体の漏えいを防止するため不燃

性ではないパッキン類が装着されているが，これらは弁，フランジ等の内

部に取り付けており，機器外の火災によってシート面が直接加熱されるこ

とはない。機器自体が外部からの炎に炙られて加熱されると，パッキンの

温度も上昇するが，フランジへの取付けを模擬した耐火試験にて接液した

パッキン類のシート面に機能喪失に至るような大幅な温度上昇が生じない

ことを確認している。仮に，万一，パッキン類が長時間高温になってシー

ト性が低下したとしても，シート部からの漏えいが発生する程度で，弁，

配管等の機能が失われることはなく，他の機器等への影響もない。（第２-

３図） 

以上より，不燃性材料のうち，金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁

等やコンクリート製の構造物等で構成されている系統については，火災に

よっても原子炉の安全機能に影響を及ぼさないものとする。 
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弁 

配管フランジ（タンクも同様） 

第２-３図 弁・配管等に使用されているパッキン類 

 上記で抽出された系統も含め，系統図・単線結線図・展開接続図から原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要なポンプ・電

動機・弁・計器等及びこれらに関連する電源盤・制御盤・ケーブル等を抽

出した。抽出された各機器に対して，火災による原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持するために必要な機能への影響を考慮し，重要度に

グランド押え輪 

グランドパッキン 

ガスケット 

グランド押え 
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応じて図るべき火災防護対策について評価した。その結果を添付資料５に

示す。 

  なお，火災防護対策の評価対象となる各機器については，以下の考え方

に基づき抽出した。 
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a. 機器抽出

系統の機能を確保する上で必要な主配管上にある機器（ポンプ，ファン，手

動弁，逆止弁，電動弁，空気作動弁，容器等）については全て抽出する。抽出

した機器について，各機器の火災に対する耐性と機能への影響を考慮し，重要

度に応じて図るべき火災防護対策について評価する。 

また，主配管上には設置されていないが他系統と接続されているバウンダリ

弁（電動弁，空気作動弁）については，適切に動作しないと系統機能に影響が

生じることを考慮し，二次弁まで評価対象として抽出する。 

ただし，二次弁の火災による誤動作が想定されない逆止弁や手動弁の止め弁

がある場合については，一次弁までを抽出範囲とする。（第２-４図） 

第２-４図 機器抽出の考え方 

AO AO 

MO 

MO 

MO MO 

MO 

ミニマムフローライン

○○系より

○○系より

○○系より

○○系へ

○○系へ

○○系へ

【赤色】：系統の機能を発揮するうえで必要な主配管 

 ※：ミニマムフローライン含む 

  ただし，テストライン，ベントドレン・サンプリングラインは除く。 

【緑色】：系統の機能に必要な機器（他系統との連絡弁を含む）であり，火災防護対策

評価対象となる機器 
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b. 計器類の抽出

計器類については，上記の系統機能が発揮されていることを適切に監視する

ために必要な計器について，JEAG4611-2009「安全機能を有する計測制御装置の

設計指針」の分類を参考に，各々の監視パラメータに対応する指示計，記録計

を抽出する。 

c. 火災防護対策が必要なケーブル

上述の機器や計器類を抽出後，それらに必要な火災防護対象ケーブルを展開

接続図（ECWD）で特定する。 

次に，配線表やケーブルトレイ配置図を用いてケーブルルートを調査し，特

定する。 

ケーブルルート調査範囲については，交流，直流，計測制御のそれぞれの電

源盤や制御盤から末端のローカル機器に至る全ての範囲，ケーブル種別では高

圧動力ケーブル，低圧動力ケーブル，制御ケーブル，計測ケーブルを含むすべ

ての範囲とする。（第２-５図） 

第２-５図 火災防護対策評価対象ケーブル調査範囲 

交 流 直 流 計測制御 

中央制御室（主盤） 

D/G 

M 

M 

計器 
リミット
スイッチ等

M 

分電盤 

補助盤室（補助盤） 

M/C 

L/C 

C/C 

M 

分電盤 C/C 

バッテリ 

直流盤 

充電器盤 

：高圧動力ケーブル 

：低圧動力ケーブル 

：制御ケーブル 

：計測ケーブル 
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また，機器（ポンプ，弁等）に接続される動力ケーブルとポンプの起動・停

止信号や弁の開閉信号等，機器の動作に係るケーブル及び制御回路のケーブル

を抽出する。 

インターロック信号は，展開接続図（ECWD）から，火災により誤信号が発生

した場合の機器の動作への影響を確認し，機器の動作に影響を及ぼすケーブル

を抽出する。 

計器については，接続される計測ケーブル，計器の電源ケーブルを抽出する。

なお，計算機入力信号，警報回路等は，動作に直接影響しないため抽出対象外

とする。（第２-６図） 

第２-６図 制御系ケーブル抽出対象範囲 

補助盤 

計算機 ANN 

ポンプ 計器 

MO AO 

中央制御盤 



添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

「重要度分類審査指針」に基づく 

原子炉の安全停止に必要な機能及び 

系統の抽出について 
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重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

PS
-1
 

そ
の

損
傷

又
は

事
故

に
よ

り
発

生

す
る
事
象
に
よ
っ
て
，

 

(a
)
炉
心
の
著
し
い
損

傷
，
又
は

(b
)
燃
料
の
大

量
の
破

損
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引
き
起

こ
す

お
そ

れ
の

あ
る

構
築

物
，

系
統
及
び
機
器

1)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
機
能

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
機

器
・

配

管
系

（
計

装
等

の
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口
径

配

管
・
機
器
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除
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。）

 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

○
 

－
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
機
器
，
配
管
，
弁
等
は
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通
常
運
転
中
，
格

納
容
器
内
は
窒
素
封
入
さ
れ
雰
囲
気
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不
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さ
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い
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と
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原
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。

ま
た
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燃
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さ
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2)
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カ
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プ
リ
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グ
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御
棒
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ッ
プ
リ
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グ
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制
御
棒
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ッ
プ
リ
ン
グ
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御
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動
機
構
カ
ッ
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ネ
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さ
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図
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対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
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添
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資
料
５
に
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す
。
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資
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号
炉
に
お
け
る
「
重
要
度
分
類
審
査
指
針
」
に
基
づ
く

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
及
び
系
統
の
抽
出
に
つ
い
て

 



８条-別添 1-資料 2-添付 1-2 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱
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子
炉
格
納
容
器
内
に
設
置
さ
れ
て
お
り
，
原
子
炉
の
状

態
が
運
転
・
起
動
・
高
温
停
止
・
低
温
停
止
の
状
態
に
あ
っ
て
は
，
原
子
炉
冷
却
材
を
含

む
閉
じ
た
系
統
と
な
り
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
で
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
な
く
，
未

臨
界
維
持
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
 

ま
た
，
制
御
棒
駆
動
機
構
は
金
属
等
の
不
燃
性
材
料
で
構
成
す
る
機
械
品
で
あ
る
た
め
，

火
災
に
よ
る
機
能
喪
失
は
考
え
に
く
く
，
火
災
に
よ
っ
て
原
子
炉
の
緊
急
停
止
機
能
に
影

響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
）
 

制
御
棒
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

制
御
棒
駆
動
機
構
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

 

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

停
止

系
の

制
御
棒
に
よ
る
系
）
 

制
御
棒
駆
動
機
構

 

制
御
棒
駆
動
機
構
ハ
ウ
ジ
ン
グ

 

ほ
う
酸
水
注
入
系
（
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ

,注
入
弁
,タ

ン

ク
出
口
弁
,ほ

う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク

,ポ
ン
プ
吸
込
配
管
・
弁
,

注
入
配
管
・
弁
）

○
（
一
部
）

（
ポ
ン
プ
，
電
動
弁
に
つ
い
て
は
，
火
災
に
よ
っ
て
電
源
ケ
ー
ブ
ル
等
が
機
能
喪
失
す
る

と
当
該
ポ
ン
プ
，
電
動
弁
も
機
能
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
，
火
災
に
よ
っ
て
ほ
う
酸

水
注
入
系
が
機
能
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
）
 

3)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
の
過
圧
防
止
機
能

逃
が

し
安

全
弁

(
安

全
弁

と

し
て
の
開
機
能
) 

逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁
開
機
能
）

 
○
 

－
 

（
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁
開
機
能
）
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
設
置
さ
れ
て

お
り
，
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
・
起
動
・
高
温
停
止
・
低
温
停
止
の
状
態
に
あ
っ
て
は
，

原
子
炉
冷
却
材
を
含
む
閉
じ
た
系
統
と
な
り
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
で
火
災
が
発
生
す
る

お
そ
れ
は
な
く
，
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
加
圧
防
止
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お

そ
れ
は
な
い
。
 

ま
た
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
安
全
弁
と
し
て
の
開
機
能
）
は
金
属
等
の
不
燃
性
材
料

で
構
成
す
る
機
械
品
で
あ
る
た
め
，
火
災
に
よ
る
機
能
喪
失
は
考
え
に
く
く
，
火
災
に
よ

っ
て
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
過
圧
防
止
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な

い
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



８条-別添 1-資料 2-添付 1-3 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，
原
子
炉
冷
却
材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ

リ
の
過
圧
を
防
止
し
，
敷
地
周
辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影
響

を

防
止
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

4)
原
子
炉
停
止
後
の
除
熱
機
能

残
留

熱
を

除
去

す
る

系
統

(
残

留
熱

除
去

系
(
原

子
炉

停

止
時
冷
却
モ
ー
ド
)，

原
子
炉

隔
離

時
冷

却
系

，
高

圧
炉

心

ス
プ

レ
イ

系
，

逃
が

し
安

全

弁
(
手

動
逃

が
し

機
能

)
，

自

動
減

圧
系

(
手

動
逃

が
し

機

能
))
 

残
留
熱
除
去
系
（
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，
原
子
炉
停

止
時
冷
却

モ
ー
ド
の
ル
ー
ト
と
な
る
配
管

・
弁
）

○
 

○

直
接
関
連
系
 

（
残
留
熱
除
去
系
）
 

熱
交
換
器
バ
イ
パ
ス
配
管
・
弁
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
） 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー

ル
，
タ
ー
ビ
ン
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
注
水
先
ま

で
の
配
管
・
弁
）

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

隔
離

時
冷

却

系
）
 

タ
ー

ビ
ン

へ
の

蒸
気

供
給

配

管
・
弁

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
配
管
・
弁

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
ス

ト
レ
ー
ナ

潤
滑

油
冷

却
器

及
び

そ
の

冷
却

器
ま
で
の
冷
却
水
供
給
配
管
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 
（

ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で
の

配
管
・
弁
，
ス
プ
レ
イ
ス
パ
ー
ジ
ャ

）
 

直
接
関
連
系
 

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ

系
）
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
配
管
・
弁

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
ス

ト
レ
ー
ナ

逃
が
し
安
全
弁
（
手
動
逃
が
し
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
逃
が
し
安
全
弁
（
手
動

逃
が
し
機
能
））

 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
逃

が
し

安
全
弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

逃
が

し
安

全
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
，

逃
が

し
安

全
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
か

ら
逃

が
し

安
全

弁
ま

で
の
配
管
・
弁

自
動
減
圧
系
弁
（
手
動
逃
が
し
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
自
動
減
圧
系
（
手
動
逃

が
し
機
能
））

 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
逃

が
し

安
全
弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管
 

自
動

減
圧

系
ア

キ
ュ

ム
レ

ー

タ
，

自
動

減
圧

系
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全
弁

ま
で

の
配
管
・
弁

逃
が
し
安
全
弁
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



 

 

８条-別添 1-資料 2-添付 1-4 

 

 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，
原
子
炉
冷
却
材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ

リ
の
過
圧
を
防
止
し
，
敷
地
周
辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影
響

を

防
止
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

5)
炉
心
冷
却
機
能
 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

(
低

圧

注
水

系
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
系

，
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ

系
，
自
動
減
圧
系
) 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）（

ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
注
水

先
ま
で
の
配
管
・
弁
（
熱
交
換
器
バ
イ
パ
ス
ラ
イ
ン
含
む
）
） 

○
 

○
 

直
接
関
連
系
（
残
留
熱
除
去

系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
））

 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ
ン
配
管
・
弁
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

ス
ト
レ
ー
ナ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で

の
配
管
・
弁
，
ス
プ
レ
イ
ス
パ
ー
ジ
ャ

）
 

直
接
関
連
系
（
低
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
））

 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ
ン
配
管
，
弁
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

ス
ト
レ
ー
ナ
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
ま
で

の
配
管
・
弁
，
ス
プ
レ
イ
ス
パ
ー
ジ
ャ

）
 

直
接
関
連
系
（
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

ス
ト
レ
ー
ナ
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ
ン
配
管
・
弁
 

自
動
減
圧
系
（
逃
が
し
安
全
弁
）

 

直
接
関
連
系
（
自
動
減
圧
系

（
逃
が
し
安
全
弁
））

 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
逃

が
し

安
全

弁
ま

で
の

主
蒸

気
配
管
 

自
動

減
圧

系
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ
，
自
動
減
圧
系
ア
キ
ュ

ム
レ

ー
タ

か
ら

逃
が

し
安

全
弁
ま
で
の
配
管
・
弁
 

ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ
（
事
故
時
の
炉
心
再
冠
水
維
持
機
能
）

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結

果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



 

 

８条-別添 1-資料 2-添付 1-5 

 

 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

1)
異

常
状

態
発

生
時

に
原

子
炉

を

緊
急

に
停

止
し

，
残

留
熱

を
除

去

し
，
原
子
炉
冷
却
材
圧

力
バ
ウ
ン
ダ

リ
の
過
圧
を
防
止
し
，
敷
地
周
辺
公

衆
へ

の
過

度
の

放
射

線
の

影
響

を

防
止
す
る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

6)
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
，

放
射

線
の

遮
へ

い
及

び
放

出
低

減

機
能
 

原
子

炉
格

納
容

器
，

原
子

炉

格
納

容
器

隔
離

弁
，

原
子

炉

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

冷
却

系
，

原
子

炉
建

屋
，

非
常

用

ガ
ス

処
理

系
，

非
常

用
再

循

環
ガ

ス
処

理
系

，
可

燃
性

ガ

ス
濃
度
制
御
系
 

原
子
炉
格
納
容
器
（
格
納
容
器
本
体
，
貫
通
部

（
ペ
ネ
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
），

所
員
用
エ
ア
ロ
ッ
ク
，
機
器
搬
入
ハ
ッ
チ
）

 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
）
 

ベ
ン
ト
管
 

ス
プ
レ
イ
管
 

真
空
破
壊
弁
 

逃
が

し
安

全
弁

排
気

管
の

ク
エ
ン
チ
ャ
 

原
子
炉
建
物
（
原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
）

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉
建
物

原
子
炉
棟
）
 

原
子
炉
棟
換
気
系
隔
離
弁
 

原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
及
び
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
配
管

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉
格
納

容
器

隔
離

弁
及

び
格

納
容

器
バ
ウ
ン
ダ
リ
配
管
）
 

主
蒸

気
隔

離
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー
タ
，
主
蒸
気
隔
離
弁
ア

キ
ュ

ム
レ

ー
タ

か
ら

主
蒸

気
隔
離
弁
ま
で
の
配
管
・
弁
 

主
蒸
気
流
量
制
限
器
 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
冷
却

モ
ー
ド
）（

ポ
ン
プ
，
熱
交

換
器
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー
ル
か
ら
ス
プ
レ
イ
先
（

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
及
び
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
気
相
部
）
ま
で
の
配
管

・
弁
，
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
・
ヘ
ッ
ダ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
））

 

直
接
関
連
系
（
残
留
熱
除
去

系
（
格
納
容
器
冷
却
ﾓｰ
ﾄﾞ
））
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ
ン
配
管
・
弁
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

ス
ト
レ
ー
ナ
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
（
排
気

フ
ァ
ン
，
フ
ィ
ル
タ
装
置
，
原

子
炉

建
物

原
子

炉
棟

吸
込

口
か

ら
排

気
筒

頂
部

ま
で

の
配

管
・
弁
）
 

直
接
関
連
系
（
非
常
用
ガ
ス

処
理
系
）
 

乾
燥

装
置

（
乾

燥
機

能
部

分
）
 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処
理

系
排
気
管
の
支
持
機
能
）
 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
（
再
結
合
装
置
，
格
納
容
器
か
ら

再
結
合
装
置
ま
で
の
配
管
・

弁
，
再
結
合
装
置
か
ら
格
納
容

器
ま
で
の
配
管
・
弁
）
 

直
接
関
連
系
（
可
燃
性
ガ
ス

濃
度
制
御
系
）
 

残
留
熱
除
去
系
（
再
結
合
装

置
へ

の
冷

却
水

供
給

を
司

る
部
分
）
 

遮
蔽
設
備
（
原
子
炉
遮
蔽
，
一
次

遮
蔽
，
二
次
遮
蔽
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



 

 

８条-別添 1-資料 2-添付 1-6 

 

 
重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

2)
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
工
学
的
安
全
施
設
及
び
原
子
炉
停

止
系
へ
の
作
動
信
号
の
発
生
機
能
 

安
全
保
護
系
 

原
子
炉
保
護
系
 

○
 

○
 

工
学
的
安
全
施
設
作
動
系
 

2)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
・

非
常

用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機

冷
却
水
系
，
直
流
電
源
系
(い

ず
れ
も
，M
S-
1
関
連
の
も
の
) 

非
常
用
所
内
電
源
系
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
，
発
電
機
，
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
非
常
用
負
荷
ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電

路
）
 

○
 

○
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
室
送
風
機

 

直
接
関
連
系
 

（
非
常
用
所
内
電
源
系
）
 

燃
料

移
送

系
（

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

か
ら

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関
ま
で
）

 

始
動

用
空

気
系

（
始

動
用

空
気

だ
め

（
自

動
供

給
）

か
ら

デ
ィ

ー
ゼ
ル
機
関
ま
で
）
 

吸
気
系
 

冷
却
水
系
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
電
源
系
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関
，
発
電
機
，

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
か
ら
非
常
用
負
荷
ま
で
の
配
電
設
備
及

び
電
路
）

 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
室
送
風
機

 

直
接
関
連
系
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
電
源
系

）
 

燃
料

移
送

系
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

か
ら

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関
ま

で
）

 

始
動

用
空

気
系

（
始

動
用

空
気

だ
め

（
自

動
供

給
）

か
ら

デ
ィ

ー
ゼ
ル
機
関
ま
で
）

 

吸
気
系

 

冷
却
水
系

 

中
央
制
御
室
及
び
中
央
制
御
室

遮
蔽
 

中
央
制
御
室
換
気
系
「
放
射
線
防
護
機
能
及
び
有
毒
ガ
ス
防

護
機
能
」（

ブ
ー
ス
タ
・
フ
ァ
ン
，
非
常
用
チ
ャ
コ
ー
ル
・
フ

ィ
ル
タ
・
ユ
ニ
ッ
ト
，
空
調
ユ
ニ
ッ
ト
，
再
循
環
用
フ
ァ
ン
，

排
気
フ
ァ
ン
，
ダ
ク
ト
及
び
ダ
ン
パ

）
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，
非
常
用
負
荷

冷
却
ラ
イ
ン
配
管
・
弁
（
MS

-1
関
連
））

 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉
補
機
冷
却

系
）
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

原
子
炉
補
機
海
水
系
（
ポ
ン
プ

，
配
管
・
弁
（
MS
-1

関
連
））
 

直
接
関
連
系
（
原
子
炉
補
機
海
水

系
）
 

ス
ト

レ
ー

ナ
（

異
物

除
去

機
能

を
司

る
部

分
）
 

取
水

路
（

屋
外

ト
レ

ン
チ
含
む
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



 

 

８条-別添 1-資料 2-添付 1-7 

 

 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-1
 

2)
安

全
上

必
須

な
そ

の
他

の
構

築

物
，
系
統
及
び
機
器

 
2)
安
全
上
特
に
重
要
な
関
連
機
能

 

非
常

用
所

内
電

源
系

，
制

御

室
及

び
そ

の
遮

蔽
・

非
常

用

換
気

空
調

系
，

非
常

用
補

機

冷
却
水
系
，
直
流
電
源
系
(い

ず
れ
も
，M
S-
1
関
連
の
も
の
) 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
（

ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
，

非
常
用
負
荷
冷
却
ラ
イ
ン
配
管

・
弁
（
MS
-1

関
連
））

 

○
 

○
 

直
接

関
連

系
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
補
機
冷
却
系
）
 

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
系（

ポ
ン
プ
，配

管
・
弁（

MS
-1

関
連
））

 

直
接

関
連

系
（

高
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
補
機
海
水
系
）
 

ス
ト
レ
ー
ナ
（
異
物

除
去

機
能

を
司

る

部
分
）
 

取
水
路
（
屋
外
ト
レ

ン
チ
含
む
）
 

直
流
電
源
系
（
蓄
電
池
，
蓄
電
池
か
ら
非
常
用
負
荷
ま
で
の

配
電
設
備
及
び
電
路
（
MS
-1

関
連
））

 

計
測
制
御
電
源
系
（
蓄
電
池
か
ら
非
常
用
計
測
制
御
装
置
ま

で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
（

MS
-1

関
連
））

 

PS
-2
 

1)
そ

の
損

傷
又

は
故

障
に

よ
り

発

生
す
る
事
象
に
よ
っ
て
，
炉
心
の
著

し
い

損
傷

又
は

燃
料

の
大

量
の

破

損
を

直
ち

に
引

き
起

こ
す

お
そ

れ

は
な
い
が
，
敷
地
外
へ

の
過
度
の
放

射
性

物
質

の
放

出
の

お
そ

れ
の

あ

る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
原

子
炉

冷
却

材
を

内
蔵

す
る

機

能
(た

だ
し
，

原
子
炉
冷

却
材
圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ
か

ら
除

外
さ

れ
て

い

る
計

装
等

の
小

口
径

の
も

の
及

び

バ
ウ

ン
ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て

い
な
い
も
の
は
除
く
。
) 

主
蒸

気
系

，
原

子
炉

冷
却

材

浄
化

系
（

い
ず

れ
も

，
格

納

容
器
隔
離
弁
の
外
側
の
み
）
 

原
子
炉
浄
化
系
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
外

れ
る
部
分
）
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

主
蒸
気
系
（
格
納
容
器
隔
離
弁
の
外
側
）

 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
タ
ー
ビ
ン

蒸
気
供
給
ラ
イ
ン
（
原
子

炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
か
ら
外
れ
る
部
分
で
あ
っ
て
外

側
隔
離
弁
下
流
か
ら
タ
ー
ビ
ン
止
め
弁
ま
で
）

 

2)
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
バ

ウ
ン

ダ

リ
に

直
接

接
続

さ
れ

て
い

な
い

も

の
で
あ
っ
て
，
放
射
性
物
質
を
貯
蔵

す
る
機
能
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

施
設

(
放

射
能

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

の

大
き
い
も
の
)，

使
用
済
燃
料

プ
ー

ル
(
使

用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ
ク
を
含
む
。
) 

排
ガ
ス
処
理
系（

活
性
炭
式
希
ガ
ス
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ
装
置
）
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
燃
料
プ
ー
ル
（
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク

を
含
む
）
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
「
臨
界
を
防
止
す
る
機
能

」（
新
燃
料
貯
蔵
ラ

ッ
ク
）
 

3)
燃
料
を
安
全
に
取
り
扱
う
機
能

 
燃
料
取
扱
設
備
 

燃
料
取
替
機
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
原
子
炉
建
物
天
井
ク
レ
ー
ン

 

直
接
関
連
系
（
燃
料
取
扱
設
備
）
 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
 

2)
通

常
運

転
時

及
び

運
転

時
の

異

常
な

過
渡

変
化

時
に

作
動

を
要

求

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
，
そ
の
故
障

に
よ
り
，
炉
心
冷
却
が

損
な
わ
れ
る

可
能
性
の
高
い
構
築
物
，
系
統
及
び

機
器

 

1)
安

全
弁

及
び

逃
が

し
弁

の
吹

き

止
ま
り
機
能
 

逃
が

し
安

全
弁

(
吹

き
止

ま

り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
) 

逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止
ま
り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
）

 
○
 

－
 

（
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止
ま
り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
）
は
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
に
設
置
さ
れ
て
お
り
，
通
常
運
転
中
，
格
納
容
器
内
は
窒
素
封
入
さ
れ
雰
囲
気
が
不

活
性
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
な
く
，
安
全
弁
及
び
逃
が
し

弁
の
吹
き
止
ま
り
機
能
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
は
な
い
。
 

ま
た
，
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
（
吹
き
止
ま
り
機
能
に
関
連
す
る
部
分
）
は
，
金
属
等
の

不
燃

性
材

料
で

構
成

す
る

機
械

品
で

あ
る

た
め

，
火

災
に

よ
る

機
能

喪
失

は
考

え
に

く

く
，
火
災
に
よ
っ
て
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
過
圧
防
止
機
能
に
影
響
が
及
ぶ

お
そ
れ
は
な
い
）
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。
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重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-2
 

1)
PS

-2
の
構
築

物
，
系

統
及
び
機

器
の

損
傷

又
は

故
障

に
よ

り
敷

地

周
辺

公
衆

に
与

え
る

放
射

線
の

影

響
を

十
分

小
さ

く
す

る
よ

う
に

す

る
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
燃
料
プ
ー
ル
水
の
補
給
機
能

非
常
用
補
給
水
系
 

残
留
熱
除
去
系
（
ポ
ン
プ
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

か
ら
燃
料
プ
ー
ル
ま
で
の
配

管
・
弁
）

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
直
接
関
連
系
 

（
残
留
熱
除
去
系
）
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ

イ
ン
配
管
・
弁

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル

ス
ト
レ
ー
ナ

2)
放
射
性
物
質
放
出
の
防
止
機
能

放
射

性
気

体
廃

棄
物

処
理

系
の

隔
離
弁
，
排
気
筒
(非

常
用
ガ
ス

処
理

系
排

気
管

の
支

持
機

能
以

外
) 

排
ガ
ス
処
理
系
隔
離
弁
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

排
気
筒
（
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
排
気
管
の
支
持
機
能
以
外

の
部
分
）
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
の
燃
料
プ
ー
ル
入
口
逆
止
弁

 

燃
料

集
合

体
落

下
事

故
時

放
射

能
放
出
を
低
減
す
る
系
 

原
子
炉
建
物
（
原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
）

 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
（
排
気
フ
ァ
ン
，
フ
ィ
ル
タ
装
置
，

原
子

炉
建

物
原

子
炉

棟
吸

込
口

か
ら

排
気

筒
頂

部
ま

で

の
配
管
・
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
非

常
用

ガ
ス

処
理

系
）
 

乾
燥
装
置
（
乾
燥
機
能
部
分
） 

排
気

筒
（

非
常

用
ガ

ス
処

理

系
排
気
管
の
支
持
機
能
）
 

MS
-2
 

2)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

特
に

重

要
な
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
事

故
時

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
の

把

握
機
能
 

事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

・
中
性
子
束

・
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
用
電
磁
接
触
器
の
状
態

又
は
制
御
棒

位
置

○
 

○
・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

水
温

・
格
納
容
器
エ
リ
ア
放
射
線
量
率

［
低
温
停
止
へ
の
移
行
］

 

・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

冷
却
］

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

水
温

○
 

○

［
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
ス
プ
レ
イ
］

 

・
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
，
燃
料
域
）

・
格
納
容
器
圧
力

［
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
起
動
］

・
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
濃
度

・
原
子
炉
格
納
容
器
酸
素
濃
度

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

2)
異
常
状
態
の
緩
和
機
能

BW
R
は
対
象
外
 

－
 

－
 

－
 

3)
制

御
室

外
か

ら
の

安
全

停
止

機

能

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置

(安
全
停
止
に
関
連
す
る
も
の
) 

中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止

系
 

○
 

○

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



８条-別添 1-資料 2-添付 1-9 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

PS
-3
 

1)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る

も
の
で
あ
っ
て
，

PS
-1

及
び

PS
-2

以
外
の
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
原

子
炉

冷
却

材
保

持
機

能

（
PS
-1
，
PS
-2

以
外
の
も
の
）

原
子

炉
冷

却
材

圧
力

バ
ウ

ン
ダ

リ

か
ら
除
外
さ
れ
る
小
口
径
配
管
・
弁
 

計
装
配
管
・
弁
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

試
料
採
取
系
配
管
・
弁

 

ド
レ
ン
配
管
・
弁
 

ベ
ン
ト
配
管
・
弁
 

2)
原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
機
能

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
系
 

原
子
炉
再
循
環
系
ポ
ン
プ
，
配
管
・
弁
，
ラ
イ
ザ
管
（
炉

内
），

ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ

 
－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

3)
放
射
性
物
質
の
貯
蔵
機
能

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
排
水

系
，
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
，
放
射
性
廃

棄
物
処
理
施
設
(
放
射
能
イ
ン

ベ
ン

ト
リ
の
小
さ
い
も
の

 
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
（

タ
ン
ク
）
 

固
体
廃
棄
物
処
理
系
（
タ
ン
ク
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵

所

（
ド
ラ
ム
缶
））

 

4)
電
源
供
給
機
能

（
非
常
用
を
除
く
。）

タ
ー
ビ
ン
，
発
電
機
及
び
そ
の
励
磁

装
置
，
復
水
系
(復

水
器
を
含
む
)，

給
水
系
，
循
環
水
系
，
送
電
線
，
変

圧
器
，
開
閉
所
 

発
電
機
及
び
そ
の
励
磁
装
置

 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
発

電
機

及
び

励
磁

装
置
）
 

固
定
子
冷
却
装
置
 

発
電
機
水
素
ガ
ス
冷
却
装

置
 

軸
密
封
装
置
 

励
磁
電
源
系
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
（
主
タ
ー
ビ
ン
，
主
要
弁
，
配
管
）

 

直
接
関
連
系
 

（
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
）
 

主
蒸
気
系
（
主
蒸
気
／
駆

動
源
）
 

タ
ー
ビ
ン
制
御
系

タ
ー
ビ
ン
グ
ラ
ン
ド
蒸
気

系
 

タ
ー
ビ
ン
潤
滑
油
系
（
配

管
・
弁
等
）

抽
気
系
（
配
管
・
弁
等
）

 

タ
ー
ビ
ン
ヒ
ー
タ
ベ
ン
ト

系
（
配
管
・
弁
）

 

タ
ー
ビ
ン
ヒ
ー
タ
ド
レ
ン

系
（
配
管
・
弁
等
）

 

補
助
蒸
気
系

 

復
水
系
（
復
水
器
，
復
水
ポ
ン
プ
，

配
管
・
弁
）
 

直
接

関
連

系
（

復
水

系
）
 

抽
出
空
気
系
（
配
管
・
弁
） 

給
水
系
（
電
源
駆
動
給
水
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
駆
動

給

水
ポ
ン
プ
，
給
水
加
熱
器
，
配
管

・
弁
）
 

循
環
水
系
（
循
環
水
ポ
ン
プ
，
配
管

・
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
循
環
水
系
）
 

取
水
設
備
（
屋
外
ト
レ
ン

チ
含
む
）

常
用
所
内
電
源
系
（
発
電
機
又
は
外
部
電
源
か
ら
所

内

負
荷
ま
で
の
配
電
設
備
及
び
電
路（

MS
-1

関
連
以
外
）
） 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災

防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



８条-別添 1-資料 2-添付 1-10 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

PS
-3
 

1)
異

常
状

態
の

起
因

事
象

と
な

る

も
の
で
あ
っ
て
，

PS
-1

及
び

PS
-2

以
外
の
構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

4)
電
源
供
給
機
能

（
非
常
用
を
除
く
。）

 

タ
ー

ビ
ン

，
発

電
機

及
び

そ

の
励
磁
装
置
，
復
水
系
(復

水

器
を
含
む
)，

給
水
系
，
循
環

水
系

，
送

電
線

，
変

圧
器

，

開
閉
所
 

直
流
電
源
系
（
蓄
電
池
，
蓄
電
池
か
ら
常
用
負
荷
ま
で
の
配

電
設
備
及
び
電
路
（
MS
-1

関
連
以
外

））
，
充
電
器
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

計
装
制
御
電
源
系
（
電
源
装
置
か
ら
常
用
計
測
制
御
装
置
ま

で
の
配
電
設
備
及
び
電
路
（

MS
-1

関
連
以
外
））

 

送
電
線
 

変
圧
器
（
所
内
変
圧
器
，
起
動
変
圧
器
，
予
備
変
圧
器
，
電

路
）
 

直
接
関
連
系
 

（
変
圧
器
）
 

油
劣
化
防
止
装
置
 

冷
却
装
置
 

開
閉
所
（
母
線
，
遮
断
器
，
断
路
器
，
電
路
）

 

5)
プ
ラ
ン
ト
計
測
・
制
御
機
能
（
安

全
保
護
機
能
を
除
く
。）

 

原
子

炉
制

御
系

(
制

御
棒

価

値
ミ
ニ
マ
イ
ザ
を
含
む
。
)，

原
子

炉
核

計
装

，
原

子
炉

プ

ラ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
計
装

・
原
子
炉
制
御
系
（
制
御
棒
価
値
ミ
ニ
マ
イ
ザ
を
含
む
）

・
原
子
炉
核
計
装
の
一
部

・
原
子
炉
プ
ラ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
計
装
の
一
部

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

6)
プ
ラ
ン
ト
運
転
補
助
機
能

所
内

ボ
イ

ラ
，

計
装

用
圧

縮

空
気
系
 

所
内
ボ
イ
ラ
設
備
（
所
内
ボ
イ
ラ
，
給
水
タ
ン
ク
，
給
水
ポ

ン
プ
，
配
管
・
弁
）

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
所
内
ボ
イ
ラ
設
備
）
 

油
系
統
（
重
油
サ
ー
ビ
ス

タ
ン
ク
，
重
油
ポ
ン
プ
，

配
管
・
弁
）

所
内
蒸
気
系
（
配
管
・
弁
）

 

計
装
用
空
気
系
（
空
気
圧
縮
機
，
配
管

・
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
計
装
用
空
気
系
）
 

中
間
冷
却
器

 

後
部
冷
却
器
 

気
水
分
離
器
 

空
気
貯
槽
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
MS
-1

関
連
以
外
）（

配
管
・
弁
）
 

タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
熱
交
換
器
・
配
管
・
弁
） 

直
接
関
連
系
 

（
タ
ー
ビ
ン
補
機
冷
却
系
）

サ
ー
ジ
タ
ン
ク

タ
ー
ビ
ン
補
機
海
水
系
（
ポ
ン
プ
，
配
管

・
弁
，
ス
ト
レ
ー

ナ
）

復
水
輸
送
系
（
ポ
ン
プ
，
配
管

・
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
復
水
輸
送
系
）
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



 

 

８条-別添 1-資料 2-添付 1-11 

 

 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

PS
-3
 

2)
原

子
炉

冷
却

材
中

放
射

性
物

質

濃
度

を
通

常
運

転
に

支
障

の
な

い

程
度
に
低
く
抑
え
る
構
築
物
，
系
統

及
び
機
器

 

1)
核

分
裂

生
成

物
の

原
子

炉
冷

却

材
中
へ
の
放
散
防
止
機
能
 

燃
料
被
覆
管
 

燃
料
被
覆
管
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
上
／
下
部
端
栓
 

タ
イ
ロ
ッ
ド
 

2)
原
子
炉
冷
却
材
の
浄
化
機
能
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
，
 

復
水
浄
化
系
 

原
子
炉
浄
化
系
（
再
生
熱
交
換
器
，
非
再
生
熱
交
換
器
，
ポ

ン
プ
，
ろ
過
脱
塩
装
置
，
配
管

・
弁
）
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 
復
水
浄
化
系
（
復
水
ろ
過
装
置
，
復
水
脱
塩
装
置
，
配
管

・

弁
）
 

MS
-3
 

1)
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

が

あ
っ
て
も
，
MS
-1
,M
S-
2
と
あ
い
ま

っ
て
，
事
象
を
緩
和
す
る
構
築
物
，

系
統
及
び
機
器

 

1)
原

子
炉

圧
力

の
上

昇
の

緩
和

機

能
 

逃
が

し
安

全
弁

(
逃

が
し

弁

機
能
)，

タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス

弁
 

逃
が
し
安
全
弁
（
逃
が
し
弁
機
能
）

 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

（
逃

が
し

弁
機

能
））

 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
逃

が
し

安
全
弁
ま
で
の
主
蒸
気
配
管

 

逃
が

し
安

全
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
，

逃
が

し
安

全
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
か

ら
逃

が
し

安
全

弁
ま

で
の
配
管

・
弁
 

タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
 

直
接
関
連
系
 

（
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ

ス
弁
）
 

原
子

炉
圧

力
容

器
か

ら
タ

ー
ビ

ン
・

バ
イ

パ
ス

弁
ま

で
の

主
蒸

気
配
管

 

タ
ー

ビ
ン

・
バ

イ
パ

ス
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
，

タ
ー

ビ
ン

・
バ

イ
パ

ス
弁

ア
キ

ュ
ム

レ
ー

タ
か

ら
タ

ー
ビ

ン
・

バ
イ

パ
ス

弁
ま

で
の
配
管

・
弁
 

2)
出
力
上
昇
の
抑
制
機
能
 

原
子

炉
冷

却
材

再
循

環
系

(
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ

機
能
)，

制
御
棒
引
抜
監
視
装

置
 

・
原
子
炉
再
循
環
系
（
再
循
環

ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
）
 

・
制
御
棒
引
抜
監
視
装
置
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

3)
原
子
炉
冷
却
材
の
補
給
機
能
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
（
ポ
ン
プ
，
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
か
ら
制

御
棒
駆
動
機
構
ま
で
の
配
管

・
弁
）
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
制

御
棒

駆
動

水
圧

系
）
 

ポ
ン
プ
サ
ク
シ
ョ
ン
フ
ィ
ル
タ

 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
配
管

・
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
ポ
ン
プ
，
タ
ー
ビ
ン
，

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル

か
ら
注
水

先
ま
で
の
配
管
・
弁
）
 

直
接
関
連
系
 

（
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系
）
 

タ
ー

ビ
ン

へ
の

蒸
気

供
給

配

管
・
弁
 

ポ
ン

プ
ミ

ニ
マ

ム
フ

ロ
ー

ラ
イ

ン
配
管

・
弁
 

潤
滑

油
冷

却
器

及
び

そ
の

冷
却

器
ま
で
の
冷
却
水
供
給
配
管

 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能
へ
の
影
響
を
考
慮
し
，

重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。



８条-別添 1-資料 2-添付 1-12 

重
要
度
分
類
指
針
 

島
根
原
子
力
発
電
所
２
号
炉

 

分
類
 

定
義
 

機
能
 

構
築
物
，
系
統
又
は
機
器
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

 
火
災
に
よ
る
機
能
影
響

※
 

MS
-3
 

2)
異

常
状

態
へ

の
対

応
上

必
要

な

構
築
物
，
系
統
及
び
機
器

 

1)
緊

急
時

対
策

上
重

要
な

も
の

及

び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
 

原
子

力
発

電
所

緊
急

時
対

策

所
，

試
料

採
取

系
，

通
信

連

絡
設
備
，
放
射
線
監
視
設
備
，

事
故

時
監

視
計

器
の

一
部

，

消
火

系
，

安
全

避
難

通
路

，

非
常
用
照
明
 

緊
急
時
対
策
所
 

－
 

－
 

（
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
わ
ら
な
い
機
能
）

 

直
接
関
連
系
 

（
緊
急
時
対
策
所
）
 

情
報
収
集
設
備
 

通
信
連
絡
設
備
 

資
料
及
び
器
材
 

遮
蔽
設
備
 

試
料
採
取
系
（
異
常
時
に
必
要
な
以
下
の
機
能
を
有
す
る
も

の
。原

子
炉
冷
却
材
放
射
性
物
質
濃
度

サ
ン
プ
リ
ン
グ
分
析
，

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
性
物
質
濃
度

サ
ン
プ
リ
ン
グ
分
析
）
 

通
信
連
絡
設
備
（
1
つ
の
専
用
回
路
を
含
む
複
数
の
回
路
を

有
す
る
通
信
連
絡
設
備
）
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

放
射
能
監
視
設
備
（
排
気
筒
モ
ニ
タ
以
外
）

 

事
故
時
監
視
計
器
の
一
部
 

消
火
系
 

直
接
関
連
系
 

（
消
火
系
）
 

補
助
消
火
水
槽
，
サ
イ
ト

バ
ン

カ
建

物
消

火
タ

ン

ク
，

4
4

m
盤

消
火

タ
ン

ク
，

4
5

m
盤

消
火

タ
ン

ク
，

5
0

m
盤

消
火

タ
ン

ク
，
ポ
ン
プ
，
配
管
・
弁

等 泡
消
火
設
備
 

固
定
式
ガ
ス
消
火
設
備
 

火
災
検
出
装
置
（
受
信
機
含
む
）

 

防
火
扉
，
防
火
ダ
ン
パ
，
耐
火
壁
，
隔
壁
（
消
火
設
備
の
機

能
を
維
持
・
担
保
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
）

 

安
全
避
難
通
路
 

直
接
関
連
系
 

（
安
全
避
難
通
路
）
 

安
全
避
難
用
扉
 

非
常
用
照
明
 

＊
各
系
統
か
ら
抽
出
さ
れ
た
機
器
に
対
し
て
，
火
災
に
よ
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
を
考
慮
し
，
重
要
度
に
応
じ
て
図
る
べ
き
火
災
防
護
対
策
を
個
別
に
評
価
し
た
結
果
を
添
付
資
料
５
に
示
す
。
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島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な機能を 

達成するための系統 
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第
１

図
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

/自
動
減
圧
系

/逃
が
し
安
全
弁
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第
２
図
 
ほ
う
酸
水
注
入

系
及
び
制
御
棒
に
よ
る
系

 

原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

D
2
12

-1
 

水
圧
ユ
ニ
ッ
ト
（

13
7
台
）
 

制
御
棒

 

D
2
12

-2
 

制
御
棒
駆
動
機
構
（

13
7
本
）
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
5-

2A
 

    

M
V
22
5-

2B
 

V
2
25

-6
 

V
2
25

-5
 

M
V
22
5-

1B
 

M
V
22
5-

1A
 

V
2
25

-2
A 

V
2
25

-2
B 

P
2
25

-1
A 

P
2
25

-1
B 

Ａ
－

ほ
う
酸

水
注
入

ポ
ン
プ
 

Ｂ
－

ほ
う
酸

水
注
入
ポ
ン
プ
 

ス
ク

ラ
ム
パ

イ
ロ
ッ

ト
弁
 

ス
ク

ラ
ム
弁

 

ア キ ュ ム レ ー タ  

 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
 

タ
ン
ク
 

T
2
25

-1
 

S S 

N 2
 

 原
子

炉

保
護

系
 

計
装

用
圧
縮

空
気
系

 

H 2
O 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な

 

系
統
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
の

 

ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

N
2
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原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器
 

M
 

M
 

A
 

M
V
22
2-

15
A 

M
V
22
2-

2A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ

ポ
ン
プ
 

P
2
22

-1
A 

M
V
22
2-

1A
 

V
2
22

-1
A 

A
 

M
 

M
V
22
2-

22
A 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

16
A 

M
 

M
V
22
2-

11
A 

M
V
22
2-

5A
 

M
V
22
2-

3A
 

M
V
22
2-

4A
 

M
V
22
2-

13
 

M
V
22
2-

14
 

A
V
22
2-

1A
 

A
V
22
2-

3A
 

V
2
22

-7
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

21
 

M
V
22
2-

20
 

M
 

M
V
22
2-

17
A 

V
2
22

-1
5A
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

熱
交
換
器
 

H
2
22

-1
A 

圧 力 容 器 ベ ン ト ・ ド レ ン 系 へ

液
体
廃
棄
物
処
理
系
へ

 

残
留
熱
除
去
系

B
系
へ
 

M
V
22
2-

8A
 

M
V
22
2-

6 

M
V
22
2-

7 

原
子
炉
再
循
環
 

ポ
ン
プ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

（
ト
ー
ラ
ス
）

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 

第
３
図
 
残
留
熱
除
去
系
（

A
系
）
 

M
 

M
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
よ
り

 

M
V
22

1-
6 

原
子
炉

の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す

る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等
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原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

M
 

M
 

A
 

M
V
22
2-

15
B 

 

M
V
22
2-

2B
 

Ｂ
－

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

 

P
2
22

-1
B 

M
V
22
2-

1B
 

V
2
22

-1
B 

A
 

M
 

M
 

M
 

M
V
22
2-

22
B 

M
 

M
 

M
V
22
2-

16
B 

M
 

M
V
22
2-

11
B 

M
V
22
2-

5B
 

M
V
22
2-

3B
 

M
V
22
2-

4B
 

A
V
22
2-

1B
 

A
V
22
2-

3B
 

M
 

M
V
22
2-

17
B 

V
2
22

-1
5B
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
 

熱
交
換
器
 

H
2
22

-1
B 

M
 

M
 

残
留
熱
除
去
系

A
系
へ

 
M
V
22
2-

8B
 

M
V
22
2-

6 

M
V
22
2-

7 

原
子
炉
再
循
環

 

ポ
ン
プ

 

A
 

M
 

M
V
22
2-

5C
 

A
V
22
2-

1C
 

M
 

M
V
22
2-

1C
 

M
 

M
V
22
2-

15
C 

M
 

M
V
22
2-

17
C 

V
2
22

-1
5C
 

Ｃ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ

 

P
2
22

-1
C 

V
2
22

-1
C 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

 

（
ト
ー
ラ
ス
）

 

M
 

M
 

第
４
図
 
残
留
熱
除
去
系
（

B，
C
系
）
 

 

M
 

M
V
22

4-
7 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
よ
り

 

原
子
炉

の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す

る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等
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原
子
炉
圧
力
容
器

 

A
 

M
 

M
 

主
蒸
気
管
よ
り

 

原
子
炉
格
納
容
器

 

M
 

M
 

H
 

M
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

T
2
71

-1
 

M
 

M
 

M
 

M
 

M
 残

留
熱
除
去
系
ミ
ニ
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン
 

M
 

M
 

A
 

A
 

A
V
22
1-

1 
M
V
22
1-

2 

M
V
22
1-

5 

M
V
22
1-

4 

給
水
管
へ
 

M
V
22
1-

21
 

M
V
22
1-

20
 

M
V
22
1-

51
 
M
V
22
1-

22
 

M
V
22
1-

7 

潤
滑
油
ク
ー
ラ
 

H
2
21

-2
 

バ
ロ
メ
ト
リ
ッ
ク
復
水

器
 

H
2
21

-1
 

M
V
22
1-

6 

M
V
22
1-

23
 

V
2
21

-2
0 

真
空
タ
ン
ク
 

T
2
21

-1
 

真
空
ポ
ン
プ
 

P
2
21

-3
 

復
水
ポ
ン
プ
 

P
2
21

-4
 

R
C
IC

タ
ー
ビ
ン

 

M
2
21

-1
 

R
C
IC

ポ
ン
プ
 

P
2
21

-1
 

H
V
22
1-

01
 

V
2
21

-2
 

V
2
21

-4
 

M
V
22
1-

10
 

V
2
21

-1
2 

M
V
22
1-

3 
V
2
21

-1
6 

V
2
21

-1
1 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
 

（
ト
ー
ラ
ス
）

 

M
 

M
V
22
1-

1 

第
５

図
 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

 

A
 

A
V
20
2-

1B
 

M
 

蒸
気
タ

ー
ビ
ン
へ
 

M
V
20
2-

2 

M
 

M
V
22
1-

34
 

H
P
AC

へ
 

M
 

M
V
22
2-

15
A 

M
V
22

4-
6 

M
 

M
 

M
V
22

4-
9 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

残
留
熱
 

除
去
系
よ
り
 

H
P
AC

よ
り
 

給
水
系
よ
り
 

給
水
系
よ
り
 

復
水
器
へ
 

高 圧 炉 心  

ス プ レ イ 系 よ り  
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原
子
炉
圧
力
容
器

 

原
子
炉
格
納
容
器
 

M
 

A
 

M
V
22
4-

7 

V
2
24

-1
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
 

P
2
24

-1
 

M
V
22
4-

2 

V
2
24

-3
 

M
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

T
2
71

-1
 

M
 

M
 

M
V
22
4-

5 
M
V
22
4-

6 

残
留
熱
除
去
系

 

ミ
ニ
フ
ロ
ー
ラ
イ
ン

 

M
 

V
2
24

-2
 

M
 

M
 

M
V
22
4-

8 

M
V
22
4-

9 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
 

（
ト
ー
ラ
ス
）
 

M
 

M
V
28
5-

1 
M

 

M
V
22
4-

1 

M
V
22
4-

3 
A
V
22
4-

1 

第
６

図
 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

他
系
統
と
の
境
界
を
構
成
す
る
電
動
弁
等

 

燃 料 プ ー ル 補 給 水 系 へ  

残
留
熱
除
去
系
よ
り

 

M
 

M
 

M
V
22

2-
15
C 

M
V
22

2-
15
B 

M
 

M
V
22
1-

5 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
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原
子
炉
圧
力
容
器
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

M
 

M
 

A
 

M
V
22
3-

4 

M
V
22
3-

3 

V
2
23

-7
 

Ｌ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ

 

P
2
23

-1
 

M
V
22
3-

1 

V
2
23

-1
 

M
 

M
V
22
3-

2 
A
V
22
3-

1 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
 

（
ト
ー
ラ
ス
）
 

第
７

図
 
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器

 

M
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第
８
図
 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備

 

発
電
機
 

G
N
28
0-

3A
 

空
気
だ
め
 

（
自
動
）
 

T
2
80

-8
A-
1 

空
気
だ
め

 

（
手
動
）
 

T
2
80

-8
A-
2 

A
 

Ｓ
 

Ｓ
 

Ｓ
 

Ｓ
 

Ｓ
 

A
 

Ｓ
 

Ｓ
 

Ａ
－
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

 

M
2
80

-1
A 

給
気
消
音
器
 

D
2
80

-6
A 

排
気
消
音
器
 

D
2
80

-7
A 

外
気
よ
り
 

大
気
放
出
 

シ
リ

ン
ダ

油
タ
ン
ク

T
2
80

-5
A

潤
滑
油

フ
ィ

ル
タ
 

D
28
0
-4
A 

シ
リ

ン
ダ
油

フ
ィ

ル
タ

D
28
0
-4
A

潤
滑
油

冷
却

器
 

H
28
0
-1
A 

潤
滑

油
プ
リ

ヒ
ー
タ
 

H
28
0
-2
A 

潤
滑

油
サ
ン
プ
 

タ
ン

ク

T
28
0
-4
A

一
次
水
膨
張
タ
ン
ク
 

T
28
0
-7
A 

1
次
水

冷
却
器
 

H
28
0
-3
A 

一
次
水
プ
リ
ヒ
ー
タ
 

H
28
0
-4
A 

一
次
水
空
気
 

抜
き
タ
ン
ク
 

T
28
0
-6
A 

A
V2
8
0-
3
00
A
-1
 

A
V2
8
0-
3
00
A
-2
 

S
V2
8
0-
 

3
00
A
-1
 

S
V2
8
0-
 

3
01
A
-1
 

S
V2
8
0-
 

3
00
A
-2
 

S
V2
8
0-
 

3
01
A
-2
 

P
SV
2
80
- 

3
00
A
-2
 

P
SV
2
80
- 

3
00
A
-1
 

機
関
付
潤
滑
油
ポ
ン
プ
 

P
2
80

-3
A 

潤
滑

油
プ

ラ
イ

ミ
ン

グ

ポ
ン
プ

 

P
2
80

-4
A 

機
関
付
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

P
2
80

-5
A 

C
V2
8
0-
 

2
00
A 

C
V2
8
0-
 

1
A 

一
次
水
循
環
ポ
ン
プ
 

P
2
80

-6
A 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
機
器
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第
９
図
 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
燃
料
移
送
系

Ａ
－
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク

 

T
2
80

-1
A 

Ｂ
１

－
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
 

T
2
80

-1
B-
1 

Ｈ
－
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

T
2
80

-1
H 

Ａ
－
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
 

T
2
80

-3
A 

Ｈ
－
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
 

T
2
80

-3
H 

Ｂ
－
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
 

T
2
80

-3
B 

Ａ
－
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

P
2
80

-1
A 

Ｈ
－
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

P
2
80

-1
H 

Ｂ
－
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

P
2
80

-1
B 

Ａ
－

非
常
用
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関

へ Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関

へ Ｂ
－
非
常
用

 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
機

関

へ

原
子
炉
の
安
全
停
止
に
必
要
な
系
統
機
能
を

 

発
揮
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
 

Ａ
２

－
燃
料
貯
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

換気空調設備の「原子炉の安全停止に必要な機器」への抽出について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,

維持するために必要な機器」の設置場所は，その室内温度が機器の設計温度以下

となるように換気空調設備による除熱を実施している。 

単一の火災を想定した際に，換気空調設備が停止し，室内温度が機器の最高使

用温度を超え，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な

機器」の機能喪失が起こりうる。 

本資料では，Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室を対象とし，換気空調設備停止時

における室内温度の評価を実施することにより，換気空調設備が「原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」になり得るのかの評価

結果を示した。 

2. 評価対象となる換気空調設備

Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室は，第１表に示す換気空調設備による除熱を実

施している。 

第１表 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために 

必要な機能を有する機器に対する換気空調設備 

原子炉の高温停止及び低温停止を 

達成し，維持するために必要な機器 
換気空調設備 

Ｂ－原子炉補機冷却系（ポンプ等） Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室冷却機 
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3. 換気空調設備停止時における室内温度評価結果

3.1. 室内温度評価方法 

換気空調設備停止に伴い，室内の除熱機能が喪失するために室内温度が上昇

し，最終的には，室内発熱量と室外への放出熱量が平衡状態となるまで室内温

度が上昇する。 

室内温度評価では，構造体構成情報，初期室内温度，室内発熱量，室外温度

等に基づき，室内体積及び構造体への熱移動計算を繰り返し行い，一定時間後

の室内温度を求めた。 

 
 

 0

60
'

TTRAKqi

qiqt
TRTR








室内の熱容量

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 室内温度評価条件 

3.2.1. 室内の熱容量 

保守的な観点から空気（対象室容積）のみを考慮し，機器類は見込まない

ものとした。 

3.2.2. 初期室内温度，室外温度 

Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室及び隣接室の室内温度は，夏季通常運転中

の設計室内温度とした。 

周囲壁 

放熱 

発熱体 

TR’：単位時間経過後の室温（℃） 

TR：初期室温（℃） 

t  ：経過時間（分） 

q  ：室内発熱量（W） 

qi ：室外への放熱量（W） 

K  ：構造体境界壁の熱透過率（W/m2℃） 

A  ：構造体境界壁の表面積（m2） 

T0  ：室外温度（℃） 
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3.2.3. 室内発熱量 

Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室の機器及び配管，ケーブルからの発熱量を

使用した。 

3.2.4. 換気 

換気空調設備停止のため，風による除熱は見込まないものとした。 

3.3. 評価結果 

Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室において，単一火災後 72時間まで換気空調設

備の運転が実施されなかった場合の室内温度と機器の最高使用温度を第２表

に示す。 

第２表 室内温度評価結果 

原子炉の高温 

停止及び低温 

停止を達成し, 

維持するため 

に必要な機器 

換気空調設備 対象エリア 

初期 

室内温度

（℃） 

温度 

制限 

（℃） 

温度 

評価 

（℃） 

評価 

Ｂ－原子炉補機

冷却系ポンプ 

Ｂ－原子炉補機

冷却系ポンプ室

冷却機 

Ｂ－原子炉補機

冷却系ポンプ室 
35.0 55.0 50.0 ○ 

4. 結論

評価結果より，Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室冷却機の停止に起因して「原子

炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器」の機能喪失は

起こり得ない。 

よって，Ｂ－原子炉補機冷却系ポンプ室冷却機は「原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し,維持するために必要な機器」ではない。 

なお，その他の非常用炉心冷却系ポンプ室等の換気空調設備は，原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し,維持するために必要な機器として抽出した。 
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添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

非常用母線間の接続に対する他号炉への影響について 

島根原子力発電所２号炉における，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,

維持するために必要な非常用電源系統は，常用母線及び予備電源分岐盤を介して，

他号炉の母線と接続されている。 

しかし，２号炉の「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,維持するために必

要な非常用母線」は，他号炉と切り離す遮断器が設置されていることから分離は

可能である。２号炉の非常用母線と他号炉の接続状況を第１図に示す。 

非常用母線又は直流母線に単一の内部火災が発生しても，火災が発生していな

い区域の非常用母線又は直流母線が影響を受けないことを次頁以降に示す。 

 

 

 

 

 

第１図 ２号炉の非常用母線と１号炉の接続状況 
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島根原子力発電所２号炉の 

非常用母線における火災発生時の影響について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉における，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し,

維持するために必要な機器の非常用母線（以下「非常用母線」という。）」に単一

の内部火災を想定した場合においても，火災が発生していない区分の非常用母線

が影響を受けないことを以下に示す。 

2. 非常用母線における火災発生時の影響について

島根原子力発電所２号炉の非常用母線のいずれかで火災が発生した場合にも，

以下のとおり系統は分離されており，機能は喪失しない。 

2.1. 耐火壁による分離 

区分Ⅰ（Ａ系），Ⅲ（ＨＰＣＳ系）と区分Ⅱ（Ｂ系）の各安全系区分の補機

に電源を給電する遮断器は，３時間の耐火能力を有する耐火壁によって囲まれ

た火災区域内に設置されており，火災の影響を受けることはない。 

非常用母線の火災区域による分離を第２図に示す。 

2.2. 電気回路による分離 

島根原子力発電所２号炉の区分Ⅰ（Ａ系），区分Ⅱ（Ｂ系），区分Ⅲ（ＨＰＣ

Ｓ系）の非常用母線には，各々に常用母線からの受電ラインに受電遮断器が設

置され，過電流による過熱防止用の保護継電器が設置されている。 

いずれかの非常用母線に火災が発生し，短絡等の異常が発生した場合は，受

電遮断器及び保護継電器の作動により電気的に分離され，他の非常用母線の機

能は維持される。 

非常用母線の電気回路による分離を第３図に示す。 
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第２図 非常用母線の３時間耐火壁等による分離 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第３図 非常用母線の電気回路による分離 
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ン
プ

２
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
‐
動
力
変
圧
器

Ｂ
‐
原
子
炉
浄
化
循
環
ポ
ン
プ

Ｂ
‐
制
御
棒
駆
動
水
圧
ポ
ン
プ

２
Ｄ
‐
動
力
変
圧
器

Ｂ
‐
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｄ
‐
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

Ｂ
‐
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

Ｄ
‐
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

Ｂ
‐
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｃ
‐
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

Ｂ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機

２号炉 

6.9kV 2C 母線 

２号炉 

6.9kV 2D 母線 

２号炉 6.9kV 2HPCS 母線 

２号炉 6.9kV 

2A 母線 

２号炉 6.9kV 

2B 母線 

Ａ
‐
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
‐
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

２号起動変圧器 

予備変圧器 

予備電源分岐盤 
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島根原子力発電所２号炉の 

直流母線における火災発生時の影響について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉における非常用の直流母線は，充電器と蓄電池に接続

している（以下これらを「直流電源設備」という。）。 

直流電源設備に単一の内部火災を想定した場合においても，火災が発生してい

ない区域の直流電源設備が，影響を受けないことを以下に示す。 

2. 直流電源設備における火災発生時の影響について

島根原子力発電所２号炉における直流電源設備のいずれかで火災が発生した

場合にも，以下のとおり，系統は分離され機能が喪失しない。 

2.1. 区域による物理的分離 

 ３系統の直流電源設備は，区分Ⅰ（Ａ系），Ⅲ（ＨＰＣＳ系）と区分Ⅱ（Ｂ

系）がそれぞれ３時間の耐火能力を有する耐火壁で囲まれた火災区域内に設置

されており，火災の影響を受けることはない。 

 直流電源設備の区域による分離の状況を第４図，第５図に示す。 

2.2. 遮断器による電気的分離 

 異なる区分の非常用電源設備を接続する場合，充電器に遮断器を設け，電気

事故が発生した場合，故障個所を隔離し，他の系統へ影響を及ぼさない設計と

している。 

 遮断器による電気的分離の状況を第６図に示す。 

2.3. メカニカルインターロックによる物理的分離 

 区分Ⅰと区分Ⅱは，充電器を介して給電できるが，区分Ⅰと区分Ⅱが電気的

に接続状態とならないようにメカニカルインターロックを設置することによ

って物理的に分離している。 

メカニカルインターロックによる物理的分離の状況を第６図に示す。
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第４図 直流電源設備の区域による分離（その１）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第５図 直流電源設備の区域による分離（その２） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な機能を達成するため

の機器リスト 
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本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

添付資料５ 

 

機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

A～D -主蒸気内側隔離弁 空気作動弁 

原子炉冷却
材圧力バウ

ンダリ

② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し

た場合はフェイル・クローズ設計
のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定しても異

なる電源区分の電磁弁で多重化
されていること，下流の格納容器
外側に隔離弁があり二重化され

ていることから，系統機能に影響
を及ぼすものではない。 

A～D -主蒸気外側隔離弁 空気作動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合はフェイル・クローズ設計

のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定しても異
なる電源区分の電磁弁で多重化

されていること，上流の格納容器
内側に隔離弁があり二重化され
ていることから，系統機能に影響

を及ぼすものではない。 

主蒸気ドレン内側隔離弁 電動弁 ② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し

た場合でも通常時と機能要求時
で状態が変わらないこと，また，
万一誤動作した場合であっても

下流の格納容器外側に隔離弁が
あり弁が二重化されていること
から，火災影響により系統機能に

影響を及ぼすものではない。 

主蒸気ドレン外側隔離弁 電動弁 ② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で

ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時
で状態が変わらないこと，また，

万一誤動作した場合であっても
上流の格納容器内側に隔離弁が
あり弁が二重化されていること

から，火災影響により系統機能に
影響を及ぼすものではない。 

CUW 入口内側隔離弁 電動弁 ① 

CUW 入口外側隔離弁 電動弁 ① 

A 原子炉給水外側隔離逆
止弁 

空気作動弁 ② 

逆止弁の RPV リークテスト用の

駆動部であり，火災により系統機
能に影響を与えるものではない。
また，万一の誤開を想定しても下

流側に逆止弁があり原子炉冷却
材バウンダリ機能は確保される
ことから，系統機能に影響を及ぼ

すものではない。 

B 原子炉給水外側隔離逆
止弁 

空気作動弁 ② 

制御棒カップリング カップリング 過剰反応度

の印加防止 

② 
不燃材で構成されていること，原
子炉格納容器内に設置されてお

り，火災が発生するおそれはな
い。 

制御棒駆動機構カップリ
ング

カップリング ② 

制御棒駆動機構ラッチ機
構 

ラッチ機構 ② 

炉心支持構造物 支持構造物 
炉心形状の

維持 
② 

不燃材で構成されていること，原

子炉格納容器内に設置されてお
り，火災が発生するおそれはな
い。 

燃料集合体（燃料除く） 燃料集合体 ② 

窒素容器 容器 
原子炉の緊
急停止 

② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

HCU用アキュムレータ 容器 ② 

  

※以下の対策を実施する設計とする。

①火災防護に係る審査基準に基づく火災防護対策

②消防法又は建築基準法に基づく火災防護対策
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

水圧ユニットスクラム弁 空気作動弁 
原子炉の緊
急停止／未

臨界維持 

② 
火災により電磁弁が機能喪失す

るとスクラムされること，万一誤
動作した場合であっても電源を
切ることによりスクラム動作さ

せることが可能であることから
系統機能に影響を及ぼすもので
はない。 

スクラムパイロット弁 電磁弁 ② 

CRD 出口スクラム弁 空気作動弁 ② 

CRD A,B-スクラム水ドレ
ン弁

空気作動弁 ② 
当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。万一誤動作した場合であっ

ても電源を切ることにより閉動
作させることが可能であり，ま
た，二重化されていることから系

統機能に影響を及ぼすものでは
ない。 

CRD A,B-スクラム水ベン
ト弁

空気作動弁 ② 

CRD A,B-ドレン・ベント
弁パイロット弁 

電磁弁 ② 

A-SLCタンク出口弁 電動弁 未臨界維持 ② 

「ほう酸水注入系」が機能喪失し

ても，未臨界維持機能としては
「制御棒による系」があり，当該
系統については火災が発生して

も機能に影響が及ぶおそれはな
い。 

B-SLCタンク出口弁 電動弁 ② 

A-SLC注入弁 電動弁 ② 

B-SLC注入弁 電動弁 ② 

A-ほう酸水注入ポンプ ポンプ ② 

B-ほう酸水注入ポンプ ポンプ ② 

A-ほう酸水注入ポンプ

潤滑油ポンプ
ポンプ ② 

B-ほう酸水注入ポンプ

潤滑油ポンプ
ポンプ ② 

ほう酸水貯蔵タンク 容器 ② 

主蒸気逃がし安全弁 安全弁 

原子炉冷却
材圧力バウ
ンダリの加

圧防止／安
全弁及び逃
がし弁の吹

き止まり

② 

不燃材で構成されていること，原
子炉格納容器内に設置されてお
り，火災が発生するおそれはな

い。 

SR 弁逃がし弁機能用電
磁弁 

電磁弁 

原子炉停止
後の除熱／

炉心冷却 ② 

当該弁が火災により機能喪失し
た場合であっても火災防護対象

としている ADS 機能により安全
停止に必要な機能を確保可能で
あるため。 

SR 弁逃がし弁機能用電
磁弁 

電磁弁 ① 

SR 弁 ADS(A)機能用電磁
弁 

電磁弁 ① 

SR 弁 ADS(B)機能用電磁
弁 

電磁弁 ① 

タービン蒸気加減弁 油圧作動弁 原子炉停止

後の除熱 

① 

原子炉隔離時冷却系ター
ビン 

タービン ① 

RCICポンプ CST水入口弁 電動弁 ① 

RCIC 注水弁 電動弁 ① 

RCIC タービン蒸気入口
弁 

電動弁 ① 

RCIC HPAC タービン蒸気
入口弁 

電動弁 ① 

RCIC ポンプトーラス水

入口弁 
電動弁 ① 

RCIC 復水器冷却水入口

弁 
電動弁 ① 

原子炉隔離時冷却ポンプ ポンプ ① 

RCIC第 1テスト弁 電動弁 ② 

系統試運転用の弁であり，通常
閉，機能要求時閉である。火災影
響を受け機能喪失した場合でも

通常時と機能要求時で状態が変
わらないこと，万一誤作動した場
合であっても二重化されている

ことから，火災により系統機能に
影響を与えるものではない。 

RCIC第 2テスト弁 電動弁 ②
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
RCIC ポンプミニマムフ
ロー弁

電動弁 
原子炉停止
後の除熱 

① 

RCIC 真空ポンプ出口弁 電動弁 ① 

RCIC タービン排気隔離
弁 

電動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時開で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時

で状態が変わらないこと，また，
当該弁の電源を「切」運用として
いることから誤動作が発生する

ことはなく，系統機能に影響を及
ぼすことはない。 

RCIC 蒸気内側隔離弁 電動弁 ① 

RCIC 蒸気外側隔離弁 電動弁 ① 

RCIC 主塞止弁 電動弁 ① 

原子炉隔離時冷却ストレ

ーナ 
ストレーナ ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

RCIC タービン真空タン
ク 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

RCIC タービンパロメト
リック復水器

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

RCICタービン油冷却器 容器 ① 

RCICタービン油ポンプ ポンプ ① 

主油タンク 容器 ① 

RCIC タービン真空ポン

プ 
ポンプ ① 

RCIC タービン復水ポン
プ 

ポンプ ① 

RCIC冷却水減圧弁 圧力調節弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

RCIC試験可能逆止弁 空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響
を与えるものではない。また，万

一の誤開を想定しても炉心冷却
機能への影響はなく，下流側に 2
つの逆止弁があり当該弁にはバ

ウンダリ機能はないことから，系
統機能に影響を及ぼすものでは
ない。

HPCS 試験可能逆止弁 空気作動弁 

原子炉停止
後の除熱／

炉心冷却 

② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響

を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても炉心冷却
機能への影響はなく，上流側に隔

離弁があり原子炉冷却材バウン
ダリ機能も確保されることから，
系統機能に影響を及ぼすもので

はない。 

HPCSポンプ CST水入口弁 電動弁 ① 

HPCS ポンプトーラス水
入口弁 

電動弁 ① 

高圧炉心スプレイポンプ ポンプ ① 

HPCS ポンプトーラス側
ミニマムフロー弁

電動弁 ① 

HPCS 第 1テスト弁 電動弁 ② 

系統試運転用の弁であり，通常
閉，機能要求時閉である。火災影
響を受け機能喪失した場合でも

通常時と機能要求時で状態が変
わらないこと，万一誤作動した場
合であっても二重化されている

ことから，火災により系統機能に
影響を与えるものではない。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

HPCS 第 2テスト弁 電動弁 

原子炉停止
後の除熱／

炉心冷却 

② 

系統試運転用の弁であり，通常
閉，機能要求時閉である。火災影

響を受け機能喪失した場合でも
通常時と機能要求時で状態が変
わらないこと，万一誤作動した場

合であっても二重化されている
ことから，火災により系統機能に
影響を与えるものではない。 

HPCSポンプ CST側第 1ミ
ニマムフロー弁

電動弁 ① 

HPCSポンプ CST側第 2ミ
ニマムフロー弁

電動弁 ① 

HPCS 注水弁 電動弁 ① 

高圧炉心スプレイストレ
ーナ 

ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-RHR試験可能逆止弁 空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響
を与えるものではない。また，万

一の誤開を想定しても炉心冷却
機能への影響はなく，上流側に隔
離弁があり原子炉冷却材バウン

ダリ機能も確保されることから，
系統機能に影響を及ぼすもので
はない。 

A-RHR 炉水戻り試験可能
逆止弁

空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響

を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても原子炉停
止後の除熱機能への影響はなく，

上流側に隔離弁があり原子炉冷
却材バウンダリ機能も確保され
ることから，系統機能に影響を及

ぼすものではない。 

A-RHR ポンプミニマムフ
ロー弁

電動弁 ① 

A-RHR ポンプトーラス水
入口弁

電動弁 ① 

A-RHRポンプ炉水戻り弁 電動弁 ① 

A-RHRポンプ炉水入口弁 電動弁 ① 

A-残留熱除去ポンプ ポンプ ① 

A-残留熱除去封水ポンプ ポンプ ② 

電動機含む。系統の通常(スタン

バイ)時における配管の満水保管
に使用するものであり，系統機能
を発揮する時点では当該機器の

機能に期待しないため，安全停止
に必要な機能を有しないことか
ら，火災によって系統機能に影響

を及ぼすものではない。 

A-RHRテスト弁 電動弁 ① 

A-RHR注水弁 電動弁 ① 

A-RHR熱交水室入口弁 電動弁 ① 

A-RHR熱交バイパス弁 電動弁 ① 

A-RHR トーラススプレイ
弁

電動弁 ② 
格納容器スプレイ機能時に使用
するものであり，火災によって機

能要求されるものではない。 

A-RHR ドライウェル第 1
スプレイ弁

電動弁 ② 

格納容器スプレイ機能時に使用

するものであり，火災によって機
能要求されるものではない。 

A-RHR ドライウェル第 2

スプレイ弁
電動弁 ② 

格納容器スプレイ機能時に使用
するものであり，火災によって機
能要求されるものではない。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

A-FCS 冷却水入口弁 電動弁 

原子炉停止
後の除熱／

炉心冷却 

② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し

た場合でも通常時と機能要求時
で状態が変わらないこと，また，
万一誤動作した場合であっても

閉鎖された系であることから，系
統機能に影響を及ぼすものでは
ない。 

B-RHR試験可能逆止弁 空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響

を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても炉心冷却
機能への影響はなく，上流側に隔

離弁があり原子炉冷却材バウン
ダリ機能も確保されることから，
系統機能に影響を及ぼすもので

はない。 

B-RHR 炉水戻り試験可能
逆止弁

空気作動弁 ② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響

を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても原子炉停
止後の除熱機能への影響はなく，

上流側に隔離弁があり原子炉冷
却材バウンダリ機能も確保され
ることから，系統機能に影響を及

ぼすものではない。 

B-RHR ポンプミニマムフ

ロー弁
電動弁 ① 

B-RHR ポンプトーラス水
入口弁

電動弁 ① 

B-RHRポンプ炉水戻り弁 電動弁 ① 

B-RHRポンプ炉水入口弁 電動弁 ① 

B-残留熱除去ポンプ ポンプ ① 

B-残留熱除去封水ポンプ ポンプ ② 

電動機含む。系統の通常(スタン

バイ)時における配管の満水保管
に使用するものであり，系統機能
を発揮する時点では当該機器の

機能に期待しないため，安全停止
に必要な機能を有しないことか
ら，火災によって系統機能に影響

を及ぼすものではない。 

B-RHRテスト弁 電動弁 ① 

B-RHR注水弁 電動弁 ① 

B-RHR熱交水室入口弁 電動弁 ① 

B-RHR熱交バイパス弁 電動弁 ① 

B-RHR トーラススプレイ
弁

電動弁 ② 

格納容器スプレイ機能時に使用

するものであり，火災によって機
能要求されるものではない。 

B-RHR ドライウェル第 1
スプレイ弁

電動弁 ② 

格納容器スプレイ機能時に使用

するものであり，火災によって機
能要求されるものではない。 

B-RHR ドライウェル第 2

スプレイ弁
電動弁 ② 

格納容器スプレイ機能時に使用
するものであり，火災によって機
能要求されるものではない。 

B-FCS 冷却水入口弁 電動弁 ② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時

で状態が変わらないこと，また，
万一誤動作した場合であっても
閉鎖された系であることから，系

統機能に影響を及ぼすものでは
ない。 
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RHR トーラス水移送第 1
隔離弁 

電動弁 

原子炉停止
後の除熱／

炉心冷却 

② 

他系統との連絡弁であるが，当該
弁は通常閉，機能要求時閉であ

る。火災の影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時
で状態が変わらないこと，万一誤

作動した場合であっても電源区
分の異なる弁で二重化されてい
ることから火災によって系統機

能に影響を及ぼすものではない。 

RHR トーラス水移送第 2
隔離弁 

電動弁 ② 

他系統との連絡弁であるが，当該

弁は通常閉，機能要求時閉であ
る。火災の影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時

で状態が変わらないこと，万一誤
作動した場合であっても電源区
分の異なる弁で二重化されてい

ることから火災によって系統機
能に影響を及ぼすものではない。 

A-残留熱除去系熱交換器 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B-残留熱除去系熱交換器 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

A-残留熱除去ストレーナ ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-残留熱除去ストレーナ ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

RHR 炉水入口内側隔離弁 電動弁 ① 

RHR 炉水入口外側隔離弁 電動弁 ① 

RHR 炉頂部冷却外側隔離
弁 

電動弁 ② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時

で状態が変わらないこと，万一誤
作動した場合であっても二重化
されていることから，火災により

系統機能に影響を与えるもので
はない。 

RHR 炉頂部冷却内側隔離
弁 

電動弁 ② 

当該弁は通常閉，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合でも通常時と機能要求時

で状態が変わらないこと，万一誤
作動した場合であっても二重化
されていることから，火災により

系統機能に影響を与えるもので
はない。 

C-RHR試験可能逆止弁 空気作動弁 

炉心冷却 

② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で

あり，火災により系統機能に影響
を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても炉心冷却

機能への影響はなく，上流側に隔
離弁があり原子炉冷却材バウン
ダリ機能も確保されることから，

系統機能に影響を及ぼすもので
はない。 

C-RHRテスト弁 電動弁 ① 

C-RHR注水弁 電動弁 ① 

C-RHR ポンプミニマムフ
ロー弁

電動弁 ① 

C-RHR ポンプトーラス水

入口弁
電動弁 ① 

C-残留熱除去ポンプ ポンプ ① 

C-残留熱除去ストレーナ ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 
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LPCS試験可能逆止弁 空気作動弁 

炉心冷却 

② 

逆止弁の開閉試験用の駆動部で
あり，火災により系統機能に影響

を与えるものではない。また，万
一の誤開を想定しても炉心冷却
機能への影響はなく，上流側に隔

離弁があり原子炉冷却材バウン
ダリ機能も確保されることから，
系統機能に影響を及ぼすもので

はない。 

LPCS ポンプ入口弁 電動弁 ① 

LPCS 注水弁 電動弁 ① 

低圧炉心スプレイポンプ ポンプ ① 

LPCS テスト弁 電動弁 ① 

LPCS ポンプミニマムフ

ロー弁
電動弁 ① 

低圧炉心スプレイストレ
ーナ 

ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

RCW A1-DG冷却水出口弁 電動弁 サポート系
（原子炉補

機冷却系）

① 

RCW A2-DG冷却水出口弁 電動弁 ① 

RCW B1-DG冷却水出口弁 電動弁 ① 

RCW B2-DG冷却水出口弁 電動弁 ① 

RCW 常用補機冷却水入口

A切替弁 
電動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響により機能喪失し

た場合でも二重化されているこ
と，二重化された下流側の弁はフ
ェイル・クローズ設計であること

から，火災により系統機能に影響
を与えるものではない。 

RCW 常用補機冷却水入口
B切替弁 

電動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で

ある。火災影響により機能喪失し
た場合でも二重化されているこ
と，二重化された下流側の弁はフ

ェイル・クローズ設計であること
から，火災により系統機能に影響
を与えるものではない。 

A1-原子炉補機冷却系熱
交換器 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A2-原子炉補機冷却系熱
交換器 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A3-原子炉補機冷却系熱
交換器 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B1-原子炉補機冷却系熱

交換器 
容器 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B2-原子炉補機冷却系熱

交換器 
容器 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B3-原子炉補機冷却系熱
交換器 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-原子炉補機冷却水ポン
プ

ポンプ ① 

B-原子炉補機冷却水ポン
プ

ポンプ ① 

C-原子炉補機冷却水ポン
プ

ポンプ ① 

D-原子炉補機冷却水ポン

プ
ポンプ ① 

A-原子炉補機冷却水サー

ジタンク
容器 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B-原子炉補機冷却水サー
ジタンク

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

原子炉補機冷却水薬品添
加タンク 

容器 ② 
系統設備保守に係る機器であり，
安全停止に必要な機能を有して

いない。 
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RCW A-緊急遮断弁 空気作動弁 

サポート系
（原子炉補

機冷却系）

② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し

た場合はフェイル・クローズ設計
のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定した場合

であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼ
すものではない。 

RCW B-緊急遮断弁 空気作動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し

た場合はフェイル・クローズ設計
のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定した場合

であっても閉鎖された系である
ことから，系統機能に影響を及ぼ
すものではない。 

RCW C-緊急遮断弁 空気作動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合はフェイル・クローズ設計

のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定した場合
であっても閉鎖された系である

ことから，系統機能に影響を及ぼ
すものではない。 

RCW D-緊急遮断弁 空気作動弁 ② 

当該弁は通常開，機能要求時閉で
ある。火災影響を受け機能喪失し
た場合はフェイル・クローズ設計

のため機能要求は満足する。ま
た，万一の不動作を想定した場合
であっても閉鎖された系である

ことから，系統機能に影響を及ぼ
すものではない。 

RCW A-RHR 熱交冷却水出
口弁 

電動弁 ① 

RCW B-RHR 熱交冷却水出
口弁 

電動弁 ① 

中央制御室冷凍機出口圧

力調節弁 
圧力調節弁 ① 

RCW CUW 補助熱交冷却水
出口弁 

電動弁 ② 

通常閉であり，系統機能要求時に

動作を要求されるものではない
こと，万一誤動作した場合であっ
ても系統機能への影響はない。 

RCW 常用補機冷却水出口
A切替弁 

電動弁 ② 

通常開であり，系統機能要求時に
動作を要求されるものではない
こと，万一誤動作した場合であっ

ても系統機能への影響はない。 

RCW 常用補機冷却水出口
B切替弁 

電動弁 ② 

通常開であり，系統機能要求時に

動作を要求されるものではない
こと，万一誤動作した場合であっ
ても系統機能への影響はない。 

A-RCW熱交海水出口弁 電動弁 サポート系
（原子炉補
機海水系）

① 

B-RCW熱交海水出口弁 電動弁 ① 

A-原子炉補機海水ストレ
ーナ

ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-原子炉補機海水ストレ
ーナ

ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-RSWポンプ出口弁 電動弁 ① 

B-RSWポンプ出口弁 電動弁 ① 

C-RSWポンプ出口弁 電動弁 ① 

D-RSWポンプ出口弁 電動弁 ① 

A-原子炉補機海水ポンプ ポンプ ① 

B-原子炉補機海水ポンプ ポンプ ① 

C-原子炉補機海水ポンプ ポンプ ① 

D-原子炉補機海水ポンプ ポンプ ①
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高圧炉心スプレイ補機冷
却水熱交換器 

容器 
サポート系
（高圧炉心

スプレイ補
機冷却系）

② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ補機冷
却水ポンプ 

ポンプ ① 

高圧炉心スプレイ補機冷
却水サージタンク 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

HPSW ポンプ出口弁 電動弁 サポート系
（高圧炉心
スプレイ補

機海水系）

① 

高圧炉心スプレイ補機海
水ポンプ 

ポンプ ① 

高圧炉心スプレイ補機海
水ストレーナ 

ストレーナ ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

HPCSポンプ室冷却機 空調装置 サポート系
（非常用空
調換気系）

① 

LPCSポンプ室冷却機 空調装置 ① 

A-RHRポンプ室冷却機 空調装置 ① 

B-RHRポンプ室冷却機 空調装置 ① 

C-RHRポンプ室冷却機 空調装置 ① 

A-RCW ポンプ室・熱交換

器室冷却機
空調装置 ① 

B-RCW ポンプ室・熱交換

器室冷却機
空調装置 ② 

単一火災後 72 時間まで換気空調
設備の運転が実施されなかった

場合の室内温度の評価を行った
結果，RCW側機器の最高使用温度
を超えることは無く火災によっ

て系統機能に影響を及ぼすのも
のではない。 

A-中央制御室空気調和装

置
空調装置 

サポート系
（中央制御
室空調換気

系）

② 
内部に発火源がなく筐体が不燃
材で構成されているため火災に
よって影響を受けない。 

B-中央制御室空気調和装

置
空調装置 ② 

内部に発火源がなく筐体が不燃
材で構成されているため火災に
よって影響を受けない。 

中央制御室非常用再循環
処理装置 

空調装置 ② 
内部に発火源がなく筐体が不燃
性で構成されているため火災に

よって影響を受けない。 

A-中央制御室冷凍機 空調設備 ① 

B-中央制御室冷凍機 空調設備 ① 

A-中央制御室送風機 ファン ① 

B-中央制御室送風機 ファン ① 

A-中央制御室冷水循環ポ
ンプ

ポンプ ① 

B-中央制御室冷水循環ポ
ンプ

ポンプ ① 

A-中央制御室非常用再循
環送風機

ファン ① 

B-中央制御室非常用再循
環送風機

ファン ① 

中央制御室再循環風量調

節ダンパ用電磁弁 
電磁弁 ① 

ケーブル処理室排気切替

ダンパ用電磁弁
電磁弁 ① 

中央制御室再循環空気排
気切替ダンパ用電磁弁 

電磁弁 ① 

中央制御室排気内側隔離
弁 

空気作動弁 ① 

中央制御室排気外側隔離
弁 

空気作動弁 ① 

中央制御室給気外側隔離
弁 

流量調節弁 ① 

中央制御室給気内側隔離

弁 
流量調節弁 ①
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中央制御室外気取入調節
弁 

流量調節弁 

サポート系
（中央制御

室空調換気
系）

② 

ＳＡ時において機能要求される
ものである。万一誤動作した場合

であってもＤＢ機能要求である
隔離運転に影響はない。また，上
流の内側隔離弁及び外側隔離弁

によって二重化されていること
から，系統機能に影響を及ぼすも
のではない。 

A-中央制御室非常用
再循環処理装置入口隔離

弁

空気作動弁 ① 

B-中央制御室非常用
再循環処理装置入口隔離

弁

空気作動弁 ① 

中央制御室温度調節弁 温度調節弁 ① 

中央制御室温度調節弁 温度調節弁 ① 

A-中央制御室排風機用イ

ンレットガイドベーン
ダンパ ① 

B-中央制御室排風機用イ
ンレットガイドベーン

ダンパ ① 

制御室再循環風量切替ダ
ンパ

ダンパ ① 

ケーブル処理室排気切替
ダンパ

ダンパ ① 

制御室再循環空気排気切
替ダンパ 

ダンパ ① 

A-非常用 DG室送風機 ファン サポート系

（非常用空
調換気系）

① 

B-非常用 DG室送風機 ファン ① 

HPCS-DG室送風機 ファン ① 

A-HPCS電気室送風機 ファン ① 

B-HPCS電気室送風機 ファン ① 

A-非常用電気室外気処理
装置

空調設備 ② 
内部に発火源がなく筐体が不燃
性で構成されているため火災に

よって影響を受けない。 

B-非常用電気室外気処理
装置

空調設備 ② 
内部に発火源がなく筐体が不燃
性で構成されているため火災に

よって影響を受けない。 

HPCS 電気室外気処理装
置 

空調設備 ② 

内部に発火源がなく筐体が不燃

性で構成されているため火災に
よって影響を受けない。 

A-非常用電気室 A送風機 ファン ① 

A-非常用電気室 B送風機 ファン ① 

B-非常用電気室 A送風機 ファン ① 

B-非常用電気室 B送風機 ファン ① 

A-非常用電気室 A排風機 ファン ① 

A-非常用電気室 B排風機 ファン ① 

B-非常用電気室 A排風機 ファン ① 

B-非常用電気室 B排風機 ファン ① 

A-HPCS電気室排風機 ファン ① 

B-HPCS電気室排風機 ファン ① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 
サポート系

（非常用デ
ィーゼル発
電機（燃料移

送 系 を 含
む。））

① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 ① 

潤滑油温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-潤滑油冷却器 容器 ① 

A-1次水冷却器 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

A-非常用ディーゼル機関 ディーゼル発電機 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

A-空気圧縮機 空気圧縮機 

サポート系
（非常用デ

ィーゼル発
電機（燃料移
送 系 を 含

む。））

② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発

揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，

火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

A-非常用ディーゼル発電
機

ディーゼル発電機 ① 

第 1停止電磁弁 電磁弁 ① 

第 2停止電磁弁 電磁弁 ① 

始動電磁弁(L側) 電磁弁 ① 

始動電磁弁(R側) 電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電
磁弁(L側) 

電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電
磁弁(R側) 

電磁弁 ① 

A-シリンダ油タンク 容器 ① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 ① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 ① 

潤滑油温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-潤滑油冷却器 容器 ① 

B-1次水冷却器 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-非常用ディーゼル機関
ディーゼル 
発電機 

① 

B-空気圧縮機 空気圧縮機 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

B-非常用ディーゼル発電
機

ディーゼル 
発電機 

① 

第 1停止電磁弁 電磁弁 ① 

第 2停止電磁弁 電磁弁 ① 

始動電磁弁(L側) 電磁弁 ① 

始動電磁弁(R側) 電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電

磁弁(L側) 
電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電
磁弁(R側) 

電磁弁 ① 

B-シリンダ油タンク 容器 ① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 ① 

始動用空気塞止弁 空気作動弁 ① 

潤滑油温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ系潤滑
油冷却器 

容器 ① 

高圧炉心スプレイ系 1 次
水冷却器 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル機関 

ディーゼル発電機 
サポート系
（非常用デ

ィーゼル発
電機（燃料移
送 系 を 含

む。））

① 

高圧炉心スプレイ系空気

圧縮機 
空気圧縮機 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発

揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，

火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

HPCS-ディーゼル発電機 ディーゼル発電機 ① 

第 1停止電磁弁 電磁弁 ① 

第 2停止電磁弁 電磁弁 ① 

始動電磁弁(L側) 電磁弁 ① 

始動電磁弁(R側) 電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電

磁弁(L側) 
電磁弁 ① 

始動用空気ブローオフ電
磁弁(R側) 

電磁弁 ① 

高圧炉心スプレイ系シリ
ンダ油タンク

容器 ① 

A-ディーゼル燃料デイタ
ンク

容器 ① 

B-ディーゼル燃料デイタ
ンク

容器 ① 

高圧炉心スプレイ系燃料

デイタンク 
容器 ① 

A1-潤滑油フィルタ フィルタ ① 

A2-潤滑油フィルタ フィルタ ① 

B1-潤滑油フィルタ フィルタ ① 

B2-潤滑油フィルタ フィルタ ① 

高圧炉心スプレイ系 1 潤
滑油フィルタ 

フィルタ ① 

高圧炉心スプレイ系 2 潤

滑油フィルタ 
フィルタ ① 

A-給気消音器フィルタ フィルタ ① 

A-給気消音器フィルタ フィルタ ① 

B-給気消音器フィルタ フィルタ ① 

B-給気消音器フィルタ フィルタ ① 

HPCS-給気消音器フィル

タ 
フィルタ ① 

HPCS-給気消音器フィル
タ 

フィルタ ① 

A-排気消音器 消音器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-排気消音器 消音器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ系排気
消音器 

消音器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ
ポンプ ① 

B-ディーゼル燃料移送ポ

ンプ
ポンプ ① 

HPCS-ディーゼル燃料移
送ポンプ 

ポンプ ① 

A-ディーゼル燃料貯蔵タ
ンク

容器 ① 

A2-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

容器 ① 

B1-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

容器 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
B2-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

容器 
サポート系
（非常用デ

ィーゼル発
電機（燃料移
送 系 を 含

む。））

① 

B3-ディーゼル燃料貯蔵
タンク

容器 ① 

HPCS-ディーゼル燃料貯
蔵タンク 

容器 ① 

A-潤滑油サンプタンク 容器 ① 

B-潤滑油サンプタンク 容器 ① 

高圧炉心スプレイ系潤滑
油サンプタンク 

容器 ① 

DEG A-1次水温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

A-潤滑油プリヒーター 容器 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使

用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に

必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

A-1次水プリヒーター 容器 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

A-潤滑油プライミングポ
ンプ

ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使

用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に

必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

A-1次水循環ポンプ ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

A-1次水空気抜タンク 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

A-1次水膨張タンク 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-空気だめ(自動) 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A-空気だめ 容器 ② 

不燃材で構成されているため，ま
た，空気だめ(自動)により安全機
能は確保されることから火災に

よって系統機能に影響を及ぼす
ものではない。 

DEG B-1次水温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-潤滑油プリヒーター 容器 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使

用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に

必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

B-1次水プリヒーター 容器 

サポート系
（非常用デ

ィーゼル発
電機（燃料移
送 系 を 含

む。））

② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発

揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，

火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

B-潤滑油プライミングポ
ンプ

ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

B-1次水循環ポンプ ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発

揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，

火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

B-1次水空気抜タンク 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

B-1次水膨張タンク 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B-空気だめ(自動) 容器 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

B-空気だめ 容器 ② 

不燃材で構成されているため，ま
た，空気だめ(自動)により安全機

能は確保されることから火災に
よって系統機能に影響を及ぼす
ものではない。 

DEG H-1次水温度調整弁 温度調整弁 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ系潤滑
油プリヒーター 

容器 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

高圧炉心スプレイ系 1 次
水プリヒーター 

容器 ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使

用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に

必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

高圧炉心スプレイ系潤滑
油プライミングポンプ 

ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使
用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能

には期待しないため，安全停止に
必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を

及ぼすものではない。 

高圧炉心スプレイ系 1 次
水循環ポンプ 

ポンプ ② 

系統の通常(スタンバイ)時に使

用する機器であり，系統機能を発
揮する時点では当該機器の機能
には期待しないため，安全停止に

必要な機能を有しないことから，
火災によって系統機能に影響を
及ぼすものではない。 

高圧炉心スプレイ系 1 次
水空気抜きタンク 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ系 1 次
水膨張タンク 

容器 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
高圧炉心スプレイ系空気
だめ(自動) 

容器 
サポート系
（非常用デ

ィーゼル発
電機（燃料移
送 系 を 含

む。））

② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

高圧炉心スプレイ系空気
だめ 

容器 ② 

不燃材で構成されているため，ま
た，空気だめ(自動)により安全機

能は確保されることから火災に
よって系統機能に影響を及ぼす
ものではない。 

2HPCS-メタクラ 電源盤・制御盤 サポート系
（非常用交
流電源系）

① 

2C-メタクラ 電源盤・制御盤 ① 

2D-メタクラ 電源盤・制御盤 ① 

遮断器:2C-M/C-2B 遮断器 ① 

遮断器:2D-M/C-2B 遮断器 ① 

遮断器:2HPCS-M/C-2B 遮断器 ① 

遮断器:2C-M/C-8B 遮断器 ① 

遮断器:2D-M/C-8B 遮断器 ① 

遮断器:2HPCS-M/C-4B 遮断器 ① 

遮断器:2C-M/C-8A 遮断器 ① 

遮断器:2D-M/C-8A 遮断器 ① 

遮断器:2HPCS-M/C-3A 遮断器 ① 

2C-ロードセンタ 電源盤・制御盤 ① 

2D-ロードセンタ 電源盤・制御盤 ① 

2C-L/C-3B 電源盤・制御盤 ① 

2D-L/C-3B 電源盤・制御盤 ① 

2C-L/C-9C 電源盤・制御盤 ① 

2D-L/C-8C 電源盤・制御盤 ① 

2C1-R/B コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2C2-R/B コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2C3-R/B コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2D1-R/B コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2D2-R/B コントロールセ

ンタ
電源盤・制御盤 ① 

2D3-R/B コントロールセ

ンタ
電源盤・制御盤 ① 

2S-R/B コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2HPCS コントロールセン
タ 

電源盤・制御盤 ① 

2A-計装コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2B-計装コントロールセ
ンタ

電源盤・制御盤 ① 

2A-DG コントロールセン

タ 
電源盤・制御盤 ① 

2B-DG コントロールセン

タ 
電源盤・制御盤 ① 

無停電交流電源 A-中央
分電盤(非常用) 

電源盤・制御盤 ① 

一般計装電源 A-中央分
電盤(非常用) 

電源盤・制御盤 ① 

無停電交流電源 B-中央
分電盤(非常用) 

電源盤・制御盤 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
一般計装電源 B-中央分
電盤(非常用) 

電源盤・制御盤 
サポート系
（非常用交

流電源系）

① 

HPCS-中央分電盤 電源盤・制御盤 ① 

A-計装分電盤 電源盤・制御盤 ① 

B-計装分電盤 電源盤・制御盤 ① 

A-計装用無停電交流電源

装置
電源盤・制御盤 ① 

B-計装用無停電交流電源

装置
電源盤・制御盤 ① 

A-原子炉中性子計装用分
電盤

電源盤・制御盤 ① 

B-原子炉中性子計装用分
電盤

電源盤・制御盤 ① 

制御棒駆動系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉浄化系電源 電源盤・制御盤 ① 

高圧炉心スプレイ系電源 電源盤・制御盤 ① 

中央制御室外原子炉停止

系 
電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

原子炉圧力容器系電源 電源盤・制御盤 ① 

2-RCIC-直流コントロー
ルセンタ

電源盤・制御盤 
サポート系
（直流電源
系）

① 

A-115V系蓄電池 蓄電池 ① 

B-115V系蓄電池 蓄電池 ① 

A-原子炉中性子計装用蓄

電池
蓄電池 ① 

B-原子炉中性子計装用蓄

電池
蓄電池 ① 

230V系蓄電池（RCIC） 蓄電池 ① 

高圧炉心スプレイ系蓄電
池 

蓄電池 ① 

DC115V 系 A-中央分電盤

(常用) 
電源盤・制御盤 ① 

DC115V 系 A-中央分電盤

(非常用) 
電源盤・制御盤 ① 

DC115V 系 B-中央分電盤
(非常用) 

電源盤・制御盤 ① 

A-115V系直流盤 電源盤・制御盤 ① 

B-115V系直流盤 電源盤・制御盤 ① 

230V系直流盤（RCIC） 電源盤・制御盤 ① 

高圧炉心スプレイ系直流

盤 
電源盤・制御盤 ① 

A-115V系充電器盤 電源盤・制御盤 ① 

B-115V系充電器盤 電源盤・制御盤 ① 

230V系充電器盤（RCIC） 電源盤・制御盤 ① 

高圧炉心スプレイ系充電
器盤 

電源盤・制御盤 ① 

A-原子炉中性子計装用充
電器盤

電源盤・制御盤 ① 

B-原子炉中性子計装用充

電器盤
電源盤・制御盤 ① 

A-SRM/IRM駆動装置盤 電源盤・制御盤 サポート系

（制御系）

① 

B-SRM/IRM駆動装置盤 電源盤・制御盤 ① 

A-SRM/IRM前置増幅器盤 電源盤・制御盤 ① 

D-SRM/IRM前置増幅器盤 電源盤・制御盤 ① 

RCIC継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

B1-原子炉保護トリップ
設定器盤 

電源盤・制御盤 ① 

B2-原子炉保護トリップ
設定器盤 

電源盤・制御盤 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
A-自動減圧継電器盤 電源盤・制御盤 サポート系

（制御系）
① 

B-自動減圧継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

A-原子炉補助継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

B-原子炉補助継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

A-SGT･FCS･MSLC 継電器
盤

電源盤・制御盤 ① 

B-SGT･FCS･MSLC 継電器
盤

電源盤・制御盤 ① 

HPCSトリップ設定器盤 電源盤・制御盤 ① 

HPCS継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

A-RHR･LPCS継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

B･C-RHR継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

SⅠ-工学的安全施設トリ
ップ設定器盤 

電源盤・制御盤 ① 

SⅡ-工学的安全施設トリ
ップ設定器盤 

電源盤・制御盤 ① 

A-格納容器隔離継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

B-格納容器隔離継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

A1-原子炉保護トリップ

設定器盤 
電源盤・制御盤 ① 

A2-原子炉保護トリップ

設定器盤 
電源盤・制御盤 ① 

A-原子炉プロセス計測盤 電源盤・制御盤 ① 

B-原子炉プロセス計測盤 電源盤・制御盤 ① 

空調換気制御盤 電源盤・制御盤 ① 

計装弁隔離計装盤 電源盤・制御盤 ① 

A-起動領域モニタ盤 電源盤・制御盤 ① 

B-起動領域モニタ盤 電源盤・制御盤 ① 

安全設備補助制御盤 電源盤・制御盤 ① 

A-配管周囲温度トリップ
設定器盤

電源盤・制御盤 ① 

B-配管周囲温度トリップ

設定器盤
電源盤・制御盤 ① 

原子炉補機制御盤 電源盤・制御盤 ① 

原子炉補機制御盤 電源盤・制御盤 ① 

原子炉制御盤 電源盤・制御盤 ① 

安全設備制御盤 電源盤・制御盤 ① 

燃料プール冷却制御盤 電源盤・制御盤 ① 

所内電気盤 電源盤・制御盤 ① 

AM設備制御盤 電源盤・制御盤 ① 

電力積算計盤 電源盤・制御盤 ① 

A-直流地絡検出装置盤 電源盤・制御盤 ① 

B-直流地絡検出装置盤 電源盤・制御盤 ① 

A-電気保護継電器盤 電源盤・制御盤 ① 

共通盤 電源盤・制御盤 ① 

制御盤 電源盤・制御盤 ① 

自動電圧調整器盤 電源盤・制御盤 ① 

整流器盤 電源盤・制御盤 ① 

リアクトル盤 電源盤・制御盤 ① 

整流器用変圧器盤 電源盤・制御盤 ① 

飽和変流器盤 電源盤・制御盤 ① 

中性点接地装置盤 電源盤・制御盤 ① 

制御盤 電源盤・制御盤 ① 

自動電圧調整器盤 電源盤・制御盤 ① 

整流器盤 電源盤・制御盤 ① 

リアクトル盤 電源盤・制御盤 ① 

整流器用変圧器盤 電源盤・制御盤 ① 

飽和変流器盤 電源盤・制御盤 ① 

中性点接地装置盤 電源盤・制御盤 ① 

制御盤 電源盤・制御盤 ① 

自動電圧調整器盤 電源盤・制御盤 ① 

整流器盤 電源盤・制御盤 ① 

リアクトル盤 電源盤・制御盤 ①



８条-別添１-資料 2-添付 5-18 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
整流器用変圧器盤 電源盤・制御盤 サポート系

（制御系）
① 

飽和変流器盤 電源盤・制御盤 ① 

中性点接地装置盤 電源盤・制御盤 ① 

Ⅰ-取水槽水位保安器収
納箱 

電源盤・制御盤 ① 

Ⅱ-取水槽水位保安器収
納箱 

電源盤・制御盤 ① 

RCICタービン制御盤 電源盤・制御盤 ① 

2C-メタクラ保護継電器

盤 
電源盤・制御盤 ① 

A-中央制御室冷凍機制御
盤

電源盤・制御盤 ① 

B-中央制御室冷凍機制御
盤

電源盤・制御盤 ① 

A-非常用電気室空調換気
継電器盤

電源盤・制御盤 ① 

B-非常用電気室空調換気
継電器盤

電源盤・制御盤 ① 

HPCS 電気室空調換気継

電器盤 
電源盤・制御盤 ① 

取水槽水位計発信器収納

箱 
電源盤・制御盤 ① 

取水槽水位計発信器収納
箱 

電源盤・制御盤 ① 

A-ディーゼル発電機速度
検出用変換器箱

電源盤・制御盤 ① 

B-ディーゼル発電機速度
検出用変換器箱

電源盤・制御盤 ① 

HPCS-ディーゼル発電機
速度検出用変換器箱 

電源盤・制御盤 ① 

中央制御室外原子炉停止

制御盤 
電源盤・制御盤 ① 

中央制御室外原子炉停止

制御盤 
電源盤・制御盤 ① 

プロセス放射線モニタ盤 電源盤・制御盤 ① 

A-格納容器 H2/O2 濃度計
盤

電源盤・制御盤 ① 

A-格納容器 H2/O2 濃度計

演算器盤
電源盤・制御盤 ① 

B-格納容器 H2/O2 濃度計

盤
電源盤・制御盤 ① 

B-格納容器 H2/O2 濃度計
演算器盤

電源盤・制御盤 ① 

A-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 プロセス監
視 

① 

B-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

C-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

A-RHR配管差圧高 圧力計測設備 ① 

RHRポンプ入口配管差圧 圧力計測設備 ① 

B-RHR配管差圧高 圧力計測設備 ① 

RHRポンプ入口配管差圧 圧力計測設備 ① 

A-RHRポンプ室周囲温度 温度計測設備 ① 

A-RHR熱交室周囲温度 温度計測設備 ① 

A-RHR ポンプ室周囲温度
高高

温度計測設備 ① 

A-RHR 熱交室周囲温度高
高

温度計測設備 ① 

B-RHRポンプ室周囲温度 温度計測設備 ① 

B-RHR熱交室周囲温度 温度計測設備 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
B-RHR ポンプ室周囲温度
高高

温度計測設備 
プロセス監
視 

① 

B-RHR 熱交室周囲温度高
高

温度計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉圧力停止時冷却範
囲 

圧力計測設備 ① 

原子炉圧力停止時冷却範
囲 

圧力計測設備 ① 

SRM検出器 中性子束計測設備 ① 

SRM駆動機構 中性子束計測設備 ① 

対数係数率指示計 中性子束計測設備 ① 

トーラス水位 水位計測設備 ① 

トーラス水位 水位計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

RCICポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

RCICポンプ入口圧力 圧力計測設備 ① 

RCICポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

A-RCIC蒸気加減弁開度 位置計測設備 ① 

B-RCIC蒸気加減弁開度 位置計測設備 ① 

RCIC蒸気管差圧 圧力計測設備 ① 

RCIC蒸気管差圧高 圧力計測設備 ① 

RCIC蒸気管圧力 圧力計測設備 ① 

RCIC蒸気管圧力低 圧力計測設備 ① 

RCICタービン排気圧力 圧力計測設備 ① 

RCIC 排気ラプチャデス

ク間圧力
圧力計測設備 ① 

RCIC機器室周囲温度 湿度計測設備 ① 

RCIC 機器室周囲温度高
高 

湿度計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量高 流量計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量低 流量計測設備 ① 

トーラス水位 水位計測設備 ① 

トーラス水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L3 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位高高 L8 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L1 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L2 水位計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉圧力・水位 圧力・水位計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ①
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原子炉圧力 圧力計測設備 
プロセス監
視 

① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L1 H 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位高高 L8 水位計測設備 ① 

A-RHRポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

B-RHRポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

C-RHRポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

A-RHRポンプ出口流量高 流量計測設備 ① 

A-RHRポンプ出口流量低 流量計測設備 ① 

B-RHRポンプ出口流量高 流量計測設備 ① 

B-RHRポンプ出口流量低 流量計測設備 ① 

C-RHRポンプ出口流量高 流量計測設備 ① 

C-RHRポンプ出口流量低 流量計測設備 ① 

LPCS注水弁差圧 圧力計測設備 ① 

LPCS注水弁差圧低 圧力計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量高 流量計測設備 ① 

LPCSポンプ出口流量低 流量計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力高高 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力高高 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力高高 圧力計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L1 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L3 水位計測設備 ① 

原子炉水位低低 L3 水位計測設備 ① 

A-RCWサージタンク水位 水位計測設備 ① 

B-RCWサージタンク水位 水位計測設備 ① 

A-RCWサージタンク水位 水位計測設備 ① 

B-RCWサージタンク水位 水位計測設備 ① 

A-RCWポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

B-RCWポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

C-RCWポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

D-RCWポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

A-RCWポンプ出口圧力高 圧力計測設備 ① 

B-RCWポンプ出口圧力高 圧力計測設備 ① 

C-RCWポンプ出口圧力高 圧力計測設備 ① 

D-RCWポンプ出口圧力高 圧力計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

A－中央制御室冷凍機凝
縮器圧力 

圧力計測設備 ① 

B－中央制御室冷凍機凝

縮器圧力 
圧力計測設備 ① 

A～D -RSW ポンプ出口圧

力 
圧力計測設備 ① 

Ⅰ-取水槽水位 水位計測設備 ① 

Ⅱ-取水槽水位 水位計測設備 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
Ⅰ-取水槽水位 水位計測設備 プロセス監

視 
① 

Ⅱ-取水槽水位 水位計測設備 ① 

Ⅰ-取水槽水位 水位計測設備 ① 

Ⅱ-取水槽水位 水位計測設備 ① 

HPCWサージタンク水位 水位計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 2次水圧力 圧力計測設備 ① 

A-中央制御室冷凍機凝縮
器圧力

圧力計測設備 ① 

B-中央制御室冷凍機凝縮

器圧力
圧力計測設備 ① 

凝縮器圧力 圧力計測設備 ① 

凝縮器圧力 圧力計測設備 ① 

A-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

B-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

A-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

B-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

A-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

B-制御室湿度 湿度計測設備 ① 

A-制御室温度 温度計測設備 ① 

B-制御室温度 温度計測設備 ① 

A-リミットスイッチ(燃

料ハンドル位置検出用)
位置計測設備 ① 

B-リミットスイッチ(燃
料ハンドル位置検出用)

位置計測設備 ① 

HPCS-リミットスイッチ
(燃料ハンドル位置検出

用) 

位置計測設備 ① 

A-リミットスイッチ(機

械式過速度装置用)
位置計測設備 ① 

B-リミットスイッチ(機
械式過速度装置用)

位置計測設備 ① 

HPCS-リミットスイッチ
(機械式過速度装置用) 

位置計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

燃料デイタンク液位 液位計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

電磁ピックアップ（制御
用） 

回転速度計測設備 ① 

電磁ピックアップ（制御
用） 

回転速度計測設備 ① 

電磁ピックアップ（制御

用） 
回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ① 

発電機速度 回転速度計測設備 ①



８条-別添１-資料 2-添付 5-22 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
RCIC タービン回転速度
-A

回転速度計測設備 
プロセス監
視 

① 

RCIC タービン回転速度
-B

回転速度計測設備 ① 

RCIC タービン回転速度
-C

回転速度計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口 1次水圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

機関入口潤滑油圧力 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

トーラス水位・格納容器
圧力

水位計測設備 ① 

トーラス水位・格納容器

圧力
水位計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

RCIC タービン真空タン

ク水位
水位計測設備 ① 

RCIC真空タンク水位 水位計測設備 ① 

RCIC真空タンク水位 水位計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

A-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

B-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

C-RHRポンプ出口圧力 圧力計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

原子炉水位(広域帯水位
計) 

水位計測設備 ① 

原子炉水位(広域帯水位
計) 

水位計測設備 ① 

原子炉水位(燃料域水位
計) 

水位計測設備 ① 

原子炉水位(燃料域水位
計) 

水位計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

HPCSポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

中性子源領域計測装置
(前置増幅器) 

中性子束計測設備 ① 

SRMユニット(ch21,24) 中性子束計測設備 ① 

RCICポンプ出口流量 流量計測設備 ① 

原子炉圧力 圧力計測設備 ① 

トーラス水位 水位計測設備 ① 

原子炉水位 水位計測設備 ① 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ① 

トーラス水温度 温度計測設備 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

ドライウェル圧力 圧力計測設備 
プロセス監
視 

① 

ドライウェルサンプル気
水分離器 

水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

トーラスサンプル気水分
離器

水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

ドレン計量管 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

除湿器 水素計測設備 ① 

フレームアレスタ 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

フレームアレスタ 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

フィルタ 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

ドライウェルサンプルク

ーラ 
水素計測設備 ② 

不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

トーラスサンプルクーラ 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

事故時用サンプル昇圧ポ
ンプ

水素計測設備 ① 

事故時用サンプルポンプ 水素計測設備 ① 

バッファタンク 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

バッファタンク 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火

災によって影響を受けない。 

気水分離器出口ドレン弁 水素計測設備 ① 

気水分離器出口ドレン弁 水素計測設備 ① 

除湿器出口ドレン弁 水素計測設備 ① 

ドレン計量管ドレン出口
弁 

水素計測設備 ① 

ドライウェルサンプリン

グライン入口弁 
水素計測設備 ① 

トーラスサンプリングラ

イン入口弁
水素計測設備 ① 

分析計入口流量調節弁 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

サンプル圧力調整弁 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

除湿器出口減圧弁 水素計測設備 ② 
不燃材で構成されているため，火
災によって影響を受けない。 

A,B-CAMS ドライウェル
サンプリング隔離弁

水素計測設備 ① 

A,B-CAMS トーラスサン

プリング隔離弁 
水素計測設備 ① 

A,B-CAMS サンプリング

ガス戻り隔離弁 
水素計測設備 ① 

A,B-CAMS サンプリング
ドレン戻り隔離弁 

水素計測設備 ① 

ドライウェルサンプル入
口弁 

水素計測設備 ① 

トーラスサンプル入口弁 水素計測設備 ① 

事故時用サンプル昇圧ポ
ンプ出口弁

水素計測設備 ① 

ドレン計量管ドレン均圧

弁 
水素計測設備 ① 

ドレン計量管パージ入口

弁 
水素計測設備 ① 

DBAサンプリング弁 水素計測設備 ① 

SAサンプリング弁 水素計測設備 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 

サンプルバイパス弁 水素計測設備 
プロセス監
視 

① 

事故時用サンプルポンプ
出口弁 

水素計測設備 ① 

事故時用サンプルポンプ
バイパス弁 

水素計測設備 ① 

DBA背圧弁出口弁 水素計測設備 ① 

SA背圧弁出口弁 水素計測設備 ① 

AV229-100A,B用電磁弁 水素計測設備 ① 

AV229-101A,B用電磁弁 水素計測設備 ① 

AV229-102A,B用電磁弁 水素計測設備 ① 

AV229-103A,B用電磁弁 水素計測設備 ① 

AV229-115B用電磁弁 水素計測設備 ① 

AV229-116B用電磁弁 水素計測設備 ① 

H2濃度 水素計測設備 ① 

H2濃度 水素計測設備 ① 

H2濃度 水素計測設備 ① 

H2濃度 水素計測設備 ① 

H2/O2濃度 水素計測設備 ① 

H2濃度 水素計測設備 ① 

ドレン計量管水位 水素計測設備 ① 

ドレン計量管水位 水素計測設備 ① 

ドレン計量管水位 水素計測設備 ① 

サンプル昇圧ポンプ入口

圧力
水素計測設備 ① 

H2 W/N判別マーカ 水素計測設備 ① 

ドライウェル/トーマス
判別マーカ 

水素計測設備 ① 

レンジマーカ 水素計測設備 ① 

レンジマーカ 水素計測設備 ① 

レンジマーカ 水素計測設備 ① 

DBA/SA バイパスライン

切替マーカ 
水素計測設備 ① 

分析計入口温度 水素計測設備 ① 

分析計入口温度 水素計測設備 ① 

除湿器出口温度 水素計測設備 ① 

コントローラ１,2 水素計測設備 ① 

コントローラ１,2 水素計測設備 ① 

H2/O2濃度 水素計測設備 ① 

PASS サンプリング連絡
弁 

水素計測設備 ① 

PCV 雰囲気サンプリング
入口第 1止弁（PASS） 

水素計測設備 ①
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機器番号 機器名称 機種 機能 対策※ 備考 
PCV 雰囲気サンプリング
戻り第 1止弁（PASS） 

水素計測設備 
プロセス監
視 

① 

PCV 雰囲気サンプリング
戻り第 2止弁（PASS） 

水素計測設備 ① 

PCV 雰囲気サンプリング
入口第 2止弁（PASS） 

水素計測設備 ① 

通常時用サンプル昇圧ポ
ンプ出口弁

水素計測設備 ① 

通常時用サンプルポンプ

出口弁 
水素計測設備 ① 

A,B-格納容器雰囲気モニ

タ(ドライウェル)
放射線計装設備 ① 

A,B-格納容器雰囲気モニ
タ(サプレッションチェ

ンバ)

放射線計装設備 ① 

格納容器雰囲気モニタ 

対数線量当量率計モジュ
ール(ドライウェル) 

放射線計装設備 ① 

格納容器雰囲気モニタ 

対数線量当量率計モジュ
ール(トーラス) 

放射線計装設備 ① 

A,B -格納容器雰囲気モ
ニタ(ドライウェル)

放射線計装設備 ① 

A,B-格納容器雰囲気モニ

タ(サプレッションチェ
ンバ)

放射線計装設備 ①
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添付資料６ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災防護と溢水防護における防護対象の比較について 

 

1. はじめに 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（以下「設置許可基準規則」という。）第八条（火災防護）及び第九条（溢水防

護）では，それぞれの事象に対して，「原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持する機能」及び「放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能」を損なわないことを

要求している。 

ここでは，火災防護及び溢水防護のそれぞれにおける防護対象について整理し

た。 

 

2. 要求事項と選定の考え方 

火災防護及び溢水防護に対する要求事項と防護対象設備の選定の考え方を第

１表に整理した。 

 

第１表 要求事項と設備選定の考え方 

 

 要求事項 防護対象設備の選定の考え方 

火
災 

【審査基準】 

(1)原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置

される安全機能を有する構造物、系統及び機

器を火災から防護することを目的として、以

下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づ

いて、火災発生防止、火災の感知及び消火、

火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講ずること。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維

持するための安全機能を有する構築物、系統

及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する

構築物、系統及び機器が設置される火災区域 

火災を想定した場合に，原子炉の

高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な機能並びに

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を特定し，その機能を達成する

ために必要な設備を選定。 

溢
水 

【設置許可基準規則の解釈】 

想定される溢水に対し、原子炉を高温停止でき、

引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機

能を維持できること、また、停止状態にある場合

は、引き続きその状態を維持できること 

【評価ガイド】 

溢水から防護すべき対象設備は、重要度の特に高

い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切

に維持するために必要な設備 

評価ガイドに示される「重要度の

特に高い安全機能を有するもの」

として，設置許可基準規則第十二

条の解釈に示される機能を有する

設備を選定。 
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3. 火災防護と溢水防護における防護対象の比較

溢水防護では，「設置許可基準規則第十二条の解釈に示される機能」を有する

対象系統を構成する設備を選定し防護を実施する。（第２表） 

これに対して，火災防護において「設置許可基準規則第十二条の解釈に示され

る機能」を有する対象系統を設置する火災区域又は火災区画に対して「火災の発

生防止」，「火災の早期感知」，「火災の早期消火」を実施しているかどうかを第２

表に整理した。 

結果，火災発生時に機能要求のない系統又は火災の影響を受けない系統を除く

系統に対しては，火災防護に係る審査基準に基づき「火災の発生防止」，「火災の

早期感知」，「火災の早期消火」を実施することを確認した。 

第２表 火災防護及び溢水防護の対象として選定した系統 

その機能を有する系統の多重性又は多様性を 

要求する安全機能 
対象系統 火災 溢水 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系 － ○ 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 － ○ 

ほう酸水注入系 － ○ 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 逃がし安全弁（安全弁としての開機能） － ○ 

原子炉停止後における除熱のための 

崩壊熱除去機能 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） ○ ○ 

原子炉が隔離された場合の注水機能 
原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
○ ○ 

原子炉が隔離された場合の圧力逃がし機能 
逃がし安全弁（手動逃がし機能） 

自動減圧系（手動逃がし機能） 
○ ○ 

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための 

原子炉内高圧時における注水機能 高圧炉心スプレイ系 ○ ○ 

原子炉内低圧時における注水機能 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

高圧炉心スプレイ系 

○ ○ 

原子炉内高圧時における減圧系を作動させ

る機能 
自動減圧系 ○ ○ 

格納容器内又は放射性物質が格納容器内から

漏れ出た場所の雰囲気中の放射性物質の濃度

低減機能 

非常用ガス処理系 ○ ○ 

格納容器の冷却機能 残留熱除去系（格納容器冷却モード） － ○ 

格納容器内の可燃性ガス制御機能 可燃性ガス濃度制御系 － ○ 

非常用交流電源から非常用の負荷に対し電力

を供給する機能 
非常用電源系（交流） ○ ○ 

非常用直流電源から非常用の負荷に対し電力

を供給する機能 
非常用電源系（直流） ○ ○ 

非常用の交流電源機能 ディーゼル発電設備 ○ ○ 

非常用の直流電源機能 直流電源設備 ○ ○ 

非常用の計測制御用直流電源機能 計測制御用電源設備 ○ ○ 

補機冷却機能 原子炉補機冷却系 ○ ○ 

冷却用海水供給機能 原子炉補機海水系 ○ ○ 
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その機能を有する系統の多重性又は多様性を 

要求する安全機能 
対象系統 火災 溢水 

原子炉制御室非常用換気空調機能 中央制御室空調換気系 ○ ○ 

圧縮空気供給機能 駆動用窒素源 － ○ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管

の隔離機能 
原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 ○ ○ 

原子炉格納容器バウンダリを構成する配管の

隔離機能 
原子炉格納容器バウンダリ隔離弁 － ○ 

原子炉停止系に対する作動信号（常用系として

作動させるものを除く）の発生機能 
原子炉保護系 ○ ○ 

工学的安全施設に分類される機器若しくは系

統に対する作動信号の発生機能 
工学的安全施設作動系 ○ ○ 

事故時の原子炉の停止状態の把握機能 
中性子束，原子炉スクラム用電磁接触器の

状態又は制御棒位置 
○ ○ 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 
原子炉水位（広帯域，燃料域）及び原子炉

圧力 
○ ○ 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 

原子炉格納容器圧力，格納容器エリア放射

線量率（高レンジ）及びサプレッション・

プール水温 

○ ○ 

事故時のプラント操作のための情報の把握機

能 

（低温停止への移行） 

・原子炉圧力及び原子炉水位（広帯域）

（ドライウェルスプレイ）

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及び格納

容器圧力

（サプレッション・プール冷却）

・原子炉水位（広帯域，燃料域）及びサプ

レッション・プール水温

（可燃性ガス濃度制御系起動） 

・原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納

容器酸素濃度 

（異常状態の把握機能） 

・排気筒モニタ

○ ○ 

○：火災防護又は溢水防護に係る審査基準に基づく対策

－：消防法又は建築基準法に基づく対策 
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参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

配管フランジパッキンの火災影響について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉の火災防護対象機器の選定において，不燃性材料であ

る金属製の配管，タンク，手動弁，逆止弁等については，火災によっても安全機

能に影響を及ぼさないものと整理している。しかしながら，配管フランジや弁ボ

ンネットフランジについては，漏えい防止のため，不燃性ではないパッキン類が

取り付けられていることから，燃焼試験により火災影響について評価を行った。 

2. 燃焼試験

2.1. 試験体の選定 

プラント内で安全機能を有する系統で使用されているパッキンについては，

耐熱性の高い黒鉛系のパッキン並びに補機冷却系等の一部の低温配管フラン

ジには黒鉛系パッキンに比べ耐熱性の劣るシートパッキン，海水系の配管フラ

ンジでは，ゴムパッキンを使用している。よって，熱影響を考慮する必要があ

ると考えられるシートパッキン及びゴムパッキンについて，以下の代表品を用

いて燃焼試験を実施する。試験にあたっては，体積が小さく入熱による温度影

響を受けやすい小径配管を模擬する。 

第１表 試験体とするパッキンの仕様 

名称 サイズ 使用温度 厚さ 

25A -100℃～183℃ 1.5t 

25A -30℃～120℃ 3.0t 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.2. 試験方法・判定基準 

試験についてはフランジ部にパッキンを取り付けた状態を模擬して，パッキ

ンの直下からバーナーにより直接加熱を３時間実施する。加熱後，シート面の

外観確認と燃焼によるパッキンの構成成分の酸化消失の有無を確認するため，

熱重量測定を行い，加熱前後で比較する。また，1.0MPa にて 10 分間の耐圧試

験により，漏えいの無いことを確認する。 

加熱試験の概要を第１図，試験体の加熱前後の状況を第２図，熱重量測定の

測定箇所を第３図に示す。 

第１図 加熱試験の概要 
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試験体 汎用非石綿ジョイントシート ゴム打ち抜きガスケット 

加熱中 

加熱後 

（下面） 

第２図 試験体の加熱状況 

第３図 熱重量測定の測定箇所 

試料採取箇所（圧縮部内径側） 

試料採取箇所（圧縮部） 

平面 断面（拡大図） 
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2.3. 試験結果 

2.3.1. 汎用非石綿ジョイントシートの試験結果 

各試験について，試験結果を以下の第２表に示す。 

第２表 汎用非石綿ジョイントシート試験結果 

試験体 シート面外観確認 熱重量測定 耐圧試験 

汎用非石綿ジョイント

シート
異常なし 変化なし 漏えいなし 

第４図に示すとおり，外観確認においてはシート面に変化は見られなかっ

た。また，熱重量測定について測定結果を第５図に示す。加熱の前後で変化

が見られないことから，ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，

健全性を維持できることを確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなか

った。 

表 裏 

試験前 

試験後 

第４図 加熱前後の試験体シート面（汎用非石綿ジョイントシート） 

上 

上 上 

上 

下 

下 下 

下 
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第５図 熱重量測定結果（汎用非石綿ジョイントシート） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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2.3.2. ゴム打ち抜きガスケットの試験結果 

各試験について試験結果を以下の第３表に示す。 

第３表 ゴム打ち抜きガスケット試験結果 

試験体 シート面外観確認 熱重量測定 耐圧試験 

ゴム打ち抜きガスケット 異常なし 変化なし 漏えいなし 

第６図に示すとおり，外観確認においては加熱側になる下部の縁沿いに焦

げ跡が確認されたが，シート面に変化は見られなかった。また，熱重量測定

について測定結果を第７図に示す。加熱の前後で変化が見られないことから，

ガスケット内部の構成成分に焼失等の影響はなく，健全性を維持できること

を確認した。耐圧試験時にも漏えいは確認されなかった。 

表 裏 

試験前 

試験後 

第６図 加熱前後の試験体シート面（ゴム打ち抜きガスケット） 

上 

下 

上 

下 

上 

下 

上 

下 
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第７図 熱重量測定結果（ゴム打ち抜きガスケット） 

3. まとめ

以上の試験により，液体を内包する配管フランジに使用する熱影響に弱いパッ

キンについては，３時間の直接加熱に対しても配管系からの放熱並びに内部流体

による熱除去によって，熱影響による機能喪失が生じないことを確認した。 

これらより高い耐熱性を有する黒鉛系パッキンについても，熱影響に対して同

等以上の性能を有するものである。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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資料３ 

島根原子力発電所２号炉における火災区域，区画の設定について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における火災防護対策を講じるために，安全機能を有

する構築物，系統及び機器のうち，原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機能

を有する構築物，系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す

る構築物，系統及び機器が設置される区域に対して，火災区域及び火災区画の設

定を行う。 

2. 要求事項

火災区域又は火災区画の要求事項については，「実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイ

ド」から以下のとおり整理した。 

実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準及び原子力発

電所の内部火災影響評価ガイドの抜粋を添付資料１に示す。 

2.1. 火災区域 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，復水貯蔵タンク

設置区域，固体廃棄物貯蔵所，サイトバンカ建物及び排気筒モニタ室の建物内

の火災区域は，耐火壁によって囲まれ，他の区域と分離されている建物内の区

域であり，下記により設定する。 

なお，火災の影響軽減を考慮する場合には，３時間以上の耐火能力を有する

耐火壁によって他の火災区域から分離するように設定する。 

① 建物毎に，耐火壁（床，壁，天井，扉等耐火構造物の一部であって，必要

な耐火能力を有するもの）により囲われた区域を火災区域として設定する。 

② 系統分離されて配置されている場合には，それを考慮して火災区域を設定

する。

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及

び機器を設置する区域を，火災区域として設定する。 

2.2. 火災区画 

「火災区域」を細分化したものであって，耐火壁，離隔距離，固定式消火設

備等により分離された火災防護上の区画であり，下記により設定する。 

① 火災区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく，隔壁や扉

の配置状況を目安に火災防護の観点から設定する。

② 火災区画の範囲は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた
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めに必要な構築物，系統及び機器の系統分離，機器の配置状況に応じて設

定する。 

3. 火災区域又は火災区画の設定要領

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統

及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機

器（具体的には，機器，配管，弁，ダクト，ケーブル，トレイ，電線管，盤等）

が設置される火災区域又は火災区画の設定にあたっては，原子炉の高温停止及び

低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器並びに放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の設置箇所，建物の間

取り，機器やケーブル等の配置，耐火壁の能力，系統分離基準等を総合的に勘案

し設定しており，具体的な設定要領を以下に示す。 

(1) 火災区域の設定

資料２「島根原子力発電所２号炉における原子炉の安全停止に必要な機器の

選定について」及び資料９「島根原子力発電所２号炉における放射性物質の貯

蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器の火災防護対策について」

で選定された機器等が設置されている建物内の区域について，以下のように火

災区域を設定する。なお，下記の②に記載する系統分離に関する詳細について

は，別途資料７に示す。 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，

系統及び機器が設置されている建物について，火災区域として設定する。

② 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，

系統及び機器について，系統分離されて配置されている場合には，それを

考慮して火災区域を設定する。

特に，単一火災（任意の一つの火災区域で発生する火災）の発生によって，

多重化された原子炉の安全停止のための機能が全て喪失することのないよ

う，安全系区分Ⅰ，Ⅲに属する機器等と安全系区分Ⅱに属する機器等を，

３時間耐火に設計上必要なコンクリート壁厚である 123mm 以上の壁厚を有

するコンクリート壁並びに３時間耐火に設計上必要なコンクリート厚であ

る 219mm より厚い床，天井又は火災耐久試験により３時間以上の耐火能力

を有することを確認した耐火壁（耐火障壁，貫通部シール，防火扉，防火

ダンパ）により隣接する他の火災区域と分離するよう，火災区域を設定す

る。

③ 原子炉格納容器，中央制御室及び補助盤室については，高温停止及び低温

停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器が設置されて

おり，安全系区分Ⅰ，Ⅲに属する構築物，系統及び機器と安全系区分Ⅱに

属する構築物，系統及び機器が存在するため，設置許可基準規則第８条に
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基づき設置エリアの特性を考慮した火災防護対策を行うことから火災区域

として設定する。 

④ 屋外の火災区域である海水ポンプエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプエリア，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポン

プエリア，ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域等は，他の区域と分

離して火災防護対策を実施するために，周囲の耐火壁等の構築物を境界と

して安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を，火災区域

として設定する。

(2) 火災区画の設定

(1)で設定した火災区域について，間取り，機器の配置等の確認を行い，系

統分離等の観点から総合的に勘案し，更に細分化し，火災区画として設定する。 

(3) 火災区域又は火災区画の再設定

火災区域又は火災区画への構築物，系統及び機器の新設等，必要な場合は火

災区域又は火災区画の再設定を行う。 

4. 火災区域又は火災区画の設定及び安全停止等に必要な機器の配置

「3. 火災区域又は火災区画の設定要領」に従って設定した火災区域又は火災

区画，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な機器並び

に放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器の配置を添付資料２に示す。 

5. ファンネルを介した他区域への煙等の影響について

火災区域については，他の火災区域からの煙等の影響により，原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し，維持するために必要な安全機能を有する機器等が機能

を喪失することがないよう，ある程度の密閉性が求められる。ファンネルから排

水管を介して他の火災区域へ煙等の影響が及び，安全機能を喪失することがない

よう，煙等流入防止・制限整備を設置する設計とする。（添付資料３） 



添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準」 

及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」 

（抜粋） 
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添付資料１ 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

 

1. まえがき 

1.2 用語の定義 

  本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内

の区域をいう。 

(12) 「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐火壁、離隔距離、

固定式消火設備等により分離された火災防護上の区画をいう。 

 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置す

る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画にお

ける火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のための対

策を講じた設計であること。 

 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び

機器を設置する火災区域については、３時間以上の耐火能力を有する耐火

壁によって他の火災区域から分離すること。 

 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機

器は、その相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの

系統分離を行うために、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する

設計であること。 

具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるい

ずれかの要件を満たしていること。 
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「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（抜粋） 

5. 火災影響評価の手順

「火災区域／火災区画の設定」では、火災影響評価の対象となる建屋を、火災

区域に分割し、さらに必要に応じて火災区画に細分化する。火災区域は、耐火壁

によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域（部屋）である。火災

区画は全周囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく、隔壁や扉の配置状況

を目安に設定する。 

6.1.1 火災区域の設定 

火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災区域に分割す

る。火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内

の区域であり、下記により設定する。 

① 建屋ごとに、耐火壁（耐火性能を持つコンクリート壁、貫通部シール、

防火扉、防火ダンパなど）により囲われた区域を火災区域として設定する。

ただし、屋外に設置される設備に対しては、附属設備を含めて火災区域と

みなす。 

② 系統分離されて配置されている場合には、それを考慮して火災区域を設

定する。 

6.1.2 火災区画の設定 

火災区域を分割し、火災区画を設定する。火災区画の範囲は、原子炉の安

全停止に係る系統分離等に応じて設定する。図 6.4に概念を示す。 



添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止等に必要な機器の 

配置を明示した図面 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉における 

ファンネルを介した火災発生区域からの

煙等の流入防止対策について 
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添付資料３ 

島根原子力発電所２号炉におけるファンネルを介した火災発生区域からの 

煙等の流入防止対策について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において，火災区域の位置づけを考慮し，以下のとお

り排水用のファンネルに対して煙流入を防止する措置を行う。 

2. ドレン系について

島根原子力発電所２号炉の原子炉建物等における各火災区域には，管理区域外

への放射性液体廃棄物の流出防止等を目的として，ファンネル，配管及びサンプ

タンク等から構成される「ドレン系」を設置している。

ドレン系概要を第１図に示す。

第１図 ドレン系概要 

ファンネル

サンプタンク

配管 

ファンネルの設置例 ドレン配管の設置例 

ファンネル

ファンネル

ファンネル
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3. 煙等の流入防止対策について

火災区域は，その位置づけを考慮すると，火災が発生した他の火災区域の煙に

より原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するための安全機能を有する

構築物，系統及び機器が影響を受け，これらの機能が同時に喪失しないよう設計

することが必要である。そこで，安全機能への影響防止を目的としてファンネル

に対して第２図に示す設備を設置することで，煙等の流入防止措置を実施する。 

なお，当該設備は，内部溢水評価における排水量を満足するものを設置する。 

第２図 煙流入防止対策治具（例） 



資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

安全機能を有する機器に使用する 

ケーブルの難燃性について



＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 使用ケーブルの難燃性について

添付資料１ 島根原子力発電所２号炉におけるケーブルの損傷距離の判定方法について 

参考資料１ 島根原子力発電所２号炉におけるケーブルの延焼性に関するIEEE383の適用年版

について 

参考資料２ 島根原子力発電所２号炉におけるIEEE383垂直トレイ燃焼試験における残炎時間

の取扱いについて 



８条-別添 1-資料 4-1 

資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

安全機能を有する機器に使用するケーブルの難燃性について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能を有する構築物，系統及び機器に使

用するケーブルが，難燃ケーブルであることを以下に示す。 

2. 要求事項

島根原子力発電所２号炉の安全機能を有する構築物，系統及び機器のケーブル

は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）の「2.1 火災発生防止」に基づき，難燃ケー

ブルを使用することが要求されている。 

火災防護に係る審査基準の抜粋を以下に示す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.1 火災発生防止 

2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、

不燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし、当該構築

物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能

を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当該

構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技

術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因

して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生する

ことを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではない。 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。

（参考） 

「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難な場合であって、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して

他の安全機能を有する構築物、系統及び機器において火災が発生することを防止

するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動部の潤滑油、

機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング

剤等、当該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において

火災を生じさせるおそれが小さい場合をいう。 
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(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、ま

た、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、

延焼性及び自己消火性の実証試験により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･UL 垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 又は IEEE1202

3. 使用ケーブルの難燃性について

島根原子力発電所２号炉における安全機能を有するケーブルについては，以下

のとおり，難燃性の確認試験に合格するものを使用する設計とする。 

自己消火性及び延焼性を満足した難燃ケーブルを使用している代表箇所を第

４-１表に示す。

自己消火性の実証試験として，UL垂直燃焼試験結果を第４-２表に示す。

延焼性の実証試験として，IEEE383 Std 1974※又はこれを基礎とした「電気学

会技術報告（Ⅱ部）第 139 号 原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法な

らびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験の結果を第４-

３表に示す。 

ケーブルの損傷距離の判定方法については，添付資料１に示す。

第４-４表～第４-５表に各実証試験の概要を示す。 

※：IEEE383 Std 1974 年版の適用については，参考資料１に示す。 

  また，残炎時間の取扱いについては，参考資料２に示す。 
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第４-１表 難燃ケーブルを使用している代表箇所 

分類 No. 絶縁体 シース 代表箇所 

高圧 

ケーブル
動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 難燃性特殊耐熱ビニル 
非常用高圧母線補機用 

（高圧電動機等） 

低圧 

ケーブル

2 難燃性架橋ポリエチレン 難燃性特殊耐熱ビニル 電動弁用 

3 シリコンゴム ガラス編組 電動弁用 

4 難燃性エチレンプロピレンゴム 特殊クロロプレンゴム PCV内電動弁用 

計装・制御 

ケーブル

5 難燃性架橋ポリエチレン 難燃性特殊耐熱ビニル 水位計，圧力計，温度計用 

6 難燃性エチレンプロピレンゴム 特殊クロロプレンゴム 温度計用 

7 シリコンゴム ガラス編組 温度計用 

制御 

ケーブル

8 シリコンゴム ガラス編組 電動弁，温度計用 

9 難燃性エチレンプロピレンゴム 特殊クロロプレンゴム PCV内制御用 

10 難燃性ビニル 難燃性ビニル 中央制御室盤間用 

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

11 架橋ポリエチレン 難燃性架橋ポリエチレン PCV内核計装用 

12 架橋ポリエチレン 難燃性特殊耐熱ビニル PCV外核計装用 

13 

架橋ポリエチレン(同軸心) 

架橋ポリエチレン(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエチレン(制御心) 

難燃性ビニル 放射線モニタ用 

14 

難燃性ビニル（単心光コード） 

架橋ポリエチレン(同軸心) 

難燃性架橋ポリエチレン(制御心) 

低煙害ビニル 放射線モニタ用 
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第４-２表 自己消火性の実証試験結果（UL垂直燃焼試験） 

分類 No. 絶縁体 シース

残炎 

時間 

[秒] ※ 

インジケ

ータの燃

焼[％] ※ 

脱脂綿

の燃焼

有無※ 

合否 試験日 

高圧 

ケーブル

動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

低圧 

ケーブル

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.7.03 

3 シリコンゴム ガラス編組 17 0 無 合格 2013.6.26 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
0 0 無 合格 2013.6.26 

計装・制御 

ケーブル

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1 0 無 合格 2013.6.20 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
2 0 無 合格 2013.6.26 

7 シリコンゴム ガラス編組 0 0 無 合格 2013.6.20 

制御 

ケーブル

8 シリコンゴム ガラス編組 0 0 無 合格 2013.6.20 

9 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
2 0 無 合格 2013.6.26 

10 難燃性ビニル 難燃性ビニル 0 0 無 合格 2014.7.20 

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

11 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
4 0 無 合格 2013.6.20 

12 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
0 0 無 合格 2013.6.26 

13 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

難燃性ビニル 0 0 無 合格 2015.4.9 

14 

難燃性ビニル（単

心光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

低煙害ビニル 6 0 無 合格 2015.4.9 

※：試験結果の最も厳しい結果を記載 
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第４-３表 延焼性の実証試験結果（IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験） 

分類 No. 絶縁体 シース
損傷距離 

[mm] ※

残炎時間

[秒] ※ 
合否 試験日 

高圧 

ケーブル

動力 

ケーブル

1 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
650 265 合格 1979.2.20 

低圧 

ケーブル

2 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1000 0 合格 1979.3.15 

3 シリコンゴム ガラス編組 470 0 合格 1979.5.30 

4 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
850 0 合格 1979.3.16 

計装・制御 

ケーブル

5 
難燃性 

架橋ポリエチレン 

難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1150 0 合格 1979.3.15 

6 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
690 0 合格 1979.3.16 

7 シリコンゴム ガラス編組 780 0 合格 1979.5.30 

制御 

ケーブル

8 シリコンゴム ガラス編組 780 0 合格 1979.5.30 

9 
難燃性エチレン 

プロピレンゴム 

特殊 

クロロプレンゴム
690 0 合格 1979.3.16 

10 難燃性ビニル 難燃性ビニル 800 0 合格 2014.7.26 

同軸 

ケーブル

計装 

ケーブル

11 架橋ポリエチレン 
難燃性 

架橋ポリエチレン 
1070 0 合格 2014.7.9 

12 架橋ポリエチレン 
難燃性 

特殊耐熱ビニル 
1730 0 合格 2014.7.15 

13 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

架橋ポリエチレン

(同軸心（高圧）) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

難燃性ビニル 970 0 合格 2015.4.9 

14 

難燃性ビニル（単

心光コード） 

架橋ポリエチレン

(同軸心) 

難燃性架橋ポリエ

チレン(制御心)

低煙害ビニル 1190 0 合格 2015.4.9 

※：試験結果の最も厳しい結果を記載 
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第４-４表 ケーブルのUL垂直燃焼試験の概要 

試験装置概要 

試験内容 

・試料を垂直に保持し，20度の角度でバーナの炎をあてる。

・15秒着火，15秒休止を 5回繰り返し，試料の燃焼の程度を調

べる。

燃焼源 ・チリルバーナ

バーナ 

熱量 

・2.14MJ/h

使用燃料 ・工業用メタンガス

判定基準 

・残炎時間が 60秒を超えないこと。

・インジケータの燃焼程度が 25％未満であること。

・落下物により脱脂綿が燃焼しないこと。
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第４-５表 IEEE383 Std 1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 

試験装置概要 

試験内容 

・バーナを点火し，20 分経過後バーナの燃焼を停止し，そ

のまま放置してケーブルの燃焼が自然に停止したならば

試験を終了する。

燃焼源 ・リボンバーナ

バーナ熱量 ・70,000BTU/H（73.3MJ/h）

使用燃料 ・天然ガス若しくはプロパンガス

判定基準 

・バーナを消火後，自己消火した時のケーブルのシース及

び絶縁体の損傷長さが 1800mm未満であること。

・３回の試験のいずれも上記を満足すること。



添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について
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添付資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの損傷距離の判定方法について

垂直トレイ燃焼試験では，下図の損傷の境界を確認し，シースの最大損傷距離

を測定する。 

第１図 垂直トレイ燃焼試験のケーブル損傷について 

炭化 

灰化 

火ぶくれ、溶融 

損傷境界 



参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383 の

適用年版について 
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参考資料１ 

島根原子力発電所２号炉における 

ケーブルの延焼性に関する IEEE383 の適用年版について

ケーブルの延焼性は，IEEE383 Std 1974又はこれを基礎とした「電気学会技術

報告（Ⅱ部）第139 号 原子力発電用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延

焼性試験方法に関する推奨案」の垂直トレイ燃焼試験により確認しており，この

IEEE383の適用年版について以下に整理した。 

(1) 「実用発電用原子炉およびその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下

「審査基準」という。）「2.1 火災発生防止」の参考には，延焼性の実証試験

はIEEE383の実証試験により示されていることを要求している。 

（参考） 

(3) 難燃ケーブルについて

使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼を

せず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質」を

有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験により示されてい

ること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験・・・UL垂直燃焼試験

・延焼性の実証試験・・・IEEE383 又は IEEE1202

(2) また，審査基準「2. 基本事項」の参考には，審査基準に記載されていない

ものについては，JEAC4626-2010 及び JEAG4607-2010 を参照するよう要求さ

れている。 

（参考） 

上記事項に記載されていないものについては、JEAC4626-2010及び

JEAG4607-2010を参照すること。
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(3) したがって，審査基準に記載されてないIEEE383の適用年版については，以

下に示すJEAC4626-2010の記載によりIEEE383-1974年版を適用した。 

JEAC4626-2010（抜粋） 

［解説2-1］「難燃性ケーブル」 

難燃性ケーブルとは，米国電気電子工学学会(IEEE)規格383(1974年版)（原

子力発電所用ケーブル等の型式試験）（国内ではIEEE383の国内版である電気

学会技術報告(Ⅱ部)第139号）の垂直トレイ試験に合格したものをいう。 



参考資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における 

残炎時間の取扱いについて 
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参考資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

IEEE383垂直トレイ燃焼試験における残炎時間の取扱いについて 

1. はじめに

IEEE383及び電気学会技術報告に基づく，難燃ケーブルの延焼性を確認する垂

直トレイ燃焼試験では，残炎時間を参考に測定している。 

ここでは，ケーブルの残炎時間が試験の判定基準として使用されておらず，試

験の判定に影響を与えないことを示す。 

2. 規格の記載事項

垂直トレイ燃焼試験における評価に関するIEEE383の記載内容を以下に示す。

○IEEE383（抜粋）

○【和訳】IEEE383（抜粋）

2.5.5 評価 

炎が広がり，バーナーの上のトレイ全長が燃えるケーブルは不合格である。バ

ーナーを外すと自己消火するケーブルは合格である。バーナー消火後も燃え続け

る，あるいは燃え尽きるケーブルは，延焼範囲を決定するため，そのまま燃え続

けさせるべきである。 
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また，IEEE383を基礎とした「電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号 原子力発電

所用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」

の垂直トレイ燃焼試験の判定基準の記載事項は以下のとおりである。 

○ 電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号（抜粋）

3.7 判定 

３回の試験のいずれにおいても，ケーブルはバーナ消火後自己消火し，か

つケーブルのシースおよび絶縁体の最大損傷長が1,800mm未満である場合に

は，そのケーブルは合格とする。 

ケーブルの延焼性を確認する試験では，上記のとおり残炎時間は判定基準とし

て記載されていない。 



資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び 

機器が設置される火災区域又は火災区画の 

火災感知設備について 



＜目 次＞ 

1. 概要

2. 要求事項

3. 火災感知設備の概要

 3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

 3.2. 火災感知設備の受信機について 

 3.3. 火災感知設備の電源について 

 3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

 3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

 3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

添付資料１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準（抜

粋） 

添付資料２ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の基本設置方針につい

て 

添付資料３ 島根原子力発電所２号炉における高感度煙検出設備の特徴等につい

て 

添付資料４ 島根原子力発電所２号炉における火災感知器の配置を明示した図面 



８条-別添 1-資料 5-1 

資料５ 

島根原子力発電所２号炉における 

原子炉の安全停止に必要な構築物，系統及び機器が設置される 

火災区域又は火災区画の火災感知設備について 

1. 概 要

島根原子力発電所２号炉における安全機能のうち，原子炉の高温停止及び低温

停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器への火災の影響を限

定し，早期に火災を感知するための火災感知設備について以下に示す。 

なお，放射性物質貯蔵等の構築物，系統及び機器の設置場所に対する火災感知

設備については，資料９に示す。 

2. 要求事項

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（以下「火

災防護に係る審査基準」という。）における火災感知設備の要求事項を以下に示

す。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2. 基本事項

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造

物、系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区

域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火

災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ずること。

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有す

る構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置

される火災区域
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2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1) 火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条

件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知で

きるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及びこれ

と同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置すること。

また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を

講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３条

第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項において

求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信

機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）第１

２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置す

ること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

(1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

なお，「2.2.1 (1) 火災感知設備」の要求事項を添付資料１に示す。 

本資料では，基本事項の中に記載される「① 原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される

火災区域及び火災区画」への火災感知設備の設置方針を示す。 
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3. 火災感知設備の概要

島根原子力発電所２号炉において火災が発生した場合に，原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器を設置する火

災区域又は火災区画の火災を早期に感知し，原子炉の高温停止及び低温停止を達

成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器に対する火災の影響を限定す

るために，要求事項に応じた「火災感知設備」を設置する。 

「火災感知設備」は，周囲の環境条件を考慮して設置する「火災感知器」と，

中央制御室での火災の監視等の機能を有する「受信機」を含む火災受信機盤等か

ら構成される。島根原子力発電所２号炉に設置する「火災感知器」及び「受信機」

について以下に示す。 

3.1. 火災感知設備の火災感知器について 

火災感知器は，早期に火災を感知するため，火災感知器の取付面高さ，火災

感知器を設置する周囲の温度，湿度及び空気流等の環境条件を考慮して設置す

る。 

島根原子力発電所２号炉の発電用原子炉施設内で発生する火災としては，ポ

ンプに内包する油やケーブルの火災であり，原子力発電所特有の火災条件が想

定される箇所はなく，病院等の施設で使用されている火災感知器を消防法施行

規則第23条第４項に従い設置することにより，十分に火災を感知することが可

能である。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器の設置場所には，基本的に火災発生時に炎が生じる前の発煙段階か

ら感知できる煙感知器を設置し，その他，蒸気及びガスの発生により煙感知器

が誤作動する可能性のある場所には，熱感知器を設置する。 

さらに，「固有の信号を発する異なる感知方式の火災感知器」の設置要求を

満足するため，既存の火災感知器に加えて熱感知器又は煙感知器を組み合わせ

て設置する。設置にあたっては，消防法施行規則第23条第４項に従った設置条

件で設置する。 

これらの組合せは，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，かつ，火災

現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式とす

る。 

周囲の環境条件から，アナログ式の熱感知器又は煙感知器を設置することが

適さない箇所の火災感知器等の選定方法を以下に示す。 

なお，火災感知器と同等の機能を有する機器を選定する場合には，消防法施

行規則第23条第４項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知

設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第12条から第18条ま

でに定める感知性能と同等以上の方法により，機器を設置する。 
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○ 蓄電池室

蓄電池室は，蓄電池充電中に少量の水素ガスを発生することから，換気空調

設備を設置しており，安定した室内環境を維持しているが，万一の水素濃度の

上昇※１を考慮し，防爆型煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。 

防爆型の煙感知器及び熱感知器は非アナログ式しか製造されていないが，蓄

電池室に設置する非アナログ式の防爆型煙感知器はアナログ式煙感知器と同

様に，炎が生じる前の発煙段階から煙の早期感知が可能である。また，蓄電池

室に設置する非アナログ式の防爆型熱感知器については，蓄電池室は換気空調

設備により安定した室内環境を維持していることから，通常の熱感知器と同様，

周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感知及び誤

作動の防止を図る。 

防爆型の熱感知器及び煙感知器の概要を添付資料２に示す。 

※１：蓄電池室は，換気空調設備の機械換気により水素濃度の上昇を防止す

る設計である。 

○ 原子炉格納容器

起動中における原子炉格納容器内の火災感知器は，環境条件や予想される火

災の性質を考慮し，原子炉格納容器内には異なる感知方式の感知器としてアナ

ログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

原子炉格納容器内は，通常運転中，窒素ガス封入により不活性化しており，

火災が発生する可能性がない。しかしながら，運転中の原子炉格納容器は，閉

鎖した状態で長期間高温かつ高線量環境となることから，火災感知器が故障す

る可能性がある。このため，原子炉格納容器内の火災感知器は，起動時の窒素

ガス封入後に中央制御室内の受信機にて作動信号を除外する運用とし，プラン

ト停止後に速やかに取り替える設計とする。

低温停止中における原子炉格納容器内の火災感知器は，起動中と同様にアナ

ログ式の煙感知器及び熱感知器を設置する設計とする。

○ ディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室

屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機

排気管室は，区域全体を感知する必要があるが，火災による煙は周囲に拡散す

るため，煙感知器による火災感知は困難であることから，ディーゼル発電機給

気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機排気管室全体の火災を感知するた

めに，アナログ式の屋外仕様の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様の炎感知

器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がな

いように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は誤作動防止対策として以下の機能を有する。 
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・炎感知器（赤外線方式）：

平常時から炎の波長の有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）

を把握できることから，アナログ式と同等の機能を有する。また，感知

原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放射エネルギ

ーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防止を

図る。さらに，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されるため

屋外仕様を採用する設計とする。なお，外光（日光）からの影響を考慮

し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有な波長帯のみを

感知することで誤作動を防止する設計とする。 

○ ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア

Ａ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，屋外であるため，区域全体の火

災を感知する必要があるが，火災による煙が周囲に拡散し煙感知器による火災

感知は困難であること，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがあるこ

と，また，降水等の浸入により火災感知器の故障が想定されることから，Ａ－

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプエリア全体の火災を感知するために，非アナログ

式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の

炎感知器（赤外線方式）をそれぞれの監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死

角がないように設置する。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有

無を連続監視し，火災現象(急激な環境変化)を把握できることから，アナログ

式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」(物質の燃焼

時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報

する）を採用し誤作動防止を図る。さらに，屋外仕様を採用する設計とすると

ともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，

火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止する設計とす

る。

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアは，格納槽内の区域であ

り，引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所であるため，万一

の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知できるよう，非アナログ式の防

爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱感知器を設置する設計とする。 

○ ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域

屋外の区域であるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク設置区域は，火災による

煙は周囲に拡散し，煙感知器による火災感知は困難である。加えて，タンク室

内の空間部は燃料の気化による引火性又は発火性の雰囲気を形成している。こ

のため，タンク室内の空間部に非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の熱感知器
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及び非アナログ式の屋外仕様（防爆型）の炎感知器（赤外線方式）を設置する

設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の有

無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナロ

グ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃

焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発

報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，屋外仕様を採用する

設計とするとともに，外光（日光）からの影響を考慮し，遮光カバーを設ける

ことにより，火災発生時の特有な波長帯のみを感知することで誤作動を防止す

る設計とする。 

また，屋外仕様（防爆型）の熱感知器は非アナログ式であるが，軽油タンク

最高使用温度（約 66℃）を考慮した温度を設定温度（約 80℃）とすることで

誤作動防止を図る設計とする。 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設備概要を第５-１図に示

す。 

第５-１図 ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの火災感知器の設備概要 

○ 原子炉建物オペレーティングフロア

原子炉建物オペレーティングフロアは天井が高く大空間となっているため，

火災による熱が周囲に拡散することから，熱感知器による感知は困難である。

そのため，非アナログ式の炎感知器（赤外線方式）とアナログ式の光電分離型

煙感知器を監視範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角がないように設置する

設計とする。（第５-２図） 

乾燥砂 

コンクリート

外部マンホール 

内部マンホール 

防爆型炎感知器 

防爆型熱感知器 

ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
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炎感知器（赤外線方式）は非アナログ式であるが，平常時から炎の波長の有

無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナロ

グ式と同等の機能を有する。また，建物内に設置していることから，外光があ

たらず，高温物体が近傍にない箇所に設置することにより，誤作動防止を図る

設計とする。 

さらに，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の燃焼時に発生する特有な放

射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ発報する）を採用し誤作動防

止を図る設計とする。 

第５-２図 原子炉建物オペレーティングフロアの感知器設置概要 

○ 主蒸気管室

主蒸気管室については，通常運転中は高線量環境となることから，放射線の

影響により火災感知器の制御回路が故障する可能性がある。 

さらに，火災感知器が故障した場合の取替えも出来ない。このため，放射線

の影響を受けにくい非アナログ式の熱感知器を設置する。加えて，放射線の影

響を受けないよう検出器部位を主蒸気管室外に配置するアナログ式の煙吸引

式検出設備を設置する設計とする。 

主蒸気管室に設置する非アナログ式の熱感知器については，主蒸気管室は換

気空調設備により安定した室内環境を維持していることから，通常の熱感知器

と同様，周囲温度を考慮した作動温度を設定することによって，早期の火災感

知及び誤作動の防止を図る。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチ 

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチは，Ｂ－非常用デ

ィーゼル発電機燃料移送ポンプエリアと同空間であり，引火性又は発火性の雰

囲気を形成するおそれのある場所であるため，Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃

料移送ポンプエリア内での万一の軽油燃料の気化を考慮し，火災を早期に検知

できるよう，非アナログ式の防爆型の煙感知器及び非アナログ式の防爆型の熱

感知器を設置する設計とする。 

 

○ 海水ポンプエリア 

海水ポンプエリアは，屋外であるため，火災による熱及び煙は周囲に拡散し，

熱感知器及び煙感知器による火災感知は困難であること，また，降水等の浸入

により火災感知器の故障が想定される。このため，海水ポンプエリア全体の火

災を感知するために，非アナログ式の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式）及び

アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ（赤外線方式）を監視範囲に火災の検知

に影響を及ぼす死角がないように設置する設計とする。 

炎感知器（赤外線方式）は，非アナログ式であるが，平常時より炎の波長の

有無を連続監視し，火災現象（急激な環境変化）を把握できることから，アナ

ログ式と同等の機能を有する。また，感知原理に「赤外線３波長式」（物質の

燃焼時に発生する特有な放射エネルギーの波長帯を３つ検知した場合にのみ

発報する）を採用し誤作動防止を図る設計とする。さらに，外光（日光）から

の影響を考慮し，遮光カバーを設けることにより，火災発生時の特有の波長帯

のみを感知することで誤作動を防止する設計とする。 

 

火災感知器の型式ごとの特徴等を添付資料２に示す。また，火災感知器の配

置図を添付資料４に示す。 

なお，火災感知器の配置図については，火災防護に係る審査基準に基づき設

計基準対象施設に対して設置する感知器に加え，重大事故等対処施設に対して

設置する感知器も記載している。 

また，以下に示す火災区域又は火災区画は，発火源となる可燃物がなく，さ

らに可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とし，火災が発生するおそれ

はないことから，火災感知器を設置しない，若しくは発火源となる可燃物が少

なく火災により安全機能へ影響を及ぼすおそれはないことから，消防法又は建

築基準法に基づく火災感知器を設置する設計とする。 

 

○ 機器搬出入用ハッチ室 

機器搬出入用ハッチ室は，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置されて

おらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とする上，通常コンクリ

ートハッチ等にて閉鎖されていること，また，機器搬出入用ハッチ室内に充電

部をなくすよう照明電源を「切」運用としていることから，火災が発生するお
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それはない。 

ハッチ開放時は通路の火災感知器にて感知が可能である。

したがって，機器搬出入用ハッチ室には火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 格納容器所員用エアロック

格納容器所員用エアロックは，照明設備以外の発火源となる可燃物が設置さ

れておらず，可燃物管理により可燃物を持ち込まない運用とするうえ，通常時

（プラント運転中）は，ハッチにて閉鎖され，エアロック内は窒素ガスが封入

され雰囲気が不活性化されていること，また，エアロック内に充電部をなくす

よう照明の電源を「切」運用としていることから，火災が発生するおそれはな

い。 

ハッチ開放時は，格納容器所員用エアロック室の火災感知器にて感知が可能

である。 

したがって，格納容器所員用エアロックには火災感知器を設置しない設計と

する。 

○ 燃料プール

燃料プールについては，内部が水で満たされており，火災が発生するおそれ

はない。 

したがって，燃料プールには火災感知器を設置しない設計とする。 

○ 不燃性材料であるコンクリート又は金属により構成された火災防護対象機

器のみを設けた火災区域又は火災区画

火災防護対象機器のうち，不燃性材料であるコンクリート又は金属により構

成された配管，容器，タンク，手動弁，コンクリート構築物については流路，

バウンダリとしての機能が火災により影響を受けることは考えにくいため，消

防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

○ フェイルセーフ設計の設備のみが設置された火災区域又は火災区画

フェイルセーフ設計の設備については火災により動作機能を喪失した場合

であっても，安全機能が影響を受けることは考えにくいため，消防法又は建築

基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，フェイルセーフ設計の火災防護対象機器についても，異なる感知方式

の感知器を設置する設計としており，上記設計を適用していない。 

○ 排気筒モニタ室

放射線モニタ検出器は隣接した検出器間をそれぞれ異なる火災区域に設置

する設計とする。これにより火災発生時に同時に監視機能を喪失することは考

えにくく，重要度クラス３の設備として火災に対して代替性を有することから，
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消防法又は建築基準法に基づく火災感知器を設ける設計とする。 

なお，上記の監視を行うプロセス放射線モニタ監視盤を設置する中央制御室

については火災発生時の影響を考慮し，固有の信号を発するアナログ式の煙感

知器及びアナログ式の熱感知器を設置する設計とする。 

3.2. 火災感知設備の受信機について 

火災感知設備の受信機は，以下の機能を有する受信機を設置する。 

○ アナログ式の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ

特定できる設計とする。

○ 水素ガスの漏えいの可能性が否定できない蓄電池室及び可燃性ガスの発生

が想定されるディーゼル発電機燃料貯蔵タンク室内の空間部に設置する非

アナログ式の防爆型の火災感知器及び主蒸気管室内の非アナログ式熱感知

器を１つずつ特定できる設計とする。 

○ 原子炉格納容器内の火災感知設備の火災受信機盤は，中央制御室及び補助盤

室に設置し常時監視できる設計とする。

また，受信機盤は，アナログ式の熱感知器及びアナログ式の煙感知器を 1つ

ずつ特定できる設計とする。ただし，誤作動防止として起動時の窒素ガス封

入後に作動信号を除外する運用とする。

○ 屋外の海水ポンプエリアを監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ

式の熱感知カメラが接続可能であり，感知区域を 1つずつ特定できる設計と

する。なお，屋外区域熱感知カメラ火災受信機盤においては，カメラ機能に

よる映像監視(熱サーモグラフィ)により特定が可能な設計とする。

○ 屋外開放のディーゼル発電機給気消音器フィルタ室及びディーゼル発電機

排気管室を監視する非アナログ式の炎感知器及びアナログ式の熱感知器が

接続可能であり，作動した火災感知器を１つずつ特定できる設計とする。

○ 屋外のＡ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリアを監視する非アナログ式

の炎感知器，非アナログ式の熱感知器が接続可能であり，作動した火災感知

器を 1つずつ特定できる設計とする。

○ 原子炉建物オペレーティングフロアを監視する非アナログ式の炎感知器を

１つずつ特定できる設計とする。

○ Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア及びＢ－非常用ディー

ゼル発電機燃料移送系ケーブルトレンチを監視する非アナログ式の防爆型

の火災感知器が接続可能であり，作動した火災感知器を 1 つずつ特定できる

設計とする。
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3.3. 火災感知設備の電源について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の受信機は，外部

電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう非常用電源から受電する。

さらに，外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機から電力が供給されるまで

の間も火災の感知が可能となるように，蓄電池を内蔵し70分間※電源供給が可

能である。 

※：消防法施行規則第二十四条で要求している蓄電池容量 

3.4. 火災感知設備の中央制御室での監視について 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器に発生した火災は，中央制御室及び補助盤室に設置されている火災

感知設備の受信機で監視できる設計とする。 

なお，火災が発生していない平常時には，中央制御室内の巡視点検によって，

火災が発生していないこと及び火災感知設備に異常がないことを火災受信機盤

で確認する。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系

統及び機器を設置する火災区域又は火災区画の火災感知設備の火災受信機盤の

概要を第５-１表に示す。 
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第５-１表 火災感知設備の火災受信機盤の概要 

火災受信

機盤 
配置場所 電源供給 監視エリア 

作動した火災感

知器を 1 つずつ

特定できる機能 

耐震性 

総合 

操作盤 
補助盤室 

非常用電源から受

電する。 

さらに，外部電源

喪失時に非常用デ

ィーゼル発電機か

ら電力が供給され

るまでの間も火災

の感知が可能とな

るように，約70分

間電力を供給でき

る容量を有した蓄

電池を設ける。 

○建物内（原子炉

建物，タービン

建物，廃棄物処

理建物，制御室

建物）

○蓄電池室，主蒸

気管室，海水ポ

ンプエリア，デ

ィーゼル発電機

燃料移送ポンプ

エリア，ディー

ゼル発電機給気

消音器フィルタ

室，ディーゼル

発 電 機 排 気 管

室，ディーゼル

発電機燃料貯蔵

タ ン ク 設 置 区

域，Ｂ－非常用

ディーゼル発電

機燃料移送系ケ

ー ブ ル ト レ ン

チ，原子炉建物

オペレーティン

グフロア 

有り 

Ss 機能維持 

副防災盤 
中央 

制御室 
Ss 機能維持 
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3.5. 火災感知設備の耐震設計について 

火災感知設備については，火災区域又は火災区画に設置された原子炉の高温

停止及び低温停止を達成し，維持するために必要な構築物，系統及び機器の耐

震クラスに応じて，地震に対して機能を維持できる設計とする。（第５-２表） 

耐震設計を確認するための対応は，第５-３表のとおりである。 

第５-２表 火災感知設備の耐震設計 

主な安全機能を有する 

構築物，系統及び機器 
火災感知設備の耐震設計 

非常用炉心冷却系ポンプ Ｓｓ機能維持 

非常用蓄電池 Ｓｓ機能維持 

非常用ディーゼル発電機 Ｓｓ機能維持 

第５-３表 Ｓｓ機能維持を確認するための対応 

確認対象 火災感知設備の耐震設計 

受信機 加振試験 

感知器 加振試験 

3.6. 火災感知設備に対する試験検査について 

アナログ式の火災感知器を含めた火災感知設備は，機能に異常がないことを

確認するために，自動試験を実施する。 

ただし，試験機能のない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するた

めに，消防法施行規則第三十一条の六に基づき，半年に一度の機器点検時及び

１年に一度の総合点検時に，煙等の火災を模擬した試験を実施する。 

以上より，安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域又は火

災区画に設置する火災感知器については，火災防護に係る審査基準に則り，環境

条件等を考慮した火災感知器の設置，異なる感知方式を組み合わせた火災感知器

の設置，非常用電源からの受電，火災受信機盤の中央制御室への設置を行う設計

とする。一部非アナログ式の感知器を設置するが，それぞれ誤作動防止対策を実

施する。 



添付資料１ 

実用発電用原子炉及びその附属施設の 

火災防護に係る審査基準（抜粋） 



８条-別添 1-資料 5-添付 1-1 

添付資料１ 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（抜粋） 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感

知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置

すること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止する

ための方策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３

条第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項にお

いて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）

第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設

置すること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であるこ

と。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。

（参考） 

(1)火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信

号を発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行

する無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・ 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置するこ

ととは、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知

器の組合せや熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器

のような組合せとなっていること。

・ 感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火災の発生場所を特

定することができる受信機が用いられていること。
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（誤作動を防止するための方策） 

・ 平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な

温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器

を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある

場合は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感

知器が用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラ

システムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないよう

に当該システムが適切に設置されていること。 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現

象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持される設計であるこ

と。 

(1)凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

(2)風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。

(3)消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。

（参考） 

火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・Cクラスの機器が

設置されている場合が考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷し

Sクラス機器である原子炉の火災防護対象機器の機能を失わせることがない

ことが要求されるところであるが、その際、耐震B・Cクラス機器に基準地震

動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の

機能が維持されることについて確認されていなければならない。 

(2)消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのな

いよう、設計に当たっては配置が考慮されていること。



添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器の基本設置方針について 
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添付資料２ 

島根原子力発電所２号炉における火災感知器の基本設置方針について 

1. はじめに

島根原子力発電所２号炉において,安全機能を有する機器等を設置する火災区

域又は火災区画の火災感知設備は,放射線,取付面高さ,温度,湿度,空気流等の環

境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定している。各設置対象区域

又は区画における火災感知器の基本設置方針及び火災感知器の型式毎の原理と

特徴を示す。 

2. 要求事項

火災感知設備は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査

基準」の「2.2 火災の感知・消火」の 2.2.1 に基づき実施することが要求されて

いる。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」の記載を以

下に示す。 

2.2 火災の感知・消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知

及び消火を行える設計であること。 

(1)火災感知設備

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境

条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感

知できるよう固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等（感知器及

びこれと同等の機能を有する機器をいう。以下同じ。）をそれぞれ設置

すること。また、その設置に当たっては、感知器等の誤作動を防止する

ための方策を講ずること。

② 感知器については消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２３

条第４項に従い、感知器と同等の機能を有する機器については同項にお

いて求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号）

第１２条から第１８条までに定める感知性能と同等以上の方法により設

置すること。

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であるこ

と。

④ 中央制御室で適切に監視できる設計であること。
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（参考） 

(1)火災感知設備について

早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号

を発すること）を防止するための方策がとられていること。 

なお、感知の対象となる火災は、火炎を形成できない状態で燃焼が進行す

る無炎火災を含む。 

（早期に火災を感知するための方策） 

・ 固有の信号を発する異なる感知方式の感知器等をそれぞれ設置するこ

ととは、例えば、熱感知器と煙感知器のような感知方式が異なる感知

器の組合せや熱感知器と同等の機能を有する赤外線カメラと煙感知器

のような組合せとなっていること。

・ 感知器の設置場所を 1 つずつ特定することにより火災の発生場所を特

定することができる受信機が用いられていること。

（誤作動を防止するための方策） 

・ 平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な

温度や煙の濃度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器

を用いられていること。

感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合

は、自動試験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が

用いられていること。 

炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシ

ステムを用いても差し支えない。この場合、死角となる場所がないように当

該システムが適切に設置されていること。 
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火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

一
 

般
 

区
 

域
 

通
路

部
・
 

部
屋

等
 

通
路
部
・
 

部
屋
等
 

・
消
防
法
施
行
規
則

に
則
り

煙
感
知

器
と

熱
感

知
器

を
設

置

①
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

④
 

熱
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

天
井

高
さ

が
高

く
,
煙

が
拡

散
し

な
い

場
所
 

原
子
炉
建
物
 

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン

グ
フ
ロ
ア

・
天
井
が
高
く
大
空

間
で
あ

り
熱
が

周
囲

に
拡

散
す

る
こ

と
か
ら
熱
感

知
器
に

よ
る
感

知
は
困

難

・
炎
感
知
器
は
非
ア

ナ
ロ
グ

式
で
あ

る
が

,炎
が

発
す
る

赤
外
線
を
感
知

す
る

た
め

,炎
が

生
じ
た

時
点

で
感

知

す
る
こ
と
が
で

き
,火

災
の

早
期

感
知
に

優
位

性
が

あ

る

⑩
 

光
電

分
離
型
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑦
 

炎
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式

炎
感

知
器
が

存

在
し

な
い
た

め
)

・
炎
感
知
器
は
，
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら

つ
き
を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非

ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る

が
，
火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く
，

火
災
の
早
期
感
知
が
可
能

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す

る
特
有
な
放
射

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し

た
場
合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤

作
動
防
止
を
図
る

・
建
物
内
に
設
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
外

光
が
あ

た
ら
ず
，
高
温
物
体
が
近
傍
に
な

い
箇
所
に
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，
誤
作

動
防
止
を
図
る

天
井

空
間

が
広

く
,
煙

が
拡

散
す

る
場

所
 

天
井

空
間

が
広

く
,
煙

が
拡

散
す

る
場
所
 

該
当
箇
所
な
し
 

放
射

線
量
が

高
い
場

所
 

原
子
炉
格
納
容
器

※
2

・
プ
ラ
ン
ト
運
転
中

は
高
線

量
環
境

と
な

る
こ

と
か

ら
ア

ナ
ロ
グ
式
感
知

器
を

室
内
に

設
置
す

る
と

故
障

す
る

可
能
性
が
あ
る

。
た

だ
し

,プ
ラ

ン
ト
運

転
中

の
原

子

炉
格
納
容
器
は

窒
素

封
入
に

よ
り
不

活
性

化
し

て
お

り
火
災
の
発
生

の
可

能
性
が

な
い
。

こ
の

た
め

,プ
ラ

ン
ト
運
転
中
は

受
信

機
に
て

作
動
信

号
を

除
外

す
る

・
消
防
法
施
行
規
則

に
則
り

煙
感
知

器
と

熱
感

知
器

を
設

置

④
 

熱
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

①
 

煙
感

知
器
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 



８条-別添 1-資料 5-添付 2-4 

設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/

非
ア

ナ
ロ
グ

式

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

放
射

線
量
が

高
い
場

所
 

主
蒸
気

管
室
 

・
プ
ラ

ン
ト
運
転
中

は
高
線

量
環
境

と
な

る
こ

と
か

ら
ア

ナ
ロ
グ
式
感
知
器
を

室
内
に

設
置
す

る
と

故
障

す
る

可

能
性
が
あ
る
。

・
放
射
線
の
影
響
を

受
け
な

い
よ
う

検
出

器
部

位
を

当
該

エ
リ
ア
外
に
配
置
す

る
煙
吸

引
式
検

出
設

備
,及

び
放

射
線
の
影
響
を
受
け

に
く
い

動
作
原

理
を

有
す

る
非

ア

ナ
ロ
グ
式
の
熱
感
知

器
を
設

置

③
 

煙
吸

引
式
 

検
出

設
備
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑤
 

熱
感

知
器
 

(接
点

式
) 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
接

点
式

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
煙
感
知
器
以
外
の
動
作
原
理
を
有
す
る
感

知
器
と
し
て
熱
感
知
器
及
び
炎
感
知
器
等

が
あ
る
が
放
射
線
の
影
響
を
受
け
に
く
い

も
の
は
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
接
点

式
熱
感
知

器
し
か
な
い

・
主
蒸
気
管
室
は
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安

定
し
た
室
内
環
境
を
維
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
通
常
の
熱
感
知
器
と
同
様
，
周
囲

温
度
を
考
慮
し
た
作
動
温
度
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
誤
作
動
防
止
を
図
る

屋
外

開
放
エ

リ
ア
 

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
給

気
消

音
器

フ

ィ
ル

タ
室

，
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

排

気
管
室
 

・
屋
外
開
放
で
あ
る
た

め
,エ

リ
ア

全
体
の

火
災

を
感

知
す

る
必
要
が
あ
る
が

,火
災

に
よ
る

煙
が
周

囲
に

拡
散

し

煙
感
知
器
に
よ
る
火

災
感
知

は
困
難
 

・
エ
リ
ア
全
体
の
火
災

を
感
知

す
る
た
め

に
,ア

ナ
ロ
グ

式

の
熱
感
知
器
及
び
非

ア
ナ
ロ

グ
式
の

炎
感

知
器

を
設

置
 

⑪
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ
き

を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が

,

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く

,火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防
止
を
図
る



８条-別添 1-資料 5-添付 2-5 

設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/

非
ア

ナ
ロ
グ

式

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

屋
外

エ
リ
ア
 

Ａ
－

非
常

用
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃

料
移

送
ポ

ン
プ

エ

リ
ア

，
高

圧
炉

心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃

料
移

送
ポ

ン
プ

エ

リ
ア

，
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯

蔵
タ

ン
ク

設
置

区

域

・
屋
外
で
あ
る
た
め

,エ
リ

ア
全
体

の
火
災

を
感

知
す

る
必

要
が
あ
る
が

,火
災

に
よ

る
煙
が

周
囲
に

拡
散

し
煙

感

知
器
に
よ
る
火
災
感

知
は
困

難
 

・
エ
リ
ア
全
体
の
火
災

を
感
知

す
る
た
め

に
,非

ア
ナ
ロ

グ

式
の
熱
感
知
器
及
び

非
ア
ナ

ロ
グ
式

の
炎

感
知

器
を

設

置
 

⑫
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ
式
防

爆
型

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
引
火
性
又
は
発
火
性
の
雰
囲
気
を
形
成
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
,
感

知
器

作
動

時
の

爆
発
を
考
慮
し
た
防
爆
型
の
火
災
感
知
器
を

選
定

・
周
囲
温
度
を
考
慮
し
た
作
動
温
度
を
設
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
作
動
防
止
を
図
る

 

⑬
 

防
爆

型
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ
き

を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が

,

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く

,火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防
止
を
図
る

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ

ア
 

・
屋
外
で

あ
る

た
め

，
エ

リ
ア

全
体

の
火

災
を

感
知

す
る

必
要
が
あ

る
が

，
火

災
に

よ
る

煙
が

周
囲

に
拡

散
し

煙
感

知
器
に
よ
る
火
災
感

知
は
困

難

・
エ
リ
ア

全
体

の
火

災
を

感
知

す
る

た
め

に
，

ア
ナ

ロ
グ

式
の
熱
感
知
器
及
び

非
ア
ナ

ロ
グ
式

の
炎

感
知

器
を

設
置
 

⑨
 

屋
外

仕
様
熱
 

感
知

カ
メ
ラ
 

（
赤

外
線
）
 

ア
ナ

ロ
グ
式

※
1

－
 

－
 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
炎

感
知

器
が

存
在
し

な
い
た

め
) 

・
炎
感
知
器
は
，
炎
か
ら
放
出
さ
れ
る
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
特
有
の
波
長
成
分
と
ち
ら
つ

き
を
赤
外
線
に
よ
り
検
出

・
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
火
災
感
知
器
で
あ
る
が
，

火
災
の
感
知
に
時
間
遅
れ
が
な
く
，
火
災

の
早
期
感
知
が
可
能
 

・
感
知
原
理
に
「
赤
外
線
３
波
長
式
」
（
物

質
の
燃
焼
時
に
発
生
す
る
特
有
な
放
射
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
波
長
帯
を
３
つ
検
知
し
た
場

合
に
の
み
発
報
す
る
）
を
採
用
し
誤
作
動

防
止
を
図
る

・
外
光
（
日
光
）
か
ら
の
影
響
を
考
慮
し
，

遮
光
カ
バ
ー
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
，
誤

作
動
防
止
を
図
る
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設
置

対
象
区

域
 

又
は

区
画
 

島
根

原
子
力

発
電
所

2号
炉

に
お

け
る
火

災
感

知
設

備
の
基
本
設
置
方
針
 

具
体
的
 

区
域
 

周
囲

の
環
境

条
件
と
 

感
知

器
の
選

定
方
針
 

種
類
 

ア
ナ

ロ
グ
式

/ 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

非
ア
ナ
ロ
グ
式
 

火
災
感
知
器
の
特
徴
 

及
び
優
位
点
 

設
置
環
境
を
踏
ま
え
た
 

火
災
感
知
器
の
 

誤
作
動
防
止
対
策
 

引
火

性
又

は
発

火
性

の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

お

そ
れ

が
あ
る

場
所
 

蓄
電

池
室

，
Ｂ

－

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ

ル
発

電
機

燃
料

移

送
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
，

Ｂ
－

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
燃

料
移

送
系

ケ

ー
ブ
ル
ト
レ
ン
チ
 

・
充
電
時
に
水
素
発

生
の
お

そ
れ
が

あ
る

蓄
電

池
室

は
,

引
火
性
又
は
発
火
性

の
雰
囲

気
を
形

成
す

る
お

そ
れ

が

あ
る
た
め

,防
爆

型
の
煙

感
知
器

及
び
熱

感
知

器
を

設

置
 

・
Ｂ
－

非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
エ

リ
ア
及
び
Ｂ
－
非
常

用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電

機
燃

料
移

送

系
ケ
ー
ブ
ル
ト

レ
ン

チ
は

，
格

納
槽
内
の

区
画

で
あ

り
，

引
火
性
又
は
発
火
性

の
雰
囲

気
を
形

成
す

る
恐

れ
が

あ

る
場
所
で
あ
る
た
め

，
万
一

の
軽
油

燃
料

の
気

化
を

考

慮
し
，
防
爆
型
の
煙

感
知
器

及
び
熱

感
知

器
を

設
置
 

②
 

防
爆

型
 

煙
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
防

爆
型

煙
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
引
火
性
又
は
発
火
性
の
雰
囲
気
を
形
成
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め

,感
知
器
作
動
時

の
爆
発
を
考
慮
し
た
防
爆
型
の
火
災
感
知

器
を
選
定
 

・
誤
作
動
を
誘
発
す
る
蒸
気
等
が
発
生
す
る

設
備
が
な
く
，
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安

定
し
た
室
内
環
境
を
維
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
，
蒸
気
等
が
充
満
す
る
お
そ
れ
は
な

く
，
誤
作
動
す
る
可
能
性
は
低
い
 

⑥
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

(ア
ナ

ロ
グ

式
防

爆
型

熱
感

知
器
が

存
在
し

な
い

た
め
) 

・
換
気
空
調
設
備
に
よ
り
安
定
し
た
室
温
を

維
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
火
災
感
知
器

の
作
動
値
を
室
温
よ
り
高
め
の
温
度
に
一

意
に
設
定
す
る
非
ア
ナ
ロ
グ
式
の
熱
感
知

器
で
あ
っ
て
も
誤
作
動
す
る
可
能
性
は
低

い
 

※
1:
こ

こ
で

い
う
「

ア
ナ
ロ
グ
式
」
は
,平

常
時
の
状
況
(温

度
,煙

の
濃

度
)を

監
視

し
,か

つ
,火

災
現

象
(急

激
な

温
度

や
煙

の
濃

度
の
上

昇
)を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
定
義
す
る
。
 

※
2:
原

子
炉

格
納
容

器
に
設
置
す
る
火
災
感
知
器
は

,運
転
中
は
信
号
を

除
外
す

る
設

定
と

し
,プ

ラ
ン

ト
停
止

後
に
取

替
を

行
う

。
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○
火
災
感
知

設
備
の
型
式
ご
と
の
原
理
と
特
徴

型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

①
 

煙
感

知
器
 

・
感

知
器

内
に

煙
を

取
り

込
ま

れ
る

と
，

発
光

素
子

の
光

が
煙

に
よ

っ
て

散
乱

し
，

受
光

素
子

に
光

が
あ

た
る

こ
と

で
煙
を
感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
る

前
の

発
煙

段
階

か
ら

の
煙

の
早

期
感

知
が

可
能
で
あ
る
。

・
防

爆
型
の
消
防
検
定
品
あ
り

【
適

応
高
さ
の
例
】

 
20
m
以
下

 
【

設
置
範
囲
の
例
】

※
１

75
m
2
又
は

15
0m

2
あ
た
り

1
個
 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
（

通
路
等

）

・
小

空
間
（

室
内
）

不
適

切
な
場

所
・

ガ
ス

，
蒸

気
等

が
日

常
的

に
発

生
す

る
場

所
・

湿
気

が
多

い
場
所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
り
，
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

，
急
激

な
煙
濃

度
上
昇

の
把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

②
 

防
爆

型
 

煙
感

知
器
 

・
煙

を
検

出
す

る
た

め
に

感
知

器
に

イ
オ

ン
室

を
設

け
，

煙
が

イ
オ

ン
室

に
流

入
し

た
と

き
の

イ
オ

ン
電

流
の

変

化
を
火
災
信
号
に
変
換
す
る
こ
と
で

煙
を
感
知

す
る

。
・

炎
が

生
じ

る
前

の
発

煙
段

階
か

ら
の

煙
の

早
期

感
知

が
可

能
で
あ
る
。

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

侵
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
，

爆
発

に
よ

る
火

炎
が

当
該

火
災

感
知

器
の

外
部

の
ガ

ス
又

は
蒸
気
に
点
火
し
な
い
。

適
切

な
個
所
 

・
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す
る

恐
れ

が
あ

る
場

所

（
蓄

電
池
室

等
）

不
適

な
場
所
 

・
ガ

ス
，

蒸
気

等
が

日

常
的

に
発

生
す

る
場

所
・

湿
気

が
多

い
場
所

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
る
が

，
防
爆

型
に

お
い

て
は
，
こ

の
信

号
を
連

続
的

に
処

理
す

る
こ

と
が

可
能

な
シ

ス
テ

ム
が
開

発
さ
れ

て
い
な

い
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か
ら

放
射

線
に

よ
り

故
障

の
可

能
性

が

あ
る
。
 

③
 

煙
吸

引
式
 

検
出

設
備
 

・
感

知
対

象
エ

リ
ア

の
煙

を
フ

ァ
ン

に
よ

っ
て

吸
引

し
て

感
知

器
内

に
取

り
込

む
と

，
感

知
器

内
の

発
光

素
子

の
光

が
煙

に
よ

っ
て

散
乱

し
，

受
光

素
子

に
光

が
あ

た
る

こ
と
で
煙
を
感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
る

前
の

発
煙

段
階

か
ら

の
煙

の
早

期
感

知
が

可
能
で
あ
る
。

・
検

出
部

位
を

監
視

対
象

エ
リ

ア
外

に
設

置
す

る
こ

と
が

可
能
で
あ
り
高
放
射
線
エ
リ
ア
に
適
用
可
能
で

あ
る

。

適
切

な
箇
所
 

・
高

線
量
エ

リ
ア

(
検

出
器

部
位

を
当

エ
リ

ア
外
に

配
置

)

ア
ナ

ロ
グ
式

・
一

般
的

な
ア

ナ
ロ

グ
式
検

知
素
子

及
び

制
御

器
等

を
組

み
合

わ
せ

て
構

成
し
て

い
る
。
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

煙
濃

度
上

昇
の

把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て
い
る
が

,検
出

部
位

を
監

視
対

象
エ

リ
ア

外
に

配
置

す
る

こ
と

が
可

能

で
あ

り
高

放
射

線
量

エ
リ

ア
に

適
用

可
能
で
あ
る
。

図
 
煙
吸
引
式

検
出
設
備
構
造
 

図
 
設
置
イ
メ
ー
ジ

 

煙
吸
引
式
検
出
設
備

 監
視
対
象

 
エ
リ
ア

サ
ン
プ
リ
ン
グ
管

 

図
 
防
爆
型
煙
感
知
器
の
外
形

 

（
火
花

や
高
熱
を
発
生
し
な
い

 

本
質
安
全
防
爆
構
造

）
 

図
 
煙
感
知
器

の
原
理

 

図
 
煙
感
知
器

の
原
理

 
図

 
煙
感
知
器
の
外
形
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

④
 

熱
感

知
器
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
，

温
度

上
昇

し
た

場
合

に
火

災
と

し
て

感
知

す
る
。

【
適

応
高
さ
の
例
】
 

 
8m

以
下
 

【
設

置
範
囲
の
例
】

※
１
 

15
m
2 ～

70
m
2
あ
た
り

1
個
 

適
切

な
場
所
 

・
小

空
間
（

室
内
）

不
適

な
場
所

・
火

災
原

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
，

温
度

上
昇

が
遅

い
と

考

え
ら

れ
る
場

所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

温
度

上
昇

の
把

握
が

可
能

で
あ

る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

⑤
 

熱
感

知
器
 

（
接

点
式
）
 

・
バ

イ
メ

タ
ル

が
受

熱
に

よ
り

反
転

し
て

接
点

が
閉

じ
る

こ
と
で
火
災
と
し
て

感
知
す
る
。

・
炎

が
生
じ

,温
度
上
昇
し
た
場
合
に
火
災
と
し
て

感
知
す

る
。

適
切

な
箇
所
 

・
高

線
量
エ

リ
ア

不
適

な
場
所

・
火

災
源

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
,
温

度
上

昇
が

遅
い

と
考

え
ら

れ
る
場

合

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
感

知
器

か
ら

出
力

さ
れ
る

信
号
は

接
点

の
オ
ン

オ
フ
の

み
で
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

せ
ず

,接
点
方
式
で

あ
る

こ
と

か
ら

放
射

線
の

影
響

を
受

け
に
く
い
。
 

⑥
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

⑫
 

防
爆

型
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生
じ

,温
度
上
昇
し
た
場
合
に
火
災
と
し
て

感
知
す

る
。

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

進
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
,
当

該
感

知
器

が
爆

発
圧

力
に

耐
え

,
か

つ
,
爆

発
に

よ
る

火

炎
が

当
該

火
災

感
知

器
の

外
部

の
ガ

ス
又

は
蒸

気
に

点
火

し
な
い
。

適
切

な
箇
所
 

・
引

火
性

又
は

発
火

性
の

雰
囲

気
を

形
成

す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

所
(蓄

電
池

室
等

)
不

適
な

場
所
 

・
火

災
源

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
,
温

度
上

昇
が

遅
い

と
考

え
ら

れ
る
場

合

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

出
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

が
一

定
の

温
度

以
上

に
な

っ
た

時
に

火
災
信

号
を
発

信
す
る

。
 

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
せ
ず

,接
点
方
式
で

あ
る

こ
と

か
ら

放

射
線

の
影

響
を

受
け
に
く
い
。
 

図
 
防
爆
型
熱
感
知
器
の
外
形

 

（
火
花
や
高
熱
を
発
生
し
な
い
本
質
安
全
防
爆
構
造

）

図
 
熱
感
知
器
（
接
点
式
）
の
原
理

 

図
 
熱
感
知
器
（
接
点
式
）
の
原
理

 

図
 

熱
感
知
器
（
接
点
式
）
の
外
形

 

図
 
熱
感
知
器

の
原
理

 
図
 

熱
感
知
器
の
外
形
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図
 

⑦
 

炎
感

知
器
 

・
偏

光
フ

ィ
ル

タ
及

び
受

光
素

子
に

よ
り

炎
特

有
の

波
長

の
赤
外
線
及
び
ち
ら
つ
き
を
検
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
た

時
点

で
感

知
す

る
こ

と
か

ら
早

期
の

火
災

感
知
が
可
能
で
あ
る
。

・
防

塵
,
防

水
構

造
の

ハ
ウ

ジ
ン

グ
を

有
し

て
お

り
,
屋

外
で

も
使
用
可
能
で
あ
る
。

【
適

用
高
さ
の
例
】
 

20
m
以
上

 

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間

・
小

空
間

不
適

切
な
場

所

・
構

築
物

等
が

多
く

，
死

角
の

多
い

場
所

・
天

井
が

低
く

，
監

視

空
間

が
小
さ

い
場
所

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

る
が

,
炎

感
知

器

に
お

い
て

は
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

シ
ス

テ
ム

が
開

発
さ

れ
て

い
な

い
。

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

⑧
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

⑬
 

防
爆

型
 

炎
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
偏

光
フ

ィ
ル

タ
及

び
受

光
素

子
に

よ
り

炎
特

有
の

波
長

の
赤
外
線
及
び
ち
ら
つ
き
を
検
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
た

時
点

で
感

知
す

る
こ

と
か

ら
早

期
の

火
災

感
知
が
可
能

で
あ
る
。

・
防

塵
,
防

水
構

造
の

ハ
ウ

ジ
ン

グ
を

有
し

て
お

り
,
屋

外

で
も
使
用
可
能
で
あ
る
。

・
全

閉
構

造
で

あ
り

可
燃

性
ガ

ス
又

は
引

火
性

の
蒸

気
が

感
知

器
内

部
に

進
入

し
て

爆
発

を
生

じ
た

場
合

に
,
当

該
感

知
器

が
爆

発
圧

力
に

耐
え

,
か

つ
,
爆

発
に

よ
る

火
炎

が
当

該
火

災
感

知
器

の
外

部
の

ガ
ス

又
は

蒸
気

に
点

火
し
な
い
。

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
(屋

外
)

不
適

切
な
場

所
・

構
築

物
等

が
多

い
場

所

非
ア

ナ
ロ
グ

式
 

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

る
が

,
炎

感
知

器
に

お
い

て
は

,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

シ
ス

テ
ム

が
開

発
さ

れ
て

い
な

い
。

・
受

信
機

で
は

火
災

発
生
信

号
の
み

表
示

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

⑨
 

屋
外

仕
様
熱

感
知

カ
メ
ラ

（
赤

外
線
）
 

・
赤

外
線

に
よ

っ
て

対
象

箇
所

が
発

す
る

熱
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
と
ら
え
温
度
を
監
視
す
る
。

・
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
の

信
号

が
設

定
温

度
（

8
0
℃

：
設

定
値

は
変

更
可

）
を

超
え

る
と

，
受

信
機

は
火

災
と

感
知

し
て
ア
ラ
ー
ム
を
吹
鳴
す
る
。

・
熱

サ
ー

モ
グ

ラ
フ

ィ
機

能
等

に
よ

る
火

源
の

特
定

が
可

能
で
あ
る
。

・
防

塵
，

防
水

構
造

の
ハ

ウ
ジ

ン
グ

を
有

し
て

お
り

，
屋

外
で
も
使
用
可
能
で
あ
る
。

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間
（

屋
外
）

不
適

切
な
場

所
・

構
築

物
等

が
多

い
場

所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
出
力

さ
れ
る

信
号

は
連
続

的
で
あ

り
，
受

信
機

で
は

サ
ー

モ
グ

ラ
フ

ィ
画

像
に

よ
り

平
常
時

の
状
態

を
監
視

し
，

急
激

な
温

度
上

昇
の

把
握

が
可

能
で

あ
る

。
な

お
，
受

信
機

は
熱

感
知

カ
メ

ラ
か

ら
の

信
号

が
設

定
値

を
超

え
る

と
火

災
と

感
知

し
て

ア
ラ
ー

ム
を
吹

鳴
す
る

。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

遮
光
カ
バ
ー

 

遮
光
カ
バ
ー

 

図
 
炎
感
知
器
の
原
理

 
図
 

炎
感
知
器

（
屋
外
仕
様
）

の
概
要

 

図
 
炎
感
知
器
の
原
理

 
図
 

炎
感
知
器
の
外
形

 

図
 
サ
ー
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
る
温
度
監
視
／
火
災
感
知
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型
 

式
 

特
徴
 

適
用

箇
所
 

ア
ナ

ロ
グ
式

／
非
ア

ナ
ロ
グ

式
放
射
線
の
影
響
 

概
要
図

⑩
 

光
電

分
離
型

煙
感

知
器
 

・
赤

外
光

を
発

す
る

送
光

部
か

ら
そ

れ
を

受
け

る
受

光
部

の
光

路
上

を
煙

が
遮

っ
た

時
の

受
光

量
の

変
化

で
火

災

を
検
出
す
る
。

・
送

・
受
光
部
の
感
知
器
で
公
称
監
視
距
離

5～
10
0ｍ

の
範

囲
を
監
視
で
き
る
。

・
従

来
品

の
煙

感
知

器
の

設
置

が
適

さ
な

い
高

天
井

の
空

間
へ
の
設
置
に
適
す
る
。

適
切

な
場
所
 

・
大

空
間

・
高

天
井
フ

ロ
ア

不
適

切
な
場

所

・
ガ

ス
，

蒸
気

等
が

恒
常

的
に

発
生

す
る

場
所

・
湿

気
が
多

い
場
所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的
で

あ
り
，
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

，
急
激

な
煙
濃

度
上
昇

の
把

握
が

可
能
で

あ
る
。
 

感
知

器
内

部
に

半
導

体
基

板
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

か

ら
放

射
線

に
よ

り
故

障
の

可
能

性
が

あ
る
。
 

⑪
 

熱
感

知
器
 

（
屋

外
仕
様

）
 

・
温

度
検

知
素

子
に

よ
り

感
知

器
周

辺
の

雰
囲

気
温

度
を

感
知
す
る
。

・
炎

が
生

じ
，

温
度

上
昇

し
た

場
合

に
火

災
と

し
て

感
知

す
る
。

・
端

子
部

分
が

コ
ー

キ
ン

グ
さ

れ
て

い
る

た
め

，
屋

外
で

も
使
用
可
能
で
あ
る
。

適
切

な
場
所
 

・
小

空
間
（

室
内
）

不
適

な
場
所

・
火

災
原

か
ら

の
距

離
が

離
れ

て
お

り
，

温
度

上
昇

が
遅

い
と

考
え

ら

れ
る

場
所

ア
ナ

ロ
グ
式

・
検

知
素

子
か

ら
出

力
さ
れ

る
信
号

は
連

続
的

で
あ

り
,
こ

の
信

号
を

連
続

的
に

処
理

す
る

こ
と

が
可

能
な

制
御
器

等
が
あ

る
。
 

・
受

信
機

で
は

平
常

時
の
状

態
を
監

視
し

,
急

激
な

温
度

上
昇

の
把

握
が

可
能

で
あ

る
。
 

感
知

器
内

部
に

半

導
体

基
板

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
か

ら
放

射
線

に
よ

り

故
障

の
可

能
性

が
あ
る
。
 

※
１
：
消

防
法
施

行
規

則
第

23
条

で
定

め
る

設
置

範
囲
に
よ
る

図
 

光
電
分
離

型
 

煙
感
知
器
の
原
理

 
図
 

光
電
分
離

型
 

熱
感
知
器
の
外
形

 

図
 
熱
感
知
器

の
原
理

 
図
 

熱
感
知
器
の
外
形
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添付資料３ 

 

島根原子力発電所２号炉における 

高感度煙検出設備の特徴等について 

 

1. はじめに 

島根原子力発電所２号炉において，中央制御室及び補助盤室の制御盤内に設置

する高感度煙検出設備の特徴等を示す。 

 

2. 高感度煙検出設備の特徴 

 制御装置や電源盤内のケーブル延焼火災の初期段階を検知するために開発さ

れた吸引式の高感度の煙検出設備 

 

中央制御室及び補

助盤室の制御盤内 

（複数の区分の安

全系機能を有する

制御盤内でのケー

ブル延焼火災に対

する早期消火を行

うことを考慮） 

 

 

高感度煙検出設備（感度：煙濃度 0.001～20％/m） 

盤内のケーブル延焼火災の初期段階を検知するため，制

御装置や電源盤用に開発された，吸引式の高感度煙検出

設備を設置 

 

第１図 高感度煙検出設備 概要図 

 

第２図 高感度煙検出設備 設置イメージ 

サンプリングエアは，吸引ファ

ン内部で攪拌・均一化された

後，フィルタにより塵埃を除去

し，高感度における誤作動防止

を図る。 
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3. 模擬盤による感知性能の確認試験

中央制御室及び補助盤室の制御盤内ケーブルが過電流により加熱された場合，

バリア及び離隔距離の確保により分離されている異区分のスイッチ，ケーブル等

に影響を及ぼす前に早期に火災を感知し，消火する必要がある。 

また，制御盤内については，煙の充満により消火活動が困難となる前に早期に

火災を感知し，消火する必要があるため，高感度煙検出設備の性能を以下のとお

り確認した。 

(1) 試験条件

ａ．空間容積の選定

中央制御室及び補助盤室の制御盤を模擬して，空間容積の大きい約

13.1m3（W:5600mm×D:900mm×H:2600mm）の空間①，空間容積の小さい約 1.9m3

（W:800mm×D:900mm×H:2600mm）の空間②において試験を行った。 

  ｂ．試験体の選定 

空間①において，煙の発生しにくいテフロンケーブルを電気ヒータによ

り加熱し，30 分以内※に火災を感知できることを確認する。 

空間②において，制御盤内で使用されている難燃ケーブルを電気ヒータ

により加熱し，煙の充満により消火活動が困難となる前に，火災を感知で

きることを確認する。 

なお，JEAG4607-2010「原子力発電所の火災防護指針」に基づき，制御盤

内の想定火災として，過電流による過熱に伴うケーブルの断線・短絡によ

る火災を想定し，制御盤内で使用されているテフロンケーブル，難燃ケー

ブルを用いて電気ヒータにて加熱し，当該ケーブルの断線・短絡による火

災を模擬する。 

※：中央制御室及び補助盤室の制御盤内の分離性能試験での加熱時間 

  ｃ．高感度煙検出設備及びサンプリング管の設置 

高感度煙検出設備は，各サンプリング点からサンプリングされたサンプ

リングエアは，吸引ファンの中で希釈されるため，サンプリング点が多い

方が厳しい条件となることから，保守的に制御盤を模擬した装置外の雰囲

気もサンプリングできるよう，第３図のとおり，高感度煙検出設備及びサ

ンプリング管を設置する。

第３図 試験概要図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(2) 試験結果

  ａ．空間① 

空間容積の大きい制御盤を想定した空間①において，サンプリング点を

制御盤４面分増やすことによって，吸引された煙が希釈される厳しい条件

により試験を行った結果，加熱開始後約３分で 0.2%/mの煙濃度を感知する

ことができ，中央制御室及び補助盤室の制御盤内の分離性能試験の加熱時

間 30分を考慮すると，異区分のケーブル及びスイッチ等に延焼する前に運

転員が火災を感知し，消火することが十分に可能である。 

高感度煙検出設備の検出状況を第４図に示す。 

0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況を第５図に示す。 

第４図 空間①における高感度煙検出設備の検出状況 

本
資
料

の
う

ち
，

囲
み

内
は
機

密
に

係
る

事
項

の
た

め
公

開
で

き
ま

せ

ん
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

試験容積 W5600×D900×H2600

監視想定容積 W8800×D900×H2600

燃焼材料 FH1.25sq 　5cm×10本

空調条件 無

試験前質量(g) 8.561

試験後質量(g) 7.7633

燃焼質量(g) 0.7977

ケース7 火点 火点１

ヒータ温度 240～412℃

検知開始 01分49秒

最大検出濃度 約2.514％／ｍ

アラーム１発報 02分18秒

アラーム２発報 02分32秒

アラーム３発報 02分59秒

アラーム１ 00分29秒

アラーム２ 00分43秒

アラーム３ 01分10秒

検知開始～発報までの時間
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（火災源の発煙状況（目視により確認可能）） 

第５図 空間①における 0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況 
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  ｂ．空間② 

空間容積の小さい制御盤を想定した空間②において，サンプリング点を

制御盤 10面分増やすことによって，吸引された煙が希釈される厳しい条件

により試験を行った結果，加熱開始後３分以内で 0.2%/m の煙濃度を感知す

ることができ，空間容積の小さい制御盤内で火災が発生しても，制御盤内

に煙が充満する前に火災を感知し，運転員が消火することが十分に可能で

ある。 

高感度煙検出設備の検出状況を第６図に示す。 

0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況を第７図に示す。 

第６図 空間②における高感度煙検出設備の検出状況 

試験容積 W800×D900×H2600

監視想定容積 W8800×D900×H2600

燃焼材料 MM-CVV8　2sq　5cm×3本

空調条件 無

試験前質量(g) 21.8675

試験後質量(g) 19.6547

燃焼質量(g) 2.2128

ケース４ 火点 火点２

ヒータ温度 232～403℃

検知開始 00分27秒

最大検出濃度 約1.514％／ｍ

アラーム１発報 01分19秒

アラーム２発報 01分49秒

アラーム３発報 02分16秒

アラーム１ 00分52秒

アラーム２ 01分22秒

アラーム３ 01分49秒

検知開始～発報までの時間

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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（火災源の発煙状況（目視により確認可能）） 

第７図 空間②における 0.2%/mの煙濃度を感知した際の試験装置内の状況 



添付資料４ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器の配置を明示した図面 
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別紙１ 

島根原子力発電所２号炉における 

火災感知器及び消火設備の部屋別設置状況について 

※１：原子炉の安全停止に必要な機器・放射性物質貯蔵等の機能を有する機器・重大事故等対処設備のうち，火災防護
対策が必要な機器であり，耐震 Sクラス又は Ss機能維持設計 

※２：「－」については消防法又は建築基準法に基づく感知器設置個所
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